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平成１４年９月５日広陵町議会

第３回定例会会議録（１日目）

平成１４年９月５日広陵町議会第３回定例会（第１日目）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１５名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 小 原 昇

３番 片 岡 福 美 ４番 寺 前 憲 一

５番 松 野 悦 子 ７番 吉 田 信 弘

８番 中 山 正 ９番 山 本 登

１０番 青 木 義 勝 １１番 笹 井 正 隆

１２番 坂 口 友 良 １３番 山 本 悦 雄

１４番 松 本 政 治 １５番 吉 岡 章 男

１６番 出 張 光 男

２ 欠席議員は、なし。

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 吉 村 崇

総 務 部 長 土 佐 敏 行 健康福祉部長 大 西 利 実

住民生活部長 野 村 完 治 環 境 部 長 山 村 吉 由

都市整備部長 吉 村 正 勝 水 道 局 長 中 尾 勝

教育委員会事務局長 竹 田 健 次

施設管理サービス公社常務理事 竹 嶋 昇

４ 本会議の書記は、次のとおりである。

局 長 西 辻 眞 治
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書 記 乾 善 雄 野 村 克 也

ただいまの出席議員は１５名で定足数に達しております。議 長

これより平成１４年広陵町議会第３回定例会を開会いたします。

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：０５開会）

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 会期の決定について

２ 会議録署名議員の指名

３ 諸報告

４ 報告第１１号 広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について

５ 報告第１２号 竹取公園の池底用地に関する和解の専決処分の報告について

６ 報告第１３号 平成１３年度広陵町土地開発公社の経営状況の報告について

７ 報告第１４号 平成１３年度財団法人広陵町施設管理サービス公社の業務報告について

８ 議案第４７号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

９ 議案第４８号 広陵町行政組識条例の一部を改正することについて

１０ 議案第４９号 広陵町手数料徴収条例の一部を改正することについて

１１ 議案第５０号 広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することについて

１２ 議案第５１号 広陵町立図書館電動式移動書架購入契約の締結について

１３ 議案第５２号 平成１４年度広陵町一般会計補正予算（第２号）

１４ 議案第５３号 平成１４年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

１５ 議案第５４号 平成１４年度広陵町老人保健特別会計補正予算（第２号）

１６ 議案第５５号 平成１４年度広陵町介護保険特別会計補正予算（第１号）

１７ 議案第５６号 平成１３年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第５７号 平成１３年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第５８号 平成１３年度広陵町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第５９号 平成１３年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６０号 平成１３年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６１号 平成１３年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について
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議案第６２号 平成１３年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６３号 平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計歳入歳出

決算の認定について

１８ 議案第６４号 平成１３年度広陵町水道事業会計決算の認定について

まず日程１番、会期の決定についてを議題といたします。議 長

本定例会の会期は過日の議会運営委員会で本日から２４日までの２０日間とすることにあ

らかじめ決定されております。会期をさよう決定することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって会期は本日から２４日までの２０日間に決定いたし議 長

ました。

なお、報告第１１号から第１４号までと議案第４７号につきましては、委員会の審査を省

略して本日議決願いたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

それでは日程２番、会議録署名議員の指名でございますが、会議規則第１１０条の議 長

規定により

１３番 山 本 君

１４番 松 本 君

に指名いたします。

次に日程３番、諸報告に入ります。議 長

先日、議会広報の研修会に参加されましたので、その報告をお願いいたします。 ４番議

員！

それでは、議会広報の取り組みについて青木議員とともに研修に行ってまいりまし４番議員

た。その成果を報告さしていただきたいと思います。

お手元に配付さしていただいてるとおり、概要についてはこのとおりであります。

まず、最初に感じたことが、たくさんの方々が熱心にこの議会広報の役割について、講師

の方の意見を聞き入っていたということであります。珍しく私たちは前段の方に座ったんで

すが、後ろを見ていても居眠りしてる人がいないというような状況で、本当に他町村へ出か

けた研修については本当に珍しかったというように思いました。

まず、議会広報の状況ですけれども、市町村の自治体議会の９７．２％、２，４８２自治

体が何らかの議会の広報を行っている。そのうちいわゆる議会単独で議会広報を発行してい
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るのが、２，０３５自治体、８０％に達しているということであります。やはりこれだけ年

々町民と議会を結ぶパイプとしての重要さが認識されてきた。それとまた、レベルの高いも

のが非常に多いという報告でありました。これはそこに書いてるように城市創氏、ジョウイ

チハジメと読むらしんですけれども、がその点について最初に報告されていたことでありま

す。

まず、広報編集のポイントという点で私たち自身も考えなければならない点は、計画的な

編集を心がけるという点であります。この点については、本当に真剣に議会広報を考えると

きにはやはり年間計画をきちんと立てていく、このことなくして住民に読んでいただけるよ

うな広報づくりの出発点はないということだと思います。そういう点で、毎回毎回の広報に

ついての編集方針については、事務局を中心に考えるわけですけれども、その点での１年間、

あるいはまた広陵町の議会広報がどんな役割を果たすのかという点は議員諸公とともに議論

をして、真剣に一致点を見出していく必要があろうというように思いました。

というのも、この中でやはり当たり前のことなわけですけれども、読んでいただけるよう

な広報をつくるということが最も重要なわけであって、そういう中に読みやすい文章をつく

っていく。あるいはまた、写真も大きなポイントとして位置づける、レイアウトはイメージ

づくりから出発して考えていく。また、校正上の注意事項についても複数の目を通して誤り

を出さない、信頼される広報づくりの基本ということで、大事なことに指摘されていました。

また、いわゆる本をいただいた方あるいはまた写真をいただいて広報に載せる、あるいは

載せなかったとしてもその返却を礼状をつけてきちんと住民の方あるいはいただいた方に礼

状をもってあわせる。また、そのときには広報ができれば、その前にその方に広報を送る、

こういう信頼関係をつくるという大事な、いわゆる編集ではイロハのことらしいですけれど

も、きちんと議会広報の編集のときにもこのことを行っていくことが重要だということを感

じたものであります。

また、この１２件の広報を随時説明をされたものであります。最初にこの宮代町というと

ころの広報を出してきて、こういう広報があるわけですけれども、この広報は悪い例として

挙げられていたんだろうというように思います。悪い例ではなかったかな、悪い例違うな、

これ。いい例です。次の伊方町というところの広報が、これが悪い例で、昔ながらの役所が

住民に発送する文章、あるいはこういう広報という形でなっている典型的な説明として行わ

れていました。こういう中で行われていた点について、やはり一点一点の解説については非

常に参考になったというように思います。
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また、議員の名前を出すかどうかという点は、各議会で議論をされているところですけれ

ども、やはり党派や議会議員の名前を議会広報を出すという点に至っては出すということが

当然の前提だというように講師は思いますということを言っておられました。

また、西条市ですけれども、これは広陵町と同じように２色刷りで裏表がカラー印刷にな

っているということだったわけですけれども、こういうところで共通しているのは、読んで

いただくために最近の新聞などでは１面にいわゆる主な記事というのが編集の中で載せられ

ているわけですけれども、今回もこういう内容を読んでいただこうという形で選択して載せ

ている広報が非常に多かったというように思います。そういうこともこの広報の優秀な広報

の中での共通した内容になっていたというように思います。

それから、いわゆる議会の関与する全般を記事にするという点では、一部事務組合の記事

や公社の記事などについてもやはりそこに派遣されている議員の方々が記事をつくる、ある

いはまた編集委員会で聞き取りしてそれをまとめるという形で、全般にわたって載せていく

と、こういうことも非常に必要なことだったというように思うわけであります。

また、写真の扱い方についても、やっぱり広報編集委員会が最終的な責任を持つという点

で、私たち自身は今現在は一般質問については各議員の責任において編集するというように

なっているわけですけれども、その字句の間違いやその他については編集委員会がやはりき

ちんと責任を持ってすべきだというようなことも、私たち自身の取り組みからいって少し修

正しながら広報編集委員会が広報発行の全責任を負うということも必要なところではなかっ

たかというように思います。

それと、写真撮りについても、やはりこの広報の中で複数出てきたわけですけど、組写真

をもって読みやすいあるいは親しみやすい広報に取り組んでいると。写真の使い方が非常に

上手だということも上げられたと思います。写真の使い方については、いわゆる委員会研修

について私たち自身も大体議員の研修風景が写真に載るわけですけれども、これについては

これはよくないということがいわゆる講師の方から指摘されていました。最近そういうよう

なものを載せるところは、いい編集を行われているとこはそれはないという意味だったよう

に思いますので、広陵町については早速そのことについては改善しなきゃならないというよ

うに感じたところであります。

それと、最後にしておきますけれども、最後に私たち自身がこの広報を編集するに至って

は読んでいただく広報をつくるという前提に立って、住民参加の広報づくりの課題が上げら

れるというように思います。今回の広報の中では、写真の募集、表紙に使う写真の募集、あ
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るいはまた広報での意見を問う募集、あるいは議会側から質問を出してそれに答えていただ

いた方に懸賞を出しながら広報を身近なところに位置づけて、住民との接点を探るという取

り組みなどが行われていたわけですけれども、そういうような内容についてもやはり広報編

集委員会で本当に住民と親しみを持てる、そして議会と交流がある広報を目指して、町行政

が理事者側が出す広報とは一味違う広報づくりが求められているというように強く感じた次

第であります。

最後に、やはりこの広報については、広陵町では議員が積極的に参加をしているわけです

から、今まで参加していただいた方々を含めて本当に立派な広報をつくり、住民から支持さ

れる、信頼される議会づくりのために活用を図るという視点を明確にしていきたいと思いま

す。

それと、全国にこの広陵町の議会広報を読んでいただく機会をつくる意味でも、クリニッ

クに提出する、それだけの自信を持った広報づくりをぜひ心がけていきたいということを痛

切に感じて研修を受けていたところであります。

青木議員とともども、これは夜の会合やまた電車の中の会合で、こういう内容については

一致して帰ってきたところですので、あわせて報告をさしていただきます。以上です。

はい、ありがとうございました。議 長

次に日程４番、報告第１１号、広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報議 長

告についてを議題といたします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について説明願います。 総務部長！議 長

それではご説明申し上げます。総務部長

この条例の一部改正につきましては、７月３０日付で専決処分をさしていただき、８月１

日から施行しているものでございます。

今回の改正の趣旨につきましては、企業グループの一体性に着目し、企業グループ内の個

々の法人の所得について利益と損失を通算して計算するなど、企業グループをあたかも一つ

の法人であるというふうにとらえて課税する仕組みである連結納税制度の創設に伴いまして、

連結納税の承認を受けた法人に課税する法人町民税について従前どおり単体法人を納税単位

とするための地方税法の改正によって、広陵町税条例の一部を改正する。なお、まだ引用い

たします法人税法の改正によります条項のずれを整備さしていただいたものでございます。
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連結納税制度の適用法人につきましては、内国法人であります親会社とその親会社に発行

株式の全部を直接または間接的に保有されるすべての内国法人、いわゆる１００％子会社を

いい、親会社については普通法人と協同組合等に限られ、１００％子会社については普通法

人に限るものとされております。

従前どおり法人町民税の課税におきましては、地域におきます受益と負担との関係等に配

慮し、法人税の連結税額の計算過程において連結グループ内の各法人、いわゆる単体法人で

ございますが、に配分されます税額をもとに課税標準を算定することとなっていると、こう

いう内容でございます。

お手元に配付いたしております一部を改正する条例に関する新旧対照表というのがござい

ますが、この中の７ページをお開き願いたいと思います。この７ページに、今ご説明申し上

げました連結法人に対する地方税の課税イメージという資料がございますが、この資料をご

らんいただきますと親Ａ社、これのＡ社の単体所得が２００と、一応仮定でございますが２

００の利益が上がっていると。子会社のＢ社では８０というマイナスの、いわゆる損失が上

がっております。これを２００と８０を合算いたしまして、いわゆる２００から８０を引い

ていただいて一番上段に書いております１２０というのが連結所得ということになります。

この連結所得に対しまして法人税率の３０％を掛けていただきますと、税額として３６とい

うものが出てくると、こういうイメージの図でございます。

これについては、平成１５年度と１６年度の２年間につきましては法人税率が３２プラス

２．２％の上乗せされる課税となっております。

なお、法人町民税につきましては、それぞれＡ社、Ｂ社の所得に対します課税ということ

で以前と変わりないわけですが、そういう計算をいたしますとＡ社におきましては２００に

対します税率の３０を掛けていただきますと６０という税率が出てまいります。法人事業税

率は、２００掛ける９．６％でございますので１９．２。なお、法人税割につきましては、

５％を掛けていただきまして３ということで、Ｙ県に入ります税額はそれぞれ１９．２と３

が税金として入ると。子会社のＢについては、損失が出ておりますのでこれに対しては０と、

こういうイメージの図になるわけでございます。

その次の８ページにつきましては、子会社の損失の１８０というのが出ております。これ

は、損失が出ておる場合は継続して５年間継続できるという規定がございますので、この損

失をこの適用をいたしまして、損失を計算しているというイメージ図でございます。

なお、今回の税条例の内容の改正につきましては、その前の１ページから７ページに新旧
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の対照表をつけておりますので、後ほどごらんいただければよくおわかりいただけるという

ふうに思っております。

なお、平成１４年度の法人町民税の課税対象につきましては、４２６社広陵町ではござい

ます。税額については、１億２，６０６万円ということで予算計上もさしていただいておる

ということで、今回の改正におきましての影響というものは全然、全くないと考えておりま

す。

それから、親子法人としては、株式会社近商ストアー、株式会社関西都市住居サービス、

株式会社新田、株式会社ダイヨシ、奈交フーズ株式会社、ニチメンエネルギー株式会社、村

本総合開発株式会社、村本道路株式会社、村本不動産株式会社等がございます。

以上、改正の趣旨を簡単に説明さしていただいたわけですが、よろしくご了承をいただき

たいと、かように思います。

これより本件について質疑に入ります。議 長

質疑ありませんか。 ５番議員！

１点お聞きしたいと思います。５番議員

今回、法改正によって広陵町にとっても全く影響がないということなんですけれども、本

来的なこの税改正の趣旨についてお聞きしておきたいと思います。

総務部長！議 長

いわゆる連結納税制度の基本的な考えと申しますか、これにつきましてはいわゆる総務部長

地域におきます受益と負担との関係に配慮したということと、それから納税者並びに課税町、

いわゆるこちら側ですが、双方の事務の改善というものも十分考慮に入れたということで、

合算して１つの会社が申告していただいたらそれに基づいてできるということで、それぞれ

の申告を省いたと、こういう点が主な目的でございます。よろしくお願いします。

４番議員！議 長

県の事業所税等については、関係の部分というのがわかるんですけども、町村の場４番議員

合について連結する場合、例えば先ほど親子会社の近商や新田、ダイヨシなど、子会社があ

って親会社があると。トータルで納税を行うということになるわけなんですけども、市町村

では法人税の中にあって、この連結で影響を受けるその税の部分というのはどういう部分な

のか。法人税、町村民税などもそれにすべて該当していくということなのか、そういう点ち

ょっと不明ですんで説明お願いしたい。

それから、例えば連結納税制度の中で言えば、現状からいえば大企業などがいわゆる相当
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な赤字企業を抱えているいわゆるところの部分を活用するという趣旨が非常に強いわけなん

ですけれども、そういう点で中小零細企業の部分をいわゆる保護するというようなところと

いうのはあるんでしょうか。そういうようなところもちょっと聞いておきたいと思うんです。

総務部長！議 長

市町村におきます法人税については、全く影響がないと。と申しますのは、連結で総務部長

申告はされるけれども、そこに存在します法人については以前どおり課税の部分て申します

か、利益の上がってる部分がその存在する広陵町であれば広陵町に対する課税になっておっ

たんで、今までと全く変わりはないと。（４番議員「割合では。」）割合は変わりはないと

いうことで、影響はないという、先ほど言った状況です。それで、法人扱いをしております

中小企業等についても、同じ状況でございますんで全く影響は受けないということでござい

ます。

ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。議 長

討論ありませんか。

（なしの声あり）

討論はないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

報告第１１号を承認することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって報告第１１号は承認されました。議 長

次に日程５番、報告第１２号、竹取公園の池底用地に関する和解の専決処分の報告議 長

についてを議題といたします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について説明願います。 都市整備部長！議 長

それでは、報告第１２号についてご説明いたします。都市整備部長

竹取公園の整備事業におきまして、公園予定地内に清水池１４人の共有地の池がございま

した。その池の買収の件で水利権者１２名と用地権者１４名の説明会を平成３年２月に斎音

寺の公民館で開催いたしたものでございます。

申立人の東氏は、当日欠席され、その後担当者が東氏宅に伺い、説明会での合意事項を説
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明いたしました。合意事項の内容は、平米当たり４万６，０００円、東氏の持ち分１４分の

１で１２６平米、坪にいたしますと３８坪でございます。用地権者４０％、水利権者６０％、

工事着手の承諾についての説明を行ったものでございます。

東氏は、工事着手の承諾については合意いただきましたが、俗に言います四分六の案分に

ついての分け前というんですか、それについての合意事項で不服がありました。

その他の水利権者１２名、用地権者１３名とは、合意事項に基づきまして契約を締結いた

しておりました。その後、東氏とは何回ともなく交渉を重ねましたが、合意をいただけず、

平成１４年１月に調停を裁判所に起こされ、３回目の調停委員のもとで今回２５０万円、７

ページにございますが、７ページの和解条項によりまして今回和解が成立いたしたものでご

ざいます。ちなみに、東氏との当初の契約金額は２３３万１，５００円でございます。

なお、今議会におきましても、公有財産購入費でこの和解の金額２５０万円を補正をお願

いしているものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。

これより本件について質疑に入ります。議 長

質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。議 長

討論ありませんか。

（なしの声あり）

討論はないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

報告第１２号を承認することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって報告第１２号は承認されました。議 長

次に日程６番、報告第１３号、平成１３年度広陵町土地開発公社の経営状況の報告議 長

についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について報告願います。 都市整備部長！議 長

それでは、報告第１３号、平成１３年度広陵町土地開発公社経営状況について都市整備部長

ご報告を申し上げます。

この決算に関しましては、去る５月２８日開催されました土地開発公社の理事会におきま
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して慎重に審議され、ご承認いただいたものでございます。

それでは初めに、決算書の１ページをお開き願いたいと思います。１ページの４行目をご

らんいただきたいと思います。

平成１３年度の土地開発公社の事業内容につきましては、平成１１年度に取得いたしまし

た町道笠・ハリサキ線道路用地の宅地４８．３９平米を広陵町に売却したものでございます。

次に、経営の収支につきましては、事業収益が５１７万５，０９７円、事業外収益８，５

７４円に対しまして、事業費用が５１８万５，０９８円となり、当年度におきましては１，

４２７円の純損失が生じたわけでございます。この処理といたしまして、繰越利益剰余金を

取り崩し補てんいたしたものでございます。

なお、当年度末の期末事業用資産の棚卸高につきましては、保有土地が全くございません。

借入金も１３年度末の借入金は全くありません。

以上が平成１３年度における広陵町土地開発公社の経営状況の概要でございます。

続きまして、２ページの土地開発公社決算報告書をごらんいただきたいと思います。これ

は、損益取引をあらわしたものでございます。

まずは、収益的収入及び支出の収入でございますが、事業収益といたしまして５１７万５，

０９７円。これは平成１１年度に取得いたしました町道笠・ハリサキ線道路用地を町に売却

した売却代金でございます。

次に、事業外収益といたしまして８，５７４円。これは預金利息でございます。

従いまして、事業収益の収入合計といたしましては、５１８万３，６７１円となりました。

続きまして、支出でございますが、事業費用といたしまして５１８万５，０９８円。これ

は土地の売却原価の合計でございます。予備費の支出はありません。事業費用の支出合計は

５１８万５，０９８円となりました。

次に、４ページをお開き願いたいと思います。

２の資本的収入及び支出でありますが、これは先ほど損益取引にかわり資本、すなわち投

資の面における収支決算でございます。

まず、収入でございますが、関係各課の要望を受け当初予算に計上しておりましたが、担

当課が直接買い取りされたため、資本的収入借入金の決算額としては０でございます。

次に、支出の資本的支出でありますが、新たな事業用地の取得がなかったので、事業費の

借入金、償還金、事業外支出予備費及び支出合計も５１４万７１６円でございます。

次に、６ページをお開き願いたいと思います。財産目録でございます。
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資産の部の事業用資産は、公有土地はございません。流動資産といたしましては、現金預

金として１４２万９，９８１円、定期預金が７００万円で、資産合計が８４２万９，９８１

円となっております。

次に、負債の部の流動負債といたしまして未払金、未払費用借入金はいずれもございませ

ん。したがって、負債合計も０でございます。差し引き純財産は８４２万９，９８１円とな

っております。

財産の内訳といたしましては、資本金５００万円と利益剰余金３４２万９，９８１円でご

ざいます。

続きまして、７ページの損益計算書でございますが、これは経営の成績をあらわすもので、

先ほど申し上げました収益的収入及び支出に対応するものでございます。

１の事業収益といたしまして、土地売却収益の５１７万５，０９７円でございます。

２の事業費用といたしまして、土地売却原価５１４万７１６円と一般管理費４万４，３８

２円でございます。事業費用の合計が５１８万５，０９８円となっております。

したがって、この差し引きといたしまして１万１円の不足額が生じたわけでございます。

３の事業外収益といたしましては、預金の受取利息が８，５７４円で、さきの不足額１万

１円との差額１，４２７円が計上損失となり、当年度純損失が１，４２７円となったもので

ございます。

８ページにつきましては、平成１３年度の貸借対照表、１１ページには決算審査報告書、

１３ページには附属明細書を添付しておりますので、説明については割愛させていただきま

す。

以上が平成１３年度広陵町土地開発公社の経営状況の報告とさせていただきます。どうも

よろしくご承認いただきますようお願いいたします。

これより本件について質疑に入ります。 ５番議員！議 長

大変基本的なことなんですけれども、土地開発公社の設立の目的、その点について５番議員

再度確認しておきたいと思います。

今バブルがはじけまして、土地の地価がどんどん下がってきているという状況の中で、バ

ブルで地価高騰期には大変役立ったと思うんですけれども、今の状況であれば先行取得がプ

ラスになるとは思えない実態があるわけですね。そして、ここ数年間ずっとこの公社の決算

では、損失補てんという形で損失がずっと継続してるわけですね。そうしますと、なぜこの

公社が必要なのかというところも疑問になってくるわけなんですね。ですから、この公社を
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設立しているメリット、デメリットも含めて、また来年度の平成１４年度の、今年度ですけ

れども、予算の方も全く事業の動きがないという中で、この存続そのものの是非について検

討すべき時期ではないかと思うわけですけれども、よろしくお願いいたします。

都市整備部長！議 長

存続の件でございますが、いわゆる町が行います公共用の工事で先行取得しな都市整備部長

ければ間に合わないというような内容で、やはり公社が先に先行取得しているというのがき

ょうまで現実行ってきたわけでございます。しかし、この内容で申しまして今申しましたよ

うに、先行取得して事業を遂行しなければならないという事業は今のとこございません。し

かるに、平成１４年の当初予算でご説明があったように、笠・ハリサキ線で担当課が先行取

得してほしいというような申し出で予算も立てておりましたが、やはり補助金がつくにつれ

て先行取得してもらう必要がなくなったということで、取得をしていないというのが現実で

ございまして、今後必要に迫られましてこの公社をこのまま継続して設立当時からのこの状

態でしておくかどうかということは、最終的にはまた公社の理事長ともご相談申し上げたい

と、このように思っておりますので、当初予算についてはそのときにも必要に迫ったときは

臨時の理事会等を開きということで説明もしていたと思いますので、よろしくお願いします。

５番議員！議 長

今この公社の存在そのものについてのいろいろな議論があるという中なんですけれ５番議員

ども、この事業の方でいえば、用地特会という方法もありますので、用地特会を今会計の方

閉じておりますけれども、目的が発生した場合はそちらの方を再度会計設けて対応していく

ということも十分できますので、そちらの方がより会計処理的には私たちの目にはっきりと

経緯が見えてくるわけですから、そういう形へ移行していただくことを再度検討していただ

きたいと思うんですけれども、再度ご答弁お願いします。

都市整備部長！議 長

用地特会ということで、内容的にそういう内容で用地特会を利用できる事業に都市整備部長

つきましてはその方で十分活用していただいて、やはり公社は公社と、この状態での継続は

されると思いますが、用地特会の採択でいける内容につきましては十分それを活用していき

たいと、このように思います。

４番議員！議 長

公社の問題については、全国各地で不祥事や、また不良債権等を生じている問題が４番議員

あるがゆえに、こういう第三セクター方式、これはそういうことで言えないわけですけれど



－14－

も、についての住民からのするどい目が光っているということだと思うんです。

もしこれを継続する場合でしたら、議会であれば条例にのっとって不動産買収の場合は議

会にかかるということがあるんですが、この開発公社の場合でしたら予算と決算しか目に見

えてこないということがありますので、やはりこの条例にのっとって土地取得あるいは建物

取得をする場合については、条例にのっとった時点でおける公社の公表、その時点での議会

の議論、同意という問題についてはやはり欠かせないというように思うんです。そういう点

が、一番過去開発公社が不明瞭に、他町村ですよ、不明瞭になってきた原因であり、また広

陵町でも最後に残った百済地区の土地についていわゆる不良債権処理をしなきゃならなかっ

た。いつ買ったかわからんかって買った途端に出てきてるというような内容があったわけで

すから、そういうところについてこの公社の透明性を図るということが前提でなければ、や

はり公社の存続基盤がなくなるというように思いますんで、そういう意味で公社存続の場合

については必ず町の財産取得条例にのっとった形で議会に報告をし、議論をするという点は

必要だと思いますけれども、その点についてはどのようにお考えなのか聞いておきたいと思

います。

理事長はどうですか。都市整備部長、どっち。 都市整備部長！議 長

おっしゃっております透明性については、全くそういう内容で書類等は整備し都市整備部長

ておりますので、何ら問題ないと思います。（４番議員「いやいや、議長、議長。」）

何。議 長

いやいや、問題はないんじゃなくって、開発公社っちゅうのが議会の関与にかから４番議員

ない部分があるために、財産取得条例が広陵町にあるわけですけれども、その条例自体は今

度は公社から町に発生する場合にはその問題が発生するわけなんですけども、公社が買う場

合については予算と決算の間っちゅうのは全くそれが見えないということが問題なわけなん

です。やはり町が公社を使って活用する場合も、町の財産取得条例について、のっとって議

会との関係を明確にすべきだということを言ってるので、その点は抜きにすればやはり不透

明さというのはもう当然その間出てくるわけですから、理事会で議論をしようが、やはり議

会との関係ではそういうことだというように思いますんで、そこの改善は当然現在のご時世

についてはそういうことをなかなかないでしょうけれども、確認だけはしとかんとあかんと

いうように思うんです。

総務部長！議 長

公社の活用については、都市整備部長がちょっと説明いたしましたが、それ以外に総務部長
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やはり緊急を要する場合予算の設立ができないと、その期間がない場合にやはり公社を活用

しての土地取得というものはさしていただこうということで、存続についての議論もこの前

の理事会で私もメンバーですんでそれぞれやりました。損失の報告だけで、このまま剰余金

だけを取り崩していくというのはどうかなという議論をそれぞれやったわけです。その中で、

当面目に見えてんのが古寺の用地買収、用地特会でも組んでおりますが、それ以外に緊急に

即対応せんといかんという場合があるかもわからんという予測の中で、しばらくちょっと様

子を見ようというふうに結論を出しております。それを活用したいというふうに考えており

ます。

それで、先ほど寺前議員さんの質問の条項については、やはり議会の全員協議会等で取得

しました、売却しましたという報告は必要かというふうには考えております。

公社は、公社で買った場合は決算と予算だけの報告でいいということはありますが、やは

り町の事業としての活用を公社にもって求めてるということですんで、その辺の土地取得に

ついてはやはり報告もしていきたいなというふうにも考えております。以上です。

質疑を打ち切ります。議 長

これで報告第１３号の報告は終わりました。

次に日程７番、報告第１４号、平成１３年度財団法人広陵町施設管理サービス公社議 長

の業務報告についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について報告願います。 施設管理サービス公社常務理事！議 長

報告第１４号、平成１３年度財団法人広陵町施設管理サービ施設管理サービス公社常務理事

ス公社の事業報告をさせていただきます。

当サービス公社の業務報告につきましては、去る５月２７日公社理事会におきましてご承

認いただいたものでございます。

それでは、別冊になってございます平成１３年度業務報告書をごらんいただきたいと思い

ます。

開いていただきまして１ページから３ページにつきましては、法人の概要として今回より

報告書の書式として加えたものでございます。

４ページ及び５ページをお願いいたします。事業の状況でございますが、１番の事業概要

でございますが、町及び県から管理委託を受けました各公園、町道、公共施設の維持管理、
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街路樹の補植、プランターへの花の植えつけなど、また文化の向上、体育等の普及振興を行

うとともに、シルバー人材センターと連携し業務委託により高齢者の生きがいを高めるため

雇用促進を図りました。

次に、２番の事業の実施状況ですが、（１）の公園等の維持管理、（２）河川、堤防等の

草刈り、（３）公共施設の維持管理等、ごらんのとおり効率的かつ経済的管理運営に努めま

した。

６ページは本年度中の理事会の開催状況でございます。

引き続き、財務諸表に移らせていただきます。７ページをごらんください。

一般会計収支計算書でございます。大科目の決算をもってご報告さしていただきたいと存

じますので、よろしくお願いいたします。

まず、収入の部でございます。１の基本財産運用収入として２万１，０００円、２の事業

収入では１億２，８５２万９，８６４円、３番の補助金収入といたしまして４，６００万円、

４番の雑収入では４２１万８，１６２円でございます。

また、６の特定預金取り崩し収入として３万４，３６９円、７番の基金取り崩し収入とし

て５，０１７万１，７９０円、以上当期収入合計Ａといたしまして２億２，８９７万５，１

８５円、前期繰越収支差額は０でございますので、収入合計ＢはＡと同じく２億２，８９７

万５，１８５円となっております。

続きまして、８ページをお願いいたします。支出の部でございます。

１、管理費といたしまして３，３９９万８，５１６円、２の受託事業費として１億２，０

９１万１，９６８円、３、自主事業費におきましては７９０万１，６３４円、４の固定資産

取得支出といたしまして１６８万６，６１５円、６の諸支出金６，４４７万６，４５２円に

つきましては、収入の部での基金取り崩し収入５，０１７万１，７９０円、いわゆる公社事

務所建設基金及び当該年度精算金１，４３０万４，６６２円を合わせて町へ返還する返還金

でございます。

予備費は０でございます。

以上、当期支出合計（Ｃ）は２億２，８９７万５，１８５円となります。従いまして、す

べて年度内精算をいたしましたので、当期収支差額及び次期繰越収支差額は０であります。

次の９ページから１７ページにおきましては、これらの収支計算明細書となってございま

すので、省略さしていただきます。

続いて１８ページに移らせていただきます。１８ページでございます。
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正味財産増減計算書でございます。増加の部で、資産増加額として工具、器具、什器備品

購入額５３万３，４００円、車両運搬具購入額１１５万３，２１５円、退職給与引当金増加

額が８万２，４１５円、積立金増加額４万６，１３６円、退職給与引当金取り崩し額が３万

４，３６９円、以上増加額合計は１８４万９，５３５円となっております。

減少の部では、資産減少額の工具、器具、什器備品減価償却額１６１万３，１８８円、車

両運搬具償却額が５０万７４２円、建物減価償却額が１５万３，０００円、車両運搬具除却

額が１０万３，８１５円、退職給与引当預金取り崩し額が３万４，３６９円、積立金取り崩

し額が５，０１７万１，７９０円、商標権減価償却額７５万２，７２６円、以上資産減少額

合計５，３３２万９，６４０円となってございます。

加えて負債増加額の退職給与引当金繰入額８万２，４１５円を合わせまして、減少額の合

計は５，３４１万２，０５５円となります。

当期正味財産増加額といたしましては、増加額、減少額を差し引きいたしますと、マイナ

ス５，１５６万２，５２０円となり、前期繰越正味財産額９，８５５万３，９２７円であり

ますので、期末正味財産合計額は４，６９９万１，４０９円となっております。

続きまして、１９ページをごらんください。貸借対照表に移らせていただきます。

まず、資産の部といたしまして流用資産、現金で２万７４２円、普通預金４，８５６万６，

７１２円、未収金で２，８７０万７，９１４円、立替金が２２１万９，１８５円、以上流動

資産合計といたしまして７，９５１万４，５５３円となってございます。

次に、固定資産の基本資産として定期預金３，０００万円、その他の固定資産の工具、器

具、什器備品が７９７万２，５１５円、車両運搬具２６７万６，０３５円、建物１９８万９，

０００円でございます。また、退職給与引当預金３５万４，３８８円、電話加入権８万５，

１５５円、商標権４２６万８，７０４円、以上固定資産合計は４，７３４万５，７９７円、

資産合計１億２，６８６万３５０円となっております。

続きまして、負債の部でございますが、流動負債の未払金といたしまして７，８２５万１，

２５２円、預り金が１２６万３，３０１円で、流動負債合計７，９５１万４，５５４円とな

っています。

固定負債として退職給与引当金３５万４，３８８円で、固定負債合計も同額でございます。

以上、負債合計７，９８６万８，９４１円でございます。

正味財産の部でありますが、正味財産といたしまして４，６９９万１，４０９円でありま

すので、負債及び正味財産合計は１億２，６８６万３５０円でございます。



－18－

それで、２０ページから２１ページにかけましては省略させていただきます。

以上、一般会計でございます。

引き続きまして、勤労者総合福祉センターの業務報告に移らせていただきます。恐れ入り

ます、２３ページでございます、お開き願います。

勤労者総合福祉センターの管理運営事業報告でございます。広陵勤労者総合福祉センター

管理運営受託事業として、当センター、愛称サン・ワーク広陵の管理運営を町から受託し、

トレーニングルームや浴室等の活用及び各種研修、会合、スポーツ活動の場の提供並びに教

育文化技術習得の各種教室を開催し、勤労者を初め地域住民の健康及び文化振興の拠点とし

て、利用者から選ばれる施設づくりを目指し、施設運営、事業推進に努めてまいりました。

以下、管理運営事業として施設の概要、利用状況などごらんのとおりでございます。

２４ページから２７ページには、各種教室の開催状況、イベント実施状況などでございま

す。説明は省略さしていただきたいと思います。

続きまして、財務諸表に移らせていただきます。２９ページをごらんいただきたいと思い

ます。

特別会計サン・ワーク広陵の収支計算書でございます。

まず、収入の部でございます。２番事業収入といたしまして１億２７万４，３８１円、４

番の雑収入で１７９万６，９１０円、６番の特定預金取り崩し収入では１３０万５，０００

円であります。

以上、当期収入合計Ａは１億３３７万６，２９１円で、前期繰越収支差額が３３万８，５

４４円でございますので、収入合計Ｂといたしましては１億３７１万４，８３５円となって

おります。

次に、３０ページをお願いいたします。支出の部でございます。

２の受託事業費といたしまして９，３０６万９２２円、自主事業費で６１８万７，１３８

円、６、諸支出金４４６万６，７７５円につきましては、精算に伴う町への返還金でござい

ます。

以上、期末支出合計Ｃは１億３７１万４，８３５円であります。従いまして、当期収支差

額ＡマイナスＣはマイナス３３万８，５４４円で、次期繰越収支差額は０ということになり

ます。

３１ページから３６ページにはこれら収支計算明細書となっておりますので、よろしくお

願いいたします。
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次に、３７ページをお願いいたします。正味財産増減計算書でございます。

増加の部、資産増加額につきましては０でございます。減少の部の資産減少額での当期収

支差額が３３万８，５４４円及び自主事業運営資金積立取り崩し額が１３０万５，０００円

で、負債増加額は０でありますので、減少額合計は１６４万３，５４４円となっております。

したがいまして、当期正味財産増加額はマイナス１６４万３，５４４円で、前期繰越正味

財産額が５０８万２，８６０円でありますので、期末正味財産合計額は３４３万９，３１６

円となってございます。

続きまして、３８ページの貸借対照表をごらんいただきたいと思います。

まず、資産の部といたしまして流動資産の現金で４６万８，５４０円、普通預金１，００

２万２，３８４円、未収金１０万１，８８６円、流動資産合計が１，０５９万２，８１０円

となっています。

次の固定資産のその他固定資産として、自主事業運営資金積立預金で２９２万１，３１６

円、自主事業運営資金普通預金５１万８，０００円、固定資産合計は３４３万９，３１６円

でございます。資産合計といたしましては１，４０３万２，１２６円となっています。

次に、負債の部では、流動負債の未払金といたしまして１，０５９万２，８１０円であり

ますので、流動負債合計及び負債合計それぞれ同額でございます。

正味財産の部におきましては、正味財産３４３万９，３１６円でございますので、負債及

び正味財産合計は１，４０３万２，１２６円となっています。

以上、勤労者総合福祉センターの財務関係でございます。

続きまして、ふるさと会館の業務報告に移らせていただきます。４１ページをごらんいた

だきたいと思います。

４１ページのふるさと会館管理運営事業報告でございます。

初めに、広陵町ふるさと会館グリーンパレス管理運営受託事業でございますが、町から管

理運営委託を受けて町民相互の交流を促進し、産業、観光及び文化の振興並びに健康増進、

女性の福祉向上の拠点としてその運営を図るとともに、宿泊研修、会議、会食等、町内外を

問わず幅広い利用促進に努めました。

以下、管理運営事業として施設の概要、年間施設利用状況などごらんのとおりでございま

す。

４２ページでは、過去３カ年の年度別利用状況及び宿泊利用の年間利用状況になってござ

います。
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また、４３ページでは、宿泊利用の過去３カ年の年度別利用状況及び自主事業の実施状況

でごらんのとおりでございます。

引き続き、財務諸表に移らせていただきます。４５ページをお願いいたします。

特別会計ふるさと会館収支計算書でございます。

まず、収入の部でございますが、事業収入といたしまして７，３２８万２，０４１円、４

の雑収入では３９５万６，２２５円であります。

以上、当期収入合計でＡでは７，７２３万８，２６６円、前期繰越収支差額が２万５，０

５０円でありますので、収入合計Ｂは７，７２６万３，３１６円となります。

続きまして、４６ページをお願いします。支出の部でございます。

２の受託事業費といたしまして７，２１４万９，６１０円、３の自主事業費で１６万９，

６５０円、６の諸支出金４９４万４，０５６円、これにつきましては精算に伴います町の返

還金でございます。

以上、当期支出合計Ｃは７，７２６万３，３１６円となります。

したがいまして、当期支出差額ＡマイナスＣは、マイナス２万５，０５０円で次期繰越収

支差額は０となります。

次の４７ページから５１ページにかけましては、これら収支計算明細書となってございま

す。

続きまして、５２ページをごらんください。正味財産増減計算書でございます。

増加の部の資産増加額につきましては０でございます。減少の部の資産減少額での当期収

支差額が２万５，０５０円のみで、起債増加額は０でありますので、減少額合計は２万５，

０５０円で、当期正味財産増加額はマイナス２万５，０５０円となって、前期繰越正味財産

額２万５，０５０円でありますので、期末正味財産合計額は０となってございます。

続きまして、５３ページの貸借対照表でございます。

まず、資産の部といたしまして流動資産の現金１５２万３，７６２円、普通預金で１，１

９６万１，７９０円、未収金６３万９，２６０円で、流動資産合計並びに資産合計は１，４

１２万４，８１４円であります。

負債の部では、流動負債の未払金で１，４１２万２，２９２円、前受け金で２，５２０円、

合わせて流動負債合計並びに負債合計は１，４１２万４，８１２円となります。

正味財産の部におきましては、正味財産は０で、負債及び正味財産合計額は１，４１２万

４，８１２円であります。
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以上、ふるさと会館の関係でございます。

最後に、働く婦人の家の業務報告に移らせていただきます。５５ページをお願いいたしま

す。

働く婦人の家管理運営事業報告でございます。広陵町働く婦人の家管理運営受託事業であ

りますが、管理運営を町から委託を受け、働く女性や主婦があらゆる分野に参画するととも

に、仕事と家庭の両立、また健康で充実した生活を営めるよう技術、知識の習得、リフレッ

シュにつながる趣味及び体育的な各種講座やセミナーなどの開催、また自主グループ及び託

児ボランティアの育成等、事業運営を図りました。

管理運営事業といたしましては、施設はグリーンパレス内でございます。町内利用者の利

用内容と過去３カ年の状況はごらんのとおりでございます。

５６ページでは、講座、セミナー、催し物の開催状況でございます。

また、５７ページから５８ページでは、講座等の開催での託児数及び自主グループ活動状

況になってございます。

続きまして、財務諸表に移らせていただきます。５９ページをお願いいたします。

５９ページの特別会計働く婦人の家収支計算書でございます。

収入の部でございますが、事業収入といたしまして１，５７５万１，４００円、４の雑収

入では８１３円でございます。当期収入合計Ａは１，５７５万２，２１３円、前期繰越収支

差額が４万８，８１９円、合わせまして収入合計Ｂは１，５８０万１，０３２円となります。

続きまして、６０ページをごらんください。支出の部でございます。

受託事業費といたしまして１，４４８万６，４６４円、６の諸支出金１３１万４，５６８

円、以上当期支出合計Ｃは１，５８０万１，０３２円でございます。当期収支差額Ａマイナ

スＣはマイナス４万８，８１９円、次期繰越収支差額は０となっております。

次の６１ページから６３ページにかけましては、これら収支計算明細書となってございま

す。

続きまして、６４ページをお願いいたします。正味財産増減計算書でございます。

増加の部での資産増加額は０でございます。減少の部の資産減少額での当期収支差額４万

８，８１９円のみとなっており、負債増加額は０でありますので、増減額合計額は４万８，

８１９円、当期正味財産増加額はマイナス４万８，８１９円となって、当期繰越正味財産額

が４万８，８１９円でございますので、当期正味財産額合計額は０となります。

次に６５ページをごらんください。貸借対照表でございます。
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資産の部といたしましては、流動資産の普通預金で２２０万１，３７８円、流動資産合計

並びに資産合計につきましても同じく２２０万１，３７８円であります。

負債の部では、流動負債の未払金２２０万１，３７８円、流動負債合計及び負債合計はと

もに２２０万１，３７８円となります。

正味財産の部におきましては、正味財産は０で、負債及び正味財産合計額は２２０万１，

３７８円でございます。

以上、働く婦人の家特別会計の関係でございます。

なお、６７ページからは、ただいまご報告いたしましたサービス公社一般会計、勤労者総

合福祉センター特別会計、ふるさと会館特別会計並びに働く婦人の家の特別会計、４会計の

収支明細計算書の総括表としてまとめたものが添付してございます。

以上、簡単ではございますが、報告第１４号、平成１３年度財団法人広陵町施設管理サー

ビス公社の業務報告とさせていただきます。よろしくご了承いただきたいと思います。あり

がとうございました。

これより本件について質疑に入ります。議 長

まず、広陵町施設管理サービス公社一般会計決算について行います。

質疑ありませんか。 ４番議員！

簡単にしてください。

１つは、いやいや今これ１つずつ分けてやって……。４番議員

何ですか。議 長

いやいや、分けて。４番議員

１つずつやりますけども、簡単にしてください。議 長

１つはやっぱりサービス公社の場合に予算書は今年度もらったんですね。サービス４番議員

公社の決算書もらってないんですね。要は決算書、サービス公社の予算書とあわせてこ

の内容が明らかになってくるので、ぜひサービス公社の決算書をあわせて……。（「シルバ

ー。」）えっ。（「シルバーよ。」）あっ、シルバー、シルバー。シルバーの決算書をつけ

ていただきたいというように思うんです。

１つは、見る場合シルバーとの関係は欠かせない問題だと思うんです。そういう点で質問

しますけれども、現在非常に就労が広陵町でも大変な状況になっていると。広陵町内の方々

がシルバーに参加している状況というのが、全体としてどういう状況になっているのか、あ

るいは雇用機会、これは雇用機会を中心に据えているわけではないですけれども、雇用機会
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がふえているかどうか。そしてまた、その実態として１人当たりの分配金の扱い方がどうな

っているのかという点が見えてくる必要があろうと思うんです。サービス公社の決算状況で

議論すれば、それは即見えてくるわけなんでしょうけれども、それが見えてこない。あるい

は、町の補助金が１，２００万円シルバーに渡っているわけですけれども、そういう点で実

はサービス公社とはトンネルで関係なしに出ていってるわけですから見えてこない。そうい

う点で、シルバーとの関係でサービス公社はどのような状況把握をされているのか、シルバ

ーの決算状況というのは通年を通じてどんな変化があらわれているのか、あるいはまたどの

ような役割が担われているのか、こういう点について説明をしていただきたいと思うんです。

これが、サービス公社の一般会計での中心的な内容であろうというように思いますので、

そのことについてはやはり詳細にわかるような話をしていただきたい。これは毎年質問をし

ていることですので、できるだけわかるようにお願いしたいと思います。

人事については、非常に詳しくなってきましたので、そういう点については省かしていた

だきます。

それと、個々の問題について見てみますと、サービス公社の親睦会補助金は広陵町の職員

互助会との関係で同様の扱いをされているのか、その点を聞いておきたいと思います。

それから、事務所建設基金積立金が生じているんですけども、これはどういう扱いのもと

でこういうように基金を設定、廃止されてないからあるんでしょうけれども、この基金を出

されたのかという点がちょっと意味不明なので聞いておきたいと思います。

それから、木の粉砕機、修理等で３４４万７，０００円出てるんですが、この後にチップ

業務委託料が５０万９，０００円あるんです。これとの関係はどこに委託しているのか、こ

れはサービス公社、当然シルバーでできる内容だと思うんですけれども、シルバーに委託し

ているということなのか、こういう点でシルバーでの委託はシルバーでしるしをしていただ

くとか、委託先についてははっきりしていただきたいと思うんです。非常に個々の委託料と

いうのがシルバーとの関係で見えてこないので、そういう点についてお聞きしておきたいと

思います。

決算書の書き方、予算書の書き方等についても、委託料がシルバー先にいったらシルバー

というような形で説明していただければより明確になるだろうというように思います。

それから、花の育苗等委託料が１８５万円出ているんですけれども、これも同様にシルバ

ーに委託されているのか、他の業者に委託されているのかというのがわからないので、聞い

ておきたいと思います。
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それから、町特産試供品が落ちてきているわけなんですけれども、これはどういうような

扱いのもとでこういう決算が出ているのか聞いておきたいというように思います。

それからもう一つ、同様に竹細工の作業委託料、これはシルバーだというふうにわかるん

ですけれども、この内容で当初予算から落ちているという点はどのような形なのか。これと

裏返しで収入の部分でも非常に減っていて、決算書では収入のところで減っていたように思

うんですけれども、特産品の販売ではこれは試供品と兼ねてあるんだろうというように思う

んですが、落ちている点でどうなのかという点をお聞きしておきたいと思います。

それから、馬見丘陵と公園等についての委託料の積算の問題とかというのは一般会計でも

議論できますので、この場では省かせていただいときます。ただ、やはり前に言ってるよう

に、以前からの算出、予算書、決算書の出し方が変わってるので、やはりちょっと見えにく

いようになってるんです。そういう点では、附属資料を添付していただくと、いわゆる委託

業務内容について明確にわかるような資料を提供していただきたいというように思います。

これは一般会計でやりますので、そのときまでにひとつお願いをしたいというように思いま

す。

それから、収入の問題で、処分代ほかという形で４１６万３，０００円が計上されている

わけなんですけれども、これは何なのか全く意味不明ですので、お聞きしておきたいという

ように思います。以上です。

施設管理サービス公社常務理事！議 長

大変盛りだくさんにご質問いただきましたけども、順番に、施設管理サービス公社常務理事

ちょっと漏れるかもしれませんけども、また。

最初のシルバーとの関係でございますけども、決算書の方は１４年度の予算書はもらって

いただいたと思っておりますけども、決算の方も私はまだ資料として出させていただいても

ええんじゃないかなと、またシルバーの局長の方に申し添えたいと思っております。

それから、就労の方です。やはり会員がかなり増加しております。毎月５、６名はふえて

新会員が来られるということなって、現在８月時点ではたしか２６５名ぐらいはあったと思

います。そうした中で、やはりいろいろと業務そのものの当然同じ量であれば、１人当たり

は減ってくるという傾向は否めないと思っております。

それから、親睦会の方のことなんですけども、これにつきまして町の職員と同じように支

出をしていただいてもらっておりまして、１４年度からも１人当たりの減額がございました

ので、１３年度は以前の職員と同じことです。



－25－

それから、事務所の建設基金のご質問でございますけども、平成１０年から１２年にかけ

まして積み立て、いわゆる公社の事務所を建設しなければという目的のもとで、３カ年にお

きまして５，０００万円の積み立てをしておったわけですけども、昨年度ふるさと会館の事

務所の方へ、ちょうど保健センターもさわやかホールができまして移った関係もあり、一応

公社といたしましては町のふるさと会館の施設をお借りできたというところで、所期の目的

を達成したということで、財政とも協議いたしまして１３年度末で取り崩しをいたしまして、

利子とともに５，０１７万１，７９０円という積立金を返還したという内容になってござい

ます。これ１４年度予算のときもちょっと申し上げてたと思うんですけども。

それから……。（４番議員「それが何で復活してんのか、基金。」）いえ、もう皆取り崩

しして。４万６，１３６円というのですか。これは利子なんですわ。今まで１３年度中にあ

った利子の一部です。これも合わせて、もう返還するとこに入っているわけです。もうこれ

で終わりなんです。それから、破砕機、チップとか花づくりとかというのも、これにつきま

してもすべてシルバーの方で委託になってございます。町の特産試供品とか、減額は確かに

少のうなってございます。年々やはりこれも経済情勢というんですか、そうしたもんもあり、

また節減のことも絡んできてますので、ある程度減額になってございます。

竹工房につきましては、昨年９月で一応休止状態になったところで在庫整理的な業務にな

ってございます。賃金とかは、ある程度その年度途中までは支出しておりますけども、そう

した関係で減額ということになってございます。

雑入でしたかな。（４番議員「処分、処分、雑収入の処分代、金額が大きいんで。」）は

い、済みません。これも処分代と書いておるだけでわからないですね。これにつきましては、

廃川敷の方で、これも先ほどのチップの関係もございますけども、これはシルバー人材セン

ター、うちが町から管理委託を受けてあこを管理してるわけです。そこへシルバーがいろい

ろ持って搬入するというところで、チップにも絡んできますし、いろいろな諸経費をそこで

１５０万円町のシルバーから徴収しております。それから、それ以外に事務所の年度途中の

移転がありましたんで、水道局の方へ家賃というんですか、使用料を払っておりましたね、

事務所の方の、それがこちらの方へ月割りでシルバーから戻してもらうということに、その

分は５６万円ほどございます。あと、公園管理の冷暖房費とか公衆電話の回収金、それから

シルバーへの車両の貸し出しですね、これの分で１４０万円ほど、これは経費だけなんです

よ、一つも公社は取ってないんですけども、一応いろいろ経費が保険とか全部かかりますの

で、その分だけは負担してもらってると、そうしたことをこの雑入で入っておるわけです。
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それくらいでよろしいですか。

もうええやろ。議 長

もう一点だけ。いわゆる雇用がふえているという実態は今の話で明らかになってき４番議員

てるわけでなんですけども、いわゆる仕事量をふやしていくという点では、このシルバー、

いわゆるサービス公社ができたときにも仕事をそういう形でとるということで、今まで発注

していた分野での仕事が逆に業者から減ったという点はあったわけなんですけれども、いわ

ゆるその他のところにも出てくるわけなんですが、いわゆる施設での管理委託料あるいは清

掃、グリーンパレスのところでは床掃除とか、そういういろいろ専門的な業種の部類が書い

てるんですけども、サン・ワークについてはそういう内容がなくって清掃業務管理委託料と

いう形になってるんですね。そういう中身わからないんですけども、いわゆるこの庁舎での

管理委託料については、以前にその問題でシルバーに委託するのはどうかとかという議論を

したんですが、いわゆるサン・ワークやグリーンパレス等については既に委託してるわけで

すから、できるだけそういう形での仕事量をふやしていくことが可能だというふうに思うん

です。というような形で、現在の広陵町内のシルバーの会員さんの仕事を確保していくと。

私は、話聞くには週２回とか３回とか、非常にやっぱり人がふえてきているところで収入減

になっていると、それでは賄い切れないのでやめて別のところに働いていってる人もいると、

こういうような実態は一部見えているんですけれども、やはり非常に喜んでおられる現場で

すので、仕事の確保についてもぜひ頑張っていただきたいというように思うんですけれども、

そういう点についての見通しや、またその他考え方があるのであればお聞かせ願いたいとい

うふうに思うんです。

常務理事！どっち答える。 総務部長！議 長

今ご質問がございましたシルバー会員さんの仕事の分野というものは、やはり町と総務部長

してもこれから極力考えて範囲を広げていきたいと、かように思います。

１３番議員！議 長

ちょっと１点だけお聞きいたしておくのと、それからこれは今度新しい町長にな１３番議員

ってから会計の方式を変えられたわけですね、繰越金を出さないと、余った分は全部町へ返

還するという形に変えられたと思うんです。そうしますと、その分は幾らなのかということ

がはっきりわかるような書式にしてもらわないと、例えて申しますと、諸支出金のとこで６，

４４７万６，４５２円出てるわけなんですけども、町への返還金ほかとなってるわけです。

一体この中の何ぼが町へ返還されたかわからない。ですから、ちょっとこの形式を変えてい
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ただいて、もうこういうやり方になりましたら次期に繰り越すことはないんですから、下の

方の様式、次期へのとこは不要やないかと思うんです。そこで、幾ら町へ返還したと、ある

いはこれ逆の場合もあり得るわけだと思うんです、はないのかあるのかわかりませんねけど。

そういう形に、ちょっとやり方を変更してもらいたいと思うんです。

それと、１点だけ、今聞いたついでですので、このここで町への返還金は幾らだったんか、

それもひとつあわせてお願いしたいと思います。

常務理事！議 長

確かにこの町への返還金ほかということで紛らわしい言葉が施設管理サービス公社常務理事

１つ入っておる関係で、ずばりこれはすべて返還金そのものなんです。ただ、この中でサー

ビス公社の場合でしたら５，０１７万１，７９０円というのはいわゆる建設基金の積み立て、

それに当該年度の精算による返還金が１，４３０万４，６６２円を足したもんが６，４４７

万６，０００円という形、もうずばりそのものなんです。ただ、ほかの特別会計は、去年の

繰越金が皆もろもろちょっとずつありましたんでちょっと違いますけども、当該年度とはず

ばりありませんけども、返還する額はここに出資金ですべて上がっておる、ほかのものは入

ってございません。

１３番議員！議 長

そしたら、ここに「ほか」という字は要らんということやね。だから、その辺を１３番議員

はっきりとしとかないと、我々はこれだけ見てやりますんで。そしたら形式も変えて何もこ

んな支出のとこじゃなしに、最初のとこでこれからの町返還金何ぼという形でわかるように

書いていただいたら、そしてその内容については今おっしゃったように基金の分何ぼ、そし

てその通常の分が何ぼというような形に書いていただいたら非常にわかりやすい。これはっ

きり申し上げて明細書でしょう、収支計算明細書やからね、その明細書が見たら八八のこと

がわからないと具合が悪いわけなんですよ。だから、明細書の割には非常に荒い明細書なん

です。だから、その辺ちょっと考慮してまあまあ我々にわかるように、恐らくこれ理事会で

はもっと詳細な資料を出して決算の方をやっておられると思うんです。そういうことで、ひ

とつよろしくお願いしておきたいと思います。

じゃあ、その点よろしくお願いします。議 長

では、次に移りたいと思います。もう詳細のことについては、この件については出ました

ので、次に続きまして広陵町勤労者総合福祉センターについて質疑を行います。もういいで

す。（５番議員「まだ権利があるんですけど。」）権利はあるけど、いいです、もう次に移



－28－

りました。

じゃあ、勤労者総合福祉センターについて質疑を受けます。はい、５番議員！（５番議

員「おかしい、そんなこと。」）もう５番です。（５番議員「ちょっと質問させてくださ

い。」）５番質問してください。

ちょっと質問します。５番議員

２番のとこですよ、２番目ですよ。議 長

いえいえ、今のところ私は一回も質問しておりませんので、議会のルールに、条例５番議員

にのっとって質問をさせてもらいます。

それから、ここの今の部分なんですけれども、この５，０００万円の基金の黒字分を除い

ても、黒字が６，５００万円ですから１，５００万円ほど黒字分として計上され、またその

中で６，４００万円が町への返還ということになっているわけなんですけれども、この黒字

の部分が１，５００万円ほども出てくるという部分については、どのような部分から出てき

たと判断していいのかということです。例えば、町の事業の委託金と、それの収入と支出を

見ますと２００万円ほどの黒字になっているわけです。県の場合の方の事業について見ます

と２８０万円ほど黒字になっているわけなんですけれども、この事業、例えば県の事業にし

ましても２８０万円といいましたら、延べ人数で言えばもう少し充実した仕事をしていただ

けるのではないかということです。町の方でも２００万円分というたら、延べで言うたら２

００何日分、さらに充実した仕事をしていただけるということも考えられますので、その他

の部分でもまだ１，０００万円黒字になってきてるということは、予算の組み立て等につい

てもどういう組み立てになっていたのかなというふうに思うわけですが、この点について決

算の中でお聞かせいただきたいと思います。

それから、サービス公社の職員さんにつきましては、今までの従来からの説明の中で町職

員さんに準じた待遇というふうに認識してるんですけれども、その点について確認、再度し

ておきたいと思います。それについては、福利厚生面でもそうなのかどうか、その点確認し

たいと思います。

それから、この１４ページなんですけれども、デイサービスの送迎業務委託料ということ

なんですけれども、これはどういう内容なのか説明をしておいていただきたいと思います。

以上、お願いします。

常務理事！議 長

公社の収支をおっしゃっているわけなんでございますが、一施設管理サービス公社常務理事
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般会計のここでは、収入の主なものといたしましては、町からの補助金で４，６００万円、

また町施設管理費といたしましても８，６００万円、また県立公園委託金の関係でも３，８

００万円という収入の中での精算でございまして、この補助金に係るものにつきましての試

算をいたしました中では大体９６０万円ほどの、収入支出の差が９６０万円ほどになってご

ざいます。あと施設管理の方では、町の方から委託金として入っている分では１８０万円と

県の方からでは２７０万円、約２８０万円ほどで、こうしたことになってございます。経費

の節減そのものも絡んできておりますし、当初予算からのずれというものもございますので、

結果的な数字としてあらわれたものでございますので、削減の中で何ぼでも使ってもいいと

いうような問題ではございませんので、県にいたしましても町の委託金にいたしましても、

やはりその予算の範疇の中で執行していかなければならないという状況でございます。

公社の職員の待遇といったところでございますけども、これは町の職員に準じましての待

遇、すべて福利厚生から同じように行っております。

それから、デイサービスに対する委託料でしたね。これはたしか今年、１３年度年度末か

らなんですけども、デイサービス青い鳥、町のさわやかホールにございます青い鳥の事業所

のデイサービスの車の送迎の方で委託を行ってもらっているという内容でございます。丸々

デイサービスの送迎です。以上でございます。

はい。議 長

今の収支の問題なんですけれども、補助金の算定の基準といいますか、そういう部５番議員

分について、もう少しシビアに当初から見ていただくということも必要なのではないかなと

いうふうに思うんです。大変一般会計の方等予算が厳しい中で、そういう結果として黒字と

いうことはもう多々いっぱいあるわけなんですけれども、予算編成時に大変そこのところに

とられるということになりますと大変残念なことにもなってくると、ほかの事業をもっとで

きる部分が削らなければならないということにもなりかねませんので、こういう点について

はシビアに補助金の積算等していただきたいと思います。

それと、先ほど言いました公園の方の管理なんですけれども、例えば広域丘陵公園の方な

んですけれども、もう少し手入れをしていただいた方がいいなというような部分もあるわけ

なんです。そういう点で言いますと、お花の方のエリアなんですけれども、少し人手不足な

のかなと見ていて思うわけです。大変希望者も多い中で、十分にこの範囲内で人員をふやし

ていただいて十分な手入れをお願いしておきたいと思うんですが、再度その点をお願いした

いと思います。
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それから、互助会に入っておられないということで、職員さんの方はこういう親睦会補助

金という形で出てるのかと思うんですけれども、その辺のサービス公社職員さんの親睦会補

助金について少しご説明をいただきたいと思います。以上です。

総務部長！議 長

ただいまの中で、私財政の方担当してますんで、予算のその査定がもうルーズな感総務部長

じを受けたんで、そうじゃなく、やはりそれぞれ現場におきまして事業につきましては、何

人が必要で何区がというところまで人員をすべて計算した中の積み上げを町の方の委託料と

して請求されます。これに対して町の方はその内容を見た中で、幾分削ってる部分もありま

すけども、それに対して出すわけです。そして、さらに現場において実際に予算を執行する

場合において努力をしてもらってる結果ということもありますんで、それとすべて人件費も

含んで公社の方へ渡しているという状況の中で、決して黒字という表現はおかしいと思いま

す。これは精算をさしていただいてるという状況ですんで、認識をちょっと新たにしていた

だきたいと、かように思います。

それから、先ほど身分ですが、公社の身分は常務理事の方から職員に準じてということで

すが、決して公務員ではございませんので、企業の職員ですので基本的には違うということ

でございます。ただ、そういうことの扱いについては公務員と同じように扱っていくのが妥

当やろという判断のもとで待遇としては取り扱っていてるということですので、よろしくお

願いします。

では、質疑を打ち切ります。議 長

広陵町施設管理サービス公社一般会計決算については、これで打ち切ります。

では、休憩いたします。再開は１時１５分。

（Ａ.Ｍ.１１：５６休憩）

（Ｐ.Ｍ. １：１６再開）

休憩を解き再開いたします。議 長

続きまして、広陵町勤労者総合福祉センターについて質疑を行います。

質疑ありませんか。 ４番議員！

一つは、以前から問題になっているサン・ワークの買い取り問題であります。この４番議員

買い取り問題が今現状どのようになっているのか。三宅の体育館は非常に安い値で決まった

というように聞いているんですけれども、いわゆるこの買い取りについても同様に負担をか

けないという方法でやっていただく必要があるわけですけれども、そのための方策等必要で
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あれば議会で議決するなりいろいろな対策も必要だと思いますんで、その点についてお聞き

したいというのが第１点であります。

それから、最近サン・ワークに出かける機会がふえたわけなんですが、職員の対応という

のは、一時期の緊張感もあったことだと思いますが、非常にはつらつとしたものがあるとい

うように思うんです。そういう緊張感を持った仕事ぶりという点については、評価できるん

ではないかというように思うわけなんです。そういうところからいって、この中身について、

例えば利用の度合い、前回聞いた後利用を調べるということになっていたわけなんですけれ

ども、具体的に町内あるいは町外の比率とどうなっているのかという問題が残ろうというよ

うに思います。そういうことを念頭に、町内の利用者が優遇措置を受けるという、そういう

対策も必要ではなかったのかということは去年の決算のときに出ていたわけなんですけれど

も、その後の対応、考え方が進んでるのかどうかというのをお聞きしたいと思います。そう

いう形で広陵町の施設として利用がふえ、その活用が図られるという点においては非常にプ

ラスになることだと思いますので、そのような方策をとるための手だてについて答弁をお願

いしたいと思います。以上です。

常務理事！議 長

それでは、まずサン・ワークの譲渡のお話でございますけど施設管理サービス公社常務理事

も、ご質問の福祉施設の、この施設の譲渡につきまして、今年度当初におきましてはちょっ

と説明も議会にもさしていただいたと思うんですが、１４年度後期分の不動産鑑定評価を年

度末までに実施して、１５年度をもって協議を整え、１６年度の予算において買い取りする

というような予定でございましたが、最近に参っております情報によりますと雇用開発機構

からのいわゆる譲渡の早期推進を図る必要性が出てまいっておるというところで、鑑定評価

の実施を時期を前倒しいたしまして、９月、もう今月なんですけども、今月に行いたいとい

う連絡が入っております。従いまして、予想されますのは１１月ごろには鑑定価格の提示が

あるのではないかと思われます。そして、今年度中にはその譲渡協議が整いますれば、１５

年度で予算措置を行わなければならないものと予想しておるところでございます。価格の鑑

定そのものは業者の鑑定評価をされるということをお聞きしておりますので、いろいろと交

渉の過程はあろうかと思いますけども、今後また議会の皆様方、また議員の皆様方なり理事

会にもお諮りさしていただいて協議を進めていかなければならないと考えております。

それから、サン・ワークの利用の実態でございますけども、町外町内との比率と申します

か、利用の割合でございますけども、１３年度中の実態を申し上げますと、会議室等のいわ
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ゆる貸館のみ、トレーニングルーム、お風呂等は除きまして貸館のみに限りますと、広陵町

内で５１．５％の使用をいただいております。それから、三宅町、河合町、田原本の３町で

２３．５％、それから４町、広陵町を含めましての４町以外で２５％、ですから町外全体で

は４８．５％という割合でございます。それと、トレーニングルームだけに関しますと、い

わゆるポイントカードというのを発行作成してるわけなんですけども、このポイントカード

を作成した人たちを対象だけなんですけども、広陵町では３１％、町外で６９％という割合

になっております。

おっしゃってる町内利用者に対します優遇策といったものでございますけども、広陵町以

外３町で４町に対します利用料というものは、管理料というものは同じですけども、その他

県内の４町以外のところは１．５％、５割増しという利用料をいただいておることになって

ございます。今後、間近に控えております、先ほど申し上げました買い取り、いわゆる譲渡

の話が進んでまいりますといろいろとサン・ワークそのものの運営形態も変わってこようか

と思います。そうした機会をとらえまして、今後検討してまいりたいと思っております。以

上でございます。

４番議員！議 長

この鑑定の方策について、三宅町は体育館を買い取ったというように思うんですけ４番議員

ども、鑑定の中に含まれるそういう部分でどういうようなものがあるのかということを、三

宅町から例を挙げるとどういう形になるのか、ちょっともう少し詳しく教えておいていただ

きたいなというように思うんですけども。

それと、いわゆる今度買い取りになった場合については、この例えば貸館について３町で

２３％の比率という、その他いろいろ出てきますけれども、見直す検討というのをするのか

どうかを聞いておきたいと思うんです。

それと、仕事をつくるという点でこの３３ページの、１点だけ聞いておきますけども、清

掃業務の１２１万２，０００円、これはどこに出している業務なのか、一般業者ということ

であれば、先ほどの話と同じようにシルバー等に委託できる部分というのは相当あると思う

んですけれども、そういう点の考え方というのを研究し持っているのかどうかお聞きしてお

きたいというように思います。以上です。

常務理事！議 長

鑑定の内容というのは、まだ開発機構の方から具体的なこと施設管理サービス公社常務理事

どは聞いておりませんけも、いわゆる不動産鑑定そのものと取り壊し費用そのものの算出も
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されるということ、一緒にされるということを聞いております。多分その取り壊し費用との

兼ね合いも出てこようかと思っております。（４番議員「くっついてるちゅう問題があるで

しょう、広陵町単独のやつと、それからいうと非常に鑑定がしにくいように思うんで

す。」）そうした併設棟との関連も確かに出てこようかと思います。（４番議員「わけたら

意味ないもんな。」）はい。

それから、１１ページのこの清掃業務なんですけども、これは業者委託でございます。い

わゆワックスがけとかガラス清掃とか、そうした特殊な清掃でございまして、日常清掃の部

分はシルバー人材センターの方で支出しているのが出ておるかと思います。毎日の清掃の分

は、ちょっとお待ちください、このページの下から６番目に常駐管理業務委託料５８８万円

というのがいわゆる日常清掃、風呂、番台の常時入ってもらっているシルバーへの委託でご

ざいます。以上です。

５番議員！議 長

簡単にお聞きします。まず講座の方の受講料なんですけれども、部分的に値上げに５番議員

なってる点が、教室があるわけですけれども、この受講料を決定する経緯についてどのよう

な手続を踏まえて決められるのか、お聞きをしておきたいと思います。

それから、このお風呂の方で入浴された実績が少し減ってきてる状態あるわけなんですけ

れども、お風呂入って、その後くつろぎたいなというような形でマッサージ機があったらい

いなというような声も聞くわけですけども、その施設充実についてお聞きしておきたいと思

います。以上、お願いします。

常務理事、お願いします。議 長

受講料は、やはり講師謝礼と受講人数の定員ですね、そうし施設管理サービス公社常務理事

た形の中で算出した額になってこようかと思います。その講座ごとにかなり格差が出るわけ

なんですけども、期間の長いもの、また時間なり期間の長いものと短いものとによっても受

講料の差は出てくることになっております。

それから、お風呂などのマッサージ等の機械の設置のことなんですけども、ちょっと出た

ところで足のマッサージですか、そうしたもんは一応業者からのあれで置いておるわけなん

ですけども、何分そうした場所がない状態でございますので、また今後そうした会議室等に

おきましてもできるかどうかというところで検討しなければならないかと思っております。

では、質疑を打ち切ります。議 長

続きまして、ふるさと会館について質疑ありませんか。 ５番議員！
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先ほどの部分と重なるんですけれども、こちらの方も、ふるさと会館、ちょっと待５番議員

ってください。ちょっと待ってね、ふるさと会館、ちょっと待ってね。ふるさと会館の方は

ちょっと違いました、次の分でした。ちょっと待ってください。ちょっと違います。ふるさ

と会館の方では、ふるさと会館の方はいいわ。済みません。

はい、いいですよ。 ４番議員！議 長

ここもちょっとシルバーの委託かどうかわからんけど、花壇づくり委託ちゅうの、４番議員

これ当然シルバーだと思うんですけども。

何ページですか。議 長

５０ページ。あるいは、観葉植物レンタル料、これはまた違うかわかりませんけど４番議員

も、あるいはここにあるワックスがけとか、そういう先ほどの話なんですけども、これも一

応技術習得すればシルバーにおいてできる技術なんですね。そういう内容も含めた形で仕事

の拡大というのを考える必要あると思うんですけれども、その点での取り組みいかんかとい

うことを聞いているわけなんで、その点もあわせて答弁をしておいていただきたいと思いま

す。

それと、先ほどの施設案内リーフはサン・ワークでも同様に行っているわけで、生協やそ

の他へ行けば置いていて目によくつくんですが、こういう印刷業務等について合理的に行う

という考え方に基づくやり方というのはあろうと思うんですが、これは別々に発注している

のか、どういう形での取り組みになっているのか。

また、このいわゆる町以外の各種外郭団体のところでのこういう入札とどういう形でのい

わゆる合理化策を考えておられるのか、その点についてもあわせてお伺いしておきたいと思

います。

常務理事、お願いします。議 長

委託料の中でシルバー人材センターでやっていけるものがあ施設管理サービス公社常務理事

るのではないかということで、業者委託の中で窓のガラスふきとかワックスがけ、そういう

ような専門的なものは機械も要ります。そうしたいろいろなこともございますのでなかなか

シルバーでは、私思うのはちょっと無理じゃないかなという、その中で部分的なものはあろ

うかと思いますけども、そこらのどこを選択するかというところになってこようかと思いま

す。

印刷に関しましては、町内外の印刷業者に見積もり合わせなり入札を行いまして発注を行

っている状態でございます。
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はい。議 長

取りまとめについて各別にやってんのか、それともサービス公社から発注できるの５番議員

かという、そういう問題。

今のところは、この各会計ごとにやっております。施設管理サービス公社常務理事

では、質疑を打ち切ります。議 長

続きまして、働く婦人の家について質疑ありませんか。 ３番、３番議員です。

働く婦人の家の自主グループのとこにつきましてお聞きしたいと思うんですけれど３番議員

も、ずっと１１年から１３年までだんだんと自主グループの利用の件数が減ってきてるわけ

ですよね。そのほかの教室、そういう自主グループで使われている教室の利用状況というの

は、部分的に保健センターの方で使われていたので稼働率は非常に高くはなってるわけです

けれども、自主グループとしての稼働率は非常に低くなってきてるというのが実情じゃない

かなというふうに思うんですけども、それの自主グループが減ってきている要因と、中で自

主グループと認められている年数が狭められたこととの関連について、どのようにお考えで

しょうか。

常務理事！議 長

おっしゃるとおり、確かに最近自主グループの活動そのもの施設管理サービス公社常務理事

は少なくなってきているように思います、またなっております。何と申しますか、やはりこ

うした社会情勢の中におきましてのこうした一つの娯楽的な部分もございます。そうした中

である程度そうしたものが影響してきているんじゃないかなというところでございます。

なお、自主グループの期間そのものは、昨年度まで５年５年という更新でありましたが、

３年３年という更新になったそのものにつきましては、私は大きな影響はないんじゃないか

と考えております。

５番議員！議 長

サン・ワーク広陵と同じような、類似の質問になるわけですけども、ここもかなり５番議員

受講料が値上げになってる講座が多いわけですけれども、そういう中で参加者数は何とか確

保できてる講座が多いけれども、割れてる講座もかなりはありますけど、申込者数が大分減

ってると思うんです、値上げになったところ特に。そういう点ではやはり利用しやすい、利

用者の声がそういう受講料に反映されているのかどうか。

それから、世間の中で言えば大変不況の中で、また物価も値下がりしてきているという中

でこういう公的な部分での教室が値上げになっていくということは、社会の流れとも逆行し
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て負担が大きいなという意識が強くなるだろうというふうに思いますので、その点について

受講料を決定する当たって利用者の声、皆さんの声、反映されるようにできるのかどうか、

お聞きをしておきたいと思います。

常務理事！議 長

受講料の問題でございますけども、このある程度高い、１万施設管理サービス公社常務理事

８，０００円とかという医療事務ですね、それからビジネスコンピューティングといったも

の、２万５，０００円とあります、なっております。いわゆる資格取得の講座ですね、資格

の講座というところで非常に開催回数も多うございます。また、時間も長くなっておる関係

から負担が多くなっているわけでございます。しかし、民間から比べれば安く抑えてもらっ

ているはずでございます。以上でございます。

５番議員！議 長

１つ取り出して高いと言ってるんではなくて、医療事務の方は新しい企画の中で、５番議員

また職業につながっていくということで高く設定されたと思うんですが、一般の民間のとこ

ろに比べたら大変安いということで、その点を指摘しているわけではなくて、例えば英会話

でしたら、１２年度が２，５００円だったのが３，５００円、ゴルフが６，０００円だった

のが１万円等々、ゴスペルだったら５００円だったのが２，５００円というふうになってい

る、ほかのところも値上げになってるとこあるわけですが、そういう形でかなりの受講料の

値上げになってると思うんです。ことしとりわけ回数ふやしたとか、そういう状況があるの

であればそういう点では理解されるかもしれませんけれども、期間を見てみますとそういう

ことにもなっておりませんし単純な受講料の値上げということと理解するわけです。ですか

ら、今本当に不況の中でこういうところでやっぱり豊かな暮らしをサポートしていくという

部分等も含めて、今の時期に毎年、去年も値上げだった時期あるわけですから、こういう部

分だけどんどん値上げを一方的にされていくということについては趣旨にも反するし大変問

題に思いますので、再度お願いします。

常務理事！議 長

値上がりがしてあるということでございますけども、講師の施設管理サービス公社常務理事

選び方なり、いろいろな工夫をしておるわけですけども、できる限り受講料負担を抑えてい

きたいと考えております。

では、質疑を打ち切ります。議 長

これで報告第１４号の報告は終わりました。
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次に、日程８番、議案第４７号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることに議 長

ついてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 町長！議 長

教育委員の任命につきましてご説明を申し上げます。町 長

冨田千榮氏は、昭和３６年３月、金沢女子短期大学を卒業されました。同年４月、石川県

絹人染色物協会に勤務をされました。絹人とは、絹の人と書くのでございますが。その後、

昭和３８年８月に退職をされ、同年９月から４０年４月までは真宗大谷派宗務所に勤務をさ

れ、同年７月には婚姻により広陵町に住まいをされることになりました。

冨田氏は、教行寺坊守という要職にあって地域の信望を寄せられ、昭和５９年９月には奈

良県交通安全協会高田協会女性副部長、その後平成８年４月には同協会常務理事女性部長に

就任されるとともに、平成１３年６月に発足いたしました高田警察署協議会会員として、現

在まで卓越した手腕で広く、高田署管内２市３町でございますが、ご活躍をいただいており

ます。

その間、昭和６１年９月には広陵町交通安全母の会会長、昭和６３年７月には奈良県交通

安全母の会副会長を歴任され、以来平成８年６月までの長きにわたり、子供を交通事故から

守るため情熱あふれる交通安全教育に尽力いただいてまいりました。

一方、昭和６２年４月から平成７年３月までは、広陵町社会教育委員としてご活躍をいた

だき、平成１０年１０月から平成１４年９月までは、教育委員として幅広い視野に立って教

育行政に建設的に、かつ積極的な行動で邁進せられ、広陵町の教育の発展に貢献せられた功

績はまことに大きいものがございます。

こうした実績と教育行政に対する熱意と責任感は、広陵町の教育委員として適任者である

と考えますので、このたび任期満了後におきましても、冨田千榮氏を引き続き任命させてい

ただきたいと存じます。何とぞよろしくご承認、ご同意賜りますようお願い申し上げ、議案

の説明といたします。終わります。

これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）
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討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第４７号、同意することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、議案第４７号は同意されました。議 長

ただいま教育委員会委員に選任されました冨田千榮様が来られておりますので、紹介をさ

せていただきます。

では、町長の方からよろしくお願い申し上げます。

ご同意、誠にありがとうございました。町 長

引き続き任務を願うことになりました冨田千榮氏が、ごあいさつのためお越しをいただき

ました。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

あいさつ冨田千榮

冨田様には、お忙しいところありがとうございました。議 長

もう一度、温かい拍手でお送りしたいと思います。ありがとうございました。

次に、日程９番、議案第４８号、広陵町行政組織条例の一部を改正することについ議 長

てを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 総務部長！議 長

それでは、議案第４８号、広陵町行政組織条例の一部を改正することについてご説総務部長

明申し上げます。

資料といたしましては、改正の対照表の１０ページでございますが、このＡ４のとじをと

じ込んでおりますが、ここに行政組織図ということで現行と改正案を明記さしていただいて

おります。ご覧いただきながら、議案説明をお聞きいただきたいと思います。

今回の行政組織の改正につきましては、将来におきます住民の利便性を飛躍的に向上させ

るとともに、行政事務の簡素化、効率化及び透明化をもたらす電子自治体の構築の推進を図

るため、現在企画財政課で担当しております情報公開部門と電算部門及び公文書に関する事

務並びに統計関係事務を新しく情報システム課を新設し、そこで処理することといたしまし

た。

さらに、現行の総務部であります５つの課の事務について分析するとともに効率化を目指

して検討を加え、新たに企画財政部と総務部に分割することとし、それぞれ３課を掌握する
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ことといたしました。

続きまして、環境部については、候補地の承諾について現在努力を続けておりますが、承

諾を得られれば即対応できる体制というものを頭に入れ、新清掃センター建設室と名称を改

めるとともに、現在の清掃センターにかかわります事務及びごみ減量関係事務を住民生活部

の事務に統合いたしました。

以上の結果、現行の５部制から６部に組織を変更するものでございます。行政組織図の左

と右を比べていただければ、ただいま説明した内容がおわかりいただけると思いますので、

簡単でございますが、説明を終わりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

次に、日程１０番、議案第４９号、広陵町手数料徴収条例の一部を改正することに議 長

ついてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 都市整備部長！議 長

それでは、議案第４９号の広陵町手数料徴収条例の一部を改正することについ都市整備部長

てご説明いたします。

本案につきましては、都市計画課で担当をしております優良住宅の新築認定申請手数料の

根拠条文である租税特別措置法の一部改正に伴う号のずれの改正でございます。マンション

の建てかえ事業で土地を譲渡した者への譲渡所得の軽減の項目が加えられることにより、第

６号以下が１号ずつ繰り下げられました。ただし、徴収額等には変更ございません。これに

つきましても、新旧別冊にございます新旧対照表の１１ページにございますので、よろしく

お願いしておきます。以上でございます。

次に、日程１１番、議案第５０号、広陵町老人医療費助成条例の一部を改正するこ議 長

とについてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 住民生活部長！議 長

それでは、１６ページをお願いしたいと思います。議案第５０号につきまして住民生活部長

ご説明を申し上げます。

現条例でございますが、住民税の所得割額の非課税世帯、満６５歳以上の方につきまして

医療費の一部を助成をいたしており、自己負担額は１割ということはご存じいただいてると
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おりでございます。これが満７０歳になられますと、すべて収入に関係なく老人保健制度は

適用なりまして、自己負担額は１割ということで現行はございます。それが、今回の健康保

険法等の改正によりまして、今年の１０月１日から老人保健の適用者の年齢が満７０歳から

満７５歳に引き上げられます。このことから、９月３０日以前の老人保健の適用者はそのま

ま継続されますが、新たに今年の１０月１日以降満７０歳から満７４歳までの方につきまし

ては、加入されておられます医療保険によって医療の給付がされます。すなわち、年齢区分

によって医療の給付される制度が違うんだと、こういうことでございます。それで、現行の

老人医療助成者の年齢規定を「満６５歳以上から」を、「満６５歳以上満７０歳未満」と明

確にするための一部改正ということでございます。

なお、今年１０月１日以降の満７０歳以上の方は、すべて収入によって自己負担が今まで

の１割ということじゃなくして、収入によって１割または２割になりますよと、こういうこ

とでご承知おきいただきたいと思います。以上でございます。

次に、日程１２番、議案第５１号、広陵町立図書館電動式移動書架購入契約の締結議 長

についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 教育委員会事務局長！議 長

議案第５１号、広陵町立図書館電動式移動書架購入契約の締結について、教育委員会事務局長

提案趣旨のご説明を申し上げます。

議案書をごらんいただきたいと思います、１７ページでございます。まず、この予算につ

きましては、当初工事請負費で計上しておりましたが、工事の伴う割合がほとんど少ないた

め、備品購入費に事業内流用させていただきました。また、メーカー指定はなしで、仕様書

に基づき同等品ということで入札さしていただいたわけでございます。

それでは、今回の閉架書庫の整備につきましては、図書館蔵書計画に基づきまして２０万

冊を目指すものでありまして、現時点の蔵書可能冊数は１６万６，０００冊に対し、平成１

４年度末には１６万９，３７０冊になる予定であります。従いまして、蔵書可能冊数２０万

冊に対応すべく、不足数を電動式周密移動書架の整備により確保するものであります。

閉架書庫の整備の内容につきましては、現在１階で使用している固定式の据え置き棚の柱

を交換して７段を６段に改造し２階に移設し、そして移設後１階に電動式移動書架の配置、

据え置き及び配線を行うものであります。レールにつきましては、図書館建設時に合わせて、
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既に設置しておりました。

電動式書架の構成内訳及び設置台数でございますが、複式可動書架７連７段２１台、そし

て両サイドに複式固定書架７連７段１台と単式固定書架７連の７段１台ということになって

おります。

今回の購入契約につきましての業者選定につきましては、７月１５日、物品購入等指名選

定審査会を開催し、広陵町と契約または指名実績を有する町内業者７社を選定いたしまして、

８月２日に入札説明会を開催しております。そして、８月１９日の入札日には２社辞退され、

結果は５社による入札ということになりました。

入札結果につきましては、別紙のお手元に配付しております競争入札調書に記載しておる

とおりでございまして、株式会社カツラギが税込み１，９６８万８，８６５円で落札してお

ります。

その他の業者の入札価格につきましては、後ほどごらんいただけたら幸いかと存じます。

いずれにしても、税抜き価格でそこには記載しておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

納入期限につきましては、１４年１１月１９日が期限ということで契約をする予定でござ

います。以上、簡単ですが、説明を終わります。よろしくお願いします。

次に、日程１３番、議案第５２号、平成１４年度広陵町一般会計補正予算（第２議 長

号）

を議題といたします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 総務部長！議 長

それでは、議案第５２号についてご説明申し上げます。総務部長

今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ２，７１５万４，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９９億１，８２９万４，０００円とするものでございま

す。

最初に、歳出の方からご説明申し上げますので、議案書の２２ページをご覧いただきたい

と存じます。

まず、最初に総務管理費の共済費及び賃金６８７万円の増額につきましては、８月１日付

採用いたしましたアルバイト職員５人に係ります労働保険料、社会保険料及び賃金、賃金に
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つきましては時給８００円でございます、並びに通勤手当月額２，０００円を計上しており

ます。

次に、社会福祉費の３２４万５，０００円の増額につきましては、老人保健特別会計への

繰出金を計上いたしております。

次に、保健衛生費２９万２，０００円の増額につきましては、平成１３年４月１日、家電

リサイクル法の施行後において不法投棄されました冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ等の

処分に係ります手数料を補正するものでございます。平成１３年度の実績におきましては、

８５台を処分しております。

なお、今年度予算の不足する分を補正として計上させていただいたものでございます。既

に現在までで５７台を処分している状況でございます。

次に、２３ページの清掃費の３７３万２，０００円の増額につきましては、新清掃施設建

設合意をいただくため、建設候補地及び周辺大字住民の方々の先進地視察のための旅費ある

いはバス借上料等の経費を計上いたしております。

次に、農業費６０１万５，０００円の増額についてでございますが、笠池地区の団体営水

環境整備事業費の増額、３，０００万円から３，６００万円の事業費に増額されたわけです

が、これの採択に伴います補正で測量設計委託料及び工事請負費を計上いたしております。

総事業費としては、８，５００万円を予定いたしております。

次に、都市計画費の公園管理費４５０万円の増額については、すみれ作業所の皆さん方が

公園あるいは道路等の清掃を実施されており、清掃用具等管理備品の保管が必要であります。

今回、プレハブの管理棟をそのための収納庫として設置するもので、今後は作業所の方々の

有効なご利用を願えればと願っております。

次に、公園新設費の２５０万円の増額につきましては、報告第１２号で説明のありました

和解金の補正ですので、よろしくお願い申し上げます。

以上、歳出予算の説明を終わり、続いて歳入のご説明を申し上げますので、２１ページの

方へお戻りいただきたいと存じます。

県補助金の３６３万円につきましては、笠地区の団体営水環境整備事業の追加採択に係り

ます補助金を見込んでおります。

なお、不足いたします財源につきましては、平成１３年度の剰余金２，３５２万４，００

０円を充当し、歳入歳出それぞれ２，７１５万４，０００円の補正となっております。

以上、簡単でございますが、議案説明とさしていただきます。
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次に、日程１４番、議案第５３号、平成１４年度広陵町国民健康保険特別会計補正議 長

予算（第１号）を議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 住民生活部長！議 長

次ページ、２６ページをお願いしたいと思います。議案第５３号につきまして住民生活部長

ご説明を申し上げます。

今回の補正につきましては、平成１３年度の実績額の確定によりまして概算交付済額が超

過いたしておりますので、平成１４年度予算でもって返還するものでございます。その内訳

でございますけれども、療養給付費で２３６万７，０００円と退職者医療療養給付費で１２

４万９，０００円の合計３６１万６，０００円でございます。どうぞよろしくお願いを申し

上げます。終わります。

次に、日程１５番、議案第５４号、平成１４年度広陵町老人保健特別会計補正予算議 長

（第２号）を議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 住民生活部長！議 長

恐れ入ります、３４ページをお願いしたいと思います、３４ページでございま住民生活部長

す。議案第５４号につきましてご説明を申し上げます。

マスコミ等で既にご承知いただいておりますように、健康保険法の一部改正する法律が今

年の１０月１日から施行されると、主な改正点は、対象年齢の引き上げ、それから自己負担

の見直し、それから高額医療費制度の改正ということはご承知いただいてるとおりでござい

ます。それによりまして、医療費受給者証を１割または２割負担の受給者証につくりかえを

いたします。それから、所得の判定並びに高額医療費の支給額の変更のために現在の電算シ

ステムの変更費用、それから制度改正内容のＰＲチラシの印刷代、それから受給者への受給

者証の郵送料の費用でございます。

なお、前ページ、歳入がございますけれども、これにつきましては、まだ国の方で国庫補

助金並びに交付税の算入額等が未定でございますので、一般会計からの繰入金をもって措置

をいたしております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。終わります。

次に、日程１６番、議案第５５号、平成１４年度広陵町介護保険特別会計補正予算議 長
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（第１号）を議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 健康福祉部長！議 長

それでは、議案第５５号、平成１４年度広陵町介護保険特別会計補正予算につ健康福祉部長

いてご説明を申し上げます。

議案の３６ページをごらんいただきたいと存じます。介護保険制度の実施に当たりまして、

策定されております介護保険事業計画で見込んでおります平成１３年度の介護保険サービス

の利用が、在宅サービス利用で６５．２９％、施設サービス利用で１０４．９７％という状

況で、全体のサービス利用実績が当初事業計画の８０．６７％の実績となりましたことから、

保険事業勘定で３，３３１万３，０００円の繰越金が生じました。この繰越金のうち、サー

ビス利用計画をもとに交付を受けております国庫負担金、支払基金の第２号被保険者の保険

料、県の負担金が超過交付となっております。この関係で精算償還することなりますので、

１４年度の予算で償還するものでございます。

償還いたします額は、国庫負担金で４８６万９，０００円、支払基金が１５３万７，００

０円、県の負担金が１１４万８，０００円の合計額７５５万４，０００円の償還となります。

このため、繰越金を償還財源とした歳出補正をお願いし、繰越金と償還金の差し引き２，５

７５万９，０００円を介護保険給付の給付費の準備基金積立金に積み立てさしていただくも

のでございます。どうかよろしくお願い申し上げます。終わります。

次に、日程１７番でありますが、その前に平成１３年度の各会計について監査の結議 長

果を報告願うことにします。

吉田監査委員、報告お願いします。

決算審査結果報告を行います。監査委員

審査の対象といたしまして、お手元に配付しております１番から８番の、平成１３年度広

陵町一般会計歳入歳出決算及び関係書類、２番、平成１３年度広陵町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算及び関係書類、３番、平成１３年度広陵町老人保健特別会計歳入歳出決算及び

関係書類、４番、平成１３年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算及び関係書類、５番、

平成１３年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算及び関係書類、６番、平成１３年度広

陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算及び関係書類、７番、平成１３年度広陵町学校給食特別

会計歳入歳出決算及び関係書類、８番、平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査
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会特別会計歳入歳出決算及び関係書類について、平成１４年８月９日金曜日に審査をいたし

ました。

その決算書に基づき証拠書類の整理保護についてとか添付書類、そして領収書等が誤りな

く処理されてあったことを報告いたします。また、財産に関する調書についても、計数はい

ずれも正確であり、記載方法にあっても適切であると認められました。

決算の概要につきまして、一般会計では一般会計歳入歳出決算額は歳入総額１１１億８，

５６９万６，０００円、歳出総額１０８億４，０５６万４，０００円で、差し引き額は３億

４，５１３万２，０００円となり、翌年度へ新安部橋新設工事負担金、地蔵前橋架替工事負

担金、真美ケ丘第二小学校増築工事及び真美ケ丘第一小学校附属幼稚園階段改修事業へと繰

り越した関係で、単年度収支は６，７４４万４，０００円の赤字となっています。

その他につきましても、ページ枚数がかなりありますので省略をいたしまして、続きまし

て平成１３年度広陵町水道事業会計決算審査についてでありますが、これも同じく決算及び

関係帳簿、証票書類について審査いたしました。計数についても、誤りなく適正に表示され

ていたものを報告いたします。

また、水道料金の値上げについてでありますけども、できれば早期に値上げを検討を強く

要望しておきましたことをつけ加えておきます。

以上です。以上、簡単でありますけども、検査審査結果の報告といたします。終わります。

ありがとうございました。議 長

しばらく休憩いたします。４０分から開会いたします。

（Ｐ.Ｍ.２：２３休憩）

（Ｐ.Ｍ.２：４５再開）

休憩を解き再開いたします。議 長

それでは、日程１７番、議案第５６号、５７号、５８号、５９号、６０号、６１号、６２

号及び６３号、以上８件を一括して議題とします。

議案の朗読を省略し、直ちに説明に入ります。 収入役！お願いします。

それでは、１３年度の一般会計の歳入歳出決算書、８つございますが、ご説明をさ収 入 役

していただきます。ちょっと長くなりますが、できるだけ簡潔にご報告を申し上げたいと思

います。

まず、一般会計でございますが、歳入総額が１１１億８，５６９万５，５２５円、歳出総

額が１０８億４，５５６万３，９２８円、歳入歳出差し引き３億４，５１３万１，５９７円
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でございます。翌年度へ繰り越すべし財源が２，３５５万円ということで、実質収支額は３

億２，１５８万１，５９７円でございます。

それでは、まず歳入の方でございますが……。

収入役、座ってくださって結構ですよ、どうぞ。議 長

はい、ありがとうございます。収 入 役

結構ですよ、座ってください。議 長

そしたら、済みません、座ってさしていただきます。収 入 役

まず歳入でございますが、１６ページの町税の方、事項別明細の方で説明さしていただき

ます。町税でございますが、上の方、町民税は歳入総額、町税全体で３６億６，３２１万４，

３４０円でございます。

そのうち町民税でございますが、個人分で１６億７，７９６万１，３０９円ということで、

徴収率は９８．４４でございます。これは現年度だけでございますが、９８．４４でござい

ます。法人分でございますが、１億２，１１９万７，３００円でございます。現年度分の徴

収率は９７．１８％でございます。

それから、固定資産税でございますが、収入済額が１６億７，７２３万８，２２８円でご

ざいます。徴収率、現年度分では９５．８７％でございます。

それから、第２款の地方譲与税でございますが、これは自動車の重量税あるいはガソリン

税等の地方への配分でございます。１億６２３万５，０００円でございます。

それから、一番下が利子割交付金ということで１億８，９１１万９，０００円でございま

す。

それから、めくっていただきまして、地方消費税交付金でございますが、これは消費税５

％のうち１％の分が地方へ配分されるわけでございますが、広陵町へ配分されましたのは２

億１，１５４万７，０００円でございます。

それから、第５款の自動車取得税交付金でございますが、これは県で徴収されまして道路

の延長などにおいて配分されてくる分でございます。７，３２９万８，０００円でございま

す。

それから、地方特例交付金は１億５，６２８万２，０００円ということで、これは恒久減

税に伴います補てん金といいますか、補てん措置でございます。

それから、地方交付税は、それぞれ普通交付税が２６億４，８２１万９，０００円、特別

交付税が２億９，１１９万２，０００円でございます。
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それから、交通安全対策交付金でございますが、これは交通違反の切符の配分金でござい

ます。５６４万１，０００円でございます。

以下、分担金、負担金、そして使用料、手数料等に分かれておりますが、説明を省略さし

ていただきます。

最後の方で、３９ページの終わりの方で施設管理サービス公社からの委託精算金というこ

とで、午前中にお話がございました６，４４７万６，４５２円は、この３８ページの雑入の

ところで収入さしていただいております。

以下、歳入総額は１１１億８，５６９万５，５２５円ということでございます。

続きまして、歳出の方でございますが、４３ページからは歳出になっております。添付書

類といたしまして、１３年度の主要施策の成果に関する報告書というのがございますので、

主としてそれに記載されております成果につきましてつけ加えるという形での説明をさして

いただきます。

まず、６１ページをお開き願いたいと思います。下の方でございますが、ＩＴ講習会費と

いうことで、１３年度は７２の講座を開かしていただきまして１，１４９名の受講者があっ

たものでございます。パソコンの基本的な操作を中心に支出が執行されたわけでございます。

支出済み額は１，３５１万６，１２４円でございます。

それから、続きまして８４ページ、８５ページでございます。福祉関係でございますが、

上の方でございます、リフト付バス及び福祉自動車の購入をさしていただきました。リフト

付バスは５８７万８，６００円、福祉自動車は３８７万８，１３０円ということでございま

す。それから、中ほどにゲートボール場の建設費ということで、グリーンドームの建設費と

して総計で６，４６５万７，４８１円でございます。鉄骨鉄筋コンクリートづくりの４４４

平方メートルでございます。それとあわせまして、管理棟が９８．８平方メートルございま

す。平成１３年度に完成さしていただきました。

続きまして、１２０ページ、１２１ページでございます。負担金補助及び交付金というと

ころで、それぞれ靴下産業振興事業補助金１，０００万円、これは１１、１２、１３年の継

続でございまして、商工会への補助金ということで、靴下の直販店への出店あるいは靴下関

係の振興事業への助成をさしていただいたものでございます。それから、下の方で靴下１０

０周年事業祭補助金ということで３００万円を支出さしていただいております。これは１０

０年祭の事業の補助金ということでございます。

それから、１２８ページ、１２９ページは笠・ハリサキ線の事業費でございます。８月８
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日に笠・ハリサキ線、百済赤部線の全線の開通をさしていただいたところでございます。

それから、１３２ページ、１３３ページは下の方でございますが、公園新設費といたしま

して竹取公園の整備をさせていただきました。休養施設棟の新築、そして歩道橋の上部工な

どの新設をさしていただいたものでございます。

それから、１３８ページ、１３９ページの下の方の消防施設費でございますが、第３分団

の施設整備ということで鉄骨づくりの２階建て１２１．９平方メートル、延べでございます

が、１２１．９平方メートルの第３分団の車庫棟を建設させていただいたものでございます。

それから、１５０ページ、１５１ページは学校建設費でございます。東小学校の全面改築

工事の支出でございます。４月４日の日に落成式を迎えたものでございます。

それから、１６０ページ、１６１ページは東幼稚園の全面の改築工事費でございます。鉄

筋コンクリートづくりの２階建ての９１６平方メートルでございます。それから、あわせま

して真美第二小学校の附属幼稚園の園舎の増築工事もさしていただきました。鉄筋コンクリ

ートづくりの平家で７６平方メートルでございます。

それから、１６６、１６７ページの下の方の図書館費でございますが、３，００４万１，

５０９円でございますが、図書の図書購入をさしていただきました。購入冊数は１万４，４

３６冊でございます。それ以外には、ＡＶ資料関係３７点がそれ以外に含まれております。

続きまして、１７０ページ、１７１ページの下の方で地区公民館集会所等の補助金９，８

７８万９，０００円が支出さしていただいております。安部公民館鉄骨２階建て５２５．９

平方メートルでございます。それから、百済公民館木造２階建て１９８．７平方メートルの

この２カ所につきまして補助金を支出さしていただいたものでございます。

それから、１７４ページ、１７５ページは文化財保護関係でございますが、巣山古墳の史

跡整備といたしまして、発掘調査が約４００平方メートル、そして築堤工が１００メートル

ございます。それから、教行寺の対面所修理事業ということで、これの補助金２，０００万

円を支出させていただいております。

以上が歳出の概要でございまして、主要施策の成果に関する報告書に詳しく載っておりま

すので、また後ほどご覧いただいたらと思います。

以上で歳出総額が１０８億４，０５６万３，９２８円ということでございます。

続きまして、国民健康保険の状況の説明をさしていただきます。

国民健康保険につきましては、歳入総額が１８億４，６１２万１，９７８円、歳出総額が

１８億５２８万４，０３４円、差し引き４，０８３万７，９４４円の黒字でございます。
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まず、歳入の方でございますが、２０８ページの事項別明細の方でご報告さしていただき

ます。国民健康保険税７億７，０８８万２，７１９円の収入、そして国庫支出金関係では６

億５，８５４万８，４５２円という形、また療養給付費の交付金、そして県支出金等になっ

ております。合わせまして、歳入総額は１８億４，６１２万１，９７８円でございます。

それに対しまして、歳出は２１４ページ、２１５ページ以降に載っております。大部分は

保険給付費関係で、１１億４，３６５万８，９０３円でございます。

また、２１６、２１７ページにはそれぞれ出産一時金あるいは葬祭一時金、葬祭費等の支

出もさしていただいております。出産一時金は４６人ございまして、１人当たり３０万円と

いうことで１，３８０万円を支出さしていただいております。それから、葬祭費関係では１

１７人の方でございまして、１人当たり３万円という形の支出をさしていただいております。

それから、２１８、２１９ページでございますが、これは保健施設事業ということで支出

をさしていただいております。保健事業費では、下の方の負担金で人間ドックの助成金とい

うことで３７６万５，０００円を支出さしていただいております。また、健康づくりの啓発

用のＰＲ誌なども発行さしていただいております。それから、委託料で５７７万５，０００

円を支払いいたしておりますが、これは４５歳から５５歳までの町内の夫婦の方を対象にア

ンケート調査を行ったものでございます。今後のこのデータを健康管理のために利用してい

きたいと、こういうことで、調査人数は５，５０６人でございまして、７０％の回答率を得

たものでございます。

以上が国民健康保険関係の事業の概要でございます。

それから、続きまして老人保健関係でございます。

歳入総額が２０億５，３７８万１，４３９円、歳出総額が２０億６，１６２万３，５１７

円でございまして、差し引き７８４万２，０７８円の赤字となったわけでございます。

まず、歳入の方でございますが、２３６、２３７ページの事項別明細の方でご説明さして

いただきますと、支払基金からの交付金が１４億５６３万５，５３６円ということ、また以

下国庫支出金、県支出金等でございます。

それに対しまして歳出の方は、次の２３８、２３９ページでございますが、医療費関係に

ほとんど出ておりまして、２０億１，７０３万１，９８６円が医療諸費の支出でございます。

それから、次のページの２４０、２４１ページでございますが、前年度繰上充用金という

ことで３，４２７万２，８３３円支出さしていただいております。これは歳入歳出の不足分

につきまして翌年度の歳入から繰り上げて充用したものでございますので、また１４年度の
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国庫支出金等で精算さしていただくと、こういうものでございます。

以上が老人保健関係でございます。

続きまして、介護保険の特別会計でございます。この介護保険の特別会計は、保険事業勘

定と介護サービス事業勘定の２つに分かれておりますので、まず保険事業関係からご説明を

さしていただきます。

歳入といたしましては、２４６ページ、２４７ページの第１款保険料以降国庫負担金、県、

町の負担金、職員給与や事務費等の各款の合計で７億６，７６５万３７０円となっておりま

す。

続きまして、歳出の方でございますが、２４８、２４９ページということで、第１款の総

務費では第１項から３項まで合計で１，３０４万２，８３１円でございます。

第２款の保険給付費関係では、合計で６億５，３１９万４７円でございまして、歳出全体

の８８．９％ということで、全体の大部分は第２款の保険給付費で占めております。執行残

が多額に生じておりますのは、給付ベースで介護サービス制度施行時の事業計画の８０．６

７％の利用実績であったためでございます。

それから、第４款の保健福祉事業につきましては、さきの議会においてもご説明さしてい

ただきましたとおり、１３年度は事業執行を見直しいたしまして、極力不用額が生ずるよう

にいたしましたものでございます。

それから、第６款の諸支出金では５３６万１，４９６円の執行となっておるわけでござい

ますが、これは後ほどご説明申し上げます新庄・當麻・広陵町の介護認定審査会の特別会計

に対しまして繰り出しいたしました広陵町分の負担でございます。

それから、第８款の基金積立金は、平成１２年度の決算による繰越金で基金に積み立てら

れたものでございます。

これらの歳出合計が７億３，４３３万８，２９４円となりまして、差し引き３，３３１万

２，０７６円となったものでございます。この残額のうち、国、県等から超過交付を受けて

おります負担金７５５万４，０００円を償還する予定になっております。

次に、介護サービス勘定に移らしていただきますが、２５０ページ、２５１ページでござ

います。

歳入は、第１款のサービス料収入の介護給付収入１７万２，８００円と、３款の繰越金４

万５，３６０円の計２１万８，１６０円でございます。サービス収入につきましては、広陵

町居宅介護支援事業所のひまわりが介護保険居宅サービス計画、いわゆるケアプランの作成
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に係る介護保険のサービス計画給付費の収入でございます。

歳出の方は、第１款の総務費が３万３，１１５円ということで、すべて事務費でございま

す。差し引き１８万５，０４５円になったものでございます。

続きまして、下水道事業会計の説明をさしていただきます。

２９２ページ、２９３ページでございますが、下水道使用料が２億２，７００万５，０２

５円ということで、以下国の支出金等でございますが、歳入総額１６億４，１００万３，４

５４円でございます。それに対しまして、歳出総額は１６億４，１００万３，４５４円、差

し引き収支は０でございますが、平成１３年度に実施いたしました工事関係は、公共分で延

長にいたしまして１，５２３ｍ、供用開始戸数は１４５戸でございます。

それから、特定環境保全公共下水道分につきましては、延長にいたしまして２，２５０ｍ、

供用開始戸数は１６０戸ということで、それぞれ普及率にいたしまして、人口比率でござい

ますが、公共で９６．８％、特定環境保全公共下水の方で８３．２％の普及率を達成するこ

とができております。

続きまして、墓地会計でございますが、歳入歳出とも３，４１２万３，５００円でござい

ます。

概要でございますが、３１６、３１７ページにございますが、墓地使用料３，４１２万３，

５００円が中心でございます。平成１３年度は、販売いたしました区画数は３０区画でござ

います。合計、今までの既に１２年度までに発売いたしました数と合わせまして１，００３

区画の区画がすべて完売されているという状況でございます。

それから、歳出でございますが、３１８、３１９ページでございます。これは主に墓地の

管理費と、そしていわゆる公債費、起債の償還でございます。大部分が起債の償還というこ

とでございます。

以上が平成１３年度の墓地会計の概要でございます。

それから、続きまして学校給食関係でございますが、歳入総額が２億１，３１１万７，０

３１円、歳出総額が２億１，０５５万３，６３６円でございまして、差し引き２５６万３，

３９５円の執行の残でございます。

３３６ページ、３３７ページ以降に事項別明細に書いております。歳入の主なものは、学

校給食の保護者負担金で９，８８７万６，２５４円、そして一般会計からの繰入金が１億５

４５万２，２４５円でございます。それに対しまして、歳出は次のページの３３８、３３９

ページでございますが、人件費と材料費、給食材料費と賄い材料費ということで、歳出は中
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心はその２つになっております。

続きまして、新庄・當麻・広陵町介護認定審査会の特別会計の報告でございます。

この会計につきましては、単年度ごとに各町の負担金で精算すると、こういう形になって

おります。歳入歳出はそれぞれ同額になっておりますので、その点ご了解お願いしたいと思

います。歳入歳出、それぞれ１，４９８万２，６８７円でございます。

まず、歳入でございますが、３４８ページ、３４９ページでございますが、それぞれ負担

金９６２万１，１９１円でございますが、これは介護認定審査会の運営に要した経費のうち

の新庄と當麻からの負担金でございます。

次の、第２款につきましては広陵町の負担分５３６万１，４９６円、これを介護保険の特

別会計から繰り入れしているものでございまして、歳入総額が１，４９８万２，６８７円と

いうふうになっております。

それから、歳出につきましては、総務費のみでございます。総務管理費で１，１０７万４，

８１５円、これは職員の給与関係と事務費の経費でございます。

それから、第２項の介護認定審査会の３９０万７，８７２円につきましては、審査委員の

報酬及び費用弁償の関係の費用でございます。歳入歳出同額という形になっておるものでご

ざいます。

以上、簡単な説明で申しわけないですが、８会計の決算の概要を報告終わらせていただき

ます。

ご苦労さまでした。議 長

次に、日程１８番、議案第６４号、平成１３年度広陵町水道事業会計決算の認定に議 長

ついてを議題とします。

議案の朗読を省略し、直ちに説明に入ります。 水道局長！お願いします。

水道会計の決算の報告書の説明の前に、皆さん方に一言御礼を申し上げます。こと水道局長

しは降雨量が極端に少なかったことによりまして、６月２６日に第１回目の給水制限があり

ました。そして、８月１６日に第２回目の給水制限が実施されたわけでございます。しかし、

幸いにいたしまして、１回目のときには台風６号及び７号の影響をもちまして恵みの雨をも

たらしてくれました。そして、２回目におきましても、またも台風１５号の本土への接近の

影響で貴重な雨をもたらしてくれたわけでございます。そうした結果を得まして、ことしの

渇水期の難を脱することができたと思っております。

この間には、町民の皆さん方にはいろいろと節水にご協力をいただきました。そして、議
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員の方々には何かとご心配をおかけいたしました。心から厚く御礼を申し上げます。本当に

ありがとうございました。

なお、今月の９月２日には県渇水対策本部が解散されました。それと同時に、給水制限も

解除されたわけでございます。したがいまして、本町の給水関係につきましてはすべての面

で正常に戻ったものでございます。本当にありがとうございました。

それでは、説明をさせていただきます。

決算書の３８６ページをお願いいたします。平成１３年度広陵町水道事業報告書でござい

ます。

まず、営業面からご説明を申し上げます。平成１３年度末における給水人口は３万２，１

２７人で、前年度に比べ７５人、率にしまして０．２３％増加いたしました。しかしながら、

給水量につきましては、年間総給水量が３９２万９，２２３立米と前年度に比べまして１．

０５％減少いたしました。また、有収水量につきましても３５８万５，１２１立米と０．８

４％減少したわけでございます。また、１日の最大の給水量は１万３，２６０立米、１日の

平均給水量は１万７６５立米でございました。

なお、県水受託量は総給水量の７２．９７％に当たる２８６万７，０２８立米でございま

した。これらの業務量につきましては、４０２ページから４０３ページに前年度との比較表

がございますので、後刻ご参照いただければと思います。

続きまして、建設改良関係についてご説明を申し上げます。

まず、３条予算につきましては、修繕費で各種ポンプや水位計、流量計など機器設備の維

持修繕を行い、委託料では有収率向上の一環といたしまして漏水調査を実施いたしました。

また、受託工事費では、下水道事業に伴う水道管移設工事が１５件で３，２３３万４，７５

０円、消火栓の設置工事が１件で３４１万２，５００円、内訳は沢、平尾、大垣内、百済の

４大字でございます。そして、東幼稚園改築に伴う移設工事が１件で４２０万円、県の河川

工事に伴う移設工事が３件で１，１２４万５，５００円、排水管布設替え工事に伴う移設工

事が１件で４２万円の工事をそれぞれ行いました。

次に、４条予算におきましては、建設改良費で排水管の布設工事が６件で５，３８７万４，

４５０円、老朽管の布設替え工事が１１件で５，９５７万９，１００円、場内防護ネット設

置及びガレージ解体工事が５８万６，９５０円、下水道事業に伴う布設替え工事が１４件で

４，６４５万７，２５０円、都市基盤整備公団による真美ケ丘地区内整備に伴う排水管布設

工事が６件で６，０８３万４，９００円、県の土庫川河川に伴う排水場内の排水管布設工事
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が３件で１，４４７万１，１００円の工事を実施いたしました。また、施設整備では、大野

配水場の計装盤の更新工事及び神主新井戸の試掘工事を実施いたしました。

なお、ただいま申し上げました工事の内容につきましては、３９０ページから３９７ペー

ジには４条予算による工事を、３９８ページから４０１ページには３条予算による工事につ

いて一覧表にしてありますので、ご参照を願いたいと思います。

次に、経理面についてですが、３条予算の収益的収入につきましては、営業収益が７億７，

９３８万２，０００円、営業費用が８億３，６１４万２，０００円で、差し引き５，６７６

万円の損失となりました。その主な原因は、費用におきましては井戸の老朽化に伴う自己水

の減少により県水への依存割合が高くなったことや、施設、設備などの維持修繕費及び減価

償却費の増加により給水原価が高くなったこととあわせ、収益につきましては長引く景気の

低迷による大口需要者の使用水量の減少や、夏場の渇水による節水などにより料金収入が減

少したことによるものと考えております。

一方、営業外での収支におきましても、収益が９１８万３，０００円に対しまして、費用

が１，００９万３，０００円で９１万円の損失となりました。よって、経常経費は５，７６

７万円となりました。また、特別損失として１０９万４，０００円が生じました。これは過

年度水道料金の滞納整理によるものでございます。これらの結果、平成１３年度の損失額は

５，８７６万４，０００円となったものでございます。

次に、４条予算の資本的収支についてですが、工事負担金の１億７，６２０万９，０００

円の収入額に対しまして、建設改良費２億８，０９７万９，０００円、企業債償還金５２７

万７，０００円、合計支出額２億８，６２５万４，０００円となり、１億１，００４万５，

０００円の不足額が生じました。この不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額４５１万

２，０００円と、過年度分損益勘定利用資金１億５５３万３，０００円で補てんをいたしま

した。

なお、今後も水道事業の経営に当たりましては、水需要の動向を見据えながら、配水場施

設整備計画に基づき効率的な整備を行うとともに、有収率の向上など一層の効率運営に努め、

あわせて料金改定も視野に入れた財政健全化に取り組んでいく所存でございますので、よろ

しくお願いをいたします。以上、まことに簡単でございますが、説明を終わります。

なお、決算書につきましては３６２ページから３６５ページに、決算に関する財務諸表に

つきましては３７０ページから３８１ページに、そして補助説明及び内訳説明としての附属

書類を３８６ページから４２５ページに添付しておりますので、ご参照いただけばと思いま
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す。

終わります。ありがとうございました。

ご苦労さまでした。議 長

以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。

お諮りします。議案熟読のため、９月６日から９月１０日までの５日間を休会としたいと

思います。これに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、９月６日から９月１０日までの５日間を休会とい議 長

たします。

９月１１日は、本日議決されなかった議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議と

いたします。

本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。

（Ｐ.Ｍ.３：２８散会）
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平成１４年９月１１日広陵町議会

第３回定例会会議録（２日目）

平成１４年９月１１日広陵町議会第３回定例会（第２日目）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１５名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 小 原 昇

３番 片 岡 福 美 ４番 寺 前 憲 一

５番 松 野 悦 子 ７番 吉 田 信 弘

８番 中 山 正 ９番 山 本 登

１０番 青 木 義 勝 １１番 笹 井 正 隆

１２番 坂 口 友 良 １３番 山 本 悦 雄

１４番 松 本 政 治 １５番 吉 岡 章 男

１６番 出 張 光 男

２ 欠席議員は、なし。

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 吉 村 崇

総 務 部 長 土 佐 敏 行 健康福祉部長 大 西 利 実

住民生活部長 野 村 完 治 環 境 部 長 山 村 吉 由

都市整備部長 吉 村 正 勝 水 道 局 長 中 尾 勝

教育委員会事務局長 竹 田 健 次

４ 本会議の書記は、次のとおりである。

局 長 西 辻 眞 治

書 記 乾 善 雄 野 村 克 也
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ただいまの出席議員は１５名で定足数に達しております。議 長

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：０４開会）

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 議案第４８号 広陵町行政組織条例の一部を改正することについて

２ 議案第４９号 広陵町手数料徴収条例の一部を改正することについて

３ 議案第５０号 広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することについて

４ 議案第５１号 広陵町立図書館電動式移動書架購入契約の締結について

５ 議案第５２号 平成１４年度広陵町一般会計補正予算（第２号）

６ 議案第５３号 平成１４年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

７ 議案第５４号 平成１４年度広陵町老人保健特別会計補正予算（第２号）

８ 議案第５５号 平成１４年度広陵町介護保険特別会計補正予算（第１号）

９ 議案第５６号 平成１３年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について

１０ 議案第５７号 平成１３年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

１１ 議案第５８号 平成１３年度広陵町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について

１２ 議案第５９号 平成１３年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

１３ 議案第６０号 平成１３年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

１４ 議案第６１号 平成１３年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について

１５ 議案第６２号 平成１３年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について

１６ 議案第６３号 平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計歳入歳出

決算の認定について

１７ 議案第６４号 平成１３年度広陵町水道事業会計決算の認定について

１８ 議案第６５号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて

１９ 一 般 質 問

それでは、日程１番、議案第４８号、広陵町行政組織条例の一部を改正することに議 長

ついてを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ４番議員！
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結局、新清掃センター建設室を改めるということが主眼だと思うんですが、企画財４番議員

政部あるいは総務部のこの充実が図られるというように思うわけですけれども、この特に企

画財政部の充実というのは非常に大きな課題を持っていると思うわけですが、この点での、

いわゆる設置したその理由について、再度、本会議でお尋ねしておきたいと思います。

総務部長！議 長

おっしゃっていただくとおり企画財政部の充実ということで、総務部の中に現在あ総務部長

るわけですが、この中で、現在の住民がいわゆる求めている部門といいますか要求される部

門というのが自治体としてその構築を図っていきたいということで、情報公開の部門あるい

は電子自治体と、いわゆる電算部門というものを充実さしていきたいと、それと現在抱えて

おります合併問題等専門的にやはり研究をしていくという部門を充実させたいということで、

総務部から企画財政部の中の情報システム課という一つの課で独立さして業務をしていきた

いというねらいがございます。よろしくお願いします。

５番議員！議 長

電子計算システムの充実ということなんですけれども、この主要施策の報告書を見５番議員

ましても、かなりシステム化されてきているなというふうに思うわけですけれども、このよ

うな庁内のシステムが行く行くは政府のネットワークシステムと結合されていくというよう

な可能性がどのように考えていただけるのか、このような細かい情報が国の方で一括して握

られると、管理されるということにつながるのかどうか、その点について確認をしておきた

いと思います。

総務部長！議 長

端的に申し上げますと、つながらないと思います。総務部長

ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありません

か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、本案は総務文教委員会に付託することに決しまし議 長

た。

次に、日程２番、議案第４９号、広陵町手数料徴収条例の一部を改正することにつ議 長
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いてを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、本案は総務文教委員会に付託することに決しまし議 長

た。

次に、日程３番、議案第５０号、広陵町老人医療費助成条例の一部を改正すること議 長

についてを議題とします。

本案について質疑に入ります。 ５番議員！

今回の政府の医療改悪に伴う広陵町の条例改正なんですけれども、これは広陵町の５番議員

独自の条例であって、政府の方の医療制度の改正に伴って直ちに改正をしなければならない

というものではないと思います。住民の利益を踏まえた中で、この広陵町の住民の皆さんの

意向を把握して、そして改正、また一方では、今世論として求められているのは充実の方向

に向けて求められているわけなんですが、今回は、政府の改正の中で連動して住民負担が多

くなるというような条例改正なっているわけなんですが、この直ちに条例改正されるという

ことについて、どのようなお考えでなさったのか、お聞きをまずしたいと思います。

それから、もう一つは、これによりまして影響額がどの程度になるのか。ことしであれば、

半年分でわずかの影響額なんですが、５年間で完結する内容になってまいりますので、５年

間でいけばどの程度の影響額になると予想されているのか、その点についてもお聞きをした

いと思います。

住民生活部長！議 長

お答えを申し上げたいと思います。住民生活部長

これはご承知のように国の法律の改正によりまして、今まではご承知のように７０歳から

は直ちにもう老人保健法の適用なりまして、どの所得の方であろうとも１割の負担になりま

すよと、こういうことになってたわけですね。それが今度は７５歳にこう引き上げられてい

るということですね。だから、老人、 の適用者は６５から６９歳の方だと、そういうこと

ですので、やはりその辺のところは直ちに変えなければ整合性といいますか、なってまいり
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ますので、当然、今回こういうふうに年齢の規定をさしていただいたと、こういうことでご

ざいます。

それから、これの影響ということなんですけれども、 につきましては、ご承知いただい

ておりますように、今現在では個人負担は、平均、１３年度で見てみますと、１人平均月１，

４００円程度を支払っていただいておると。それが今回のこういうあれによりましては約２，

０００円程度になるんではないかなと。

それ以外の町の財政に及ぼす影響につきましては、この のは直接ございません。今度の

老人保健の方では影響してまいりますけれども、この では関係がございませんので、その

辺のところご承知おきをいただいたらと思います。以上です。

５番議員！議 長

今回は本当に大変な高齢者の皆さんにとって医療の改悪がなされる中で、今ご答弁５番議員

いただきましたように１人の平均の医療費の負担額が大変にふえていくということで、また

介護保険の負担増等々、高齢者の皆さんのお暮らしを直撃する大変な内容でございます。

そういう点につきまして、広陵町として独自ででもこれらの広陵町の高齢者の皆さんの健

康と暮らしを守っていくという立場で新たなる施策も必要になってきた時代ではないかと思

うわけですけれども、それについて、そのような方向でのご検討をしていただいた経緯があ

るのかどうか、お聞きをしておきたいと思います。

それから、今回は、本当に高齢者の皆さんが入院された場合に医療の改悪の中で３カ月で

退院を強制されるような実態が浮かび上がってくるわけで、介護保険との連動の中で、これ

も具体的に大変な問題になることが予測されますが、そういう点についてはどのようにお考

えいただいてるのか、お聞かせいただきたいと思います。

住民生活部長！議 長

この件について町の方の方針の検討をしたかと、こういうことでございます。住民生活部長

しかし、議員さんもご承知いただいておりますように、国の方では医療費が年々高齢化に

伴いまして増加してきていると。それで、老人保健につきましても、このままの状態ではと

ても将来皆さんに保険をそのまま給付していくことは不可能な状態になってきてるというこ

とはご承知いただいていると思います。だから、そのほかの政府管掌の保険につきましても、

また基金が底をつきまして、もう保険料をアップしなければ、とてもじゃないけれどもそれ

が持たないということ等はご承知いただいていると思います。

だから、国の方においても、やはり応分のご負担をいただかなければならない。町の財政
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を見ていただきましても、国民健康保険は１３年度では少し１２年度の繰り越し等もござい

まして少しの余裕はございますけれども、それも１カ月の医療費の半分程度しかお金を持っ

ておりません。だから、このままの状態でいきますと、いずれかはやはり改正等を考えなけ

ればならない時期が来るんではないだろうかと、かように今思っております。

それから、介護保険の方につきましては、私の方は国民健康保険税と一緒に介護の保険税

をいただいております。４０歳から６４歳までの方なんですけれども、これにつきましても、

１２年度は当初ですので余剰金は出ましたけれども、１３年度はそれを食いまして、まだ二

百何万円は出ておりますけれども、このままでもいきますと、やはりあとこの１４年度では

赤字が出てくるんではないだろうかなと。だから、これにつきましても、１５年度から１７

年度までの３年間の介護保険料につきましても、やはり国からの拠出金の割り当てもござい

ますので、改正もいずれは考えなければならないかと、かように思っておるところでござい

ます。以上です。

４番議員！議 長

これ自体が国や県のいわゆる助成制度全般にかかわる問題になっているわけです。４番議員

特に国保あるいは老人保健法とのかかわりがありますので、そのところでも質問をしなきゃ

ならないと思いますけども、その中で関連する部分で質問しておきたいと思います。

まず、きょうの日経新聞なんですけれども、ここに「社会保障負担２．５兆円増。来年度

保険料上げなど響く」という形できょうの日経新聞に書かれているわけです。これはトップ

です、１面トップに書かれています。それだけ小泉内閣のいわゆる構造改革というのがいか

にひどい痛みなのかという問題が浮き上がっているんであろうと思います。そしてそのとき

に、今部長が広陵町のいわゆるマル老助成制度の中身について、改正もやむを得ないという

形で答弁をいただいているわけですけれども、実際に地方自治、地方分権を徹底させていく

ということになれば、広陵町独自の考え方というのがあってしかるべきだと思うんですね。

そういう中でどんな議論をしたのかという問題が一つ課題になってくるだろうと思うんです

が、ここで明らかにさせていただきたい問題は、例えば、この改正で、今まで平均１人当た

り１，４００円であったものが２，０００円程度にはね上がる、大きなこれは負担になるわ

けです。パーセントで言うと非常に大きな数字になるわけです。この一つ一つの金額、例え

ば１０円、２０円、５０円の金額というのは少ないかもしれませんけれども、率で言えば、

全体の中では非常に大きな負担増になってくる。特にこの場合については、平均で６００円

もの負担増になるということは、率からいうと非常に大きなものになっています。これだけ
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の負担をお年寄りに背負わすという点で、本当にこの事業を行う当事者、いわゆる住民の命

と健康を預かる当事者として、職員及び理事者として痛みを感じることがあるのかどうか、

この点について真剣に考えていただきたいわけですけれど、まずそのことをお聞きしたいと

思います。

それから、いわゆる全体として医療費の問題について、いわゆる国民健康保険にかかわる

点については、今度のいわゆる医療法全体の改悪の中で３，２００億円の負担増が見込まれ

ていると。いわゆる国民健康保険に加入されてる方々の総計として見込まれているというこ

とが上げられているわけなんですけれども、この機会にこのいわゆる の部分とは別枠です

けれども、この負担増から見て、広陵町でどれぐらいの負担増になるのかという点について

もお答えを願いたいと思います。

もし必要であれば、国保会計あるいは老人保健法のところでも結構ですけれども、これに

あわせていずれ質問が出るわけですので、可能であればお答えを願いたいと思います。

住民福祉部長！議 長

まず１点目の、 の住民の負担につきまして町としてどういうふうに考え住民生活部長 

ているのか、また、その個人さんの負担増についての痛みはどうかというところでございま

す。

それにつきましては、私の方もその辺は十分に考えてはおりますけれども、しかし、医療

費全体から見ました場合、やはりやむを得ないのではないかなというところで思っておると

ころでございます。これにつきましては、ご承知いただいておりますように、町と県がそれ

ぞれ２分の１ずつを負担してやっておりますので、あとはまた国の方でもそういうふうにご

負担を願えれば一番町も助かりますし、また県の方、国の方も助かりますし、個人さんはも

ちろんいいんじゃないかなと、かように思っておるところでございます。

それから、もう一点の、影響額というところでございますけれども、おっしゃってるの、

恐らく国保の全般ということで、老人保健法のところでそれぞれ今回の改正ではどういう影

響があるのかと、こういうことだと思います。だからそのときにお答えはさせていただいて

よろしいですかしら。（４番議員「はい、結構です。」）

４番議員！議 長

今試算すると、平均で１，４００円が２，０００円になるっちゅことは、１３％強４番議員

の値上げ、いわゆる負担増になるわけなんですね。ああ、もっとか。２割近くな、倍近いか

らな。計算どこで間違うたかや。どっちにしても倍近い値上がりになるわけですから、非常
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に高い値上げになっているわけなんです。

これに対して、今、医療費全体から見ればやむを得ないということをおっしゃっているわ

けですけれども、実際にこの原因について本当の国民の側に責任があるのか、あるいは広陵

町民の方々に責任があるのか、そういう観点から見る必要があろうと思うんです。やむを得

ないという点で言えば、財政的に税がどこに使われるかということから来る問題であって、

国の制度に全般にかかわる問題なわけであります。そしてそれを、地方自治を預かる町長を

初め、職員の方々が、どれだけその点についての認識を深めているのかということが必要だ

と思うんですが、第１点に、この間の医療費にかかわる患者負担、いわゆる、あるいは税か

らいえば加入者負担について、国のいわゆる負担金が大幅に下がっている、こういう実態に

対してどのように考えられるのか。これをやむを得ないという形であれば、地方自治全般の

危機と言われている問題について議論しにくくなってくるわけなんで、その点での認識につ

いては、やっぱり一致させていく必要があろうと思うんです。

そういう前提に立って地方自治の改革、現場におられる方々の努力、生き残りをかけた自

治体のあり方という問題については意見の違いがあろうと思うんですけれども、いわゆる加

入者や診察を受ける患者の方々に責任があってこのような負担増になってきているのか。こ

れは一致できる問題ではないかと思いますので、その点は確認したいというように思うんで

す。

医療費全体から見ればやむを得ないという認識の奥に含まれている問題点について、私は

国が負担を減らしてきている。そして税のかかわり方について、公共事業がこの９０年代に

入って非常に大きく伸びてきた。社会保障が全般に、特に医療、福祉の分野にわたっては国

の負担を、従来からの負担を切り下げてきたと、こういう事実があるわけなんですけれども、

この点については、地方自治から見れば非常に危険な、また自治体の携わる者にとっては非

常にゆゆしき不満を持つ問題だというように思いますけれども、その点の視点はいかがでし

ょうか。これは、町長及び担当者も含めてお答え願いたいと思うんです。

住民生活部長！議 長

先ほど申し上げました個人さんの負担増につきましては、ちょっと言葉足らず住民生活部長

で申しわけございませんでした。

あくまでも１３年度のかかっておられる方の人数、また費用額から出した平均ということ

で、概算ということでご承知おきをいただきたい。必ずしも１，４００円が皆すべて２，０

００円になるということではございませんので、その辺は。（４番議員「平均やな。」）え
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え、平均ですので、ご理解をいただけたらと思います。

それから、国の方の件なんですけれども、国も、先ほど言いましたように国も多額の借金

も抱えております。地方自治体もそれぞれの市町村で多額の借金を抱えておりますし、本来、

こういう医療につきましては当然国の方でやっていただくのが当たり前ではないかなと、こ

ういうような認識は十分いたしておるところでございます。

町長！議 長

寺前議員が、こうした財政の状況、認識を深めているかどうかというご質問でござ町 長

いますが、今、片山総務大臣が提案をしている事項が今論議を呼んでいるわけでございます。

この大臣のおっしゃんのには、国は財源として６割を集めているんですね。地方が４割の税

収を集めている。歳出におきましては、国は４割で地方が６割負担をしているという、これ

をアンバランスなことを総務大臣が提唱をなさっているんです。これを改めなければ、地方

の時代だと言っても地方は何もできないと。国にお願いするばかりであるというのが実態な

んです。これを地方にもっと税財源を与えるというのが総務大臣の提案でございます。

私ども、全国町村会とか県下の市町村会によりましても、これで論議を交わしているとこ

ろでございます。いち早く市町村にもこの税財源を移譲するということが私たちが町の特色

ある行政が展開できるのでございまして、現在のところ、何らこの財源のないところでござ

いますので、国の言われるままにしか動けないというのが実態でございまして、こうしたと

ころは十分ご認識を新たにしていただきたいなと。総務大臣のおっしゃっていることはいろ

んな分野に申されておりますので、これからこの提案については審議をなされていくもので

ございます。現在そんな状況でございまして、私どもは、国からの移譲される税財源がなけ

れば何ら動けないという、そんな認識でございます。

ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

次に、日程４番、議案第５１号、広陵町立図書館電動式移動書架購入契約の締結に議 長

ついてを議題といたします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 １０番議員！
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ちょっと初歩的なことでお尋ねしたいと思います。１０番議員

これ、図書館電動式移動書架、これでけて１６万冊、現在で２０万冊可能とかお聞きして

おりましたが、初歩的でちょっとお尋ねしたいと思いますんでけど、当初から、当初建設時

から当然いろんな想定のもとで最終的な冊ももう考えておられたと思うのですけど、今この

ときにこれを追加していく。ましてレールもちゃんと引いてほとんど簡単にできることにな

ってたとお聞きして、これは当然だと思う反面、それであれば、建設当初からこれをやると

いう、こういう形でやっていくべきであったんじゃないかなと、ちょっとこう疑問に思うた

から、初歩的なことでございますから、お答えをお願いします。

教育委員会事務局長！議 長

将来を見込んだ中で、当初の建設の中でレールと大々的に工事を伴う件教育委員会事務局長

につきまして対応しといたと。あと、電動式移動書架につきましては、現在、当分固定書架

の中で、今後２階等のスペースも踏まえた中でそういう形に整備していこうやないかという

形で、当初の計画で実施さしていただいた内容でございます。はい。

１０番議員！議 長

はい、わかりました。１０番議員

それであれば、ほんなら、当初からそういうことはできなかったという何かあるわけ。

当初にもう、建設時にそれを、電動のこれをやっとくことが必要なかったわけ。それちょ

っと聞いてんねけどな。当初からする、これ安うつくのかなあと思うたりして聞いてるわ

けやね。新たにするより当初から、開館当初からの。（教育委員会事務局長「わかりまし

た。」）そういう意味で。（教育委員会事務局長「はい。」）

教育委員会事務局長！議 長

当初、冊数等も勘案した中で、やはり過剰な財源を投じた中でしておく教育委員会事務局長

ということも不必要やかという点も勘案した中で計画さしていただいたわけでございます。

はい。（１０番議員「ああ、そう。もうええ、はい。」）

よろしいですか。 総務部長！議 長

私担当ではなかったんですけど、当初に、今回の補正の査定のときに我々も疑問に総務部長

感じたわけです。おっしゃってることは、当初レールまで引いてるのになぜしてないんやと

いうのは、正直な話、そういう実感わきました。

ほんで、その中で調べていくと、やはり２０万冊という理想の蔵書冊数が問題になってき

たんやかないかと。それをやはり、図書館としての機能を働かし、やはり充実した図書館で
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ある理想は２０万冊であるが、やはりそれに伴うての財源の確保というものが問題になって

きたときに、現在のところで辛抱でけんのやったら１７万冊でもいけるやないかというよう

な判断で、当初、その工事の中に含まなかったというのが状況ではないかというふうに感じ

たわけです。

ほんで、やはりこういう時代になってきますと、やはり住民のニーズというものをとらえ

た中で、これはやはり当初から２０万冊という理想を実現していかなくてはいかないという

ことで、毎年３万冊ずつ蔵書をさしていただいていると、予算組をさしていただいてる。

ただこれを今回、工事やなしに備品にしたというのは、いわゆる工事的にはもう既にレー

ルもでき上がってるし、電源さえつなぎゃこんでできるんのやないかと。これは工事という

よりも備品購入でやれば、もっと効率的に安くできるんじゃないかという判断で今回さして

いただいて、議案として上程さしていただいたと、こういう状況の中で経過はあると思いま

すので、よろしくご了承をいただきたいと思います。

よろしいですか。 １３番議員！議 長

こういう、建物の入札と違うてこういう備品ちゅうんか、こういうもんの入札は、１３番議員

非常にわかりにくいっていうか、例えたら、これ５社が入札されたと。こういうものをつく

ってるメーカー、これは一体日本のメーカーとして何社ぐらいあるんかということなんです。

そして、この入札されるとき、メーカーは何か、どこのメーカーということは指定しなかっ

たという話、説明で受けたと思うんですけれども、そしたら、入札されるときには、そこの

各この入札者、この人たちはどこのメーカーの品物で設備するということを書き添えて入札

に応じて入札されるんか。ちょっとその辺のことについてお聞きいたしておきたいと思いま

す。

教育委員会事務局長！議 長

メーカーにつきまして、メーカー指定しなかったという当初の説明に対教育委員会事務局長

しておっしゃってると思うわけですが、大手メーカーとして２社ほどあるわけです。しかし、

あと付随して、それに似た商品を製造している業者も数社ございます。そうした中で、仕様

書に基づきまして同等品という形で、性能的に同等品であれば、やはりできるだけ安くうち

も設置していただきたいというような観点で、そういう意味で仕様書に基づいて競争入札さ

していただいた結果でございます。はい。（１３番議員「じゃあ、入札のときにどれを入れ

るとか、どこのメーカーのやつ入れるとか、そういうことは入札のときには、そのちょっと、

その辺を聞いてんね。」）はい、メーカー指定はしなかったわけです。はい。（１３番議員
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「入札のときには。」）はい、同等品という形で。（１３番議員「入札のときには、どこの

商品でするとかというようなことは入札書には一切関係ないわけ。」）はい。

総務部長！議 長

まず、書架のこの設置の仕様書というもの、まずつくらしていただきます。基本的総務部長

に。これ極端に、レールの位置を変えてもらっても結構ですよと、あなたとこのメーカーで

これだけのうちの条件の中でやってもらえるんであれば、レールの位置を変えて可動式にし

ていただければ結構ですよというところまで譲歩してます。

メーカーを指定すると、先ほど局長が言いましたように、当初予定の中に入っていたメー

カーは２社ほどしかないんです。この２社で競争さしてこれ競争になるんかということが、

まず疑問でございました。ほかのメーカーでもできないことはないのかということを研究さ

してもらった中で、ほかのメーカーでもできるやないかと。いわゆる電動式というものはど

ういうものかということを定義さしてもらって、それに合った品物であれば結構ですよとい

うことで仕様書をつくらしていただいたと。そやから、入札の条件を広げさしてもらって競

争力を働かそうという、こういう思いがございました。

１３番議員！議 長

いろいろこれ大変難しい入札だと思うんです。１３番議員

ただ、ここに出てる入札で応札された金額ちゅうのはそれほど変わらんわけですわね。大

した差がないと。だから、本来、そういうような形でやられたら、それをうまく組み合わせ

されたら、非常にほんまの一流メーカー言うたらおかしいですけども、一流メーカーの品物

とそういうほかの物との間にはかなり差が出てくるんじゃないかと。これはもう事務機器に

ついては特にそういう面はあるわけなんです。しかし余り差がないから、僕はこれ、ある一

定の１社、入札は５社でやってるけども、実質は１メーカーの品物かなあと、そういう具合

に解釈したわけなんですけど。それなら、出てくるとこ一緒なら、よう似た金額になってし

もうて当然じゃないかなあと。

だから、その辺で非常に難しいとは思いますんですけど、仕様書のとおりやったって、機

械物ですんで、その丈夫さとかいろんな面については、そらそこまで仕様書の中でなかなか

書けない問題があるんじゃないかと思うんです。それは実績、今までのメーカーの実績等に

よってそういうものがあらわされてるというようなとこがありましたので、ちょっとその辺

どうかなと思うて質問さしていただいたわけでございます。

総務部長！議 長
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工事と違いまして、備品の場合の予定価格、いわゆる設計価格等は公表しておりま総務部長

せんが、今、入札の金額についてはほとんど開きがないと、入札結果でございますが、我々

この仕様書に基づいて設計いたしました額については、２，３００万円を超えてる額を一応

設計しております。これに対しての入札という結果になっておりますんで、その辺もちょっ

とご了承をいただきたいと思います。

ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、本案は総務文教委員会に付託することに決しまし議 長

た。

次に、日程５番、議案第５２号、平成１４年度広陵町一般会計補正予算（第２号）議 長

を議題とします。

本案について質疑に入ります。 １２番議員！

ちょっと興味のあるところをちょっと質問したいと思います。１２番議員

この資料２３ページ、いわゆる運動公園内に公園の管理棟設置と、これは一応こういう形

で今回予算するんですが、これはどうでしょうか、将来的に、余りこの間借りのような形態

をこのままずっと続けていくんか、あるいはもう将来的には専用のと、こういうのが当然流

れとしては出てくると思うんです。やはりいつか、市町村合併になったときにその辺も大き

な形も出てくんですが、将来的にはどうでしょうか。そろそろやはりそういうふうな専門的

な、専門施設などが必要ではないだろうか。形は一応こういう形で今回予算考えてと、わか

るんですけど、やはり人数もふえてくるけど、その辺の公園との兼ね合いから考えて、今後、

いかなる方向に進めていくべきかという、ちょっと公園の管理業務とも関連しますので、い

つまでもいつまでもこういう形態はやはりちょっと不自然な形になってくと思いますのんで、

将来的な傾向っていうんですか、目標っていうんですか、その辺はどういうお考えを持って

いるのかと。今回の予算、こんな予算処理で、緊急的ということでこれはいいんですけど、

どうでしょうか、その辺の考えは。

健康福祉部長！議 長
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ただいまおっしゃっていただきました内容を踏まえております。健康福祉部長

今お尋ねいただきました、いつまでも何も間借りができひんやないかと、将来的な計画は

どうやというご質問をいただきました。これまさに、既に定めております障害者計画の中の

施設整備という点をとらえておりまして、将来、合併問題を抜きにいたしましても、計画的

に施設整備を整えていかなければならないという考えを持っております。

それで、今、恒久的ということに判断をいたしますと、障害者計画はどないなんねんとい

うふうな相反することが出てまいりますので、あくまでも一つの方針として、この計画をも

とにすべての障害をお持ちの方を対象に活用できる施設の整備というものとは切り離して今

回考えさしていただいたと。今議員さんがおっしゃっていただきました内容のもとを踏まえ

ての判断であるというふうにご理解をいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げま

す。

５番議員！議 長

同じくその管理棟の設置工事についてですけれども、６月議会の総務委員会の中で、５番議員

平岡町長の方が私の質問に対して、９月議会で総合障害者センターについては計画を明らか

にするのでしばらく待ってほしいということでしたので、私はそれ以上の質問を避けて、次

のこの９月議会に期待していたところなんですけれども、その６月議会の総務委員会の中で

ご答弁された趣旨について、まず確認したいと思います。

健康福祉部長！（５番議員「町長にお願いします。」）議 長

ちょっと申しわけございません。ちょっと町長より先にお答えさしていただく健康福祉部長

ことをおわび申し上げます。

６月の総務委員会でお尋ねいただきました内容で町長が答弁を申し上げましたのは、その

当時から現在の方向で、すみれ作業所のまずの拡充というものを考えておりますので、それ

についての答弁をしていただいたというふうに、我々事務者としてもとっております。

なお、障害者計画そのもの、障害者の施設計画そのものについて、６月の時点で９月に出

すという計画は持っておりませんので、まず、その辺、誤解であったかとは私も思いますが、

そういうふうに我々も理解をしてその町長の答弁を受け取っております。出しゃばって申し

わけございませんが、そういうことでございます。

町長！議 長

６月議会に私の思いというものをお伝えをしたわけでございますが、そのときは、町 長

旧の東幼稚園の園舎をすみれ作業所に利用させてはどうかという趣旨のご提案でございまし
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た。私はそのときは、東幼稚園はやはり県民グラウンドの駐車場等関連用地として使わして

いただくと。すみれ作業所については次の議会までに、現在手狭である旨の申し出がありま

すので何らかいい方法を考えさしていただく。次の議会にはお答えできるようにはしたいと

いう趣旨のことを申し上げておったのでございます。

今回提案をいたしておりますのは、名前こそすみれ作業所とは出ておりませんが、県民グ

ラウンドやいろんなところをお掃除をしていただいたり、公園の管理をしていただいている

わけでございます。そうした管理をされているそういう関係上、管理事務所を増設をして、

ここを本拠としていろんな活動をしていただこうと、そういう思いでご提案をさせていただ

いた次第でございます。

５番議員！議 長

９月議会でははっきりと総合障害者センターの計画について、福祉センターでした５番議員

か、言葉の方はどっちだったかと思いますが、そういう障害者施設の計画について提案する

ということで、今回の議運の中でもそれにかわるものだという説明を総務部長の方からもし

ていただいたわけです。ですから、今大西部長おっしゃった誤解というのは、大変曲解され

た言い方であります。

それから、町長、もし当初からそういうご算段であれば率直にそういうことをご答弁して

いただくのが、議会としての信頼関係の問題ではなかろうかということをきっぱりと指摘を

しておきたいと思います。

それを踏まえて、今、町長も選挙のときに公約なさった、本当に多くの皆さんから期待さ

れている施設なんですね。すみれ作業所だけではなくって、ほかの障害者団体の方も大きな

期待を抱いておられるんです。ですから、それについては任期中に明らかにしていただくの

が町長の責務だと思いますが、どのようにお考えでしょうか。

町長！議 長

任期中に対応せよというようなご意見でございますが、私は、すべての事業につい町 長

て、住民の生活を支えてやる、これが私どもの仕事でございますので、いかなる分野の人で

あっても暮らしのいい生活のできますように私どもは一生懸命努力するのみでございます。

何分、多岐にわたる行政分野でございますので、限られた予算でございますので、一生懸

命努力するのみということでお答えを申し上げておきたいと思います。

ほかに。 ３番議員！議 長

衛生費の方で、保健衛生で、手数料が今度の家電リサイクル法に不法投棄が非常に３番議員
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ふえてきているということで先日していただいたわけですけれども、その資料もいただいて

るわけですけども、これが今までと比較してどうだったのか、ほんでまた、非常に家電リサ

イクルだけではなくっていろんな形での不法投棄がふえてきてると思うんですけれども、そ

の場所、どういう場所にどういうふうにされてきているのか、例えば、私有地であるとか、

土手とか川とかというふうなこともあるだろうと思うんですけれども。

それと、今後の対策としていろいろとご検討いただいていると思うんですが、その内容に

ついてもお聞かせ願いたいと思います。

住民生活部長！議 長

家電リサイクルの不法投棄場所なんですけれども、主にはやはり河川が、うち住民生活部長

の大きな河川が３つありますのでそういうところ、それから、各集落につきましても、この

人の目につかないところ、そういうところに捨ててるというのが主なんです。といいます、

集落にといいますと、例えば、竹やぶのそばとか、また雑木林のそばとか、そういうところ

と河川ということでご理解をいただいたらと思います。

よろしいですか。 ３番議員！議 長

今、先ほどちょっと質問さしていただいたのは、そういう場所と、それから今後の３番議員

対策、それから、リサイクル法が施行される前との比較もお聞き願ったわけですけれども、

それが、前回の質問のちょっとまだお答えいただいてない分なんですけれども、それと、今

後、今、不法投棄がされてきていることに対して今いろいろ監視体制とか、例えば、パトロ

ールなんかは職員の中でしていただいてるとかというふうなことはあるだろうと思うんです

けれども、その中でもこういう形でふえてきているということですので、やはりそれ以上の

何かが必要なのではないかと。それについてどういうふうにお考えなのかということをお聞

かせ願いたいと思います。

住民生活部長！議 長

失礼をいたしまして、まず１点目の、法施行前と後の状況はどうなのか、これ住民生活部長

につきましては、以前にもご質問いただいたと思いますが、ちょっと私の方では法施行以前

の状況についてはつかんでおりません。清掃センターの方でお願い、それまではしておりま

したんで、申しわけないんですけれども。

それから、こういう不法投棄がふえてきているということの状況の中で対策ということを

おっしゃっていただいております。パトロールは定期的に職員がやっております。それ以外

につきましては、ご承知のように環境の保全指導員の女性の方お願いしておりますのでその
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方に、そういう不法投棄はもちろん、いろんな不法の広告物、違反広告物、それとか、また、

燃やしているという野焼き、そういうもんについてもどうぞご連絡をいただきたいというと

ころで指導員の方にはお願いをし、またそれの状況の報告をいただくような書類等もお渡し

をさしていただいてると。それ以外には、広報等で始終、野焼きにつきましても不法投棄に

つきましても違反広告物につきましてもＰＲはしておりますけれども、なかなか、イタチご

っこといいますか、で困っておるような状況でございます。

それ以外にも、大字の区長さんと自治会長さん等からも、あこに不法投棄をしている、野

焼きがあるとかということでのご連絡はいただくようにお願いはいたしておるところでござ

います。以上です。

４番議員！議 長

まず最初の、日々雇用職員の点ですけれども、これは雇用対策にもプラスなるとい４番議員

う点ですが、全体として日々雇用職員が非常にふえてきていると。１３年度決算でも見られ

るところですけれども、この点で、職員のいわゆる増減、広陵町の業務から見た場合の職員

のいわゆる採用計画等々から見て、この日々雇用職員の採用という関係を教えていただきた

いというように思うんです。

それと、この賃金の決め方、これはいわゆる業種によっていろいろあろうというように当

然あるわけなんですが、その点、どのような形で今回の方については当てはめられているの

か、教えていただきたいと思います。

それから、いわゆる不法投棄の問題ですけれども、この数字から見ると、８月までの不法

投棄というのは少し減っているわけなんですね。年度末、これは１３年度と１４年度と比較

するという点では、法改正した後の内容ですので変わってくる面もあろうかと思いますけれ

ども、全体の不法投棄の状況という問題も把握されているというように思うんですが、それ、

先ほど片岡議員も質問していたんですけれども、そういう内容から見て、広陵町の不法投棄

の状況はどのような流れになっているのか、教えていただきたいというように思うんです。

これは、いわゆるごみ処理計画の中での議論の一つでもあったわけですので、そういう点の

視点からもこの不法投棄全般の状況っていうのを把握していただいて、報告いただきたいと

いうことであります。

それと、笠のいわゆる池ですけれども、この池の改修あるいは池全般の改修、水環境とい

う形で広陵町も各場所について行っていただいているわけなんですが、この水環境整備とい

う点で言えば、憩いの場所として活用していく、こういう問題、あるいはこういう点での施
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策であろうというように思うんですが、その視点がないように思うんです。だから、例えば

六道山の柏手池の場合については公園化していただいて、お年寄りの方々あるいは幼児の遊

び場所となって、夏でも夕方になると非常に人の散策が出ていたわけですけれども、その視

点を明確にした水環境整備という問題が必要だと思うんですが、この点で、この成果を含め

て、この受け取り方を改善していくというような方向性を出していただきたい。特に、笠に

ついては、いわゆるさわやかホールの裏にあるという点で、活用方法をもっと考えられる可

能性があると思うんですが、その点についての視点の議論も、あわせてお聞かせ願いたいと

思います。

それから、先ほどから出ている管理棟の設置工事です、福祉作業所の建設ということにな

っているんですけれども、これは、すみれ作業所の使いやすい、あるいはまた将来計画を見

越した問題として、どういう視点から設置を考えた設計になったのか、そういう設置の考え

方、思想について不足されている部分があろうと思うんです。これは非常に大事な問題で、

先ほどから、あるいはまたこれは党の議員からも再三出ていた、いわゆる総合的な障害者施

設の中で言えば、非常に屈折した建物になっているわけなんですね。それをトータルとして

考えていく場合に、この設置の思想、これはいかなる施設についてもその到達目標を含めた

考え方及び利用しているところについては徹底した利用者の声を反映させる作業が不可欠で

すけれども、そういうような取り扱いの方法あるいは議論を深めてきた過程というのはどん

なものがあったのか、詳しく教えておいていただきたいというように思います。以上です。

都市整備部長！議 長

笠池の件でございます。都市整備部長

議員おっしゃっておりますように、六道山で整備いたしました柏手池と若干変わりました

構想を練っております。と申し上げますのは、１３年度では基本設計、いわゆる調査設計を

行っております。その内容につきましても、おっしゃっておりますように福祉センターある

いはそういうとこへ来られた方々が憩いの場、あるいはそういう面も十分考慮いたしまして、

環境の美化という内容で、あるいは季節的によければ、天候もよければ老人のお方が散策し

ていただける、池全体を散策というのは道路の面で無理かと思いますが、若干西べらの池の

堤防をもちまして散策路を兼ねていただくような計画もしておりますので、よろしくお願い

しておきます。

総務部長！議 長

日々雇用職員の関係と、それから正規の職員の雇用についてでございますが、過去総務部長
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の経緯を申し上げますと、平成１１年度では、正規職員でございますが８人の方が退職され

ていると。それから、この時点で不足する人員というものを一応出しております。そのとき

に、保育所教諭等の採用については、期限つきという３年の期限を定めて職員を採用したと

いう経緯がございます。一般行政職で３人、男２人と女１人を採用したということで、平成

１２年度には、定年退職で４人、それから勧奨で１人退職されております。それから、期限

つき職員で２人の退職、合計７人が退職されてると。それから、平成１３年度には採用いた

しましたのは、一般行政職で６人、男３人と女３人、それから、保育士教諭で３人の合計９

人を一応採用しております。

それから、平成１３年度の退職でございますが、定年退職で４人、勧奨退職で同じく４人、

それから自己都合ということで退職で５人ということで、計１３人という人数が退職と。助

役と収入役についても、この中に勧奨という中で含んでおりますんで、これは今、助役、収

入役の立場におられますんで、一応職員の数としてはこういう動向があると。

この中で、やはり、今現在の事務量というものを勘案いたしまして、現況の職員で対応で

けるかどうかというものはまずポイントになります。それと、やはり財政状況というものを

踏まえた中で、やはり職員も努力をしていただこうということで現在きてるわけです。５人

を採用いたしましたのも、単純業務を日々雇用職員で対応できるんじゃないかという、業務

内容に応じた採用ということで、これを半年契約の最大１年までの雇用できるということで、

雇用の機会も与えたいということで、一応こういう採用形態をとったという状況でございま

す。

平成１５年度におきましては、一応、一般職あるいは行政職、技術職、これらをすべて含

めた中で、現在、検討を重ねている状況というのが現状でございます。

賃金のこの８００円という設定でございますが、これはいわゆる寺前議員さんがおっしゃ

ったように業種によってやはり賃金の差は出てくるだろうと思いますが、やはり、パート職

員として採用する場合は単純労務というのが基本でございますんで、やはり、この８００円

という額が高いか安いかは別にしまして、一応役場内、庁舎内で設定しております最低の額

の８００円というものに設定さしていただいたということでございます。

現在の雇用の民間の雇用状況あるいは賃金体系等についても、いろいろと本町におきまし

ては時間外の手当が多いとかいろいろ問題がございますので、既に人勧によります１人１カ

月１万円ダウンという措置はとられておるわけですが、これとほかに、やはり財政状況を踏

まえた中で職員みずからの努力が必要だということで、やはり頑張っていこうという姿勢で
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おります。以上です。

住民生活部長！議 長

すいません。家電リサイクル以外の一般の不法投棄の収集なんですけれども、住民生活部長

今あいにく、申しわけございません、資料ちょっと持っておりませんので、後刻でもご報告

を申し上げたいと、かように思います。

健康福祉部長！議 長

すみれ作業所の件でございますが、思想なり、あるいは設計の状況なりという健康福祉部長

いろいろなご質問をいただいております。

しかし、これの件に関しましては、施設整備を希望しているというお話は以前から出てお

りますので、その中で、当面一番困っているものについては、現作業所が狭隘で非常に手狭

なんだと、４月から車いすの利用者も来るんだというような状況の中におきまして、今解決

すべきもの、急いで解決すべきものは何なのかということに着目をして、今補正に上げさし

ていただいたような措置をとらしていただくわけでございます。

先ほどにもご説明申し上げましたように、基本的な改善を行うものではございませんので、

その点ご理解をいただきたいと存じます。

それから、すみれ作業所の手をつなぐ親の会の声も聞いたかというご質問をいただいてお

りますけれども、これにつきましては、会長なり、あるいは所長なりと十分に打ち合わせを

さしていただき、なお、設置に当たりましては、詳細にどうすればその建物の出入りがしや

すいのか、それにつきましては業者等が決まりましてからでないと決めれない面がございま

すので、基本的な内容のところにつきましては一応の合意という形でご説明をさしていただ

きました。

なお、詳細の状況あるいは細かい部分でのご希望、これにつきましては、ただいま少し申

し上げましたように、この予算が成立さしていただいて、そして業者が決まりました時点で、

その業者を踏まえて検討を加えていかなければならないものであるということも伝えさして

いただいております。よろしくお願い申し上げます。

４番議員！議 長

財政計画の作成中ということも含めて、いわゆる広陵町の今後の適正人員はどのよ４番議員

うなものなのかということと関連してくると思いますんで、１５年度作成、今採用人員の検

討中ということだったので、やはり中・長期的な計画の中で職員の給与引き下げが行われて

いるわけですから、それに対応するものも必要ないわゆる箇所があろうと思うんです。そう
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いう点についての検討も加えていただきたいというように思います。

それから、今、いわゆるすみれ作業所の設置の問題なんですけれども、私、これ、いわゆ

る緊急を要するところという形での設置をされたということが基本になっているわけなんで

すが、そうすれば、作業所の方々が場所について話し合いの中でなかなか合意できない場所

もあったとかという話を聞いているんですけれども、そしたらこの中身についてのやはり設

計段階で具体的にやっぱり作業所の利用者の方々の声を聞いて設計する必要あると思うんで

すね。詳細については、当然、それはいわゆる業者決まってからということになる面もある

でしょうけれども、基本的に私はやっぱり設計の段階できちんと決めるということがなけれ

ば、いわゆる業者が決まってから詳細をやってみたら予算が変わってくる可能性あるんです

ね。だから、やはりそういう点はやっぱり設計をきちんと行った後に、不都合が起こった場

合の変更っていうのはあり得るわけなんですが、私はこれは考え方として、やはり緊急を要

するところを緊急の短期間でやったという障害があらわれているんではないかというように

思うんですけれども、この点についての改善はどのように考えておられるのか、ちょっと作

業のやり方が一貫性がないというように思いますけれども、その点お聞きしておきたいと思

います。

健康福祉部長！議 長

この補正の説明のときに総務部長も当初説明申し上げたかと存じますが、建物健康福祉部長

を基礎から順番に立ち上げていく建築工事ではございません。一応、既成のプレハブの建物

を持ってまいりますので、設計の段階ということもよくおっしゃっていただきますけれども、

既存の組み上がったプレハブをいかに効率よく設置するかということについての協議をさし

ていただきますということのご説明でございますので、一部、説明不足もあったかと思いま

すけれども、修正をお願い申し上げたいと存じます。

ほかに。 町長！議 長

今、寺前議員さんは、私どもの今４５０万円のこの予算を出しておりますが、これ町 長

はすみれ作業所そのものの施設をこんで完備したということは決して思ってないんです。将

来的には、将来的よりも近い将来には、やっぱり立派な障害者の中枢施設をきっちりと整備

をしなければいけないということは、ちゃんと基本計画にもうたってるんです。私もそのよ

うにしたいと思っています。

現在、もう来年から１人来られるんだと、今でも狭いんやということの申し出に対して、

早速対応しなければいけないと。そこで、我々知恵を絞ってさしていただいたのは、こうし
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た公園管理の事務所でひとつご辛抱願えんかというご理解をいただいているところでござい

まして、これではだめだと言われるのは、どうも先生方おかしいのではないかと思います。

むしろ、すみれ作業所の人が、いやそこまでしていただいて本当にありがとうと、そういう

感じで申されておるのでございまして、私たちはあくまでも、将来には立派な施設づくりに

ついてはあれでは違いますよということを申し上げているところでございます。

さきに提案あった、広陵消防署の隣接する用地でつくってはどうかということでございま

した。しかし、ここでは、団体の皆さんが、やっぱり消防車の出入りするところ、また消防

署についても、私たちの出入りするところで車いすの方がいつもこう出入り口でうろうろさ

れては困るという申し出もありましたし、障害者自身も、障害者と言ったら怒られますが、

そうした使用される団体の皆さんもあの場所は適当でないというようなことでおっしゃって、

もう少し町の方では場所を考えてほしいというようなことでございました。私どもは場所の

選択も含めて、いつするかということも含めて今協議をしているところでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。

はい。質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、本案は総務文教委員会に付託することに決しまし議 長

た。

次に、日程６番、議案第５３号、平成１４年度広陵町国民健康保険特別会計補正予議 長

算（第１号）を議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

次に、日程７番、議案第５４号、平成１４年度広陵町老人保健特別会計補正予算議 長

（第２号）を議題とします。



－79－

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ４番議員！

３４ページかな。４番議員

５４号です。議 長

５４号やな、はいはい。４番議員

歳出のところで、３４ページです、歳出のところで、電算委託料の部分で、いわゆる１割

及び２割負担の対象者の変更するということだったわけなんですけれども、結局、この１割、

いわゆる２割負担、いわゆる７０歳以上の方に変更していくという内容の実態、広陵町では

一体どのような状況把握を今されているのか、その点についてお伺いしたいと思うんです。

これは、いわゆる委託料として出されているわけですから、概算要求のところではそうい

う数字が出てると思うんで、その実態についてもう少し、いわゆる１割の負担、２割負担、

特に人数と２割負担がわかれば１割負担出てくるわけですけれども、人数と所得状況、年金

の状況については資料をいただいて、年金者、年金の生活者の実態は見えてくるんですけれ

ども、お年寄り全体の所得の構造というのは全く見えてこない状況です。その点について非

常に心配をするところですけれども、この値上げの部分について、先ほどもあった議論した

内容を踏まえて、まず質問をしたいと思うんです。

寺前君、これ２ページ、資料の２ページ違うか。２ページ、３ページに載ってある議 長

や。

２ページはまださっきの話。これ全然違う。４番議員

住民生活部長！議 長

人数、１割に係る人と、それからそれ以外の方の人数等ということでおっしゃ住民生活部長

っていただいております。（４番議員「今所得、はっきり６６３万円ていう確定してるわ

け。」）いいえ、約ですね。（４番議員「約という。」）はいはいはいはい。それをいろん

な新聞紙上等でご承知はいただいておるところでございます。

それで、そうですね、これでいきますと、改正でいきましたら、約、これで８００人余り

というところですね、はい、私の方であれなってくるのが。それから、一定所得以上の方と

いいまして、それの分について該当する方は、申しわけございません、あっちこっち行きま

したんで、まず、ことしの８月１日現在での人数が３，１１５人だと、こういうところでご

ざいます。それで、２割をご負担いただかなければならない方が２０人程度おられるんじゃ

ないかなと、全体の０．６％程度だと。それから、今までどおりしていただいてる一般と言

いまして、その方が２，２８９人、７３．４％、それから低所得者の２という方ですね、そ
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の方については７７５人、２５％、それから低所得者の１という方につきましては３１人、

１．０％と、こういうように今のところは予想をいたしております。

ただし、おっしゃっていただいております、その方の収入なり所得金額、それについては、

ちょっと把握はいたしておりませんので、はい。

よろしいですか。議 長

はい。質疑はこれにて打ち切ります。

お諮りします。本案を厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

次に、日程８番、議案第５５号、平成１４年度広陵町介護保険特別会計補正予算議 長

（第１号）を議題とします。

本案について質疑に入ります。 ５番議員！

今回の補正につきましては、繰越金を基金積み立てと返還という形での処理の問題５番議員

なんですけれども、今回、基金の方は、１３年度決算で見ますと５，４３７万円で、今回の

２，５７５万９，０００円を加えますと、現在で８，０００万円の基金の黒字分があるとい

うことですけれども、これにつきましては、当初の予定で言いますと、平成１４年度では基

金が０になっているのが予定でございましたから、まるっきり８，０００万円の黒字が現在

あるという認識でいいのかどうか、一つ確認しておきたいと思います。

それから、この基金ですけれども、どこにどのような形で積み立てしていただいてるのか、

ペイオフの問題もございます、そのような観点からもご報告をいただきたいと思います。

それから、償還金の方の分なんですけれども、国、県への、また第２号被保険者への過剰

分の返還ということですけれども、もう少し具体的に、計算の過程、教えていただきたいと

思います。

健康福祉部長！議 長

まず、基金の問題からお答えをさしていただきます。健康福祉部長

基金につきましては、数字的には、今ご質問をいただきました内容の金額かと存じます。

それから、あくまでも事業計画の段階につきましては、これから先、給付を受けられるで

あろう数字を積み立てた内容の事業計画でございます。その事業計画の結果、利用率が８０．

幾らということの結果に終わっておりますので、その内容等の数字が、当然基金という形で

積み上がってきていると、黒字という考え方ではなしに、給付の伸びが、当初予定したより
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の伸びがなかったからそうなったのだというふうにご認識をいただきたいと存じます。

それから、基金の保管状況ということでご質問いただいておりますけれども、証券で保管

するのではなしに、これはあくまでも準備金という形で持っております関係で、現金で持っ

ております。

償還金の内容の選択どうこうということでございますけれども、まず、国庫の負担金とい

う形で、過払いの形でお金を受け取っておりますので、国庫に４８６万９，０００円、それ

から第２号被保険者の保険料として社会保険報酬診療基金の方から受け取ります金額の過払

い分が１５３万７，０００円、そして県の負担金として決められております１２．５％に相

当する分の過払い金１１４万８，０００円になります。町の方からの負担金といたしまして

は、決算の段階で精算をいたしておりますので、ございません。終わります。

５番議員！議 長

この、今黒字だというわけではないということでしたけれども、給付が予定よりも５番議員

少なかった結果生じた黒字であることは間違いないところでありまして、これ、そういう中

で返還が生じているということなんですけれども、国、県、２号被保険者の方に返還をする

ということになれば、当然、第１号被保険者に対する返還が発生しても当たり前という考え

方は成立するわけなんですけれども、それについてどのようにお考えか。

それと、それに対応する策といたしまして、この８，０００万円を、まだ平成１４年度の

利用状況を見ないと、これにさらに上積みされるのか、あるいはまた減額されるのかはわか

らないわけですが、その点につきましては、今、半年弱の状況でございますが平成１４年度

の利用実績についてどのような意向があるのか、まずご答弁いただきたいと思います。

そして、それを踏まえて、この８，０００万円を基礎とした結果的な会計的黒字について、

第１号被保険者の方に返還をするという立場で、現在の策定委員会の方で見直しされており

ます保険料の策定に影響させて、少しでも以後、１５、１６、１７年度の第１号被保険者の

方々の負担を軽減するという形で対応していただくのかどうか、ご答弁お願いしたいと思い

ます。

健康福祉部長！議 長

順番どおりには参りませんが、ただいまのご質問の内容でございます。健康福祉部長

まず、黒字という考え方ではなしに、あくまでも、いただきました保険料につきましては、

その内容の中から３年間の保険料というものをまず決めてございます。それで給付の伸びな

かった分につきましては、次年度以降の支払い準備基金という形で留保することになってお
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りますので、その支払い準備基金の内容の中で、県並びに国、支払報酬基金からもろうたお

金を返すんで、一般被保険者からもろうたお金も余った分返しなさいということを今ご指摘

いただいてることを整理しながらご説明申し上げたいと思いますけれども、まず、給付の事

業計画の額によって、県並びに国、支払報酬基金の方から概算払いという形で全額お金を受

けてるわけです。それで、給付の状況が固まりました段階で、当初の計画どおりに使いまし

たらそのお金は返す必要がないんですけれども、過払いという形でお金を受けておりますの

で次年度で精算してお金を返すと、これあくまでも１３年度中の給付に対する国、県あるい

は支払報酬基金からの財源補てんでございますので、それを次年度で精算して返還をしてい

くんだと。まずこれが１点でございます。

それから、１４年度につきましては、まだ決算を迎えておりません。１４年度の給付の状

況等の決算につきましては、１５年度の予算の中で精算が生じてくると、１年おくれで精算

が生じてくるということでございますので、ご了承いただきたいと存じます。

それから、１号被保険者の保険料の中で、当然もろうてるんだから返すべきじゃないかと、

再三のご指摘をいただいておりますけれども、これは当初にも申し上げましたように、３年

間の保険料というのはまず決まるんですと、その保険料の中で事業展開をするんですという

ことの裏返しをしますと、お金が足らんかったら１号被保険者から繰り上げて不足分の保険

料を取るのかという理屈にもなりますので、そうではございません。あくまでも介護保険事

業計画というものを介護保険事業策定委員会で定めていただきまして、その基本方針をもと

に給付を開始してる、サービスを提供さしていただいていると。そのサービスの利用状況が

１２年より１３年、１３年よりも１４年というふうに年度を追うごとに段階的に給付実績が

伸びてきておりますので、１４年度の決算を見ました時点では、利用率が現在８１％でござ

いますけれども、それが９０％に近づくやら、あるいは施設の利用者がふえて財源が不足し、

この支払準備基金を取り崩して給付に回さなければならないことが起こるか、それは今現段

階の中ではお答えは差し控えさしていただきたいと思います。

それから、策定委員会の中で１５年以降の保険料のどうこうということがありましたけれ

ども、今現在、まだ中間値を国の方に報告し、そして厚生労働省の方から保険料が高くなる

よとか、あるいは各市町村一律幾らぐらい値上げをしなきゃならんとかという情報が漏れ聞

こえておりますけれども、現在、広陵町の方では積算をいたしておる段階でございます。

ちなみに、策定委員会でもお答えをさしていただいた内容でございますけれども、現在い

ただいております１カ月２，８４２円という標準保険料を上回る要素はございません。まし
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て、そこで町長も議会の方でも答弁さしていただきましたように、保険料の抑制財源という

名目で今までの事業費の内容の中を取り崩して保険料の方に充てていく方針は、はっきりと

出ておりますので、その結果を踏まえました内容で定かになりました保険料を、適当な時期

に議会の皆様方にご説明を申し上げたいという予定を持っております。

以上でございます。（５番議員「全額入れるということですね。ほんなら保険料に反映さ

せるということですね。」）今申し上げたとおりでございます。（５番議員「いやいや、だ

から確認してんのよ、言い方がちょっとよくわからないから、全額、８，０００万円を、今

のところで８，０００万円を１５、１６、１７と保険料に反映させるということで。」）さ

せません。（５番議員「させない。」）させません。させられません。

８，０００万円というものは、支払準備基金という形でプールしてるだけで、それは余っ

たから返すんじゃなしに、足らんようになった給付に充てるお金なんです。だから、それを

１５年からの保険料を算定するときに、こんだけのお金余りがありますから、それをまずほ

り出して、支払準備基金、ポケットを全部空にして１からスタートするというのでないんで

す。８，０００万円の中から、お約束さしていただいている金額の抑制財源を充当してとい

うことは、これ既成の事実としてもう既に議会の皆様方もご理解をいただいていることでご

ざいますので、８，０００万円そのものの支払準備基金を取り崩しというのではございませ

ん。

わかっていただきましたか。

はい。また後で聞いてください。 ４番議員！議 長

今の話を聞いていると、非常におかしな部分があるわけです。４番議員

というのは、先ほどから言っているように、国、支払基金、県へは返すと。１号被保険者

の分については、いわゆる返さない。それは支払準備基金として赤字のときに使うもんだと

いうように言っておられますね。実際に返さない理由については、逆に言えば、１２、１３、

１４年度の３年間に保険料を決めた分について、赤字になっても保険者から取らないという

ようにおっしゃってますけれども、これは条文はどこにあるんですか。赤字になったら保険

料改定というのは、後日に発生するというのは当たり前の話でしょう。そうしたら、取ると

いうことになるんじゃないんですか。なぜ、そしたら、国に返して、その３年間についての

理解はわかりますよ。３年間の問題に、国に返さないで準備基金として皆残す必要あるでし

ょう。国、県、支払基金についても。なぜこういうちぐはぐな問題が出るのか。これは説明

からいうと、非常に矛盾を抱えた説明になっているんですけれども、その辺はご理解できま
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すか。

だから、そういう点について、説明がますますわからなくなってくるわけなんです。

というのは、８，０００万円のいわゆる準備基金については、１５、１６、１７年には反

映しないという今の答弁から見ると、非常に恣意的な会計操作になるというように思います

けれども、その点については、再度お聞きしたいと思います。

それから、１４年度の状況、現在までの状況は、当然、国保会計と準ずる見方をしていく

と状況把握はされていると思うんです。そういう状況からいうと、当初の説明あったように、

施設では１０４．９７％、それ以外については６９．２％の実績、これは１３年度の実績だ

ったんですかね、実績だと。そんなら１４年度についても、その推移についてはどのような

状況、流れがあるのか、その点を聞いておきたいと思います。

それから、要は、この現時点で、国は各自治体の統計資料をもって１１％ですか、新聞紙

上によると１１％の保険料の値上げが想定されていると、たしか１１％だったと思うんです

けれども、新聞紙上に出ているわけなんです。ほんで、広陵町ではそういう状況把握は、現

在作業中だとおっしゃっているわけなんですが、実際に国の基準に合わせた場合に広陵町は

どういうような状況になるのかという点は、出ているんではないんですか。それとともに、

広陵町では、いわゆる抑制財源とおっしゃってますけれども、３，０００万円、過去３，０

００万円の財源があると。こういう点については、１２年度は使ってしまったと、１３年度

についてはどうなのか、町長は１３年度の８月から就任されたわけなんで、そういう状況に

ついてはどういう認識で現在トータルとして持っておられるのか、という点が不明なわけな

んで、いわゆる１２、１３、１４年度の１，０００万円の扱い方についてトータルでどのよ

うなお考えを持っておられるのか。

という点で言えば、８，０００万円の支払準備基金というのは、いわゆる利用できる可能

性あるわけなんですね。だから、そういうようなことを含めて、どういうような認識で、今

策定されているという段階の状況を説明していただきたいというように思います。

健康福祉部長！議 長

まず、介護保険の財源の仕組みでございますけれども、ご存じのように、２号健康福祉部長

被保険者で全体の３３％、それから市町村、県が１２．５％ずつ、それから国が２５％、２

０％と５％の調整交付金がございますけれども、２５％をめどとして交付しましょうと、そ

して１７％に相当するものは介護保険の一般被保険者で賄いなさいというのが、これ基本の

ことなんです。何もなければ、事業計画のとおりに進んでおりましたら基金は生じません。
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当初のとおり進んでいきますと、金額は別にして、基金というのは生じないでしょうし、償

還も発生いたしません。この３３％、１２．５％、国の２５％、これにつきましても、あく

までも、当初の事業計画を立てた計画どおりに、まず交付されてくるわけなんです。もうそ

の辺は寺前議員さんもご存じいただいておりますように、論争になる点は、国に返すのに１

号被保険者にも返さんかという論点一点になると思います。

この論点につきましては、被保険者の方々が拠出されました保険料を返すのではなしに、

給付財源として準備基金に積み立てなさいという制度になっているわけなんです。その点ご

理解をいただきたいと思います。（４番議員「それはさっきから話してるからわかってるや

んか。」）

それから、今、１１％とか、あるいは３，０００円とか、介護保険料が上がりますよとい

う情報はようけい厚生労働省から出てます。しかし、それには惑わされないでいただきたい

ということを私先ほど少し触れさしていただいたんです。広陵町といたしまして現在持って

おる状況で、公表はできませんけれども、まだこれは試算の段階ですので公表できませんけ

れども、現在いただいております月額保険料を上回る要素はございません。

それと、８，０００万円の３，０００万円、金額いかんにいたしましても、町長が政治的

判断といたしまして保健福祉事業として予算組みをしてきた内容について、各年度１，００

０万円ずつございました。１２年度は１，０００万円近い金額を使っております。１３年度

も同様でございます。１４年度につきましては、人件費の組み替えとかという形で介護保険

教室だけに要する費用の執行にとどめております。その結果、出てくる金額は定かではござ

いませんけれども、その数字に匹敵するものを抑制財源として使おうじゃないかと、これは

既に議会の皆様方にご説明を申し上げて、ご理解をいただいている内容のものでございます。

その点を踏まえまして、ご答弁が前後、繰り返し同じことを言ってるようにもなりますけれ

ども、制度上の問題と、そしてお約束さしていただきました保険料の抑制という形で、支払

準備基金の中を取り崩してそれを回していきましょうというものと、それと、今何遍も申し

上げますけれども、よそに返すねんから１号被保険者にも返さんかという議論は、制度上の

問題から、私はちょっとお答えはおかしいんじゃないかと思います。

４番議員！議 長

制度上の問題という点で言えば、その認識が一致してない部分あるんですよ。４番議員

まず１つは、１２、１３、１４年度に赤字が生じた場合、赤字が生じた場合については、

それの比率によって後年度で処理するということになってるんですよ。それは１号被保険者、
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２号被保険者もそれを国と合わせて持つことなんですよ。保険料、赤字の場合についてもら

わないというんじゃなくてもらうんですよ。だから、いわゆるもらわないということであれ

ば、部長がおっしゃったように黒字でなったけれども、その裏返しで赤字の場合については

もらうのか、もらわないという意味は間違ってるんですよ。まずそれが間違ってます。

それと、まず、計画については、国、県、支払基金も、いわゆる１号、２号被保険者も全

体として計画を立てたんですよ。何もわざわざ国や県や支払基金の方だけを立てたんじゃな

いんです。全体として立てたわけなんです、要る費用を。それは当然の話ですね。だから、

わざわざなぜ国、県、支払基金に黒字になった分を返すのかという論法は出てこないんです。

国は、支払準備基金という性格について、使わない方がいいと言っているけれども、それに

ついて絶対使えないというものじゃないわけなんですよ。今現在査定している問題について、

当然それは除外した形で査定してきているけれども、現実問題としては、各自治体の事業計

画に従った処分の仕方っちゅうのはあるわけなんですから、そういう点について、実際に広

陵町で言えば、この基金の中には、当然１，０００万円、１３年度、１４年度のいわゆる政

策的な財源も含まれるわけなんですから、そういう部分については、当然準備基金としての

扱い方の問題っちゅうのは矛盾が起こってくるんですよ。

だから、そういうような形でいって言えば、私は、１号被保険者、２号被保険者は、国だ

け返してなぜ私たちに返さないのか、この問題は当然出てくるんです。もし町が強引にそう

いうような形の意見を封じ込めようと、制度的理由だとおっしゃるのであれば、私は国や県

に返す金額についてもこれは不合理な状態だと、これを認めた上で、国や県との議論につい

ての保留部分というのはあってしかるべきだと思います。しかし、不合理だということを認

めないで制度的な問題だとおっしゃってる限りにおいては、１号、２号被保険者の方々から

見れば、この制度の問題の扱い方っちゅうのは町独自で決められる部分があるわけなんです

から、それは納得できないと思います。だから、説明の部分について、私は、第１点に、制

度的な問題と言ってる部分に、実は自治体において選択できる部分があるということをまず

認めること。そしてもう一つは、その中において、国へ返す部分については制度的な問題だ

けれども、１号、２号被保険者に返す部分あってしかるべき論理的な問題だと展開をする必

要な問題だという点については、これは自治体の職員として、あるいは理事者含めて認める

べきだと思うんです。

そうでない限り、これは制度的にも矛盾を起こしているものになっています。こういう部

分を議会及び理事者が認識が一致できる部分であるにかかわらず、政治的な問題として先送
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りするっちゅうのは許されない問題だと思います。

先ほど中山議員も制度的な問題だということで、後で説明しろとおっしゃっていますけれ

ども、説明的な問題で言えば、中山議員にもこれは理解していただきたいと思います。その

上で、国の問題についての矛盾については、当然、別の機会に認識の違い等を含めて明らか

にすれば結構なことだと思いますけれども、そういう点を、あくまでも制度的な問題だと言

って、不合理がないというような認識をお持ちになる限り、私はこれはいわゆるこの介護保

険制度の制度と、それと自治体が認識を深める部分、いわゆる、例えば、減免制度について

国などについては地方６団体はあくまでも求めているわけなんです、今でも。そういう姿勢

から大きく後退してしまうことになりますので、そういう部分についての認識はやはり一致

させる必要があろうというように思いますけれども、その点について、部長及び理事者の考

え方を聞いておきたいと思います。

健康福祉部長！議 長

また同じことを申し上げるかもわかりませんが、先ほどの保険料の算定の件に健康福祉部長

つきまして、今赤字が出たときに１号被保険者に転嫁することになるんやぞと、念を押され

ておりますけれど、当然のことなんです。次期計画の費用に要する保険料の上にまだそれが

乗ってまいります。それは当然そういうふうにしなさいと、なっていきますよと、これもう

当たり前のことなんですね。（４番議員「だから赤字の分を取らないという分は修正してお

いてもらわんと。」）だから、それにつきましては、言葉足らずがあったかもわかりません

が、その期間中、３年の保険料を決めたら３年間の間には保険料一切さわりませんので、そ

ういうような私の説明が出てまいったわけなんですけれども、あくまでも３年を超えて、次

期計画の中で赤字を抱えた場合においては、赤字解消として保険料から取りなさいというこ

となんです。ただし、計画の中の精算の段階で、今またこれ同じ議論を私の方から持ってい

くことになるんですけれども、国ないし支払報酬基金ないし県が過払いがあった場合、市町

村が赤字を起こしてても精算で返しなさいというような形の内容になっておりますので、あ

くまでも政策論議を進めてまいりますと平行線のままで行くところが必ず出てくると思いま

す。

しかし、おっしゃってる内容につきましては、我々としても理解はいたしております。終

わります。（４番議員「その部分が一致すればそれはまず、後の問題やから。」）

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません
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か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

しばらく休憩いたします。

（Ａ.Ｍ.１１：４１休憩）

（Ｐ.Ｍ. １：０２再開）

休憩を解き再開します。議 長

次に、日程９番、議案第５６号、平成１３年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定議 長

についてを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 １２番議員！

ちょっと、細かいことは各委員会の委員の皆様にお任せしまして、ちょっと決算１２番議員

カード見ながら、今回の決算についてちょっと、将来の本町の方向性なりについてお聞きし

たいと思います。

いわゆる、まず、収入、ここの定例議会の資料にも載っております大きくは町民税、個人

が払う町民税、そして法人が払う町民税と、ここ３カ年ばかりの資料も出ております。この

資料の中の９ページ、ちょっとこの辺問題だなあと考えて、この今議会の資料、定例議会資

料の９ページ、ちょっと皆様方見ていただきたいんですが、この第３回定例議会資料という

ところの９ページ、法人税、町民税の法人税、町民税は大きく個人が払う町民税、法人、い

わゆる会社が払う法人税、この２つの比率及び伸びから本町の特徴、あるいは将来どういう

方向に本町の運営をしていっていいのかということがあらわれていると思います。

本町の個人の個人別の町民税の場合、約１６億円、これしかし、さしたる変更もなく、さ

したる物すごく減ってしまったということもなく、大体１６億円ぐらい動いてきております。

しかる、この町民税、法人を見てみますと、明らかに１１年度、１２年度、１３年度、約７

割ぐらい、どんどんと減ってきていると、こういう形でございます。１３年度が法人税は１

億１，６００万円、これに対して、約、個人が払う、サラリーマンの皆さんが払うとかこう

いろいろあるんで、個人が払うのが約１６億円、もう既に法人税の割合が１割切ってしまっ

た。もう明らかに広陵町はサラリーマンの町になってしまったという、もともと私がいつも

質問しているときは、まだ１割ぐらいは法人税があったんですわ、収入の中で。それが今や

もう大きくもう数％、もう大部分の税金の担う人がサラリーマン層に移ってきてしまってる

というのが本広陵町の特徴でございます。
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この間、いろいろ産業振興策、あるいは商工会を中心とした景気の回復策、いろいろ本町

も取り組んできたと思います。しかるにこの結果、いわゆる法人税でここではっきりと結果

出てくるんですが、ここ３年間を見ても急落してると。これが回復して本町の財政を支える

べき法人の力がだんだん弱まってるというところが、この辺からも見てとれると思います。

そうなると、これから地方分権となると、各自分の地方の自主財源、自分とこでどれだけ

多くの税金を支払ってくださる方を町内に取り込むのか、これが大きなポイントになってく

るとこと思います。この動きから見まして、本町、今、真美ヶ丘ニュータウン、まだまだ開

発余地があって、土地の分譲なり家の早く建て売りもどんどんどんどん売ってきております。

この流れは、もうはっきり産業中心の町からいわゆる住みやすい教育中心、住みやすい、多

くの個人の高所得者の人に住んでもらって、この町民税も多く負担してくださる、１６億円

ほど個人が皆町民税負担している町ですから、この辺の、将来、産業政策、産業政策と、産

業政策もしかりですが、この辺の大きく人口構成から見てもニュータウンの地区の開発、今

各メーカーさんが開発して住宅を売り出してるとこでございます。

本町も、そこで、町長、この流れから見ても、今真美ヶ丘ニュータウン、まだちょっと未

開、あるは家が入っていないところの土地、あの住宅地の中でありながら田んぼしてるよう

な感じのところで非常にもったいない、その税収、税金も農地並みの安い税金で一等地の持

ってあって、売るときは宅地で高い税のお金で売ると思うんですけど、その辺の、早く家を

建てさせる政策なりして、サラリーマン層たくさん取り入れないと、将来的の、税金の負担

してくださる層間の経営からも考えて、その辺の町、真美ヶ丘のまちづくりのニュータウン

ということで、今回新しく大学も来ることになりました。非常にそれをもって期待を持って、

教育の都市であるということで大阪から転勤してくる方も非常に多いと、こう聞いておりま

す。本町のＰＲ策、あるいは本町に新しく住んでいただくというその辺の政策として、真美

ヶ丘地区の開発、真美ヶ丘地区の住民の張りつけ、これについてこの財政面から見て、町長、

ちょっと力を真美ヶ丘ニュータウンの方に力も注いでいただいて、たくさんの人が住むよう

にしていただきたいと思いますので、その辺について町長のお考え、町長は旧村の出身やと、

こう、うちらの辺は今言わはる人も多いんですが、そんなことないよと、真美ヶ丘も十分力

入れてくれてると私も一生懸命擁護してまして、じゃあ、それなかなか役場の出張所なども

できないねと、あと保育所も要るねと、こういうふうな声も聞いておりますのんで、その辺

どうですか、この町の運営からついて、真美ヶ丘地区の再開発、強力に進めていただくとい

うことで、ひとつその辺の町長の考え、この税収面から見てもその辺の流れが出てきてると
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思いますのんで、町長の大きな、先のアイデアですが、新興住宅地に対する考えについてお

聞かせ願いたい。こういうことでございます。よろしくお願いします。

町長！議 長

ただいまの坂口議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。町 長

随分真美ヶ丘の人には、広陵町は文化、歴史に恵まれた、そんな町でございます。そうい

うご認識をいただいてのご入居もいただいていることだと思います。地形的にも大変交通の

便のいいところだと私たちは思っておるところでございますが、さらに、畿央大学という大

きな大学も中央部にできることでもございます。私どもは、やっぱり優しいまちづくりを、

他の町にない優しさをつくっていこうと、そういう思いで今進めているところでございます。

サービスカウンターを設置するのも、やはり人に優しいということにも、役所みずから進ん

で実行をさせていただいているところでございます。まだ十分なことではありませんが、さ

らに中央部、そして南部にもつくることによって、身近な役所として、税金を納めるかわり

にやっぱり役所もやってるんだということを見ていただきたいのでございます。

皆さんの意見が素直に反映ができて、そして住民参画の社会づくりを広陵町はやってると、

特色のあるまちづくりを行っているということをご理解いただければ、広陵町に進んでお入

りをいただくのではないかと思います。非常に厳しい経済状況でございますが、ほかの団地

は余り売れないようでございますが、真美ヶ丘につきましてはやはり希望者が多いと伺って

おります。こういうことも、私どもはやはり町として評価をされているんだなと、住民の信

託に今後もこたえてまいりたいと思います。

いいの。（１２番議員「はい、よろしくお願いします。」）議 長

はい、次。 ３番議員！

それでは、まず、収入の方からなんですけれども、地方交付税が随分減ってきてい３番議員

るというのは、もう政府の方針からでもいろいろ削減の方針が出されまして、大変苦慮され

てくださってるとこだと思うんですけれども、平成１０年からだけでもやはり今回の金額し

ますと９３％ぐらいになっているということで、それに対しましての町の対してのとらえ方

というのか考え方というのを、まずお聞かせ願いたいなというように思います。

それと、そういう交付税が減ってきたことでの影響というのがどんな形で出てきているの

か、ここ一つ、国保病院の負担金なんですけれども、やはりこれは、やはりこの１０年から

３年間で９３、一番初めの１０年ですか、そのときには７，２３３万８，０００円だったも

のが、今回では、予算で７，２３３万８，０００円だったのが、今回の決算では６，８１７
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万８，０００円というふうに変わってきてるわけですね。

それから、一番、１０年度では７，７４５万円だったわけです。前年度のその１３年間で

はやっぱりそれで、同じく９３％という形に減ってきていると、そういうふうに扶助金なん

かも減ってきているという実情があるわけですけれども、今後、国保病院の運営とかという

ことに関しまして、こういう形で、今までだったら交付金をそのままという形で１００％渡

すという形で運営されてが成り立ってきたわけですけれども、それが今後どういうふうな状

況になるのかっていうふうにお考えなのかということを、影響の一つとしてお聞かせ願いた

いなというふうに思います。

それから、それと、今度入って、皆さん方からいただいてる税金の使い方の問題なんです

けれども、残業です、残業がやはり今ちょっと集計しただけでも年間４，５００万円ぐらい

の残業費ということになってるわけです。１人当たりの職員の方々の頭割りということでは、

残業されてない方もありますしたくさんしておられる方もありますので一概には言えないと

いうふうには思うわけですけども、ただ単に頭割りにしてても年間７０万円からの残業代が

払われてる方もありますし、そのようなことになりますと、やっぱり月の残業時間、やっぱ

り最高の人でどれぐらいの残業時間をしておられるのか。やはりそこでは、ただ単に残業が

多いというだけではなくって、人員の配置ということを今後考えていくということで総務部

長の方からも答弁していただいてきたわけですけれども、そこら辺の雇用の促進とあわせて

残業ということをどのように考えておられるのか。やっぱり４，５００万円からのお金にな

りますと、いろいろもっと雇用が見込めるのではないかというふうに思いますので、そうい

うこともあわせてお考えを、残業で仕事を消化するのではなくって、雇用をやはり拡大して

いくという方向での検討をしていただきたいなと思うんですけれども、それについてはどの

ようにお考えなのか、お聞かせ願いたいと思います。

それと、細かくなるんですけども、１０９ページのごみの収集車なんですけども、収集車

のこれがごみの収集車の種類と、それから今後の計画をお聞かせ願いたいなと思います。

それから、ページの１１１ページの環境施設の周辺整備計画の中の専門技術職委託の内容

を教えていただけたらと思います。

それから、靴下産業の、１２１ページの靴下産業の補助金と、それから靴下１００周年記

念に対しての補助をされてる内容、ここら辺を、資料出てたんかなこれは、新しい資料で出

していただいてましたかね、具体的ではありませんので、そこの内容もお聞かせ願いたいと

思います。以上、よろしくお願いします。
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助役！議 長

国保病院の負担金が年々減っている、いわゆる交付税が減ってきてるので、いわゆ助 役

るそれをトンネルにしていますので、年々減っていってるということは事実でございます。

いわゆる平成１４年度分を見ますと、広陵町分で６，５９９万５，０００円でございます。

これは基準単価が減になりまして、１３年度につきましては６，８１７万８，０００円でご

ざいます。これは、広陵を初め、田原本、三宅、川西も分担金は減っているところでござい

ます。この減ったことによって、国保病院の運営はどうするんだというところでございます

が、これは経営努力によって補うということで続けていかざるを得ないと、このように思っ

ております。終わります。

総務部長！議 長

ご質問ございました交付税でございますが、交付税が減るということは、地方自治総務部長

体にとってかなりしんどい状況はもうよくご存じだと思います。

この主たる財源となります交付税を減っていくことによる影響というのは、多分どこにで

も出てくるだろうと思います。それをとらえ方が、まず問題になってくるというふうに私は

感じております。直接どの部分に影響が出るというよりも、やはり地方自治体が維持してい

く上に影響は出るということで、やはり事務事業等の執行等にも影響はかなり出てくるんじ

ゃないかということで、この限られた財源の中でやはり運営をするというのが我々の使命で

ございますので、財源が減らされていく状況の中で、いかに広陵町は進んでいくかというこ

とがこれからの課題だというふうに考えます。

それから、残業の金額については４，６００万円ほど出てるというような集計いたしまし

た。私の資料でも同じ、一般会計の中ではそういう状況になっております。これは人数的に

各課の配分が、やはり少数でお願いしたいというところの部分もございますが、ただ、この

残業の内容というのか、時期的な、例えば、税務課でありますと課税の状況による時期的な

必ず残業を必要とする時期がございます。それと、それから国の法律の改正によりまして、

いわゆる町の事務の改善をするための残業というのもございます。それから監査等がござい

ますので監査の資料づくりに費やす時間等もございますし、いろいろ資料等を作成する場合

の残業、必要な残業もここに出てくると。それから、イベント等に出ますいわゆる休日の時

間外手当、これも含んでおりますので、ことしからは、やはり役場の職員であれども、やは

り民間の方がボランティアという奉仕をしていただいているということに我々もやはり協調

をせざるを得ないという状況もありますし、やはりそういう気持ちでイベントに参加をさし
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てもらおうという一つの方針を出して、残業のいわゆる時間外手当というこの金額の部分を

減らしていこうと。やむなしという残業はもちろん必要でありますが、そういう面について、

我々努力できる分は職員もやはり努力をしようということで進んでおります。

これと雇用の拡大ということについては、直接私は結びつかないというふうには考えてお

ります。雇用の、先ほどもちょっと申しましたけども、いわゆる臨時職員、採用の形態とい

うものもいろいろ考えた中で採用をしていきたいというふうに考えております。

それと、いわゆる事務事業の細分化というものがされてきておりますので、一人の人間で

しかわからないというような状態の事務を行っているという状況が各課でございますので、

その方がおられなかってもだれでもできるような状況を各課でつくっていただきたいという

ふうにもお願いして進んでいっているようにしむけております。

それから、先ほど町長が総務大臣のおっしゃってた、いわゆる国の６０％、４０％の、地

方の４０％の収入に対して逆転していると、アンバランスがあるという、この辺にもやはり

影響の部分が出てるんじゃないかということで、我々としてもやはり財源確保のためにも町

村長を通じての努力をしていってもらいたいと感じております。

環境部長！議 長

１０９ページの、ごみの収集車の件でございますが、種類は、パッカー車と普通車、環境部長

それと軽四輪車、これの組み合わせで運営をしております。

どうしても在来地域は狭い路地まで収集に参りますので、軽四輪車が必要でございますの

で、その収集地域に合った体系で収集車の耐用年数等を考慮して順次入れかえをさせていた

だいているということでございます。

都市整備部長！議 長

靴下産業の振興の補助金の内容でございます。都市整備部長

研究会の運営費といたしまして、商品企画の研究、あるいは春、夏商品の企画、秋、冬の

商品企画、組合設立の研究、あるいは市場調査と、また、細かく出ておりますが品評会の開

催とか、またリサイクルの啓蒙費、リサイクルの作品展、市場開拓の費用、あるいは商品企

画の研究、老人ホームにリサイクルの作品の案内状等、いろんな分野で補助金の活動をいた

だいてるということでございます。

３番議員、それでいいですか。議 長

今の１００周年も同じですか。１００周年事業の方の。３番議員

靴下１００周年記念。議 長
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中和幹線沿いにございます、今はもう一応閉店になっておりますが、あこで一都市整備部長

応独自の販売の店舗を設立されました。そういう内容でも使っていただいております。（３

番議員「環境施設の整備計画の方の専門技術職の委託の内容をお願いしたんですけど。」）

１１ページやな。 環境部長！議 長

委託契約は、ごみ処理施設の整備計画を我々が作業を進める上におきまして、専門環境部長

技術者の意見あるいは資料の提供を求めるために技術員の派遣を受けるという契約をして、

経費を支出させていただいたものでございます。

３番議員！議 長

ごみの収集の問題で、やはり軽いごみとかというのが運搬の途中で散乱するとかと３番議員

いうふうなことが、やはり住民の方々から苦情として出てきてるところがあるわけですけど

も、やはりできるだけパッカー車なんかでぴっと包んでしまえるようなものが必要なのでは

ないかなというふうに思いましてお聞きしてるわけですけれども、何か、合わせていろいろ

とやっていただく、小さいところもあります、狭いところもありますから、リサイクルのと

こを収集されるときには大きな、真美ヶ丘の方だったら大きなトラックの方が便利なのかな

というふうにもありますけれども、パッカー車はそういう形では、もう今はそういうごみの

散乱とかそういったふうなことは余りなくなるところまで来てるんでしょうか。現状をちょ

っと、それをお聞かせ願いたいなというふうに思います。

それと、今ちょっと環境施設の計画の方で専門技術職ということで、ちょっと内容的には

っきり、どういう方々というのがちょっと、ただ専門という形で言われてますんで、道路整

備とかそういった形での専門なのか、それから地域の青写真をつくるための専門なのか、だ

からちょっとそこのところの専門というところははっきりわかりかねましたので、もう一度

ご説明願いたいと思います。

環境部長！議 長

ごみの散乱等につきましては、確かにプラスチックのごみ収集日は非常に軽いごみ環境部長

が多いということで、風で飛んでいくということも懸念されます。現に、今までごみをまき

散らしてるという苦情がなかったわけではございませんで、その都度対応はしてまいりまし

た。最近、特に軽自動車にはネットの覆いをかけて最終収集が終われば、ネットをかけて清

掃センターまで戻ってくるということを指導、徹底いたしております。ネットをかけること

によって散乱しないというふうに考えておりますので、そういう対応をとらせていただいて

おります。今後もさらに徹底してまいりたいというふうに思っております。
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それから、専門技術職の内容につきましては、ごみ処理施設のいわゆる専門的な、いわゆ

る地域の開発計画等ではなしに、ごみ処理施設そのもののいろいろ専門的なデータの相談に

乗っていただく職員ということでご理解いただきたいと思います。実際にはコンサルタント

会社の社員を派遣を受けております。

ほかにありませんか。 ４番議員！議 長

まず、先ほども出てたんですけども地方交付税の問題で、ちょっと答弁聞いてない４番議員

んですけれども……。いやいや、地方交付税が減ってるという問題で、段階補正が１３年度

かけられていると、１４年度も、１４年度からか、かけられてると。いわゆる人口５，００

０人以下のところについてはそういう顕著な数字があらわれているわけなんですけれども、

広陵町の場合に、標準自治体です、１０万都市をベースにしたいわゆる基準自治体という形

での数値の中で各地方交付税の基準自治体１、２、３、４ぐらいのところで広陵町が該当し

ているわけなんですけれども、そういう点で、地方交付税の危機っちゅうのは先ほど町長の

答弁からもあったわけなんですけれども、実際に広陵町で今いわゆる行われようとしている

推移はどのような、もちろん、片山総務大臣がまだ議論の段階でいろいろ出てますけれども、

現在決まっている問題で言えば、いわゆる地方交付税というのはどんな影響を与えられてい

るのかという視点から、もう一度答弁をお願いしたいというように思うんです。

それから、歳入のところでは、ここに資料いただいて、主要施策の成果に関する報告書い

ただいてるわけなんですけれども、その中で、１つは、職員用パソコン導入事業のも成果を

上げられているわけなんです。これは将来において、いわゆる電子申請、電子決裁等の電子

自治体実現を進めることができるという前提に立っているわけなんで、現時点において、朝

からのいわゆる各パソコンでの統一した町の施策の導入等行われてるわけなんですけれども、

実際、実態としてどういうような効果が今あるのか、そういうようなところについてもう少

し、このパソコンを使った内容でいわゆる職員の合理化が図られてる部分ちゅうのはどうな

のかという点、あるいは職員にとって負担の部分というのも逆にあるわけなんですけれども、

その点での関係を教えていただきたいと思います。

それから、２ページに住民基本台帳ネットワークシステムが掲げられているわけなんです

ね。これは非常に全国的にも非常に問題になり、自治体の信頼性を損なう部分として深刻な

事態を生み出しているわけなんです。国の方策に対してこういう具体的なところについて地

方自治体が反旗を翻すと。これは５つの自治体が反旗を翻し、また１４年度についても、一

たんつないだものを撤回するような自治体も検討されてるっていうのを新聞紙上で載ってる
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わけなんですが、本当にこの広陵町はこういう形で行われて、また３月議会や６月議会でも

議論をしてきたわけなんですけれども、いわゆるこの問題の発端である、これを施行するに

はいわゆる個人情報保護法が前提だということがあったにかかわらず、国は強引にやり、そ

して地方自治体ではそういう危惧を持つ自治体が顕著になったと。こういう点で、この成果

として上げられてるところについて、広陵町ではどういう認識を持っておられるのか。

私はやっぱり住民の生活あるいは安全、そして自由、そして個人の秘密を守るという点か

らいって、この問題についてもしかるべく議論をすべきの問題だと思うんですが、現在のこ

のここに上げられている成果としての内容とは裏腹な問題があろうと思いますけれども、そ

の辺の認識を示していただきたいと思います。

それから、３ページで、河川の道路等の不法投棄の議論をなされたわけなんですが、１１

カ所に不法投棄されて、廃棄物の処理を行ったということが上げられているわけなんですけ

れども、実際に、公共の場においては当然それはいいでしょうけれども、公害発生の問題で、

個人のところの投棄についていまだその援助をしないという姿勢が続けられているわけです

が、その点についても、やはりこの不法投棄の問題というのは全町民的な課題だという点か

らいっても、私有土地に対する不法投棄についても何らかの援助施策が必要だというふうに

思うんですけども、この点での成果と裏腹な問題として、この考え方についてお聞きしたい

というように思うんです。

それから、靴下１００年祭事業補助金として出てるわけですが、町ぐるみで取り組む靴下

産業であることが確認できたというようにあるんですが、実際問題として、靴下祭等多くの

人を集める事業が展開されているわけですが、やはり、町ぐるみの靴下なんだという確認は

なかなか進んでないんですよ。そういう点については、やっぱり真美ヶ丘の団地も一体とな

った広陵町の地場産品の普及を図るという点での取り組みというのがもう一歩必要だと思う

んですけれども、その点についてお伺い、意見を聞いておきたいというように思うんです。

それから、図書購入は別のところでちょっと質問さしていただきたいと思います。

それから、歳出のところを引き続いて、８９ページの保育所地域活動事業補助金、この点

についてお聞きしたいと思うんです。

これは、地方版エンゼルプランが施行されて、そして、この地域活動の支援事業を行った

ところですけれども、実際にこの点で言えば、国が行っているところの資料では、これを一

歩発展させて地域子育て支援センターというものを常設していると。これは保育所なりのと

ころでやっているところもあり、いろいろ多様ですけれども、これについて、日常保育所を



－97－

利用していない地域の子育て家庭への相談が６５．９％あったと。地域子育てセンター、上

がっておるということなんですけれども、広陵町ではこの相談活動の部分はどのような地域

活動を行っているのか。こういうような部分についても、エンゼルプランという位置づけか

らいって、こういう子育て支援の活動が引き続いて必要だというように思うんですけれども、

そういう部分との連携についてもお伺いをしたいというように思います。

それから、保育所の問題で学童保育の予算が上がっていたわけなんですけれども、学童保

育、その１３年度に、１４年度から東校区に体育館を使って、東校区は場所を変えてやって

いただいていると。こういう中で、学童保育の問題で言えば、やはり学童保育の実施という

点で出てきている問題は、いわゆる国が示している問題っちゅうのはおおむね１０歳未満と

いうことで、広陵町でもそれ以上の年齢についての議論が一般質問等されているわけですが、

できていないわけで、それで、国の基準からいっても、地域の特別な事情に実態に即して１

０歳を超えても保育できると、こういうようになっているわけなんですが、なぜ広陵町では

その１０歳未満にこだわるのかという点も、あわせてお聞きしたいと思います。

それから、施設設置基準で言えば、いわゆる環境整備などをやらなきゃならないわけなん

ですが、このところで言えば、例えば、活動に要する遊具、図書、児童の所持品を収納する

ためのロッカーの施設などを整えるということになっているんです。こういうような状況と

いうのは、結局、まだ学童保育所を開設しながら不十分な部分が見えるわけなんですが、国

の設置基準に合わせてきちんと対応するということでやっているのかどうか、その点もお伺

いをしたいと思います。

それから、活動内容については、国が示しているのは６つの視点が上げられているんです

ね。最初は、放課後児童の健康管理、安全管理、情緒の安定、２番目に、遊びの活動への意

欲態度の云々が上げられて、６番目には、その他、放課後児童の健全育成上必要な活動と、

こういう形になって６つ上げられているんです。こういう内容に従って、この学童保育の成

果というのはどのような状況なのか、あわせてそれもお伺いをしたいというように思います。

それから、健診のところで言えば、９９ページですけれども、９９ページで基本健診と上

げられて、また３歳児健診が上げられてるんですね。資料では１歳半健診の状況について資

料をいただいてます。こういう中で、広陵町の場合、この資料から見ますと、資料は２０ペ

ージに上げられているわけなんですけれども、平成１０年度の内容で言うたら、９５．７２

％のいわゆる内科健診を受けておられると。国全体で言えば９０％ぐらいの健診になってい

るんですね。広陵町の場合、奈良県では９０％ぐらいでしたかね、健診の集計として平成１



－98－

０年まとめられている集計からいえば９０％ぐらいだったというようにこう思うんですけれ

ども、そういう点からいって非常に広陵町の場合進んでいるんですが、これは、当初始まっ

て以来、この健診について力を注いできた経過があろうというように思うんです。

ところが、やはりまだ平成１３年度で言えば、３０２人の対象者に対して２８６人、９４．

７％の子供たちが１歳半健診受けておられると。このあとの残りの方について、どういう状

況把握をされているのかという問題は、本会議の中でもたびたび聞いているわけなんですけ

れども、完全なやっぱり子供の把握、１歳半のときの把握という問題が必要だというように

思うんですけれども、その点についてお伺いをしておきたいというように思うんです。

それから、すこやか親子２１計画というのが今現在できて、国の政府でできているわけな

んですけれども、こういう中で言うと、乳幼児健診の内容もすべての実施機関が育児支援を

重点というように置いてきているわけなんですけれども、この今現在この保健婦、いわゆる

保健センターの中で介護保険制度ができてから多様な状況生まれているわけなんです。一方

では、その３歳児健診、１歳半健診は、県から自治体に責任が移ったと。いわゆる保健所で

したら、医師からあらゆる先生が常駐し体制があったんですけれども、自治体に移った中で

言うたら、中身については非常に体制からいうと非常に不備な状況が生まれてるわけなんで

すけれども、そういう点で、この現在における受診されている中で、やっぱり積極的にすべ

ての子供の健診をこの時点で、１歳半、３歳のところで把握するということが必要だという

ように思いますので、その状況の認識について、この１３年度から見てもかかっておられな

い子供の把握、どうされたのかっちゅうのを聞いておきたいと思います。

それから、歯科については、やっぱり下がってるんですね。歯科についても非常に重要な

問題があろうと思いますので、その点もあわせて、なぜその受けておられない方の把握はど

うなのかということを聞いておきたいと思います。

それから、国などに、そのいわゆる１歳半、３歳児健診での中身について国は統計をとっ

ているわけなんですけど、広陵町においてその統計の中身、１歳健診についてはこの数値だ

けで、ほかなかったですね、中身、活動の結果の中身ちゅうのはないので、これは総務委員

会等資料で結構ですんで提出していただきたいと、国に出している内容のもので結構ですの

でお願いしたいというように思います。

それから、教育のところで言わなければならない問題ですが、学校健診について、同じよ

うにちょっと質問をしておきたいんですけれども、学校健診の中で、アレルギーについては

健診項目は外れているんですけれども、実際には、本当にアレルギーによる子供の心への影
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響、あるいはアレルギーについては民間療法が非常に多くあって、そういう内容でかかわっ

ている親御さんもたくさんおられるんですね、アトピー等いろいろありますから。そういう

中にあって、この学校健診の中にアレルギーの健診を加えるという点は非常に重要な問題だ

というように思うんですけれども、そういう内容についてもどのように考えておられるかだ

け聞いておきたいというように思います。

それから、９７ページ、国保中央病院、ちょっとさかのぼりますけれども、一般質問もさ

していただいているわけなんですけれども、国保中央病院の問題について、助役、町長以外

に国保中央病院についての現状について答弁できる方はおられるでしょうか。答弁というよ

りも、現状を把握し、もちろん部長会で報告はされていると思いますけれども、おられるの

か。おられないと思うんです。そういう点、一般質問とも関連するんですけれども、この国

保中央病院については、６，８００万円を地方交付税算入分について、現在はトンネルとし

て支出してるわけなんですけれども、実際にこの点について、庁内の体制について、どうい

う形で職員間に伝わっているのか。伝わってなかったらなかったで結構ですけども、一般質

問と関連した内容で聞いておきたいと思います。

それから、９９ページは質問終わったんで、１１３ページ、農業の問題で、非常に危惧し

ている問題で、この１３年度決算でも、農業については農業総務委員会等々上げられている

わけなんです。予算も措置もされています。しかし、結局、あくまでもこれはソフト面がほ

とんどないんですね。この数字で言うと、ソフト面らしいものというと、実際は水田農業経

営確立対策事業推進委員とか賃金等で反映されて、それ減反のところでの活動資金になって

いると、あるいは小麦団地等の育成の助成金とかになっていると。今回で言うと、桜井しき

地区営農連絡協議会の負担金が４２万８，０００円出ていると。

こういうような状況で、広陵町の農業施策について農業委員会が機能を果たしていない現

状からいうと、私は農業委員に入れてもらえるように言ったんですけども入れてもらえない

現状からいって、実際にこのいわゆる広陵町の農業を守るという点での施策をどういう形で

とっておられるのか。一例を考えると、米の減反が進んでいるわけなんですね。減反がまた

新たに押しつけられていると。こんな状態になっているんです。実際、例えば、自主流通米

で言うと、米の価格は、９４年度でしたら、６０キロ当たりですけども２万１，３６７円だ

ったんですね。それが去年は１万６，２７４円になっていると。ことしでしたら１万３，０

００円ぐらいになるん違うかというような、専門的な方、後におられますんで、そんな話も、

数字は、正確な数字は別としてもなってると。
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こんな状態で広陵町の農業、特に米を守れるのかどうか。これはやっぱり農業施策として

予算をたくさん組まれているにかかわらず、それが出ていないという点が非常に深刻な問題

なんですけれども、この予算を使うに当たっても、減反施策や、また割り当てなどについて

は、労力を使われているわけですけれども、米の、広陵町の米をどうするのかという点につ

いて考えておられるのかどうか、これはもう予算上の問題でいくと欠落している最大の部分

だというように思うんです。

国は、エネルギー換算で４０％を早期に、エネルギー換算率で言うと引き上げるというこ

とを今度のところで、去年決めているわけですから、広陵町においても、米を活用するとい

う点の施策が全くないんですよ。どこにそういうのが出てるんかという問題も含めて、一番

端的なのは、学校に給食を使うというのがもう一番端的な活用方法であって、より積極的な

方法だと思うんですが、そういうような活動で、こういうソフト面でおける農業施策につい

て、この成果なり予算書で見た限りないことからいって、答弁をお願いしておきたいという

ように思います。

それから……。だから効果を聞いてんだ、その効果がないちゅうことで。いや、だから言

うてんねや、施策がないちゅうて。

それと……。１１３ページ言ったんで、１３７ページの、町営住宅の解体が１３７ページ

に上がってるんですけれども、１２６万円上がってるわけなんですね。広陵町でもいわゆる

六道山や疋相町営住宅の建て替え、あるいはまた安全な建物の維持という点は深刻ですね。

こういうところで、まず、解体やってるんですけれども、その広場広場が今生まれてきてま

すけども、そういうところの活用というのは真剣にちょっと考えていく必要あるんではない

んですか。解体やって、その後の処置をどのようにされているのかに関連して聞いておきた

いと思います。

これは、六道山の空き部屋でも同様の問題ですので、前にもこの場で聞いたことあります

けれども、再度、その点での改善をお願いするかたわら、実績の話を聞いておきたいと思い

ます。

それから、１４３ページですけれども、語学指導助手の方を来ていただいているわけなん

ですね。これは非常に、話せる英語をつくっていこうと、こういう形で今言われてるわけな

んですけれども、この先生がずっと継続してずっと毎年来ていただいてるわけですけれども、

先生はかわってますが、そういう点で、この語学学習のところでの進展というのはどういう

形であらわれているのか、その点聞いておきたいというように思うんです。
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それから、その下の学校図書室指導員賃金、これは初めて東小学校ですか、東小学校につ

くっていただいた内容ですかね、出ているわけなんですけども、これが非常に大きな効果を

おさめているというのが現場の先生方の声なわけです。

この点について言えば、２００１年から交付税の算入が、学校図書館の設備及び図書の充

実に関する経費は省かれたことになってるんですけれども、こういう内容とともに、省かれ

たのとは裏腹に、いわゆる２００３年度からは１２学級以上の全学校にいわゆる司書教諭を

配置しなきゃならないと、こういうことが決められたわけです。こういう内容で言うと、い

わゆる学校司書教諭とまた違うわけですから、非常に多様な対応が生まれるだろうと思うん

ですが、やはりこういうこの東小学校に配置されたこの指導員の方でも、物すごう大きな効

果をおさめているという点で言って、この辺については、どのようにこの内容を把握され、

これをどう生かしていくのかということについて、認識をお聞かせ願いたいというように思

います。

それから、１４７ページに生ごみ処理保守点検業務があるわけなんですが、これも補助金

の関係で言うと、一般会計で生ごみ処理機の補助金制度を広陵町はつくって、ごみを減らし

ていくという施策をとっておられるわけなんですけれども、私はこの、ページは何ページか

ちょっとわかりませんけれども……。生ごみ処理機、１０９ページに書いてるそうですが、

それとの関連で、学校での成果については一度ここで報告を受けたことあるわけですが、そ

の活用について、どんな内容に現在も学校教育、各学校全体に広げたわけですから、活用さ

れているのか、そしてまた、ごみの減量化から見てどうなのかというのを、実績を踏まえて

教えていただきたい。

一方、一般会計で出ている生ごみ処理機の問題は、いわゆる広陵町の処理計画全般にとっ

て非常に大きな影響を持っているわけなんですね。処理計画で言えば、この減量化計画をし

てから一般的に上がってくる、相当、２０％ですか、引き下げると、２０１０年に引き下げ

るという計画を持たれたというように思うんです。ちょっとどっかにそれがあるんですが、

ちょっと数字がちょっとあやふやですけども、ああ、ここにあるわ、計画を持っておられる

ということなわけですけれども、この、結局補助金制度を持っていながら、この生ごみの設

置家庭でのごみ減量化につながる方策、把握する必要があると思うんです。

それは私たち議員が研修に行った先では、その、これは各村あるいは各地区に大きな処理

機を置いて、それの減量化に効果があるかどうかの実験をしながら大胆にそれを進めたいと

いうようなところもあったわけなんです、四国でしたけれども。そういう点で、私はこのご
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みの生ごみ処理機についての減量効果についてやっぱり把握する必要あろうというように指

摘してきたわけですけれども、その点についてはどのような状況になっているのか、聞いて

おきたいというように思います。

それと、いわゆる減量化の大きな柱として、やっぱり進んでいるところについては、水分、

これが４０％を占めると、重量の、この水分を減らしていくことによって大きな効果をおさ

められるというようなことにもなっているわけなんですけれども、そういう予算の使い方と

いう点についても、あわせて認識の程度をお聞かせ願いたいというように思います。

それと、さっきの１４５ページの学校のいわゆる就学児健診ですけれども、これでいわゆ

る異常あるいはまた注意事項について、どれぐらいの割合でこの健診時に発見できるのか、

そしてまたその対応についてどのような形で行っているのかということを聞いておきたいと

思うんです。それは先ほどのアレルギーの問題も含めた話として、そのときに答えていただ

いたら結構かと思います。

それから、大体最後に近づいてきたんですけれども、１４９ページ、１４９ページ何もな

いな。この学校教育の問題で、いわゆる２０００年１２月に教育改革国民会議が最終報告を

出した中に、これは省かせてもらいます。

１７９ページ、体協への予算が５００万円支出されているわけなんですね。いわゆる週５

日制になって、地域との連携というのが非常に大きな課題になっているんです。スポーツ振

興クラブ、あるいはまたスポーツの自治体の取り組みなどについても、この予算の中に上が

っているわけなんですけれども、実際に広陵町でそれに対応するような施策っちゅうのがあ

るのかどうか、ここは非常に重要なところだと思うんですけれども、これも一般質問で上が

っている青少年センターとの関連も含めて、このこういう問題は、体育のところでも予算が

上がっていろいろは上がっているんですけども、実際には具体的な進展の程度が見えない。

１３年度決算においても、結局は今までどおりの状況になっているわけなんですね。１４年

度についても従前と同じ引きずった形になっているわけなんですけれども、週５日制の問題

で言えば、本当に地域との連携、結合、あるいはまた放課後児童の遊び、ゆとりの問題って

いうのはこれはもう欠かせない問題ですけれども、この１３年度決算でも、そういうような

考え方に基づいてどこにそういうような効果のあらわれ方が出ているのか、教えていただき

たいというように思うんです。以上です。

はい。多くの質問がありましたが、整理していただいて。 住民生活部長！議 長

まず１点目の、住基ネットワークの成果のことでございます。住民生活部長
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ご承知いただいておりますように、従前の議会でご説明は申し上げておりますけれども、

簡単に言いましたら、１０省庁９３事務について、個人の住所確認、また生存確認というこ

とで、例えば、雇用保険の給付あるいは労災保険の給付、また恩給、共済年金の支給、それ

から建築士の免許とか、そういうようなものについて、住民票をとったり、また確認をしな

ければならないことはもう事務的に省けるんだと、また、年金の過払いの防止にもつながり

ますよと、それから、行政のそういう運営の簡素化、効率化になりますと、こういうことで

ございます。

それから、今後につきましてもご説明申し上げましたように、住民票はどの市町村ででも

とれますよと、それから、転出証明は、今まででしたら２回行かなければなりませんけれど

も１回で済みますよとか、それから、いよいよそのカードができましたならば、それは身分

証明にも活用できますし、また、これはあくまでも各市町村の条例で制定しなければできま

せんけれども、いろんな福祉カード、また印鑑登録、それから施設の利用等、いろいろと利

用がすることができますと。それからまた、そのなりすましの転出等不正行為の防止もでき

ますよということでご承知いただいてるとおりであります。

しかし、今申し上げました１０省庁９３事務につきましては、まだスタートは一切いたし

ておりません。国からの政令等が参っておりませんので。

それから、もう一点の、私有地の不法投棄も取るべきではないかと、こういうご質問でご

ざいました。

議員さんもご承知のように、私有地につきましては、やはりこれはその所有者の方が管理

をいただくのが、やはり当たり前のあれではないかなと。ただ、私の方も言っておりますの

は、私有地に隣接いたします道路上へとはみ出てる場合もたくさんございますので、その場

合については、今年度も何件か取りにはいかしていただいております。その道路の部分だけ

取って、そしたら、奥の部分は別としまして、その付近の分は取らないでください、そんな

ことはございません。やはりその部分は当然一緒に取って処理をさしていただいてると、こ

ういうところでございます。

それから、ここで申しわけございません。朝から片岡議員さんのご質問いただきました一

般のごみの不法投棄の処分、どれだけしてるんだということでご質問いただいておりました

件でご報告を申し上げたいと、かように思います。

一般の分の内容につきましては、ご承知いただいておりますように生活のごみ、一般家庭

で出されるような生活のそういうごみ、あるいは家庭の家具や要らなくなったものの分をほ
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かされてると。例えば、毛布やら布団やらそういうもんですね。それからまた植木の剪定を

したその分をほかされてるとか。また中には自転車とか、バイクとか、こういうもんも含ま

れておりますけれども、１３年度では、私の方が清掃センターへ持っていきました分が６，

５００キログラムございます。それで、平成１４年度、ことし９月９日現在では２，２００

キログラムと、こういうところでございます。以上でございます。

健康福祉部長！議 長

たくさんの内容のご質問をいただきまして、ちょっと混乱をしている部分もご健康福祉部長

ざいますけれども、まず、おおむね順を追ってご説明を申し上げたいと存じます。

保育所地域活動補助事業の件でございますけれども、この事業につきましては、地域の需

要に応じた幅広い活動を推進することによって児童の福祉向上を目的としたものでございま

す。

まず、これはどのような事業を展開しているかと申し上げますと、地域における異年齢児、

年齢の異なる児童との交流会、あるいは老人福祉施設を訪問し、異なる世代間の世代間交流、

おじいちゃん、おばあちゃんと交流をするとか、あるいは保育園の園児同士の交流等々を含

めての交流事業を展開さしていただいております。これにつきましては、県費の補助３分の

２をもって実施していると。現在実施しております活動状況については１件の状況でござい

ます。

それから、学童保育の件でございますが、学童保育の６つの柱、これは当然この柱を目的

に指導員の努力によりまして、おおむねその目的を達成しているというふうに掌握をさして

いただいている状況でございます。

それから、備品につきましても、一応の備品はそろえてございます。

なお、備品等におきまして不備があるとか、あるいは教室の運営に不備がある場合におき

ましては、指導員の方からの意見を酌み上げまして、しかるべき対応をとっているのが現状

でございます。

それから、対象年齢といたしまして、制度によっておおむね１０歳までと、１０歳にこだ

わっているのかというご質問でございますけれども、現段階といたしましては３年生までを

対象とさしていただいております。しかし、前回の議会でもお答えをさしていただきました

ように、学校週５日制を踏まえまして、動向等につきましての状況、検討をさしていただい

ている状況にあることは違いございません。

健診の件につきましてでございます。
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１歳６カ月健診の内科、歯科ともに未受診者があるが、それについてどうしてるかという

ことにつきましては、ちょうど成長期にかかっている状況の中にありまして、未受診者に対

しましては、再度、保健センターの方から連絡を取りまして、再度受診できる日がないかど

うかを、まず親御さんとの調整をし、できるだけ受診にお越しいただけるようにＰＲをさし

ていただきフォローをさしていただいているというのが現状でございます。しかし、中には、

病気などでかかりつけのお医者さんにかかられ、そのときに既に健診を受けておられる方も

おられるのが現実でございます。歯科につきましても同様で、完全にすべての人が何らかの

形で１歳６カ月健診が終えられるように指導をさしていただいているのが現実であります。

それから、保健センターの業務の内容に関しまして、確かに県の方から業務移管がござい

まして、保健センターの事務量はかなりふえてございます。しかし、現員の保健師が協力し

て頑張っておりますので、今のところ保健師に対する負荷は大きくなっているものの、住民

の方々に対する相談、あるいは健診事業、あるいは健康事業に支障を及ぼしているという状

況はございません。

それから、３歳児健診の件でございますけれども、現実には３歳６カ月健診という形で実

施をさしていただいております。これにつきましては、人格形成を行います大切な時期でご

ざいますので、なるべく子供さんの状況をつまびらかに掌握できるようにいろいろな事業を

計画し、その事業の中からも読み取れるように保健師が努力をしているところでございます。

ちなみに、子供相談、あるいは歯磨き教室、あるいは母子を対象といたしましてのいろん

な保健事業、健診事業、４カ月から始めまして３歳６カ月まで、３歳６カ月健診の中で問題

があろうかなと、健康上問題があろうかなというふうなことに関しましての精密検査のご案

内をさしていただいたりという状況でさしていただいているのが現実でございます。障害を

持ったお子さん、あるいは障害を持ってるかなということについての親御さんの心配もござ

いますので、任意で保健師がいつでも相談に応じております。この日しかだめだというよう

な状況ではございません。幅広く窓口をあけてございますので、その点よろしくご理解をい

ただきたいと存じます。終わります。

都市整備部長！議 長

主要施策の成果に関する報告書の５ページでございます。都市整備部長

靴下１００周年の事業について、議員が、業界関係者はもとより、町内住民にも理解を得

ながら町ぐるみで取り組む靴下産業であることを確認できたということについて、確認でき

ていないじゃないかというようなご意見でございます。
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これにつきましては、それとこの靴下産業につきましても、議員が真美ヶ丘住民とも一体

となって取り組むべきであると、旧村というんですか、在来地区での問題じゃなくして、真

美ヶ丘住民とも一体となって取り組むべきだと、こういうご意見でございます。全くそのと

おりでございまして、真美ヶ丘の住んでおられる方も何らかの形で靴下関係にも携わってい

ただいているのが現状だと私は思います。

しかし、議員もご承知だと思いますが、靴下産業がこのような状態になりまして、いろん

な靴下にかかわる内職等がございましたが、今見てみますと非常にご婦人の内職等が減った

というのが実情でございますので、そういう内容もご理解いただきたいと思います。

もう一点といたしまして、この靴下に関しましては、組合員の方々が商工会とも協力して

いただきまして、竹取公園で毎年２回の即売会を開催しておられます。靴下の町広陵という

ことで、非常にこういう面の即売会につきましても、町内、町外をかかわらず、多数のお客

さんがご来店いただきまして、非常に年々売り上げもふえてると業者さんからも聞いており

ますのが実情でございます。

それと、もう一点でございます農業の補助金の関係でございます。

この補助金の内容は一々、非常にたくさんございまして、この補助金の内容につきまして

も、いわゆる国や県の施策に基づきまして補助金を十分活用している内容のものでございま

す。議員おっしゃっておりますように、自給率、町内産の米の自給率をアップをしなければ

ならないやないかというようなご指摘でございます。一般質問にも出ておりますように、学

校給食、米飯給食にもというような質問もございますので、それはまた後に教育委員会でご

答弁いただけると思いますが、そういう面で、やはり広陵町におきましても、農業の振興と

いう一つの大きな柱といたしまして、今現在国の施策であります休耕田、いわゆる農地の休

耕田や転作地の積極的な活用を行い、遊休農地の有効活用のための農地の流動化を今現在推

進しているということと、また、ナス等の生産農家及び水稲専業農家に土地を集積して、地

域の集落農営に取り組んでおります。

それと、また、そういういろんな施策にのっとりまして、関係いたします農業委員さん等

にご協力をお願いしているのが現状でございます。

何分にもこういう農地の集約的な補助金を活用していただくのにＰＲしていただいており

ますが、ご承知のように、近年の高齢化によります担い手不足ということで、農地を貸した

いけれども借りてくれる担い手が少ないというのが広陵町の実態の一つでございますので、

ひとつご理解のほどもよろしくお願いいたします。
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もう一点、決算書の１３７ページ、町営住宅の解体ということでお答えしたいと思います。

現在、広陵町で管理しております木造の町営住宅につきましては、退去されるにつきまし

ては新たには募集しておりません。特に疋相の町営住宅につきましては非常に老朽化が進ん

でおりまして、空き家で放置しておくよりもすぐに取り壊し、更地にしてフェンスを張って

管理を行っているのが実情でございまして、この今後の広陵町の町営住宅の一応構想等はま

だ現在できておりませんが、一応、不法駐車等を防止するためにも管理は十分に行っていき

たいと、このように考えております。以上でございます。

総務部長！議 長

地方交付税については、やはり国の方での見直しという中で、段階補正、おっしゃ総務部長

っていただくように段階補正をするというようなことで、係数そのものの見直し、あるいは

積算基準の見直し等ございまして、細部の資料は現在持っておりませんが、特に人口補正に

よります影響というものは、過疎地域については多大な影響があるという結果は出ておりま

す。３万人以上の規模の自治体についてはそのぐらい、多少の影響はございますが、そのぐ

らいの影響はまずないというような状況でございますが、細部にわたる積算等によりまして

の影響は恐らく出てくると、係数も変わりますので、この辺の内容については、現在はお答

えすることできませんが、それによっての交付税の減額はあるであろうというふうに認識し

ております。

それから、主要事業の職員用ノートパソコンの導入事業でございますが、この施策の内容

及び成果のところに職員１人１台という書き方しておるわけですが、これは現場の幼稚園の

先生といろいろおられますので、この方入れますと職員数と台数と合わないということはご

ざいますが、事務を携わっております本庁の職員、あるいはさわやかホール等の職員に対し

ては１人１台という状況の中で現在配置しております。

この目的でございますが、財政の面でおきます集約をしたいということで、伝票等の記載

等、これによってパソコンで全部打ち出していくと、いずれはこのパソコンによる電子決裁

を行いたいという方向でも現在考えております。

それから、会議室の空き状況あるいは公用車の管理の空き状況等をこのパソコンによって

すべて見られるわけです。どこの課でもだれでも見られるという状況で、会議等の会議室等

の確保をできるというような状況、それから一つの情報を流す場合、各課からパソコンを通

じて流してもらいますと、すべての職員に行き渡るという状況です。

ただ、現在のところは、それが確実に情報を流せるかどうかという確認ができにくいとい
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うことがありますんで、一部は各課で打ち出しをやってもらっていると。打ち出しをしたや

つを回覧を再度して徹底をしてるという状況ですんで、用紙の倹約にはつながってないとい

うようなところもあるわけで、これにパソコンを置いたからその用紙代とかそれの分が省け

て幾ら倹約なったかというのは、資料的には出しておりませんが、多少の倹約にはつながっ

ていくんであろうというふうに思います。

ただ、ここで懸念いたしますのは、住民の情報、いわゆる住基の内容の情報が漏れるとい

うおそれがありますと、これが一番困るわけです。これについては、必要であるところの課

を限定してます。限定して、使用する者も限定しておりますんで、これはすべての職員が見

れるわけではございません。庁舎内の、いわゆる庁舎内のＬＡＮ、あるいは出先機関とのつ

ながりのＬＡＮについてはすべての職員は見られますが、そういう個人情報にかかわる住民

の方々の情報は見られないということで、保護さしてもらってるという状況でございます。

だれが見たかということもわかりますので、今後、今度条例の改正によってこの専門の課を

つくっていきたいというのもこの辺にありますよろしくお願いします。

環境部長！議 長

生ごみ処理機の件でございますが、平成１３年度は実績で５０台の助成をいたしま環境部長

した。さかのぼりますと、１１年が４７台、１２年が１０３台となっております。

それから、それとは別にコンポストの配付も行っておりまして、１３年度におきましては

４１世帯に配付をいたしております。

ごみ減量計画の中では、生ごみ処理機、これは電動式の生ごみ処理機とコンポストを合わ

せた数字でございますが、平成１４年度から１７年度にかけて毎年最低限９０世帯の普及に

努めることによりまして、３％の削減が可能であるという推計をいたしております。

さかのぼって、これは１４年度からの目標でございますが、１１年度でこれを合わせます

と１００世帯、１２年度では１５３世帯、１３年度が９１世帯ということで、１４年度以降

の目標９０世帯を既にクリアをいたしております。ただ、これが普及についてはさらに努力

をしなければならないというふうに思っております。

それから、生ごみ処理機のいわゆるごみ減量化に与える影響でございますが、当然生ごみ

そのものを家庭で排出される量は十分処理できるというふうに考えておりますので、生ごみ

に限ってはこのコンポストあるいは生ごみ処理機を導入されましたら、生ごみは排出されな

いというふうに考えております。

助役！お願いします。議 長
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国保中央病院に関することでございますが、構成４町は病院設立当初から、地方交助 役

付税以外は財政投入しないという意思で進んでまいりました。運営に当たっても、国保連合

会に丸ごと委託し、実態は国保連合会直営病院の装いで進んできたところでございます。

なお、現在運営全般につきましては、４町の町長、議長、助役が組合議会で審議しており

ます。医療の実務に関することや事務連絡等につきましては、保健センターが窓口となって

おり、病院と地域医療福祉協議会等で情報交換をいたしているところでございます。

また、今後のこの動きによりましては、４町とも十分組織面も含め検討せねばならないと

考えております。終わります。

教育委員会事務局長！議 長

質問内容につきましてご答弁させていただきます。教育委員会事務局長

語学指導助手云々についてのご質問があったわけです。これは正規の英語の教授の中へ、

今現在タラさんという方が来ていただいているわけですが、助手として中で入っていただい

ているわけですが、両中学校を交互に回っていただいているわけです。

成果云々とかという形でいろいろご質問あったわけですが、いわゆるスピーチ、いわゆる

記憶的な語学を取得しても、実際現実に現場で話すことができないというような実情が現代

の日本の学校の中でかなり出てきているわけです。そうした中で、やはり実際に当国の方々

のなまり言葉の発音での受け答えに対して、実践的に間に合うというような方向、また本国

の国際交流も兼ねた中で、いろいろ実際の現実に即した形で、黒板で書いたものだけじゃな

しに、話すスピーチ関係で注目を浴びているわけです。

その成果を反映した中で、やはり弁論大会、英語の弁論大会につきましても、県大会、全

国大会と、中学生の中から出ていただいてる成果が出ておるわけでございます。

それと、学校図書室の指導賃金なんですが、これにつきましては、一応休日開放、学校開

放の一環として図書室を開放しているわけです。そうした中で、平成１３年度は西小学校、

北小学校、真美ケ丘第一小学校という形でやってきたわけです。平成１４年は東小学校を入

れさせていただいているわけですが、いわゆる１３年度の決算の中身といたしましては、休

日を一般開放した図書のとこへ指導員として入っていただく方の賃金でございます。一般開

放の一環でございます。

続いて、学校司書教諭の絡みはどうなっていくんだという質問があったわけですが、やは

り平成１５年４月からは、ご存じかと思うわけなんですが、１２学級以上のクラスを持つ学

校に図書教諭を１名以上置かなければならない、義務づけられるわけです。あくまでも誤解
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を招いたらいかんわけですが、専任で図書教諭を置くのやなしに、学校教諭の中で資格を持

っておられる方が併任でついていただくと、そういうシステムになっておるわけです。

本町におきましては、平成１５年ですが、１４年には既に３校がそれに供していただいて

おります。１５年からはすべて。また、各学校で資格の持ってない先生方は資格を取るとい

う形で随時努力をしていただいている実情でございます。

それと、１４５ページの就学時健康診査賃金なんですが、就学時における健康診査という

形で、いわゆる内科、校医と歯科医による健康診断がやっていただいているわけです。即ま

た毎年その結果については、教育委員会の方へ報告が来るわけですが、虫歯等の治療は多少

あるにしろ、それ以外についてはほとんど支障がないような状況でございます。

それと、アレルギー検査を加える云々という形が今おっしゃってきたわけですが、今のと

ころは、本町といたしましては、やはり保護者の申し出により実際症状が出ていない状況で

審査をしても、医学的なことは私も専門ではございませんが、そういう形で保護者の申し出

により対応しておる状況でございます。

それと最後に、１７９ページの体協についての補助云々というような形でご質問あったわ

けです。これにつきましては、週休２日制の対応もあるので、それも絡めた中でやはり体育

協会としてもいろいろそれにあわせたことも今後また町、体育指導員としても考えていかな

ければならないという形でおっしゃっていただいたわけでございます。

そうした中で、今後やはり県、郡大会もいろいろ体協の方でご準備してやっていただき、

また町の体育祭は無論のこと、また少年野球とかスポーツ関係のところのそういう団体の指

導等もいろいろご協力いただいているような中で、今後そういう体協の方々の活動の場とし

ていろいろこれからまたご協議した中で検討してまいりたいと思います。ちょっと答えにな

ってるかどうかわかりませんが、ひとつよろしくお願いします。

４番、寺前議員どうですか。 ４番議員！議 長

先ほどの最後の学校図書のところでちょっと勘違いが私の方であったようですけど４番議員

も、東小学校で現在図書館利用について図書館の指導を行っている部分があると思うんです

けども、それについては非常に、いわゆる今司書教諭を置くかどうかちゅう問題とは別に、

実際のところ学校全体の枠の中でやれば、現状は一緒だというふうに思うんです。そういう

点でいわゆるアルバイトやボランティアという問題があるんですけども、そういうようなと

ころでの活用ちゅうのは非常に現場では活用が物すごく進んだというような形になってるん

ですけども、そういう点についての施策というのは、いわゆる今おっしゃった部分の基礎に
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なる部分ということで、人員配置が必要だという意味ですけれども、そういう点はどのよう

に考えておられるのか、まず１点聞きたいと思うんです。

それから、先ほどのスポーツの問題なんですけども、いわゆる週５日制になって、地域の

教育力ちゅうのは教育長も再三今まで言われていたし、そしてまた地域の教育力についての

再生が問われているというように言われているわけなんですけれども、いわゆる居場所づく

りですね、子供の、それが今全国的にも非常に進んでいるということを聞いているんですけ

れども、そういう新しい制度についての積極的な取り組み、これは文部省が行っている内容

ですけれども、そういう点でやっぱり広陵町での施設の活用というものは不十分だというふ

うに思うんですけども、そういう施設の活用や施設との関連でこういう週５日制の放課後児

童の扱い方という問題が欠かせないものになっていると思うんですけども、そういう点は１

３年度予算を通じても見えてこないというように思うんですが、そういうような内容につい

てどう考えておられるのかを聞きたいわけなんです。

プレイパークですか、居場所づくりという問題で今積極的な全国展開されているそうです

けども、そういう遊びですね、ここで言うたら何か冒険遊び場をつくるというようなことら

しいんですけれども、小屋づくりや火おこし、自分の責任と最小限度の約束事で自由に遊べ

るのが特徴だというような形で、青少年センターの活用というのを念頭に置いたことで言っ

てるんですけども、そんないわゆる週５日制での新しい制度、国の制度にのっとった問題で

すけれども、考えておられるのかどうかという意味でお聞きしたわけなんです。その点につ

いてわかることであれば教えていただきたいというように思います。

それから、最初に戻りますけども、住基ネットワークの問題については、説明については

それで結構なんですが、各自治体がこの住基ネットワークについての不安を覚えていると。

今つないでいないところでもそういう声が全国に非常に多くの方々から展開されているわけ

なんです。そういう点で個人情報保護という法律ができない、できていない状況の中でこう

いう成果を上げられているわけなんですけれども、その点についてどう認識されているのか

と。

あるいはまた、独自にいわゆる保護条例をつくるという自治体もあらわれています。そう

いうような全国的な教訓から学ぶべきものを学ぶという姿勢が必要だと思うんですけども、

そういう点をお聞きしたわけなんですが、再度どのような認識を持っておられるのか聞いて

おきたいと思うんです。

それから、保育事業の問題ですけれども、例えば各学童保育のところに図書を置いてます。
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全部全体に。

もう一つは、環境整備の問題については、例えば東に変わったところについて、非常に暗

い、狭い、こういうような状況はあるんですけども、これが国の制度になって具体的に法律

でいろいろな形で規定されているにかかわらず、ここがいいというようなことは出ないと思

うんです。おまけに格差が非常に大き過ぎるんです。新しいところの学童保育の場所と東小

学校のところちゅうのは格差が非常に大きいんです。これは至急に改善をする必要があるん

です。そういう点で学童保育の中での私は一般的に言う指導要項にのっとった最低の基準と

いうのを認識しているのかちゅうことを言ってるんですけれども、そういうような６つの点

について子供さん、いわゆる子供がその状況に応じてもっと広いものがありますけれども、

いわゆる把握をされているのか、担当課が、そういう点もあわせて再度聞いておきたいと思

うんです。

それと、言ったように、格差が非常に大きいという点では、備品やその他の問題について

もきちんと把握されているのかどうか、再度もう一度聞いておきたいと思います。

それから、受診の問題については、非常に進んでいるという点では間違いないと思うんで

す。奈良県下でも広陵町進んでいるんですけれども、先ほど完全に把握しているという意味

でおっしゃったのか、その一例として病院に行っている人があるとかというようにおっしゃ

ったのか。例えば住所不明の方もおられるでしょうし、その残り受診されていない家庭の把

握というのは完全にされているのかどうか、再度聞いておきたいと思うんです。

それと、農業の問題ですけれども、私はこれは先ほどから決算に出ている内容で言えば、

農業振興の問題もあります。そういう状況もありますけれども、今特に小麦等については転

用を、いわゆる転作農業としてやられているとかいろいろありますけれども、それもあくま

でも政府の枠の中での仕事なんです。広陵町の農業施策は何なのかということで、この決算

書の中にあらわれている問題で言えば、具体的に成果出てないんですけども、いわゆるナス

農家への遊休農地のあっせん、提供という問題引き続いてやっておられますけども、これは

これで一つ理解できる問題です。

もう一つは、やっぱりいわゆる域内農産物を活用するという点では、教育委員会で答えら

れていないわけですけれども、私はそれは当然ソフト面での農業施策という点では、ここに

あってしかるべきなんです。ほとんど人件費なんです。そういうソフト面での扱い方、あと

は農地の整備になってるんです、この決算で出てる。そういうようなところからいって、米

については、さらに進めてお聞きしますけれども、全国平均で米の米飯給食が２．８、全国
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平均で。広陵町では２．３ですか。３．２。３と出てくるんですか、週３回でという形で出

るんですかね。そういうものを積極的な活用のできる場というのはそういうことしかないの

で、私はこれは教育委員会と農業委員会、あるいは農業担当者とあわせた形でないと解決し

ないと思うんです。そういう教育的な配慮を含めた施策ちゅうのは必要だと思うんですけど

も、そういう点どのように認識されているのか、もう一度お聞きしたいと思います。

それから、先ほどパソコンの問題で、いわゆる履歴は出てくると、使った人の履歴は出て

くると。それは保護はいつまでされるんですか。それはずっとされる必要があると思うんで

すけれども、今のシステムでしたら履歴のものは回転していって、すべて全部最初から一環

して終わるというふうにならないと思うんですけども、それはシステムを持っておられるの

かどうか。パソコンの場合の履歴の保存の問題について。だから、使った者がわかれば、後

の防止策として非常にその防止策が働くわけですから、そういう点の内容をもう一度だけお

聞きしたいと思います。

それから、先ほどのごみ減量化、生ごみ処理やその他の問題では、先ほどおっしゃったよ

うに、３％目標と。これは平成１７年度までの施策としては、毎年最低９０世帯の普及の推

進のところで３％それを削減するというようになっているわけなんですが、２０％減量化目

標の中でのこの３％というのは、数字として把握できるのかどうか、その問題を問うている

わけなんです。それは例えば学校での生ごみ処理機が大型で普及してるわけなんですから、

実証的にはこのところの関係でもっと正確に把握できるでしょうし、この連携をもって積極

的に広陵町のごみ処理計画の中に生かす必要があろうと思うんですけれども、そういう点で

の連携というのをきちんとなされる必要があると思いますけども、その点はどうなのか聞い

ておきたいと思います。以上です。

住民生活部長！議 長

それでは、１点目の住基ネットワークの施行に関してましての住民の皆さんの住民生活部長

不安ということの認識等でございます。それで、私の方も個人情報保護条例は今まだ制定は

しておりませんけれども、それにかわるものといたしまして、この８月５日からスタートい

たします前に、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティーの組織の規定あるいは

保管管理規定、またアクセスの管理規定、それから情報資産管理規定の運用ですね、それか

ら委託管理規定、それから緊急時の対応計画書、こういうものを既につくり、告示をいたし

まして、各全職員にも通知し、徹底をいたしてスタートをいたしたところでございます。

その後、ご承知のように、新聞紙上いろんな問題が出ておりました。それにつきましても、
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十分すべて対応するように、町長の方からも指示も出ておりまして、また訓示もありました

ので、その辺のところは新聞紙上出ておりました件については、幸いなことに私の方では今

のところございません。

それから、あと個人情報保護条例の制定でございます。国の方におきましても、次期国会

で法案の提出をされるような予定でございます。私の方も町長が郡またはあるいは県の市町

村の会議等々を通じまして、国の方への要望は、個人と違いますけれども、そういう市町村

長の中での要望を国の方へ出しているところでございます。

私の方も国のその条例の動向を見まして、私の方もつくるべく考えは今持っております。

また、進める予定はいたしております。以上でございます。

教育委員会事務局長！議 長

東小学校の学校図書につきましていろいろご好評いただきまして、どう教育委員会事務局長

もありがとうございます。今現在国の雇用促進の対策事業の一環として、町内の２園また小

学校２校、中学校１校につきまして、いろいろ生き生きプランという形で新年度事業の予算

のときにもご説明させていただいたとおり、実施しておるわけでございます。

そうした中で、東小学校につきましては、その生き生きプランの派遣という形で今現在図

書室専用についていただいているという形でございます。東小学校の場合、一般開放しやす

い、利用しやすい形で設計上、新校舎ができ上がったわけでございますので、そういう状況

で今指導してもらっておるという状況でございます。

それともう一点、地域の教育力また居場所づくりとか、そういうような話で、週５日制に

伴う、またスポーツ関係という形でいろいろご質問されたわけでございます。本町といたし

ましても、スポーツ関係につきましては、体育館でボランティア等の指導員の支援もいただ

いた中で随時計画し、中央体育館でスポーツ関係をやっていく形の計画を都度実施に移して

いきたいと思っておるわけです。

また、ご存じのとおり、週休２日制に絡みまして、年間８回の町主催の事業もいろいろ、

勾玉づくりとか二上山の石からサファイアを探そうとか、いろいろ計画をしてもらっており

ます。

また、せんだって広陵町の区長自治会長会におきましても、地域の集会所また公民館の一

般開放をお願いするとともに、やはり指導員としてボランティアの派遣も町の方からさして

いただくので、またそういう点のご理解をいただくよう自治区長会にも先般お願いしておる

ような実情でございます。以上です。
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都市整備部長！議 長

先ほどの学校給食並びに農業の振興という面で再度ご質問がございました。こ都市整備部長

れにつきましては、農業関係者いわゆる農業委員さん等も、委員会でのこういう内容の議論

が学校給食関係者と教育委員会とも協議できる場を持てるかどうかということは、今後前向

きで検討してまいりたいと、このように思います。

健康福祉部長！議 長

保育事業に関してのご質問でございます。図書の状況でございますが、これに健康福祉部長

つきましては、掌握いたしておりません。

それと、暗い、狭い、あるいは施設の町内の格差が大きいというご質問の内容でございま

すが、今後の検討課題とさせていただきます。

保健センター絡みで、未受診者の状況については完全に掌握しているかということでござ

いますが、これにつきましては、案内状を差し上げて受け付けをしという作業を経ておりま

すので、すべて掌握はさせていただいております。終わります。

総務部長！議 長

職員のノートパソコンによります情報の管理ということで、これ職員個人個人それ総務部長

ぞれパスワードを持っておりますので、このパスワードによる管理を行っております。以上

です。

環境部長！議 長

生ごみ処理機のごみ減量に与える効果といいますか、それはさきに答申が出ました環境部長

ごみ減量の諮問事項に対します答申の中でも資料で出ております。その中で、コンポスト並

びに生ごみ処理機の普及目標の設定とその普及台数、例えば１，０００世帯にすべて普及し

てそれで生ごみを処理していただくとするならば、可燃ごみ１人８００グラムといたしまし

て、生ごみ調査をいたしました結果、そのうち可燃ごみの８割程度が生ごみであるという調

査結果が出ております。その数字を掛け合わせまして、１，０００世帯普及するといたしま

すと、総ごみ量は８，０００トンと仮定いたしましたら、約２．９％相当する量になるとい

うふうになってまいりますので、なかなか理論的にはいかないと思いますが、一応根拠を持

って数字は示させていただいております。（４番議員「その掌握の問題はないけどな。全部

は掌握できへんやろうけども。それと、学校の生ごみ処理機から見ての使用の状況の連係プ

レー。」）学校の給食室から出されます生ごみにつきましては、すべて学校の生ごみ処理機

で処理をしていただいております。
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ただ、５小学校のうち、まだ３校しか配置されておりませんので、残る２校につきまして

も、将来的には配置をして生ごみが排出されないように。また、生ごみを処理されましたら、

学校の学級園あるいは保護者の方が家庭で活用されるとか、各学校独自で利用していただい

ておりますので、清掃センターの方へ持ち込まれるということはございません。

ほかにありませんか。議 長

松野議員については、総務委員会でやっていただきたいと思っております。（５番議員

「お願いします。」）ですけども、１回だけ許します。

総務委員会の方で詳細について議論させていただきますので、簡単に二、三の質問５番議員

をさせていただきたいと思います。

交付税の問題なんですけれども、先ほどから議論になっているわけですが、片山総務大臣

ですか、議論も踏まえてご答弁もいただいているところなんですけれども、地方財源移譲に

ついては、私どもの方も大いに賛成するところでありますが、きょう町村議会議長会の方か

らも、町村会と同様の内容の要望だと思いますが、意見書が議運の方に提出されまして、見

てみますと、大変重大な中身が含んでいるなというふうに思うわけです。

税源移譲の点では一致しますけれども、その税源をどこに見出すかという問題につきまし

ては、そちら６団体の方では、固定資産税の見直しとそれから２つ目が法人事業税の外形標

準課税の導入ということで、３つ、４つ、ゴルフ場利用税等、あるいは特別土地保有税等に

ついても触れられているわけですけれども、この１点目と２点目につきましては、大変重大

な方向間違いの税源確保ではないかと思わざるを得ないわけです。といいますのは、今大変

不況の中で、また各種の医療の改悪また介護保険の導入などで負担がどんどんふえている中、

暮らしが大変逼迫している、こういう状況の中でさらにそういう住民に対して税源を求めて

いくということについては、さらなる住民を苦境に追い込むばかりであります。

こういうことについては、法人税の外形標準課税についても、中小の法人について大変赤

字決算の法人についても課税を課すということになりますので、大変重大な問題になるわけ

です。景気の動向にも大きく影響を与えていくという、そういう課題をさらに抱えることに

なるわけです。ですから、税源の確保については、今の状態の中でも政府の税の支出の枠組

みを変えるだけで十分に税源移譲をしていただけるというふうに私たちは認識しているわけ

です。ですから、そういう本当に住民を守る立場の町の理事者の皆さんが、税源確保につい

て真摯に十分議論し、検討していただいて、住民にとって本当にいい形での税源移譲になっ

ていくように、今後とも議論を深めていただきますようにお願いしまして、ご意見の方もお
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聞かせいただきたいというふうに思います。

それが１点と、あと住民基本台帳の方なんですけれども、先ほどの答弁の中で要望を国に

出しているということでございましたが、ぜひその要望どのような内容で国に出していただ

いているのかお聞かせいただきたいと思います。

今このような地方の財政状況も含めて大変な状況の中で、長野の田中知事が当選したとい

うことで、地方政治の流れが変わっていくんじゃないかと国民の大きな期待があるわけなん

ですけれども、住民の皆さんの暮らしや、またそのような個人情報、大変な重要な問題でご

ざいます。国の方に住民の意向を受けて真摯に働きかけをしていただく、そこにこそ地方の

自治体の意義があるわけですので、そういう立場からの質問でございます。一致できる点が

あれば一緒に大いに推進していきたいというふうに思っています。

時間も大変遅くなっておりますので、基本的な２点についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

あと一つだけ資料の方お願いしたいわけなんですけれども、ごみの方の収集業務委託料１

億７８３万３，９５０円につきまして、この積算の明細ですね、資料で結構です、総務委員

会までに資料としてぜひ提出していただきたいと思います。

あと一点なんですけれども、資料の方で今回町交際費、議長交際費それから教育委員会交

際費の資料請求させていただきまして、提出していただいたわけなんですけれども、この中

身で見ましたら、大変大ざっぱな中身なんです。情報公開条例がもう成立しているわけです

し、今のところこのような請求がないのかなというふうにちょっと残念にも思うわけですけ

れども、情報公開の制度を使って資料請求した場合に、もっと詳細な中身が求められている

のが実態でありますので、情報公開制度を議員も使わなければそういう資料が出てこないと

いうことは、本末転倒にもなりかねませんので、今後も含めて資料を出していただく場合に

は、情報公開の条例を踏まえた前提としてさらに詳細な資料を出していただくのが本来だと

思いますので、この点についてお聞かせいただきたいと思います。以上です。

住民生活部長！議 長

国への要望書の内容ということでございますね。申しわけございません。ここ住民生活部長

には持ってきておりませんので、また見まして、はい、総務委員会でよろしいですか。その

ときにでもご報告はさせていただきたいと思います。

ほかに。 町長！議 長

地方交付税のことについてお尋ねをいただきましたが、地方自治の抜本的な改革を町 長
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今国で言われているところでございまして、国や地方自治体が慎重に議論を重ねなければい

けないと思います。私どもも国や県で情報を入れたことを、常にこの庁議、部長以上３役も

含めて会議を頻繁に催しておるわけでございまして、それらの情報を入れまして協議検討を

重ねているところでございます。いろんな情報を私ども入れながら、今地方自治体はどんな

状況にあるかということがお互いに議論をしているところでございます。

先ほども申し上げましたように、国にすべての財源が集中している、そして地方自治体が

国に対してその財源を取りに行っていると。鈴木宗男のようなそういう状態が起こるわけで

ございまして、こういうことを自省をしようという動きもあるようでございます。私どもも

各地方自治体の末端の意見をしっかりと聞いていただこうという思いもございまして、関係

機関と協議を重ねて議論を深めているところでございます。

総務部長！議 長

交際費についての資料でご質問いただいたわけですが、情報公開制度で請求しなく総務部長

ちゃ資料の内容が出せないのかというご質問なんですが、この資料についても、情報公開を

請求されても、いわゆる個人名とか出さない情報というのはございますので、今回こうして

出させていただいたというのは一つの第一歩だと、前進したという解釈をいただきたいと思

います。よろしく。

はい、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

しばらく休憩します。３時１０分までします。

（Ｐ.Ｍ.２：５７休憩）

（Ｐ.Ｍ.３：１４再開）

休憩を解き再開いたします。議 長

初めに、健康福祉部長より発言を許します。

先ほど寺前議員さんからご質問をいただきました内容で、私の不勉強で掌握を健康福祉部長

しておりませんと、学童保育の図書について掌握をしておりませんというご答弁を申し上げ

ました。休憩中に確認をいたしましたところ、各クラブにそれぞれ必要部数の図書を準備し

て、各園それぞれローテーションを回しながらお役に立てていただけるような準備は整えて

おりますので、この場をおかりいたしまして訂正させていただきます。申しわけございませ
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ん。（４番議員「ありがとうございます。」）

次に日程１０番、議案第５７号、平成１３年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳議 長

出決算の認定についてを議題といたします。

本案について質疑に入ります。

質疑ありませんか。 ５番議員！

まず第１点、歳入の方なんですけれども、歳入の方で介護保険にかかわる部分なん５番議員

ですけれども、歳入の方の２０９ページなんですが、ここで介護保険の現年課税分の徴収収

入済額と介護保険の滞納繰り越し分の収入済額、また退職被保険者の同じく現年分と滞納分、

これが介護保険の税として収入のあった分です。それから、あと介護保険事務負担金という

のは、介護保険のこういう税金徴収の手続等にかかわる負担金だと思いますので、これは介

護保険の会計へ繰り入れする分からは除外すべきだというふうに思うんですけれども。それ

から、あと介護保険に関連する収入といたしましては、連合会支出金、２１１ページです、

一番上の方の円滑導入財政給付金の５９０万２，０００円。この３点だと思いますが、それ

が合計いたしましたら、五千何百万円かになると思うんですけれども、その金額が歳入にな

りまして、それから歳出の方を見ますと、介護保険への繰出金の分が１億４３１万１，２２

５円ということになるわけですけれども、この歳入と歳出とのバランスの中で、歳入の方が

不足すると思うんですけれども、これの財源についてまだ介護保険の方に繰り出しする財源

があれば教えていただきたいというふうに思います。

それから、全体としての徴収率が８３．５％ということで、大変落ち込んできている状態

があるわけなんですけれども、これは大変不況の影響も大きくここ数年間受けて、どんどん

徴収率が低くなっているという状況があります。あわせて高齢化、高齢者の方の比率が高く

なっている。高齢者の方々は年金暮らしという中で所得が低く、税が払えないという状態も

広がっているんではないかと。これも一つ大きな原因だと思うんです。

それに加えまして、広陵町では平成１２年度から税率の改正がありまして、その平成１２

年度から境により一層徴収率が大きく落ち込んでいるのが、これは国保運営協議会の方に出

された資料ですけれども、この資料から見ますと顕著にあらわれているのが実態であります。

こういう中で、大体収入未済額と不納欠損額、それと収入済額と比較いたしますと、何と

１割以上の欠損が出てくると、徴収できない額が出てくるという状況が生まれてきているわ

けなんです。ですから、このような今の状態であれば、ますます一層このような徴収率が悪

化をし、高齢化はますます進みますし、不景気の方は見通しがない暗さでありますので、大
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変に財政の方が逼迫していくだろうというふうに思うんですけれども、このような状況につ

いてどのように認識し、どのように改善すべきと考えていただいているのかお聞きをしてお

きたいと思います。

それから、前のときにも指摘させていただいたんですけれども、人間ドック、脳ドックの

受診なんですけれども、人間ドックの方は、老健該当者の場合は人間ドックの対象から外し

ておられるわけです。しかし、人間ドックを受けられる方は、日帰りでもせいぜい１３４人、

平成１３年度でね、大体１２０人から１３０人、４０人ぐらいで推移しているわけです。

この人間ドック、早期の発見、早期治療が大変医療費の抑制に効果をもたらすという観点

からこの人間ドックを制度化され、助成されているわけですから、一人でも多くの方が人間

ドック受けやすい状況をつくっていただかなければいけないと思うんですが、老人保健の方

の検査の方で十分だという認識は少し甘いのではないかと。そして、現実に高齢者の方でも

人間ドックを受けたいんだと。あちこち何カ所かで検査しなきゃいけませんから、老健の場

合は。人間ドックであれば半日、日帰りなり、また１泊なりでまとめて受診できますから、

大変お年いった方にとったら体が楽で、安心なんです。そういう声が根強く毎年毎年何件か

聞くんです。ですから、この点については、今大いに改善していただきたいと、さらに強く

お願いするところですが、どのようにお考えなのか。

さらに、脳ドックにつきましても、ほとんど意味のない広陵町に１年以上住所を置き、町

税等の滞納、遅滞がない世帯の者ということで条件つけておられるわけなんですけれども、

全くこれは差別にしかつながらないというふうに思います。いろいろなドック、人間ドック

の場合でも、そのような滞納の条件をつけていないわけですし、なぜ脳ドックだけ滞納した

らいけないんだという条件つけなければいけないのか、根拠が全くございません。

そしてさらに、脳ドックにおきましては、平成１０年度新たに制度が新設されたときには、

相当８７人という方、多くの方が検診受けられたわけですが、１３年度ではもう半減以下の

３７人という状況なんです。一人でも多くの方が早期に脳ドック受けていただいて、健康を

維持していただくというその目的を達成するためにも、このような条件は撤廃していただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

それから、先ほどの保険料のところのつけ加えて申し上げますと、払えない条件の中で資

産割とか所得割とか、応能応益の４つの課税計算の基礎があるわけなんですけれども、この

中で所得がどんどん低くなってきて、所得割の税額、保険料額がどんどん落ち込んでいるん

です、比率が。そして、金額ももちろん低くなっています。資産割とか均等割とか平等割と
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かどうにもならないようなそういう部分については、資産割は毎年毎年固定資産税が今の値

下がりしている状況でも上がっていきますので、資産割の税額は上がっております。そして、

均等割、平等割の部分はもう定額ですので、これはきちっと税額全体が下がっている中では

比率が上がっていくという逆の現象も出てくるわけなんですけれども、こういう中で言えば、

保険料のあり方、算定そのものにも大きなひずみが一層深まってきていると言わざるを得な

いわけです。特に資産割につきましてはやめてほしいと、計算から外してほしいという要望

が以前からこれも強くあるわけですけれども、検討の課題だという答弁も従来からいただい

ておりますが、今こそこのような税のひずみが出ている中で、この税の計算の仕方について、

税額の算定について見直すべき時期ではないかと思いますが、いかがお考えいただいている

かご答弁をお願いいたします。

まず、以上１回目お願いします。

住民生活部長！議 長

それでは、お答えを申し上げたいと思います。住民生活部長

まず、１点目の介護保険税のことでございます。２号被保険者でご承知いただいておりま

す４０歳から６４歳までの方の分でございます。支払基金の方へ支払う分でございます。こ

れにつきましては、１３年度は１億４３１万１，０００円、端数はちょっと今１，０００円

単位でもうしますと、それだけを納めなければなりません。その中で保険料では５０％、そ

れから国庫支出金ですね、それにつきましては、介護納付金負担金で４０％、それから普通

調整交付金で１０％の合わせて５０％ずつということになってございます。

それで、これでもって支払基金の方へお支払いをするんだと。３３％分が負担しなければ

いけませんので。それで、そういたしますと、１３年度決算を打ちますと、収支では２８３

万円ほどが残る予定でございます。ただし、これは１号被保険者と同様、３年間のスパンで

ございますので、ことし１４年度でこの額を歳入へ持っていっておりますけれども、これに

よりまして１４年度が赤が出るようなことでありますと、１５年度から１７年度までの３年

間の保険料ですね、これについてはまた検討をしなければならない。と申しますのは、当然

介護納付金いいますのは、全国の市町村の給付額の総額が国の方で集計をされておられます。

それに対しましての負担をしなければなりませんので、半分は国の方がくれますけれども、

あとは税金の方で負担をしなければならないんだと、こういうあれでございます。だから、

これがなければもう赤字赤字でどうもできませんし、そんなこともやっていけませんので、

その辺のところは十分ご承知おきをいただいていると、かように思います。
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それから、連合会支出金の収納対策給付金でございます。これにつきましては、該当者３，

２１７人の１人当たり１，３００円ということでいただいておる分でございます。

それから、収納率の低下給付金１７２万円というのもいただいております。これにつきま

しては、６割、４割の均等割と平等割額の軽減をいたしました分についての……。申しわけ

ございません。収納率低下というところで給付金でございますけれども、これは１１年度と

１３年度との徴収の減ですね、その比率によりまして交付をされる金額でございます。

それで、次なんですけれども、国保も介護保険も同じなんですけれども、確かにおっしゃ

っていただいておりますように、バブルがはじけまして、その後経済情勢もこういうような

状況になってまいっております。この中で収納率は収税課の方でいろいろと努力はしていた

だいております。

また、ご承知いただいておりますように、職員の管理職以上、補佐級以上ですね、もチー

ムを組みまして、収納率の向上に当たっておりますけれども、今言いましたような状況で、

なかなか収納率が上がらないというのが現状でございます。

しかし、やはり要る費用につきましては、それ相応の税金の徴収をしなければ、ほかから

の財源は見込めませんので、私の方も痛しかゆしというところでございます。

それから、国保もそれから介護もなんですけれども、おっしゃるように、所得の低い方が

おられます。そうしますと、おっしゃるように、所得割額また固定資産税額の方も減ってま

いっております。そういたしますと、ある一定額を集めるといたしますならば、収入は減っ

て所得割は減るわ、固定資産税は安くなるわということになりますと、あと均等、平等でい

ただかなければ税収はどうもできないわけなんです。

もう一つおっしゃる固定資産税を外すべきだと。これはなるほど私の方もだんだん改善を、

率を低くしていっていることはご承知いただいていると思います。しかし、これを外します

と、全体総額をこれぐらい集めなければ給付に対する費用額が出ないということになります

と、所得割で率を当然上げなければならない。また、均等割、平等割額も上げなければ、一

定の税収は見込めないと。それによって国の補助金等でかかっていただいている方の７割給

付をやっておりますので、それをしないと、あとはそしたらその財源をどうするんだと。一

般会計も、ご承知のように、各市町村とも大変な時代ですし、なかなか難しい面があります。

それから、人間ドックと脳ドックの受診者増のためには、やはりこの条件ですね、おっし

ゃっていただいている条件を外して、それで受診をしていただいたら医療費が幾らかでも助

かるんじゃないかということで、また本人さんの早期発見、早期治療にもなっていいんでは
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ないかと、こういうことでございますけれども、以前にもお答えを申し上げたと思います。

人間ドックなりの検診の方と、それから町の健康診査の項目の中では、町の基本健診の中で

は人間ドックの方で受けるよりないものにつきましては、免疫の血栓とかそれから視力、眼

底、聴力それから腹部の超音波検査、これぐらいのものが町の基本健診の中ではないと。人

間ドックの方にはその分が含まれているということでございます。町の基本健診を受けてい

ただきまして、今言いました３項目等抜けている部分は、またそれぞれの医療機関で受けて

いただければいいんじゃないかなと。

それと、やはり助成ということですので、ある一定の条件をはめなければ、他の方との整

合性もとれないと思います。例えば滞納のある方が受診していただく。そしたら、町からそ

の人に対して補助することが果たしていいのかどうかとか、いろんな問題が出てくるんでは

ないかと、かように思います。

また、今言いましたように、町の財政も大変今厳しい状況でございますけれども、これは

私の方が今後検討するとかしないとかということは、事務者ですので、その辺は申し上げら

れませんけれども、事務者としては今のところこの制度の条件でやってまいりたい。その中

で条件に該当する方については、やはりもっと受けていただくような方策を講じなければな

らないんではないかなと、かように思っておるところでございます。以上です。

５番議員！議 長

まず１つ、人間ドック、脳ドックの受診の条件なんですけれども、条件をつけなけ５番議員

ればいけないということでご答弁いただいてるんですけれども、滞納を条件づけてるのは脳

ドックだけですね。脳ドックの方につきましては、町税の方の滞納もかなり大きくなってま

いりましたので、自動的に１割以上の方がその対象から外されてしまうということになるわ

けです。特に医療の問題につきましては、命、健康にかかわる問題につきましては、医療保

険について滞納云々にかかわらず、今の政府の方はペナルティーを科そうということで強め

てはおりますけれども、滞納とか払えない方に対してですね。それは憲法に大いに反する内

容でございますが、基本的に命を守っていくことは国の責任であり、地方自治体の責任なん

です。そういう基本的な部分踏まえまして、そしてそういう健康を守るという立場で言えば、

条件なく、年齢制限とかそういうのは当然出てきますけれども、どういう状況であれ、一人

でも多くの方がドックを受けていただくと、受診していただくということが一番の最大の眼

目なんです。ですから、そういう条件をつけるということとの整合性ということについては

全くないというふうに思わざるを得ないわけです。
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それで、政策的な問題でもございますので、町長の方は民生の方も長く担当しておられま

して、従来からも命と暮らしを守る立場という立場で部長当時からご尽力いただいてきた経

過もございます。ぜひ、本当に予算的にはほんのわずかの上乗せで済む施策の向上なんです。

それから、もう一つ条件の問題とあわせて、あっち行ったりこっち行ったり、検診したら

済むじゃないかと、７０歳以上の方の人間ドックですね。でも、やっぱり体も大変しんどく

なってくるのが高齢者でありますし、あちこち行くのが煩わしいというのが高齢者の方の本

当の気持ちなんです。ですから、それは１カ所で、ちょっとお金払っても１カ所でやりたい

という方もやっぱり何人かおられるんです。全部じゃないですよ。そういう制度使ってお金

を少しでも経費節減しなきゃ暮らしていけないという方もたくさんおられますから、そうい

う選択をする余地はあっても当然だと思うんです。両方ともとりましても、特に脳ドックな

んか予算をこなせていない状況でありますし、人間ドックでもまだまだ計画に対して日帰り

と入院と合わせたら１７０名の予算計上しているわけですから、平成１３年度で。まだまだ

満たないんですから、予算の上乗せしないででも十分に改善していただける余地があるわけ

ですから、ぜひこの点について、わずかな改善です、お願いしたいと思いますが、町長ご答

弁をお願いしたいと思います。

それから、税の算出、滞納がふえてきている実態の中で、税の算定についてご答弁いただ

いたんですけれども、そのまま資産割を全額カットしてしまうということになれば、かなり

税収の落ち込みになり、到底国保会計が維持できないことは重々承知しているわけです。で

すから根本的に、基本的にはやはり一番公平だと言われるのが、所得にスライドさせること

なんです。所得税が今の日本の税のあり方の中では一番公平な負担の仕方だというふうに言

われております。ですから、そういう所得にスライドさせるということをもう少し移行させ

て、根本的に見直しをしていくということが今求められているように思うわけですが、そう

いう点ではまだまだ十分ご理解もしていただいていないし、議論も今後もしていかなきゃい

けないんだろうと思うわけです。

それで、固定資産割はかねてから要望があったということと、それから大きな都市部など

では固定資産割はやってないところあります。そういう点で言えば、全く新しくやる算出の

仕方でもないわけですから、可能性としたら一挙にというわけにはいかないでしょうけれど

も、段階的な形での改善をしていっていただければ、所得のない方が均等割とかまた平等割

あるいは資産割の中でたくさん払わなければいけない、収入がないのに払わなければいけな

いという部分が改善されてくるのではなかろうかと思います。
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資料の方で滞納の実態出していただきましたけれども、やはり低所得の方の滞納が多いよ

うに見受けます。ただ、今の時代ですから、一定の中間の所得の方も、子供の学費とかいろ

いろな生活条件の中で滞納を余儀なくされているという新たな社会の反映も見られるわけで

すけれども、そういう中でぜひ保険税の算定の見直しをしていっていただきたいというふう

に思います。

それから、あさの質問の条例の質疑の中で、老人の の扶助制度の改正の中で、今質問い

たしましたが、影響額ということで質問いたしましたが、ないということでしたが、あると

いうことで後で確認いたしましたので、ちょっとご報告をいただきたいです。もし数字がた

くさんであれば、また委員会の方へ資料出していただいても結構ですので、お願いいたしま

す。

住民生活部長！議 長

今ご質問の件は、午前中大変ご失礼を申し上げまして、おわびを申し上げたい住民生活部長

と、かように思います。

の町の負担の減につきましては、平成１４年ですね、１０月から５カ月間ほどなんです

けれども、試算をいたしますと、約９７万円程度は減になると。それから、平成１５年度で

は２，３３０万円程度の減になるということでの一応試算はいたしております。以上です。

（５番議員「負担が軽くなるいうことやね。町の負担が軽く軽減されるいうことですね。は

い、済みません。」）

町長！議 長

ただいま松野議員からご質問がございましたことでお答えをしたいと思います。町 長

国民健康保険会計は、極めて厳しい状況にあるということをご理解をいただきとうござい

ます。今年度は実質収支で４，０００万円の黒字を出しておりますが、５，０００万円の繰

り越しがございまして、単年収支で見ますと１，０００万円の赤字でございます。

資産割の見直しを図れとかというようなことをおっしゃっておられるわけでございますが、

歳入につきましては、非常に税収が伸びが見込めません。また、歳出にありましては、これ

からは医療費のかかる人が非常にふえるわけです。高齢化社会になるわけです。そしてまた、

高度医療ということで伸びるわけです。さらにまた、人件費も、私ども事務局の人件費も伸

びるわけでございまして、歳入と歳出のバランスシートが崩れておるというのが実態でござ

います。

国では、これでは国保会計が運営し切れないということで、すべての保険組合を一括再編
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を図ってはどうかというところまで今論議が及んでいるところでございます。おっしゃるよ

うに、滞納者に対してのサービスの欠如といいますか、金のない者はもう命の切り目だとい

うようなことになるわけでございますが、私どもはやはり町民の生活を支えるというのが基

本でございまして、滞納の理由をきっちりお聞かせをいただいて、ご理解をしていただく。

また、私どももその理由はわかるということであれば、分納のお約束をしていただければそ

れでいいわけでございまして、そうした人に限っては脳ドック等の受診もしていただいてお

るのでございまして、必ずしも滞納があればだめだということでないということをご理解を

いただきたいのでございます。必ず納税相談をさしていただいて、そしてお受けをいただく、

こういうことでございますので、どうぞご認識を新たにしていただきたいと思います。

ほかにありませんか。 １３番議員！議 長

異様に滞納がふえてきておるということでございます。この資料を見せていただ１３番議員

きますと、低所得者といいますか、ゼロから８０万円以下で２２２件。これの総数を見ます

と、約１，４００件余りの中で２２２件あると。次の８０万円から２００万円につきまして

は、約８００件余りのとこで１１２件の滞納というような状況になっております。見ますと、

ゼロから８０万円以下について、これ２２２件で１，２００万円余りということになりまし

たら、１件当たり約６万円弱の保険料ということになろうかと思うんです。

非常に現在不況であるということは世間では言われて、また事実不況でありますのやけど

も、企業に関する不況が非常に厳しいという。だから、非常に企業の方が苦しんでおると。

もっともそれ自体がまともに国民のところにぶち当たりますと、こんな今みたいな状態では

ないもっと厳しい僕は状態に陥っていると。割合と不況でありながらある程度落ち着いてい

るというのは、個々にはそれだけの蓄えもあり、いろんなことがあってこれ落ち着いておら

れるんじゃないかなと思うわけなんです。

そういう中で、これ毎年保険税がふえていくということになりましたら、そこに単なる現

在の不況から来る以外の何かが僕はこれあるんじゃないかと。別に保険みたいなの払わんで

も、そんなんは何ぼでも診てもらえんでというふうなことが風潮的にふえていきますと、結

局払わんのに、これ払てる者あほやないかというような形になりましたら、大変なことにな

ってくるわけなんです。この辺をやはり町税をやっていただいている方、あるいはそれの指

揮をとっていただいている方は、やはりしっかりその辺各一つ一つの内容について、本当に

払えない人なのか、払われない人なのか、払わない人なのか、この辺を一つ一つチェックし

ていただいて、この数字はやむを得ないという形で思っておられるのか、これは助役が先頭
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になってやっていただいているんだと思うんですけど、やはりここが一番大事なとこだと思

うんです。だから、今かて単年度で１，０００万円赤字だとおっしゃってるけども、この未

徴収というんですか、その分が四千何万円ですか、現年度分でもあると。そのうちの１，０

００万円分でも入れたら単年度でも十分やっていける。だから、その辺のとこを、それだけ

の収入がなければこちらのサービスができないんだという気持ちでやはり僕は仕事に取り組

んでいただかないと、それこそ親方日の丸じゃないけど、出るもんは出て入ってくるもんは

入らへんでもしようがないやないかというような形になっては困ると。

僕はない人から、どうしようもない人からも徴収せよと言ってるんじゃないんです。しか

し、これだけの件数があるということは、この中にそういう部分、隠された部分が多々ある

と。本当に払わないという形の人が多々あると。これだけ広陵町でほんまにお金がなくて困

ってる人がおられるというようにはちょっととれませんので、ひとつその辺どういうふうに

検討をされてこの数字を出されておるのか、この辺についてお答え願いたいと思います。

助役！議 長

ただいまのお話は当然のことだと思います。職員も会議を開いて、ケース・バイ・助 役

ケース、いろんなケースを想定しながら協議をしているところでございます。また、夜に来

いとおっしゃれれば夜にも出向いてお願いに行かせていただいているところでございます。

その他いろんな理由等もございますが、その理由も分析するよう協議しているところでご

ざいます。

１３番議員！議 長

やはりこういう延滞問題になりましたら、その辺のとこの総体的に物を考えるん１３番議員

じゃなしに、個々一つ一つについてやはりどうなのかということを確実に検討していただき

たいと。そうしないと、世の中で悪貨は良貨を駆逐するということは経済界にはあるわけな

んで、そういう払わんでもええやないかという悪いことがいい方を食うていくと、そういう

ような感じのことになってきたら、僕は非常に大変なことになると。だから、この辺十分に

検討はされてるとは思うんです。

だけど、本当にそしたらどうするか。保険税になってますからね、昔は保険料だったわけ

です。保険税になったのは何のために保険税になったのか。やはりそういう悪質な者は堂々

と差し押さえもし、そして徴収していくという強い態度を僕は見せる必要があると思うんで

す。この辺があやふやになりますと、そういうどんどんどんどんふえていくおそれがある。

ない人には差し押さえもできませんから、ないとこから取れと言うてるわけじゃございませ
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ん。その辺のとこを十分理解していただいて、業務を進めていただきたいと、このように思

いますんで、ひとつよろしくお願いしときます。

はい、答弁するの。 助役！議 長

種々ご意見をいただきまして、職員一同肝に命じて頑張ってまいりたいと思います。助 役

なお、業者指名におきましても、滞納者は指名しないというような方策もとっていること

をご承知願いたいと思います。終わります。

ほかにありませんか。 ４番議員！明快に短く。議 長

町長の国保が厳しいという点については、私たちここで議論している者にとっては、４番議員

当然認識をしている問題であります。そういう自治体の苦労、自治体が抱えている課題、問

題という点は、私たちも本当に心痛めるどころではなく、そのもとでも職員の検討やまたそ

の他大変な状況だというように認識していますので、そのことの問題で私たちが言っている

わけじゃないわけなんです。

国保運営審議会の中でも議論が出ていたところですけれども、私はまず第１に、現在のこ

の国保の困難さというのは、国保については他の加入制度のところに比べて、非常にいわゆ

る条件の悪い方々が入ってると。これは昔からそうなわけです。だからこそ国保については

大変な状況が生まれてくるんです。そういう認識を持ちながら、国は結局は負担金を年々年

々減らしてきたと。それが根本的な原因だというように私たちは思っています。

そのことは当然一致した形で住民のところに認識を返していかなきゃならないというふう

に思うんです。それがまず国保の議論をする場合の第１点だというふうに私たちは思ってお

ります。

そういう点で言えば、例えば現在で言えば、この２０年間でどういうように変わってきて

いるかというと、国民全体、これは国保もいわゆる政府管掌保険等その他も含めた話ですけ

れども、２０年間で見ると、国保負担が３０．１から２４．９％に軽減されてるんです。一

方、保険料と患者負担を合計した場合の国民負担の場合は、４０．３％から４４．６％に引

き上げられているんです。ここがそもそもの問題点だというようなことであります。

それと、私はそういう点を前提にしながら、今地方自治体が特に地方公務員の役割、任務

という点で言えば、全体の奉仕者、地方公務員が全体の奉仕者、あるいは自治体の役割で言

えば、地方自治法に規定されているとおり、こういう認識に立って言えば、政府が今改悪を

しようとしている点で言えば、いわゆる改悪によってどういう形でこれを、軽減を減らそう

かということになってついて言えば、要はこの政府の、厚生省の発表ですよ、患者負担の増
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によってコスト意識の吸気、それから適正な自信を促す、これは医療制度改革の課題と視点

というところでうたってるんです。どういう意味かといえば、要は医療費が高かってコスト

意識を持って適正な自信につながって医療費を抑えることが必要ですよと、こういうことを

言ってるわけなんですから、例えば全世界に医療費の負担を減らすのに受診を抑制しなさい

と、こういう形で国民に負担増を押しかけるような政府というのはないんです。こんな問題

が大問題だということを、私はここが地方自治に携わる方々が国との関係で言えば認識をす

べきだというようなもんです。議員さんは認識するかどうかは別ですよ。それは議員は個々

に住民から選ばれてるわけですから、ただ私は地方自治体をあずかる者にとっては、法律に

従った形で任務を遂行していただいているわけですから、地方自治法、あれ及び憲法に従っ

て仕事をやっていただくことになるわけですから、そういう点をまず私は議論の中では一致

させる必要があると、絶えず言っている点であります。

そういうところからいうと、この問題点は明らかに政府のとってきた医療政策にあるとい

うことについて、私はそういう点で堂々と一致し、この広陵町の自治体を守るという立場を

明らかにするべきだというように思いますけれども、先ほど町長は、困難な国保状況を抱え

ているという点、一歩深めてその点についてどういうように認識されているのかというのを

お聞きしておきたいと思います。

これが議論の大前提になってくれば、私たちは住民とともにこの改善に当たっての努力と

いうのは一致する部分というのが生じてくるだろうというように思うわけであります。そう

いう点で職員の方々がこのような事態についても、やはり憲法と地方公務員法等に従って認

識を深めていただく、地方自治を守るという点での認識を一層深めていただく必要があると

思いますので、そういう点でも部長について、そういう地方自治を守るという点での国との

矛盾点というのを認識していただけるのかどうか、これは部長に聞いておきたいと思うんで

す。

それから、医療費がかかっているかどうかという問題ですけれども、今年度で言えば、１

３年度の決算で言えば、１人当たりの医療費は大幅に下がってるんです、１２年度より。そ

のために実質収支１，０００万円という状況が生まれているというわけですから、こういう

点での分析は非常に重要ですけれども、私はそういう中にあって、まず予防医学の問題ちゅ

うのは非常に重要だということは認識されているし、またそのために取り組んでおられると。

ところが、広陵町で言えば、健康――あれ何ていいました――健康手帳の交付やその他に

ついても率が低いという点で、国保運営協議会の中で岡本先生が言っておられる点について、
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いわゆる予防的医学を徹底させるためには、受けた結果、これは人間ドックやその他の問題

ですけれども、受けた結果を経済効果と統計を駆使して住民の方々に徹底する必要があると、

こういうようにおっしゃってたわけです。これは運営協議会の中でおっしゃった内容です。

こういうことを実際に予防的な措置をとるためには大前提だというように思うんです。

そういう意味からいって、１３年度は確かに総合データバンク事業を実施されました。国

保の成果、主要成果に関する報告の中で、約６２５万７，０００円を使って調査人数５，５

０６人で、有効回答が３，８３２人、７０％の有効回答率をいただいた。それをいわゆる電

算処理したものを私たちは資料としていただいています。この資料を見ると、一つ一つの問

題については分析等が出てくるわけなんですが、私は一番重要なのは、ここに書かれている

資料から何を読み取るのかということなんです。この結果について読み取る方策、読み取る

べきものを持っておられると思うんですけれども、それについてはどこにもあらわれてない

んです。

それで、お聞きしますけれども、この結果報告について、身長、体重から生活習慣からあ

るいは老後の不安、いろいろ社会参加、いろいろアンケートをとられました。この集約をと

られました。これについてのいわゆる総合評価と個別的な広陵町の対応の問題についてどの

ような認識されているのかという点を教えていただきたいんです。

それと、この国保については、過去３年あるいはそれ以前から広陵町住民の医療にかかわ

る結果を電算ベース化するために事業をずっと行ってきたわけなんです。それとこういう住

民アンケートから出てきた健康調査にかかわる問題を具体的に数値としてやはり把握する必

要があるんだと思うんです。そして、住民にその広陵町民の健康状況及び医療状況の結果に

ついて統計的に、まさに先生がおっしゃったように、統計的な認識を深める資料として駆使

していく、こういうものが必要なんだというのは、私は再三この場でも意見を求めてきたわ

けなんですけれども、要はこれだけ大きな大がかりな調査をやって、そしてこれについての

結果をまとめられたわけですから、そういう大きな財産を有効に使う手だてについてどうな

のかお聞きしたいと思います。

それから、医療費通知委託料として６９万５，０００円出されているわけなんですけれど

も、この医療費通知によって、私たちはこの医療費通知がどれだけ効果があるのかというこ

とを疑問視しているわけなんですけれども、行っていることに対して１人当たり幾ら要った

と。ある新聞では、私はここにかかってないのにこんだけ来てるのおかしいんじゃないかと

いうようなことがあったというようなことも新聞の記事にありました。
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しかし、こういうような状況を年６回発送しておられるわけですけれども、それに対する

住民側からの、要は通知を受けた側からの意見あるいは状況はどのようなものがあったのか。

そしてまた、それがこういうような医療費抑制のために使っているわけですけれども、効果

があったのかどうか、そういう点についてもお聞きしたいと思います。

要は、あらゆる知恵と、そしてあらゆる施策を動員して、病院へ行く前に結局健康を維持

する、そのための施策というのは広陵町もやっておられるわけですけれども、本当に精神い

わゆる魂の込もるようなことがあってやられる結果を集約されておられるかという問題なわ

けです。

一般会計の中での質問をしたいわゆる健康診査、１歳半の問題もここに関連するわけです

から、当然のことなわけであります。そういうような状況全体の流れを医療予防に使ってい

る費用がこうあって、これだけの効果があって、本当にそこから医療費削減の効果がどう出

るのかというそのつながりについても仕事をしていただく。そして、これこそが職員の本当

に専門的な能力を発揮していただける部分ですから、私は職員の能力を高めるという具体的

な問題はこういうところにあるんだというところについての認識を深めていただきたいと思

うわけですけれども、その点についてどのようにお考えかお伺いをしたいと思います。以上

です。

住民生活部長！議 長

まずは、憲法と地方自治の観点との、それから国の施策の矛盾点でございます。住民生活部長

当然私も一国民でありますし、また地方公務員でもございます。憲法それから地方自治法の

遵守はしなければならないということは当然踏まえてやっておるところでございます。

ただ、おっしゃっていただいておりますように、国のその補助金が減ってきたから、それ

が一つの大きな原因だということでもないと思うんです。それは確かに減ってきたことは確

かです。けれども、やはり高度医療化の時代ですし、また食べ物その他生活環境等によりま

して、昔と比べまして高齢化が進んでまいっておりますし、いろんな食べ物の内容によりま

していろんな病気もふえてまいっております。だから、当然人口もふえてまいりますし、医

療費もかかることはご承知いただいているとおりです。

けれども、そしたらその医療費をどこで賄うんだということになりましたら、やはり皆さ

んからいただく税金とそれから国からの国庫補助等で賄わなければやっていけないわけなん

です。それを、おっしゃるように、いやおっしゃってませんけど、例えば以前からおっしゃ

るように、一般会計から繰り出ししたらいいじゃないかとおっしゃったら、もう今どことも、
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国初め地方公共団体が赤字の状態だと。そしたらどうするんですかね、その要る費用は抑え

ることはできませんし、収入はそしたらどこから確保するのか。やはりそれぞれ住民の方も

相応のご負担をそれぞれの所得なり収入の中でご負担をいただく、また国や県庁もそういう

ふうにやはり補助をして、みんなでやっぱり支え合っていくというのが一番のあれじゃない

かなという思いはいたしますけれども。

それから、医療費の通知の効果ということでおっしゃっていただいております。住民の方

からは、特にお年寄りの方なんですけれども、私お医者さんへ行ってるのに、全体では一部

負担金だけですね、今外来でしたら、大きい病院それから小さい病院、また診療所で１カ月

の料金は決まってますけれども、全体でこれだけかかってんねんやと。そのうち私だったら

定額ですので、これの自己負担しかしてないんだなということで、そういう声はよくお聞き

はします。そしたら、あっちこっち何かあったらこっちの病院、またちょっとあかんかった

らこっちの病院ということで行ってんのも、やっぱりこれは気つけてしなければならないな

ということで、決して医者へ行かんとことか、そういうことじゃないんです。気をつけてや

はり医療費の使い方も考えなければいけないなというところでしていただいてます。

それからまた、もう一つは医療費通知が違いますけれども、レセプト点検をやりまして、

私の方もお医者さんからのレセプト、診療報酬明細書ですね、それにつきましても事務の方

等もやっておられますので、間違いはないとは言いません。だから、その辺の病気に対する

診療とか薬剤の取り方についての計算間違いとか、いろんなそういう面で大分効果は出てき

ていることは確かでございます。

それから、もう一点、総合保健指導事業ということで現在も進めておるところでございま

す。それの事業効果といいましたら、なかなか議員さんがおっしゃるようにはすぐには出て

こないわけですね、注射打ったら効くわというようなわけにはいきませんので、なかなかそ

の辺は即効性は難しいことなんですけれども、これの効果として私の方が思っておるところ

では、そういう意識を持っていただいて、自分のライフサイクルの認識をもう一度自覚また

改善をしていただくと。それから、そういう検診とかまた教室の方のその内容によっていろ

いろと行政側がやっていけると。

それから、そういう各種の検診は今保健センターでやっておりますけれども、そういうも

のとアンケートをとりました結果をリンクさせまして、生活習慣への身体の影響それから健

康相談に活用できると。

それから、対象外の若い人につきましても、自分の将来やはり健康に気をつけなければな
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らないんだという意識の高揚ですね。それからまた、アンケート調査ということで、保健セ

ンター内ではこういうものをしているんだなということで、また未受診者の方への促進とか、

また保健センターでもいろいろやっておりますので、こういうこともやってるということの

認識にもつながるんじゃないかなと、こういうように思っております。

それから、介護や健康などのご質問の中でも、将来をそういうふうに各自が考えていただ

いた中での本当に適切なご質問なり、またこちらの方のアドバイスもできるんではないかな

と、こういうところで効果の方を思っておるところでございます。以上です。

はい、質疑はこれにて打ち切ります。（４番議員「議長。」）もうあんた３回目違議 長

うんか。（４番議員「違わい。１回したわけやないわ。」）３回目違うのか。（４番議員

「２回目やちゅうてんのに。」）ほんまかいな。（４番議員「ほんまやちゅうてんの

に。」）もう簡単にしてください。

まず、町長のあれは最後で結構ですけども、今部長が答えていただいた点で、憲法４番議員

や地方自治を守るというの、これはもう当然のことだと思うんですけども、先ほどの問題の

中でこの財政困難の原因ですね、原因は国の補助金、負担金が減ってきたからというのは、

そういうところについては余り意識が置かれていない答弁をされてるわけなんです。現実問

題としては、いわゆる高度医療や食べ物の変化、人口増、その他のところで上がってるとお

っしゃってます。それは医療費全体が上がっている問題であって、国の負担が減っていると、

負担率ですよ、減っているという点は国が負担を減らしているということなんですから、そ

の他の問題については、いわゆる社会状況にかわった医療費全体がふえるという状況の話な

んです。要は、その後の困難性ちゅうのは、やっぱり国の補助金を減らしているからなんだ

ということについては、私はそれは認識が一致できると思うんです。そこの部分について憲

法や地方自治を守る、特に最近の分権化の中で言えば、政府の言ってることをうのみにする

んじゃなくて、実際に状況を踏まえる、そういうことが私は特に必要だと思うんです。

ところが、やっぱり要は政府の方針が出てくる、そして税金の使い道についての自治体で

決める困難さが前提にあるというところから政府の状況について仕方ない内容だというよう

に認識されがちですけれども、私はこういうところちゅうのは客観的な数字ですから、私は

明らかに国の負担が下がったというところにこの国保会計の困難性が出ていると、これは私

ははっきり言えると思うんです。

そういう問題から、私たちも消費税は反対ですけれども消費税払ってるんです。これ反対

したから払わないということはできないわけなんです。そういう状況の中でどういう改善を
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するのかというのは、確かに税の使い道についてないから仕方ないという短絡的な方策をと

っていただいて、私たち自身は一般会計の問題言ってるわけなんですけれども、そういう問

題についての工夫は、その認識が出てくれば、私は住民の態度も変わってくると思うんです。

情報の共有化を図るという点で、最近の地方自治の変化ちゅうのは大きな変化があるわけで

すから、そういう前提に立って確信を持っていただきたい。職員が住民を信頼していく、そ

ういう基礎を持っていただく中で解決策を論議していけばいい話だなというふうに思うんで

すが、そういう点も踏まえて町長についてはその最後の問題を答弁をしていただきたいと思

います。

それから、総合データバンクアンケートですけれども、これとそれから電算処理されてい

る広陵町民の病状変化とを、私はやっぱり、これについては一つ一つ分析していただいてる

んですよ要は。例えば第１番目については、生活習慣病の既往症、現病歴、肥満度から生活

習慣病リスクの分類などについてはやっていただいているわけですから。あるいは、２番目

の生活云々の問題については、一応の分析していただいているわけなんです。それについて

広陵町町民の状況はどうなのかということを、このデータを活用していただいて、実態を住

民と共有するための施策を持っていただく必要があるわけなんです。専門的な内容であれば、

一部の人しか目にとまらないわけなんです。そういうことで広陵町のお医者さんに力をかり

るとか、いろいろかりながら僕はやっていただくことが必要ではないかというのが質問の趣

旨なんですけれども、そういう点の専門的な力を持っていただいている職員の方々が、この

アンケートの結果そしてまた広陵町民の病歴、病症状の特徴、そしてまた予防に必要な手だ

てなどについて、私はあきらめずに徹底してこの資料を使って取り組んでいただきたいと思

うんですが、そういう内容を実施していただけるのかどうか。こういう決算にあらわれたこ

の数値を来年度予算でつないでいただけるのかどうかという問題であります。そういう点に

ついて再度お伺いをしておきたいと思います。

その他については結構ですので、町長の答弁と部長の答弁について再度よろしくお願いし

ます。

住民生活部長！議 長

１点目の国庫補助が年々減額になってきてると。それがまず国保財政に与えて住民生活部長

いる大きな根本の原因ではないかと、こういうところでおっしゃっていただいております。

それも私の方は原因の一つだということは十分に認識はいたしておるところでございます。

ただ、それがすべてだということではないように思います。やっぱり国にも財政があります
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ので、やはりいろんな財政の状況等考えられての、国保だけじゃなくしていろんな面での改

正がされてるというところでございます。

それから、今の調査結果のことなんですけれども、これにつきましては、まだ５年間とい

うところで、あと１４、１５というところでやっていかないきませんので、中間的におっし

ゃるように、その結果は出ております。専門の先生もこのメンバーの中には入っていただい

ておりますので、その方とも十分またご相談を申し上げて、議員さんのお申し出の件につい

てもご検討させていただけたらと、かように思っております。以上です。

町長！議 長

国保財政について寺前議員の熱弁をしっかりと聞かせていただいたところでござい町 長

ます。私ども地方自治を堅持をする、また国保の財政安定を図るということは、私どもも職

員も同じでございます。県や国に困ったときは要望しておるところでございまして、国にお

いては、今日までは我々は団体が申し上げれば財源が湯水のごとくあるといえば語弊ありま

すが、どうかしてくれたんですね。

しかし、今ではどうももう国がお金がないということで、支出抑制を図っておるというの

が実態でございます。医療費を抑える、また補助金をカットする、各市町村独自の財源で頑

張れと、こういうことで市町村を押しつけているということは確かでございまして、寺前議

員は、政府は国民とかけ離れているようなことをやっているかのように言われていますが、

私どもが選んだ国会議員でございます。全く違う団体ではないわけでございまして、私ども

全国町村会並びに全国国保連合会の組織が寄りますと、我々の選んだ議員がこのことをやっ

てるんだと。各地域、奈良県では奈良県の選んだ国会議員のところへ行って、しっかりとこ

の事情を訴えよというのが指示でございます。この１０月、１１月は我々も東京へ行って国

会議員の先生にお会いをすることになっておりまして、全国の各町村が代議士また国会議員

に申し上げて、この窮状を訴えることになっておりますので、どうぞ全く国の押しつけで言

いなりになっているのではないということをどうぞご理解をいただきたいと思います。

はい、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程１１番、議案第５８号、平成１３年度広陵町老人保健特別会計歳入歳出決議 長

算の認定についてを議題とします。
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本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ５番議員！

まず、今国保会計のところでも議論してきたところですが、２つの問題があると思５番議員

います。

１つは、先ほどから議論されている国の制度の問題であります。国の制度については、町

の方からも物を言っているということでございますが、地方分権の中にあって、今政府はど

んどんといろいろな制度改革を押しつけてきて、足元の町役場と市町村の方では大変実務も

含めまして混乱をしていたり、またあるいは住民の苦情をもろに受けて大変ご苦労なさって

いる、こういう状況があるわけでございます。

一方で地方分権と言われながら、なかなか地方分権、地方の声が届かないというのも実情

なんです。今度１０月、１１月ですか、国会議員の方に、議員の方に要望に行くということ

なんですけれども、今の制度の中でぜひ一つでも多く住民の声を届けていただきたいと思う

わけですが、先ほども議論しましたように、さらに財源の問題につきましても、住民を犠牲

にするようなこのような制度をお願いに行ってもらっては困ります。

今地方の議員も本当に実力をつけて、足元の方から国へ提案をしていく、発信をしていく

ということが住民からも求められているわけでございますから、そのような流れが議会が住

民を代表しているとは言えないねじれの現象があるということは、長野県の田中知事が当選

されたことでもはっきりとしているところであります。誠実に住民の声を受けて頑張ってい

る議会も多々ありますので、すべてがそうというわけではないわけですけれども、そういう

中で、国会議員の中で決めていただいていることだからいいことだということにはいかない

というのもまた事実であります。

そういうところで言えば、先ほど言いましたように、大いにこの議会の中でも理事者とも

含めて論戦をし、この広陵町としてどのような制度を提言していくのか、このようなことに

まで言及できるようにお互いに切磋琢磨していくことを今後もしていきたいというふうに思

います。

老健の問題なんですけれども、以前当初の旧法の健康保険法では、相互扶助の精神のもと

でお金持ちの方がお金のない方を助けるというような、そんなような助け合いの精神の中で

つくられてきて、新法になりましてから、権利に基づいた健康保険制度に改善されたわけで

す。

ところが、今政府の方は、またもや相互扶助ということを言ってきているわけなんですけ

れども、根本的にその部分については新法の解釈が間違っているというふうに思います。
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それで、社会保険と国保とのバランスをとるために、また老健が昭和５８年でしたか、設

けられまして、それを是正していくのには一定役に立ったかと思うんですけれども、その後、

先ほどから繰り返しているように、老健の中でも国の負担がだんだん少なくなってきて、そ

していろんな矛盾が噴き出してきているのが歴史的な経過の中での今の実態であるというこ

とは、事実から目をそらしてはいけないものであります。

そういう中で制度改正について根本的な議論も必要なんですけれども、それとあわせまし

て、足元で今できるという、この広陵町で改善できるというところですね、それについても

先ほど国保の方で、本当にささいな人間ドック、脳ドックの改善の提案いたしましたけれど

も、予算も今のままで、現状で十分だと、そして本当にそれで大勢ふえるわけではないけれ

ども、何人かの方が大変助かるし、喜ばれる、また一定の部分で医療費の抑制にも多少なり

とも貢献できるという、だれが見ても文句をつけようのないようなささいな住民の願いに対

してなぜ改善できないのか、私はその辺について大変疑問を感じるわけです。

とりわけ老人の方の医療改悪が社会保険の方も改悪されてしまったわけなんですけれども、

老人の方の医療改悪、負担がどんどん大きくなってきて、広陵町として少しでもそういう老

人医療に対して手助けをしていかなければいけないというこのような実態があるわけです。

国保の運営協議会の方に出していただいた資料の中でも、入院の数はやっぱり件数減って

きているんです。だから、本当に入院しにくい状況が今でも、平成１３年度でもできてきて

いるのに、今後は一層入院ができなくなる。とにかく３カ月以上たったら病院におれなくな

ってしまうというこの大変厳しい現実が医療改悪の中で出てくるわけなんです。ですから、

そういうどうにもならない困った足元の町民の皆さんを、少しでも広陵町でやれる範囲内で

助けていくという姿勢、打ち出してほしいと思います。

そして、本当に小さな小さな蓄積が一つずつ積み重ねられることによって、本当に全体と

して住民が安心して暮らすことができるまちづくりになっていくわけですから、たった一つ

大きなことをやればいいという問題ではありません。ですから、このような住民の切実な小

さな声を大切にしていただきたいというふうに思います。それについて町長どのようにお考

えなのかお聞きをしておきたいと思います。

そして、今回の医療改悪の中でだんだん医療の抑制が行われてきている。今後さらに一層

ひどくなっていくことについてどのようなお考えをお持ちなのかもあわせてお聞きしておき

ます。

だれに答えてもらうの。（５番議員「町長。」） 住民生活部長！（５番議員「両議 長
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方でもいいです。」）いや、もう１人でいいです。

今おっしゃっていただいておりますのは、老人保健のことじゃなくして、全般住民生活部長

ですね、国保もそれから老健も、言うていきましたら身障の方も、また母子、乳児の方もそ

ういうものも含めてのいろんな町として独自でやれる施策ということですね。（５番議員

「それと、老人医療の改悪の中で、高齢者に対応する広陵町としての施策何か考えていらっ

しゃるか。」）独自の今の老人保健法の中でですか。町独自の。（５番議員「老人医療改悪

の中で町独自ででもやっぱり対応しなきゃいけない点があるんじゃないかということ

で。」）済みません、今の改正の中で町として。（５番議員「はい、そうです。どんどん医

療が改悪されて、高齢者の方がもう大変になって……」）

松野議員、その医療改正についてとこの今の決算とは何の関係もないわけですから、議 長

それは来年の決算であればこの数字も出ると思いますけれども、今この部長にそういうこと

をこの場所で聞けるのと議案と全然違って、前座だけが、改悪だけが多くて、本来のこの決

算についての質問が一つも入ってないと思いますので答えようがないと思いますので、もっ

と的確にお願いします。（５番議員「違うんです。決算の方の資料の中でも入院の方が減っ

てきているんです。入院の方が減ってきている中で、高齢者の改悪がある中で。」）じゃあ

部長、結構です。改めて２回目に質問してください。具体的にこの議案について、中身、お

願いします。

質問して答弁していただこうとしているんですから、議長の権限があるとはいえ、５番議員

そういう異例な形で答弁を阻止するのはやめていただきたいなというふうに思います。広陵

町の議会運営の条例にのっとって議会運営を誠実に進めていただくように議長にはお願いを

しておきたいと思います。

というのは、決算の具体的な数字ということにつきましては、なかなか難しい問題実際あ

るのは承知しているわけですけれども、これ毎回毎回、去年も医療の改悪がある中で、この

実態として数字の中ですぐにそれが見えるかどうかというのは難しいですけど、資料で出し

ていただいている数字の中で、実態の中で見れば、その制度改悪、決算の影響が出てきてい

るということを指摘いたしたわけなんです。

そういう部分に対して午前中にも老人扶助制度の条例改正があったわけなんですけれども、

例えばああいう部分で広陵町が力を尽くしていけば、医療の抑制にもつながっていきますの

で、この老健の方の会計にも影響してくるということになるわけです。それと、そういうお

困りの方をやっぱり救済していく、医療の立場でそういう方を救済していくという姿勢がな
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いと、とんでもないことになっていくわけですから、それはこの決算を踏まえてそういう意

見を予算に反映させていただかなきゃいけないと思うんですが、３月になって言うたとして

も、なかなか具体的には予算に反映できないということがありますので、決算の中でそうい

う経過踏まえて予算に反映していただきたいということを含めて質問させていただいており

ますので、ぜひご答弁いただきたいんですけれども、いろんな医療の改悪の中で、姿勢につ

いては前向きに取り組んでほしいということでお願いしました。

もう一つは、足元の施策としてできることがたくさんあるわけですから、老人医療に対し

てもできることがあるわけですから、それについてどのように考えていただいているのかと

いうことです。午前中の議論にもありました老人扶助の問題ですね、 の問題、広陵町独自

でも幾らでも施策は続けられるし、いろいろなそういう施策が今必要じゃないかということ

を質問したわけです。わかりますか。だから、そういう点を反映していただかないと、国の

制度だということでどんどん老人の医療について置き去りにされてしまいますからというこ

とで質問していますので、趣旨を理解していただいてご答弁をお願いします。

住民生活部長！議 長

おっしゃっていただいておりますのは、今まで でしたら６９歳までというこ住民生活部長 

とでやっておりました。それから、７０歳になりますと、老人保健は適用されて、収入に関

係なくすべての方は１割負担だと、こういうことがあったわけです。それが今、今度７０歳

から７４歳の方については、それぞれの保険の中でやっていただいて、所得の高い人につい

ては２割負担、あとの方については１割負担と、こういうことになるわけです。だから、そ

れを例えばもっと負担額を減らせと、減らすような施策を立てよと、こういうことなんです

か。（５番議員「だから、年齢を引き上げなくても従来どおりでやっていただいたら

と。」）いいや、これは年齢を引き上げなきゃ、これは国の施策ですので、それを町が勝手

にそしたらはい今までどおり７０歳からそうしますよと、そういうことは、ご承知いただい

ているように、できないと思うわけなんですけれども。（５番議員「町の条例としてつくれ

ばやっていくことはできる。」）

そりゃ何でも条例つくればできるわい何でも。議 長

いやいや、それはやはり国の法律が優先しますので……。住民生活部長

どんなことでもできるやないかそんなんやったら。そんなこと言い出していったら。議 長

その辺のところはちょっとご認識をいただけたらと思いますが。（５番議員住民生活部長

「だから検討してもらいたいということを言うただけで。」）
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だから、もう少し回り道せずに真っすぐに質問したらすっとわかるんですけども、議 長

なかなかわからない、回りくどい話をされますので理解がしにくいということを先ほど言う

てんです。だから、この決算についてきちっとストレートに質問できれば答えようがあるわ

けですけども……。お願いしますよ。

そういうことでひとつご理解をいただいたらと思います。（５番議員「いやい住民生活部長

やいや、何か言うてるやん。）

ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

ないようですので、厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありません議 長

か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程１２番、議案第５９号、平成１３年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決議 長

算の認定についてを議題とします。

本案について質疑に入ります。 ４番議員！

歳出のところで、いわゆる介護予防費のところであります。これについては、町長４番議員

が８月就任し、９月以降判断のできる時期になってたと思うんですが、この決算で見ますと、

８７２万６，８３０円を使っておられるわけなんです。主にはほとんどが人件費ということ

になろうかと思うんですが、これはいわゆる停止をするというように判断されて、いつのと

きからの判断になったんでしょうか。これ自体が１４年度は完全になるでしょうけれども、

１３年度は結局８割強使われてしまったという点で言えば、次の年度での影響は非常に大き

いというように思うんですが、それについては別途考えておられることがあるのかどうか。

お年寄りから広陵町だけ余分な１，０００万円のお金を保険料に上乗せしたということに対

しての町長の就任後の経過を教えていただきたいと思います。

それから、先ほど議論していた内容なんですけれども、準備基金積立金というのは、どの

法律に基づいてここに積み立てされたのか。繰越金が全く出ないということになっています

けれども、繰越金と基金との関係をどのような形で判断されたのか。これは国のいわゆる法

律的な制度ですよ。あくまでも法律上こういう形での処理をしなさいという根拠はどこにあ

るのかお聞きしたいというのが第２点であります。

それから、介護保険の問題について、医療とのはざまの部分が非常にあって、医療か介護
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かという点については、この制度が開始された時点でも揺れ動いた状況があったわけなんで

す。一方では医療費の削減につながる部分もあるんだということがあったわけなんですけれ

ども、そういう点での認識はどのように持たれているのかお伺いをしておきたいというよう

に思います。

それと、介護の状況で言えば、結局はこの介護制度ができて、この制度の矛盾点という部

分で言えば、病院に今まで入っていた人が介護認定を受ける、それで認定の施設での処理に

なるというような点についても、施設がないという形での実行が矛盾が起こっていたと。あ

るいは、特養について今までの制度を介護保険に上乗せしてしまったと。そうなると、半年

に一回今行われている認定作業の中で、自立という判定された場合についての処置はどのよ

うに考えておられるのか。これは広陵町ではないのかあるのか、まず聞かなきゃならないと

思いますけれども、施設に入っていた方々が自立認定をされることがあったのかどうか、ま

たそういうのが奈良県下でもどういう状況があるのかというのも１つ聞いておきたいという

ように思うんです。

それと、介護の場合については、自立のための支援施策が重要だというのは当たり前の話

だと思います。そういう点では、一般会計のところで自立支援の範囲が非常に拡大されてき

た経過があります。それは一般会計で持つということで、これは認識は一致しているという

ように思うんですけれども、この自立支援のところで言えば、シルバー人材センターのとこ

ろでも積極的にお年寄りが今働いておられるわけなんですけれども、これについても、これ

はまた後でまた話聞くと思います。以上です。

健康福祉部長！議 長

まず、一番最初ご質問いただきました保健福祉事業の件に関しての経過でござ健康福祉部長

いますが、全員協議会並びに１２月の本会議でもはっきりとご説明をさせていただきました

とおり、１３年度の予算執行については、現状のままで執行しざるを得ないと。１４年度か

らについての予算について、人件費等についての組み替えなりというような内容で対応させ

ていただきたいと。しかるに、１２年度、１３年度におきまして保健福祉事業に充当いたし

ました財源は、給付の準備基金の中に積み立てておりますので、それを取り崩して保険料の

抑制財源として使うというふうにご説明を申し上げたという記憶を持っており、午前中にも

その件はご説明を申し上げました。

続きまして、基金の根拠云々でございます。まず、朝からの続きの話になりますけれども、

給付に関しての１号被保険者からいただきました保険料は、あくまでも１号被保険者の方々
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が出された自分たちの給付に対する掛け金でございます。それによって国、県、基金からも

同じような内容で財源の補てんがありますけれども、国、県からは税金として出てきており

ます。また、基金からは第２号被保険者の掛けていただきました掛け金でございます。当然

国、県、基金につきましては、全額一遍にくれるんではなしに、給付の状況を見合いながら

仮払いという形で絶えずくれますので、それを決算しました段階でもらい過ぎというのが必

ず出てくるわけです。それを返すんですと。１号被保険者について返すという論議はそれじ

ゃなしに、給付の準備基金ですから、給付の財源とするべく準備基金に積み立てていくんで

すと。これは介護保険法による介護保険制度の中で指導されてきている内容でございます。

（４番議員「法律は何条。」）条文については、現在私はっきり覚えておりません。

それから、医療と介護の観点でご質問いただきましたけれども、介護保険につきましては

医療ではございません。あくまでも生活支援、生活介護をしていくための基礎になる法律で

ありそれのサービス提供であるという認識をさせていただいております。

続きまして、お答えをさせていただきます。病院入院中につきましての方々について介護

の適用はできません。退院をされてから、居宅において生活をされるに当たっての支援をさ

せていただくというのが介護保険に定められたサービスであり、そのときの状況、等級が５

つに別れておりますけれども、その等級に応じたサービスの内容をケアマネジャーが組み立

てていくというのが基本であるということは認識いただいていると思います。

それから、特養に収容されている方、要は施設の入所者に対して介護保険の適用の中で自

立認定だというようなことがあった場合どうするんかということで、県下の状況はというこ

とのご質問をいただきましたけれども、現実にそのような場合はございません。

それから、自立支援をどうするかと。自立支援というものにつきましては、要は介護保険

の適用にならないように健康で過ごしていただけるようにというのが基本でございます。万

一介護を必要とする場合においては、しかるべき介護のサービスを提供させていただくとい

うのが介護保険制度の趣旨ではないかと思いますので、よろしくご理解をいただきたいと思

います。終わります。

４番議員！議 長

特養の場合でも自立になる可能性、あるいはまたそのために特養の中でリハビリや４番議員

その他も含めてやっているわけですから、それは当然あり得るわけなんですけれども、そう

いうようなものは今１件もないということなんで、なった場合のことについては省いておき

ます。
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それと、介護と医療というのは当然違うわけなんですけれど、ただ訪問看護等やその他の

部分ですね、具体的に一例挙げますけども、要は介護保険制度ができるまでは医療制度の分

野で行っていた部分があるわけなんです。それが介護制度に移行した部分があるわけなんで

す。そういう中で医療費にかかわる影響度ちゅうのが一時期試算されたことがあるんですけ

れども、１３年度の決算を見て、そういうものがあらわれているのかどうかちゅう認識を持

っておられるのかということを聞きたいわけです。

いわゆる介護が始まったために、医療の分野においては非常に少ない、費用が減ってきた

という分なんです。１３年度の決算で見ると、広陵町の医療費給付全体から見たら、非常に

減った状況が生まれてます。これは原因は何かわかりませんけども、そういうような内容も

あるのかということも含めて今介護制度のその中で聞いておるので、そういう認識を持って

保険制度全般を見ていただいたのか、あるいはまたそういうような資料が政府、県などで出

ているのか、また広陵町でもそういう認識を持っておられるのかということを聞いているわ

けなんです。

それと、支援事業あるいは予防については、この１，０００万円を取るときは、予防をと

いう問題に２つに分けておられたわけです。介護保険で行うべき予防、それから一般会計で

行うべき予防。ところが、介護保険制度の国の制度から見ても、予防についてはこの本会議

でも例を挙げましたけれども、予防については一般会計でやっていいですよと、わざわざそ

れを指摘した文書が介護保険制度の中に出ていたと。こういう問題からいって、この１，０

００万円の活用の問題というのが問題だということで改善をしていただいているわけですか

ら、やはり予防については当然一般会計からやっていく、介護保険制度の中においてはあく

までも介護保険の部分で処理するんだという認識に改められたのかということの質問に変わ

ってくるんですけども、その点についても確認しておきたいと思います。

健康福祉部長！議 長

まず最初、医療費の対応でございますが、介護保険のサービスによって医療費健康福祉部長

がどれだけ落ちたかという比較はいたしておりません。

それから、保健福祉事業の観点でございますが、保健福祉事業をスタートさせるときに、

平成１２年度スタートのときに条例を制定させていただきましたが、そのときに事業所とし

てひまわりというものを設置しますと。その内容についてのご説明も申し上げたと記憶させ

ていただいております。

それで、介護に介護保険での予防の分野、一般会計での予防の分野、これは表面上見れば
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重複するかのように思いますけれども、制度の内容から見れば異なるものなんです。でも、

それを一々ひもといていってても、いつまでもこじれたままですので、町長の判断で、予防

についてはもう一般会計で一括しようじゃないかと。保健福祉事業というものについては、

介護保険の範疇の中で介護を必要とする者の勉強に徹しようというふうに整理をされたとい

う経過がございますので、その点よくご理解をいただきたいと存じます。終わります。

５番議員！議 長

先ほどの黒字の分についてでございますが、先ほど給付に繰り込むということで言５番議員

っていただいています。給付に全部すぐに繰り込んでいただければ、それは介護保険料に反

映していくということになるわけなんですけれども、基金として積み立てておいたならば、

給付として活用できない、そこのずれではないかというふうに思います。これだけのたくさ

んの額、予定ではこの準備金については０に、朝も言いましたように、０になっている予定

だったわけですから、それがもう既にこれだけの８，０００万円というような高額な基金の

積み立て、上乗せになっているわけですから、これは基金に置いておかなければいけないと

いう根拠がないという、そういうことなんです。ですから、この介護保険の会計の中に繰越

金として残していっていただいて、そして給付の方に回していただく、あるいは３年間で計

画的に回していただくという方法もあろうかと思いますけれども、その辺を時期の問題だと

いうふうに思いますので、赤字になるのを待って、赤字になったら取り崩しするんだという

ような形での給付に回すというやり方が法の本来の趣旨ではないと思います。現実にこの３

年間の中で例えば給付に回していくという計画が必要だということを考えますので、その点

についていつ給付に繰り込んでいただけるのかお聞かせいただきたいと思います。

それから、訪問リハの方が全く実施されていないわけなんです。これは訪問看護とかまた

デイケアとか、いろんな形で要望が満たされているということでしたけれども、当初からき

ちっと介護保険制度のサービスの一つとして組み入れられているのですから、選択できるよ

うに、利用者の方が介護保険の制度の枠内でいずれも選択できるということが基本なんです。

ですから、満たされているかどうかは利用者が判断する問題ですので、訪問リハもやってい

ただかなければいけないと思いますが、この点についてはどのようにお考えいただいている

でしょうか。

それから、減免の実際、介護保険負担額の軽減ということで実態を出していただきました

ら、法施行後の方で２６人、当初からの軽減措置の対象で２４人ということで、障害者の方

が２人ということで、人数の方はかなり少ないし、予算の方もそれほど決算見ましても、こ
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れは一般会計の負担になるわけですが、必要なかったわけなんです。

しかし、また今後は国の措置のヘルパーの無料化の問題につきましては、２００３年度か

ら２００４年度まで６％になり、２００５年から１０％ということになりますし、障害の方

は２００５年から１０％ということになってまいりますと、大変負担が大きくなるので、現

状で大変喜ばれている、平成１３年度の決算の中でもそれほど多くはない人数ですが、喜ん

でいただいている部分について継続していく必要があると思いますが、この点についてはど

のようにお考えいただいているのかお聞かせいただきたいと思います。

５時で終わりたいと思うんですが、どうですか。まだするんですか。議 長

終わるように努力はしますが。５番議員

また、いろいろな部分で議論できるわけですけれども、保険料の３原則について、これは

守らなければペナルティーが科されるんだということを策定委員会の中でもおっしゃってお

られましたけれども、現実今の平成１３年度の時点で、今ちょっと正確な数字持ってこなか

ったんですけれども、保険料については３７０ぐらいの自治体でしたか、減免制度とってお

りまして、３原則守りながらというところもたくさんあるんですけれども、またサービスに

つきましても、ちょっと数字覚えておりませんが、かなりの自治体で軽減措置とっているわ

けなんです。それが今後も大いに広まっていくだろうというふうに思うわけですけれども、

この３原則について、やはり実態を見て、広陵町の町民の利用者の皆さんの実態を見て、必

要であれば必要なことをやっぱりやっていくという積極的な姿勢が求められていると思いま

すが、それについてどう考えておられるかお聞きしておきたいと思います。

健康福祉部長！議 長

まず、簡単にご説明をさせていただきます。先ほど来申し上げておりますよう健康福祉部長

に、基金に積み上げてある給付の準備のための基金ですね、これについては、方針としてま

ず８，０００万円の基金の中から１５年度の保険料の抑制財源に使います。使った残りしか

ございません。そうすると、今現在では１カ月の給付分にも満たないような金額になってし

まいますので、それをいつ充てるのかと言われても、充ててしまってから赤字になって、後

年度でさらに保険料をその分また余計高くなりますというような１号被保険者に対しての二

重の賦課を避けたいと思いますので、基金として当面持っていきたいというふうには考えて

おります。

それから、訪問リハにつきまして、サービスのメニューの中には十分入れておりますので、

利用があれば、事業所の方からの給付請求が回ってまいりますので、当然支払うべき内容の
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ものでございます。

それと、減免の関係をおっしゃっていただきました。これにつきましては、２つの減免が

ありまして、１つは法施行前から施設に収容されている方とか、あるいはそのサービスを利

用されている方々に対するもの、これにつきましては、国の特別施策としてやっておられる

ものでございます。

それと、あと法施行後でサービスを受けられるようになられた方に対しましても、今県下

同一の要項で実施しておりますけれども、それも国の特別措置がなくなりましても、県の方

の措置は今現状としてはなくならない、このまま続けていくであろうという予測を持ってお

りますので、よろしくお願いを申し上げます。

それから、保険料の減免につきましての３原則遵守の件でございます。これにつきまして

は、再三この議会でも論議をしていただいたとおりの内容であり、介護保険策定委員会の中

でも松野議員にもご説明を申し上げましたとおりでございます。

なお、住民の方々が求められる内容のものであり、法の制度を曲げない範囲であれば当然

やっていくべきものはやっていくべきものであるという考えは持っております。

しかし、現在のところといたしまして、１５年度から以降の保険料を算定するに当たって、

減免というものについての考えは一切ございません。終わります。

５番議員！議 長

今後の平成１５年以降についてやる意思が全然ないということなんですけれども、５番議員

今度は特に１７％の第１号被保険者の割合が１％上乗せされるとか、また５段階の保険料の

納入のランクのところが、課税所得に２５０万円を２００万円に切り下げるとか、そういう

改正が今なされてきているわけです。そうしますと、本当に低所得者の方にとっては、その

基準を２００万円に下げていくのは一定の効果を反映させるためだろうというふうに思いま

すけれども、２００万円以上は全部高所得で生活が豊かだということにはとてもとてもなら

ないのが現状なんです。そういう点について抜本的な改善にはなりませんが、６段階制の導

入ということも、これは厚生省の方も言っているようですけれども、比較検討する必要があ

ろうかと思いますが、この点についてはどのようにお考えなのかお聞かせいただきたいと思

います。

そして、この平成１２年、１３年、２年間の決算状況を見てきたわけなんですけれども、

平成１２年、１３年度の決算状況と利用状況を見まして、１５年度よりの見直しに反映すべ

き点としてどのように把握していただいているのかお聞かせいただきたいと思います。以上
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です。

はい。議 長

１５年度以降の課税の内容につきまして、１号被保険者が負担すべき財源１７健康福祉部長

％が１８％に、それから２００万円以上の、これは所得でございますので、収入金額、要は

年金を所得に直しますと、２００万円の所得というたらかなりの年金の支払い者になります

ので、それもご存じかと思いますけれども、この内容については、現在まだ改正の指示、直

接な指示は出ておりません。そういう方向で進むであろうということのニュースはつかんで

おります。

それと、５段階を６段階に、あるいは１２年、１３年度の給付の状況等をもとにどのよう

にというご質問に関しましては、これは介護保険事業計画策定委員会でまずご審議をいただ

く内容であろうかと思いますので、ここでの私の答弁は控えさせていただきます。終わりま

す。

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。ご異議ございま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会することに決しました。議 長

なお、本日行われなかった議案に対する質問並びに一般質問につきましては、あす１２日

午前１０時から引き続き行うことといたします。

本日はこれにて延会いたします。

ご苦労さまでした。

（Ｐ.Ｍ.４：５５延会）
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平成１４年９月１２日広陵町議会

第３回定例会会議録（３日目）

平成１４年９月１２日広陵町議会第３回定例会（第３日目）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１５名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 小 原 昇

３番 片 岡 福 美 ４番 寺 前 憲 一

５番 松 野 悦 子 ７番 吉 田 信 弘

８番 中 山 正 ９番 山 本 登

１０番 青 木 義 勝 １１番 笹 井 正 隆

１２番 坂 口 友 良 １３番 山 本 悦 雄

１４番 松 本 政 治 １５番 吉 岡 章 男

１６番 出 張 光 男

２ 欠席議員は、なし。

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 吉 村 崇

総 務 部 長 土 佐 敏 行 健康福祉部長 大 西 利 実

住民生活部長 野 村 完 治 環 境 部 長 山 村 吉 由

都市整備部長 吉 村 正 勝 水 道 局 長 中 尾 勝

教育委員会事務局長 竹 田 健 次

４ 本会議の書記は、次のとおりである。

局 長 西 辻 眞 治

書 記 乾 善 雄 野 村 克 也



－150－

ただいまの出席議員は１５名で定足数に達しております。議 長

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：０２開会）

なお、本日の会議は議案の審議を午前中に、一般質問は午後に予定しておりますので、ご

協力のほどよろしくお願いしたいと思います。

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 議案第６０号 平成１３年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

２ 議案第６１号 平成１３年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について

３ 議案第６２号 平成１３年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について

４ 議案第６３号 平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計歳入歳出

決算の認定について

５ 議案第６４号 平成１３年度広陵町水道事業会計決算の認定について

６ 議案第６５号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて

７ 一 般 質 問

まず日程１番、議案第６０号、平成１３年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決議 長

算の認定についてを議題とします。

本案について質疑に入ります。 ５番議員！

まず第１点は、これ下水道の事業も進捗してきて、当初は平成１４年度で一応計画５番議員

は完了する予定だったんですが、いま少しずれ込んでいますので、かなり進んできたとはい

え、どのような今後の見通しを持っていただいているのか、その点についてお聞きをしたい

と思います。

それからもう一点は、計画がずれてきていますので正確ではないんですけれども、債務の

返済の方のピークがまだ４年後か５年後ぐらいになると思うんです。かなりの返済をしなけ

ればいけないんですけれども、大変金利も落ち込んでいる中で、貸出金利ですね、借りる金

利ですね、まだまだ高金利の債務が残っているのではないかと思います。しかし資料でいた

だきました平成１３年度の決算カードを見ますと、平成１３年度は繰上償還が一件も行われ

ていないということなんです。今これほど財政が逼迫している中で、とりわけ下水道会計に
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とりましてはこれからもますます返済の額がふえてくるというような中で、積極的に繰上償

還をしていただくことが大切ではないかと思いますので、繰上償還についてどのようにお考

えになっていただいているのかという、この２点についてお聞きをしたいと思います。

都市整備部長！議 長

まず、１点目の全般にわたります今後の下水道の見通しという内容のご質問で都市整備部長

ございます。

現在１３年度末での普及率は広陵町全体で言いますと９３．８％、水洗化率が広陵町全体

で８３．５％、そのうち在来地区の水洗化率が８月、この８月末で６９．８％と、このよう

な数字になっております。そういうことから、普及面から見ますと広陵町の普及率が９３．

８％と、こういう率的に申し上げますと非常に高い率になってきております。そういう面か

ら見ますと順調に進捗していると。これもあくまでも現在認可を取っております区域内での

進捗状況でございますので、最終的に平成１７年度末で現在認可を取っております区域は全

部工事が終了するという予定でございます。そういうことから見ますと、まだ在来地区の中

でも各大字の細い道路等でまだ管の入っていない未整備の地区がございます。そういうこと

も視野に入れまして今後は認可を変更、いわゆる認可申請をもってふやしていかなければ工

事ができないという状況でございますので、平成１５年度からはこういう内容を見据えまし

て認可を取るべき作業もしていかなければならない。いわゆる未整備の地区がまだまだござ

います。それには認可が必要でございますので、１５年度からそういう内容での認可をふや

していく、地区をふやしていくと、このような内容の作業も必要かと思っております。

ただ数字的に申し上げますと、普及率が９３％、これは既に管が入って接続していただけ

ればすぐに流していただけるという状況でございます。あくまでもこれは認可区域だけのこ

とでございまして、先ほど申し上げましたように、在来地区のまだまだ細い道路等、細かく

追及していけばあると思います。現実にございますので、そういう面での整備も必要でなか

ろうかと考えておりますので、また新しい年度になりますと、そういう面を見込んで認可を

取っていきたいなと、このように考えております。

水洗化率の伸びも若干、昨年度と比べますと、昨年度では、１２年度末では６５％が今現

在で６９．８％になったということで、またさらにこういう面につきましても接続に関しま

して努力を重ねてまいりたいと、かように考えております。以上です。

２つ目の答え、債務。 収入役！議 長

起債の繰上償還の件でございますが、下水道事業会計におきまして、いわゆる繰上収 入 役
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償還できるといいますか、交渉できる起債につきましては、ことしの第１回の定例会の資料

にもつけさしていただいておりますように、縁故債は南都銀行でもうほとんど残っておりま

せん。１３年度に返しまして、もう５万円ほどしか残っておりませんので、こういった縁故

債の関係で繰上償還が交渉できる範囲というのは、もうもうないと、こういうふうに思って

いただいて結構かと思います。

ただ、下水道事業につきましてはほとんど政府債、大蔵省からの借り入れの政府債とか、

公営企業、金融公庫からの借り入れなどが中心でございまして、これにつきましてはそれぞ

れ確かに高い金利で借りているところもあるわけでございますが、すべて契約どおりで、お

互いに契約行為でやっておりますので、これをなかなか解消するというのは特に難しいと。

特に政府債につきましてはそれぞれ特別な条件が示されない限りはなかなか交渉してこれを

解約すると、繰上償還をするというのは、もうほぼ無理な状態でございますので、ひとつご

了解お願いいたしたいと思います。

５番議員！議 長

今後もまだ未整備の地域について申請作業が要るということですが、もう一度洗い５番議員

直していただきまして、新たな計画をつくっていただくことが大事になってまいりますので、

ぜひその点については新たな計画、また再度議会の方にも提示していただきたいと思います。

それから、繰上償還の方では縁故債ほとんどなくて政府債だけということですが、今ちょ

っと政府債の借りかえについての条件について手持ちないわけですけれども、一定の部分で

の政府債の借りかえも最近は認められてきている状態もありますので、なかなか難しいのは

重々承知しているところでございますが、あきらめずに県を通じ、また１０、１１月には町

長も上京していただくということですので、ぜひ繰上償還について政府の理解を求めるよう

にお願いをしたいと思います。

それからもう一つ、大変財源が厳しい中で一番大きな財源を生み出せるのは、かねがね言

っております入札の適正化なんですけれども、入札制度についてもかなりのところで改善を

してきていただいている、こういう努力は本当に大きく評価するところでございますが、実

態といたしましては、少しの例外を除いてまだまだ落札率が高いっていうような状況が改善

されないわけです。そういう点で言えば、業者の指導も含めて、この入札について適正な競

争原理が働くように一層の努力をしていただくことが、この財源、今後の工事、残りは少な

いわけですけれども、まだまだ必要な財源措置だと思いますが、この点についてどのように

お考えなのか、あわせてお聞きをしておきたいと思います。
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それから、ちょっとわからないのでお聞きしたいんですけれども、公共下水道建設費と特

定環境保全公共下水道建設費の歳入歳出のバランスの部分でお聞きするわけですけれども、

歳出の方で公共下水道建設費といたしまして２億６，９００万円余りが支出されているわけ

です。特定環境保全下水道建設費の方で４億４，６００万円余りなんですが、歳入の方で見

ますと２９３ページなんですけれども、国の方の補助金の方が公共下水道建設費の方で５，

６００万円と、それから町債の方の公共下水道建設事業債で４億４，０００万円、トータル

しますと５億円ほどが公共下水道事業の歳入となっているんです。特定環境保全公共下水道

事業の方は国の方の補助金が１億６，５００万円で、町債の方が３，１００万円ですから２

億円ぐらいなんです。その歳入と歳出を比べますと、歳入、公共下水道建設費の方で歳入し

た部分がストレートに歳出の方につながっていないと、公共下水道建設事業の歳出につなが

っていないという形になるわけなんですけれども、これは過年度の分の問題なのか、ちょっ

と理解が基本的な問題なんですけれども、ちょっと理解できておりませんのでご説明をお願

いしたいと思います。

あわせまして、その公共下水道建設事業の方と特定環境保全下水道建設事業の方との国の

補助金の案分を教えておいていただきたいと思います。以上です。

都市整備部長！議 長

まず、歳入につきまして国庫支出金の２億２，１００万円の内訳でございます都市整備部長

が、公共の方では５，６００万円、特環で１億６，５００万円で２億２，１００万円の補助

金でございます。

続きまして、町債で４億７，２００万円の内訳でございますが、公共で４億４，１００万

円と流域で３，１００万円、こういう内訳でございます。

次の歳出でございます。公共下水道の内訳といたしまして支出済み額が７億１，５４７万

８，０００円、このうち不用額で１，７５３万２，０００円がございます。この不用額の内

容といたしまして、公共で人件費及び水道管の移設補償等がございます。特環の方でござい

ますが、内訳といたしましてこれも同じく人件費でございます。人件費の不用額でございま

す。

それと、流域の下水道事業費、これにつきましては流域下水道の負担金で３，１１０万５，

０００円でございまして、あわせて次に協会の負担金が５万５，０００円と、こういう内容

のものでございます。

助役！議 長
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入札制度の改善に伴う落札価格、それから競争原理をいかに働かすかというご質問助 役

でございますが、現在競争原理を働かすために指名業者を数多く選定し、競争原理を働かす

ようにしているところでございます。今後最低制限価格の設定とか、あるいは郵便による入

札とか、電子郵便による入札とか、種々細かく現在選定委員会では検討しているところでご

ざいます。以上です。

松野さん、そんだけやったかな、あんた聞いてんの。（５番議員「補助金の率がわ議 長

かれば、それもちょっと聞いておりましたので、もしわかればでいいです。わからなかった

ら別にいいです。」）じゃ委員会の方に出してもらいましょうか。（５番議員「構わないで

す。」）

ほかに。 ３番議員！

下水道の今整備状況をお聞きしたわけですけれども、今供用開始をしているところ３番議員

でまだ接続されてないという未設備の接続のところが大分あるというふうに思うわけですけ

れども、それの戸数はどれぐらいあるのか。それと、それをすべて接続した場合の収入の金

額、入ってくる金額は幾らになるのかをお聞かせください。

都市整備部長！議 長

すべて接続した場合の金額はちょっと私まだ算定しておりませんので、また必都市整備部長

要であれば出さしていただきます。（３番議員「委員会の方に出してください。」）はい。

それと、普及率の整備人口というんですか、その人数は２万９，１９６人、それと行政区

域内の人口３万２，０８４人、水洗化率で広陵町全体を見ますと、接続済みの戸数が６，９

０４戸、供用開始区域の戸数が８，３９２戸、これは広陵町全体でございます。そのうちの

在来地区の水洗化率の戸数は２，７６０戸でございます。

いいですか。（３番議員「はい。」）議 長

１０番議員！

在来地域、私たちが住んでいる、私が住んでいる在来地で、いわゆる本管が来て１０番議員

いる、しかし民間の開発業者が開発された住宅地においては道路としてない、いわゆる民有

地になっているとこが多々あるわけです。そのとこの住民の人たちがくみ取り式であればや

いやいおっしゃる場合もありますのやけど、いわゆるほとんど水洗になっておりますから、

そういうシステムになってますから、既に何の別に日常生活には不便がないということで、

かなりそのことでもおくれているように思うわけですので、いわゆる民間開発業者が開発さ

れた住宅地の、いわゆる道路としてないとこにも当然そこへいわゆる下水浄化センターを供
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用していただけなければ、いわゆる何のためにやってるかわからんということですので、そ

のような箇所に対して、いわゆるその人たちも接続していく、いわゆる民有地であってもそ

れを管を通してやっていくと、本管に接続して供用開始を推進していくという一つの考え方

も当然あるわけで、住民の人たちから私の方とかいろいろ話があれば一番いいわけですけど、

ほとんど日常生活に何ら関係がなければ、ただ水洗は水洗ですから、ほんでまた公共下水に

ジョイントすれば、接続すれば高くつくんじゃないかなという、また考えておられる人もあ

るわけですので、そのような場所にいわゆる供用をしていただくために当局としても、いや

それはもうほっといて、それはもうそんなん向こうから言うてきはるまでほっといたらいい

とかじゃなしに、もうちょっとアプローチをしていくとか、どのような形でそのことを供用

していくように進めていくというようなことを考えておられるのか、ちょっとお聞きしたい

なあと、こう思っているわけです。

都市整備部長！議 長

民有地でいわゆるそういう工事を是が非ともしたいと、それにつきましてはお都市整備部長

っしゃっておりますように道路として、町道として認定がでけてないが、いわゆるだから認

定されてない道路ですので個人の所有地という解釈から申し上げますと、どうしても下水を

布設したいと言うなれば、その区間だけ、民有地内だけ管を布設してもらう、こちらの指導

によって、その設備は広陵町へ寄附いたしますと、ですから本線に接続さしていただくと、

さしてもらいたいと、こういう申し出があるわけです。また、道路の認定をされれば広陵町

の町道として町が管を入れていくと、こういう２面の考え方がございまして、まず道路の認

定についてはさほど問題ないんですけども、いわゆる民有地で住宅が数戸建っとると、しか

し浄化槽でもう時代的にどうだから、ぜひとも前に管が入っとるのにというとこの、そうい

う申し出があれば、その民有地内だけその所有者によって管の入れる工事をやってください

よと、それについて広陵町が引き受けて寄附してもらったら引き受けますよと、管理上。そ

ういう指導をやっております。

１０番議員！議 長

それは結構です。というのは、いわゆるそのような民間業者が開発したそういう１０番議員

住宅がどんだけあってということ、わかると思うわけで、そっちの建設課でも把握でけてる

と思うわけですから、そのことも含めてそのような何戸あって、どの地域でどのぐらいある

かということを出していただいといて、まあ向こうから言うてくれば別として、いわゆるど

うせ公共下水にジョイントしはる、いわゆる単独浄化槽であっても耐用年数も当然傷んでき
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たらしかえないかんということも含めて、その意味で全体的に、その場合はこちらから何ら

かの知識を、いわゆる教えておくことが、早く推進していただけるし、またその場合、まと

めて何軒かが同時にそのようにしていただくというメリットもあるわけですから、そのこと

も全体そのような箇所も調べ上げといて、ほで、こちらからとにかく公共下水にジョイント

してほしいということの、やっぱり考え方をやっていっていただいた方が早く行くんじゃな

いか。というのは、我々に聞こえる声においても全く気つかへんから、そこまで来たあんの

も知らんかったとかいうようなことは、常時勤めてる人とか、朝出られれば夜しか帰られな

いということで、そういうこともあって、家は水洗だから全くそのことを考えも及ばないと

いうのが多いということですので、そのことも含めてそういう場所を把握して、それに対し

て下水推進という立場で、どういうＰＲでしていくかをやることも考えていって、ほで、い

わゆる喚起していただきたいと、こう思うわけですので、その辺よろしく研究していただき

たい。

都市整備部長！議 長

よくそういう内容での、いわゆる在来地区におきまして、古くから共同住宅、都市整備部長

あるいはアパート等の家につきましては浄化槽で対応されておったと。今議員おっしゃって

ますように、かなり年数がたってきて、耐用年数が来て始終故障しとると、もうこの際、前

面道路に入っとるから接続したいと、こういうアパートいうのですか、小さな団地もござい

ます。おっしゃってますように、そういうことは調査し、またＰＲをする。することによっ

て接続していただければ水洗化率もアップすると、こういうことでこれから検討していきた

いと、かように思います。

４番議員！議 長

１点だけ質問したいと思います。４番議員

確認事項になるわけなんですけれども、従来から下水道料金については一般管理費で賄う

と、こういうことで意思統一を図ってきたというように思いますけれども、その点について

は現在も変わっていないということなのか、確認をしておきたいと思います。

それから、水洗化率の問題で言えば、在来地域で６９．何％ですか、先ほど説明あったと

思うんですけれども、その分について推進する場合の、今青木議員が指摘した問題や、それ

と戸数について何が原因で接続できないのかというところまできちんと調べて、やはりそう

いう意味で言うたら収入増に結びつく最短距離にあるところなわけですから、そういう部分

の知恵を絞った真剣な検討をお願いをしたいと思うんですけれども、その点についてもよろ
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しくお願いします。

都市整備部長！議 長

１番目の質問ですが、従来とは変わっておりません。都市整備部長

おっしゃってる青木議員と関連した内容でございますが、いわゆる水洗化率をアップする

ためには何が原因かということでございます。これにはいろんな理由がございまして、毎回

答弁さしていただいておりますように、アンケートをとりますと、今現在、家を新築したと

きに浄化槽を設置したと、まだまだ機能が悪くないので、たまたま下水道本管を入れていた

だいたが、やはりその耐用年数で故障が数多く出てくれば接続したいなというのもかなりあ

るわけです。それと、管は通ってあるけども、我々の家庭では全然反対の方で便所あるいは

炊事場等があるので、接続するのに家の庭石、あるいは非常な宅内での工事費がかかるので、

やはり浄化槽で行けるとこまで行きたいとか、こういう内容のアンケートの結果が出ており

ます。しかし全般に水洗化率を上げるのには、青木議員のおっしゃっておりますように、そ

ういう何戸か戸数が固まっておるような団地の未整備のとこについては、やはりそういう内

容のＰＲをすることによって何％かの上昇が出てくると、このようにも考えております。以

上です。

質疑ありませんか。 ２番議員！議 長

今ちょうど話が下水道の関係で出ましたので、１２月ごろに一般質問と思いました２番議員

が、今ちょうどお話が出ましたのでお願いというところで。

実は、平尾の晃和開発のところなんですが、まだ県の下水道事業計画に入っておらないと

いう場所がこないだちょっとわかったわけです。近所の住民の方から、何でそこまで来て、

うちしてもらわれへんのやろうというような話から、ちょっと政務調査さしていただきまし

たら、下水道課でまだ県の計画に入ってないですと、そういうことをちょっといただいたん

ですが、部長、是が非でも、県の下水道の計画に是が非でも入れていただきますように、早

いうちに。そうしないと土地の価値観も、町道認定ですか、晃和に私行ってきましたら、何

でやってないんですかと、何か意図があるんですかと聞きますと、いえ、ちょっといろいろ

ありまして、別に特別な意図はないんですが、ずるずると町道移管にしてませんということ

で、先般書類をいただきまして、私きっしょで平尾区長から町道認定の申請ですか、多分１

２月ごろに産業の方へかけていただけるんじゃないかなと思いますが、とにかく県の事業計

画に入れてもらわない限りは、これ話になりませんので、できるだけ早いうちに県の下水道

事業計画の中に、県と交渉していただきましてよろしくお願いいたします。
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都市整備部長！議 長

県の認可がおりてない、これは私初めに松野議員の全般的な説明さしていただ都市整備部長

いた中で、急にそういう団地がでけたとこは、やはり当初の認可区域に入っていない場所が

あると思います。多分今おっしゃってるのはそういうとこだと思います。ですからそういう

とこも今後認可をふやしていく一つの段階になると思うんで、そういう急速に団地等がでけ

たとこはもともと田んぼであったので認可区域になかったと思うんです。ですから今後はそ

ういうことを視野に入れて見直す時期が来ていると、こういうことでご理解していただきた

いと思います。

２番議員！議 長

ちょうど晃和のとこが、ちょうど安部の吉川のパーマ屋さんから上った平尾の宮さ２番議員

んの西側ですか、あの辺に戸数がもう２５から３０軒あるわけです。それがちょうど調べた

ら、割に早くは開発したんやけども、ちょうど県の下水道事業の３０年ですか、あこらの境

のとこで開発されたように思うわけです。だから外れとったんかなあと、こう思います。だ

から希望といたしまして最優先でお願いしたいと、こう思います。よろしくお願いします。

答えはいいですね。（２番議員「はい。」）はい。議 長

質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を産業建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は産業建設委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程２番、議案第６１号、平成１３年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算議 長

の認定についてを議題といたします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ５番議員！

まず１つが、墓地永代使用料返還金の件数をお聞きしたいんです。かなり３３７万５番議員

８，０００円で件数があると思うんです。今後もまた必要に応じて墓地を開発していくとい

うことは聞いているわけなんですけれども、その際の永代使用料の積算の根拠というものが

明らかにしていただいたことないんです。どういう形でこの数字が出てくるのかなというこ

とについて一度、また再度改めて積算根拠を示せるような資料をお願いしたいと思うんです。
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というのは、当初の計画段階に立ち戻らなければいけない大変な作業が出てくるのかもし

れませんけれど、用地の購入費あるいは町債がトータルでどれだけなってきているのか、あ

るいは事業費そのもののトータル等が要ると思うんですけれども、数字の。それから歳入の

方としましては、墓地永代使用料の販売額のトータル、それから差し引きの歳出に当たって

いくわけですが、今回も三百何十万円という大きな永代使用料の返還があるわけですから、

これも毎年毎年かなりの返還の数で、トータルすると何千万円という金額になると思うんで

す。そういう基本的な部分の数字を明らかにしていただいて、今後もまだ開発がされる計画

ですので、資料を今回の議会に間に合わなければ次の議会でも結構ですので、ぜひ提出して

いただきたいと思います。

それと、この墓地永代使用料返還がかなり件数あると思うんですが、この原因、時々お聞

きしているわけですけれども、その要因といいますか、原因はケース・バイ・ケースもあり

ますが、どのような状況だったのかということも加えてお聞きしておきたいと思います。

住民生活部長！議 長

それでは、お答えを申し上げたいと思います。住民生活部長

平成１３年度中の永代使用料の返還は７件でございます。それの理由なんですけれども、

ほとんどは、買いましたと、けれども家族の方へ一緒に住むようになりましたんで、また他

府県の方へ引っ越ししますので、あとお墓を建て、また守っていく者がおりませんので返還

をさしていただきたいと、これがほとんど主な理由でございます。

それから、永代使用料の積算ということでございます。起債の方につきましてはこの３月

議会でしたか、すべて今まで借入した分はすべて返還をいたしております。借金はゼロでご

ざいます。あと残っておりますのは一般会計から繰り入れをしていただいております。それ

と、そこへ利息が１％ですか、ということでずっと計算をさしてはいただいております。当

初がこれが６３年から造成等でかかられて、今日平成１３年度までの一般会計からの繰入金

と、それから利息を計算いたしますと４億７，０００万円余りの借り入れが一般会計からや

っておるというのが現状でございます。

それで、今後墓地の造成がございます。それにつきましては、できるところは今のところ

では７１０基、残っておりますのが７１０基と、それから今までやりました１、２次工事の

中で端の方ではつくっておりませんでしたんで、その部分が６６基つくれるようにはなって

ございます。その部分が一応今後のつくれる見通しというところでございます。今回つくり

ます６７基につきましては、一番北側の西の部分で６７基ということで当初予算で組まして
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いただいて、この１１月から販売をさしていただく予定で現在作業を進めておるところでご

ざいます。

それで、今簡単におっしゃっていただいております積算の根拠での概略を申し上げました。

それでそれだけ残っておる区画を、例えば仮に３年ごとにつくっていくと、計画どおりでつ

くっていくといたしますと、平成２５年ぐらいですべて完売なれば、それまでの借金、それ

から以降の建てるお金も一般会計から繰り入れいただきますけれども、その分の計算も合わ

しまして、平成２５年ぐらいになれば、全部残り分を売れるとすれば、すべてペイになるん

ではないかなというところで、今回６７基の販売につきましては町長も当初いろんな地価の

状況とかいうことで前年まで売っておりました９７万円、１区画９７万円というところで販

売をする予定をしております。それから今言いましたように、そういう一般会計の借入金、

それから今後つくります費用、そういうもんを入れての計算で一応はしております。それか

らになりますと、仮定ですけれども、その次は１１０万円、またそれから３年後１２０万円、

それから１３３万円、１５０万円というような設定でいかなければ、平成１３年度までの一

般会計の借り入れと、それから今後つくります費用の分すべてがペイできないのではないか

なというところで、今のところは大まかに計算をしているところでございます。以上です。

５番議員！議 長

今７件の墓地永代使用料返還金あったということなんですけれども、ほとんどがお５番議員

聞きしましたらやむを得ずの状況で返還されているというふうに思うんです。そういう点に

つきまして、いつも指摘さしていただいているんですけれども、全く使っていないという形

での返還もありますし、そういう場合については状況、ケース・バイ・ケース、これもある

とは思うんですけれども、とりわけ何も使っていないという場合の返還については、使用権

を持たれた方に大きな負担をかけないような形を、こんな不況の時代ですし、再度検討をし

ていただきたいと思います。

それと、その返還されるまで持っておられた期間、割合とこういう場合短期で手放される

のではないかなと思うんですけれども、大体１年未満が多いのか、その辺がわかれば、わか

ればで結構です、教えていただきたいと思います。

それと、今墓地の使用料の予定、価格の予定をおっしゃっていただいたわけですけれども、

このようなデフレの時代にあって、今どんどんかなりの大幅な率での値上げの価格設定をし

なければいけないという部分については、なかなか住民の皆さんにとって理解しにくい部分

が生じてくると思うんです。そういう点におきましては、さらに見直しをしていただいて、
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本当に利用しやすい形での新たな墓地の価格設定を再度しておきたいというふうに思います。

簡単に方向性だけのご答弁で結構ですのでお願いしたいと思います。

住民生活部長！議 長

それでは、平成１３年度の７基の永代使用料で返却された年度を申し上げたい住民生活部長

と思います。

平成２年の販売分で２基でございます。それから平成３年での販売分で２基、それから平

成５年の販売分で１基、それから平成１０年の販売分で２基ですか、そういうふうな内訳に

なってございます。（５番議員「結構古いんですね、もっと新しく改定されるんかと思って

ました。」）それから、永代使用料の事情によって、その方の事情によって、今買っていた

だいた価格の６割ということではさしていただいておりますけれども、これは当初買ってい

ただくときにいろんなパンフレットとか、また申込書、そういうところへも必ず、買ってい

ただきまして将来万が一不要になってお返し願うときには買っていただいた価格の６割はお

返しさしていただきますけれども、４割はこちらへいただきますよというようなことでは、

本人さん得心の上でさしてはいただいております。また、当初これを販売されたとき、他町

村のいろんな状況ももちろん考えられて一応６割というようなあれでされてると思います。

最近の私どもも調査いたしましてんけれども、大体その程度が皆同じ率ではないかなと、か

ように思っております。

もう一つ、今後の購入の価格の方なんですけれども、これは私の方が何ぼにしますとか言

えませんけれども、いろいろの状況を勘案いたしまして、また理事者ともよく相談をして価

格設定等についてはやってまいりたいなと、かように思っております。以上です。

１３番議員！議 長

ちょっと経理の仕方についてちょっとお聞きしたいと思うんですけど、例えば歳１３番議員

入の方の墓地使用料、これが墓地管理料と墓地永代使用料が一つになって、節のとこもそれ

が一つになってあるということで、これ節のとこで墓地管理料と墓地永代使用料はこれ区分、

節で区分した方がいいんじゃないかと思いますねんけど。そうしないと、永代使用料と管理

料は全く性格の違うもんですので。今でしたら３，４５４万６，０００円と、それを備考欄

で墓地管理料を５０１万２，５００円と、墓地永代使用料で２，９１０万円となってますね

んけど、これは節で分離でけるんじゃないかと思うんです。

それと、繰出金はないんかなと思うて見とったら、繰出金が墓地管理費の節の中の２８番

３９０万８，８３２円、一般会計繰り出しと、これ繰り出しをこういうとこの節で、墓地管
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理費の節ですんのが妥当なのか、繰入金の場合は款で繰入金というのはあるわけなんです。

管理費の方の中でこんだけ管理費がかかったのかなと思って見たら、その中に繰出金がある

というような、こういう経理はちょっとおかしいんじゃないかと、そういうように感じます。

繰出金はこれ款でちゃんと繰出金は繰出金これだけだというのをはっきりとわかりやすいよ

うに、見落としてしまうおそれがあるわけなんです。だからその辺ちょっと今後の経理の仕

方としてそうやられた方がいいんじゃないかなと思うんで、ちょっとお聞きしておきたいと。

それで見まして、この墓地管理料が５００万円余りあるわけなんです。墓地の管理費直接

費を見ましたら、この委託料２２７万８，９１１円、これが恐らく直接墓地管理の直接費だ

ろうと思うんです。そしたら半分、まあ半分もかかっていないと、これは墓の大体１，００

０個余りに達しているわけなんですね、現在見ましたら。５００万円ほどの管理費があると

いうことは。そうしましたら、それで５，０００円というのは、もう今高いんじゃないかと、

そういうふうに感じるわけなんです。

その辺につきまして、行く行くは、これ墓地をほとんど販売というか、されました後は、

これ恐らく墓地管理組合のようなものをつくってそこで移行さして、そこで独自で管理する

というような形に恐らくとられると思うんです。もう役場が手を離して管理組合でほとんど

の墓地はそうなっておるわけなんですけど、現在販売中だからこれ役場の方で管理されてい

ると。そういうことで考えましたら、大体実費に近い状態に管理費を下げた方がいいんじゃ

ないかと思いますねんけど、その点２点ひとつよろしくお願いします。

住民生活部長！議 長

まず、歳入歳出等の節の表示でございます。財政の方とも協議いたしまして、住民生活部長

おっしゃるようにわかりやすい方法での表示の仕方にさしていただきたいと、１点はそう思

います。

それから、おっしゃっていただいております２番目でございます。墓地の管理料でござい

ます。これで見ていただきますと、歳入では５０１万２，５００円という収入でございます。

そのうち実際管理として使いましたのが２６８万８，０００円です。こういう消耗品とか光

熱水費とか、また印刷製本費とか、それから委託料ですね、サービス公社の方へ草引きとか

いろいろ、またトイレの方のあれもやっていただいてます。そういう費用が合わしまして２

６８万８，０００円。あと残ります金額は人件費が１人分ございます。それが今人件費を計

算いたしますと７０４万円ぐらいになるわけです、１人分が。ただしこの墓地でその職員が

すべてかかっておるとは言えませんので、約これの３分の１程度２３２万４，０００円ほど
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が人件費としていただいてると、こういう内容でございます。

それから、もう一点のそういう墓地の管理については、そういう管理組合なりいろんなそ

ういうところへ任してやってはどうかと、それが本来の方法ではないかということでござい

ます。なるほどおっしゃることは一理ございます。ただ、まだ今例をおっしゃっていただい

たように、建ててる途中でもありますし、建てる途中であろうともそれはできないことはご

ざいません。しかしまだもう少し、例えば今現在の墓地の中での舗装、またグレーチング、

それから車の進入等、まだ何ていいますか、休憩所も前から言われてますね、一たん来られ

ましたら、そこでちょっと休憩するような簡単な建物もということをおっしゃっていただい

てますので、それらを整備いたしまして、また理事者の方とも協議いたしまして、どういう

方法が、おっしゃっていただく方法が一番適切なのかどうかというところで検討をさしてい

ただきたいと、かように思います。以上です。

１３番議員！議 長

それで結構なんですけど、人件費の見方がちょっと販売というか、そちらの方に１３番議員

も人件費はかかっているわけです。永代使用料をさすための人件費も含まれておりますし、

だから行く行くそういう移行するときに妥当性のある金額で、やはり管理費というのは徴収

するということで基本的な考えを持っていただいた方がいいんじゃないかと。何で役場、ほ

な、本当にこんだけ、役場はこんだけ取っとったんかいというような状況になりましたら、

やはりまずいんじゃないかと。

大体我々の地域の墓地管理料でもこんなに高くはないんです。よその地域は知りませんけ

れども、大体５，０００円を取ってるという、１区画も５，０００円を取っているというの

は非常に少ないと思います。向こうはちょっと箸尾の墓どれぐらいかわかりませんねんけど

も、自分とこではもっと低い金額で。だからその辺のとこをご検討をお願いしたいと思いま

すんで、よろしくお願いします。もうあれ結構やから。

はい。 ４番議員！議 長

松野議員が指摘しているように、このいわゆる積算根拠を明らかにしていただく必４番議員

要がまずあろうと思うんですけれども、１つは１区画９７万円という値段設定は、これはや

っぱり殿様商法に徹しているということを言わざるを得ないわけなんです。

１区画９７万円というのは、例えば広陵町で土地開発公社が以前に買った土地で百済を２

年前に町が買い戻した。それは何千万円の不良債権処理をしたという勘定になるわけなんで

す。この土地についてはもちろんそういう同様の内容があって、一般的に見た場合にその土
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地を幾らで売却するのかという点に関しては、現在の売却状況を見なきゃならないというの

は、これは当然のことだというふうに思います。そういう中からいうと土地の下落、あるい

はまた物資、あるいはまたその他価格が非常に下がっている状況があるわけなんです。そう

いうような状況を見ていくと、この価格についてどういう処理をするのかというのは根本的

に町自体の中で議論をする必要があろうというように思うんです。もちろん需要と供給の関

係で決まっていく面がありますから、それについては考慮に入れたとしても、あくまでもこ

れは広陵町の公共的墓地は１カ所なわけですから、こういうような現状からいっても考え直

す必要があろうというふうに思いますけれども、まず入札に係ってこの部分の設計価格は従

来とどのような変化が生じていたのか。それがまず第１点です。

それと、現在の土地の評価額で言うと、どういう形で評価が下がっているのかという点に

どのような認識を持っておられるのかということについて、その認識を持っていただきたい

というように思います。

住民生活部長！議 長

今おっしゃっていただいている１区画９７万円というのは高いじゃないかと、住民生活部長

これは殿様商法ではないかと、こういうことをおっしゃっていただいておりますけれども、

それは今は確かに土地はおっしゃるように全般的に下がっております。地域によっては大き

な下落、またその地域によっては少しの下落と。けれども、これは投資をしてるわけです。

６３年当時に投資してるわけなんです。その当時の価格と今の価格とは当然違いますね、だ

から莫大な投資をしてると。だからやっぱりそれを考えていただかなければ、ほなその分は

どうなりますのかな。だからそういう部分を勘案していろんな工事費もできるだけ、やはり

安くつくようにいろいろと考えた上での一応価格設定ということで、過去から何年度は幾ら

で販売するということで進んでこられたというようにご理解をいただけたらと思いますが。

以上です。（４番議員「設計価格の変化、従来との関係。」）それはちょっとわかりません

なあ。ことしのですか、済いません、１３年度ということでしたんで、今ちょっと持ってお

りませんけれども。

４番議員！議 長

この話は、先ほど大前提にしたように、いわゆる私的契約の部類なんです。これは４番議員

例えば全国各地で公共団体等が開発した土地が下落のために非常に苦労をしてるというとこ

ろの現状なんです。そういうような見方をまずしなければ、私最初に言ったように百済の２

区画を売却したときに非常に高い値で買ってるんです。それを一般会計で買い戻していると
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きに何千万円のいわゆる不良債権処理をしているわけなんです。こういうような、一方では

状況があって、一方、町民に買っていただく場合については、当時買った当時からの状況や

金利を加えて価格設定をするというのは、全体の中で言うとちぐはぐな認識を持ってやって

おられるというのは、これは当然のことになってくるんです。これは町全体の話ですから、

墓地だけの土地について考えを持って、あとその他のところについては別なんだというよう

な話はできないわけなんです。その責任を住民に転嫁していくという点についての問題であ

って、もう一つは、私はこの土地の価格についての設計価格というのは非常に下がってるん

です。そういうところについても検討を加えたのかどうか。従来の設計価格を使ってやって

いるのか、それとも新たに設計をしてやっていく。そうなれば非常に下がっているんです。

そういうような点についての配慮もしなきゃならないというふうに思うんですけれども、そ

ういう点について再度お願いしときたいと思います。

住民生活部長！議 長

設計につきましては、当然担当職員の方で十分な積算のもとに設計価格を出し住民生活部長

てやっております。おっしゃるように、何も前のときのやつをそのまま持ってきてるとかど

うとかいうことはございません。あくまでもその都度その都度、設計をきちっとやって、そ

れによっての入札ということでは、これはしておることは間違いございません。以上です。

質疑ありませんか。 １２番議員！議 長

管理費なんですが、こういう声を聞いております。管理費払う方からは高いとい１２番議員

う感覚なんですけど、実態問題として目に見える管理、いわゆる草刈りなんかしたとか、き

れいに何かした、それはどういうふうな形になっているんでしょうか。

それと、私前のときにも言うといた、この管理費ちょうだいしたら、必ずその後、これは

こお金はこれこれ使用するのに使ってますよと、例えばお掃除やとか清掃とかトイレの何や

とかそういうふうな、どういうふうな内訳を使ってますよと、これは必ず言わなあかんの違

いますかと、２年前から同じこと言うてるんですけどね。それも、その辺あればなかなか感

覚的な問題です。５，０００円が高い、安いか、こういうのは感覚的な問題です。現実目に

見える形としてどのような、何回お掃除とか、どのような形になさってるでしょうか。

それともう一つ、当然領収書を発行するんですが、これについてもこれこれしかじかに使

ってると、このようなそこの少し親切な報告なりすれば、まだ利用者の方もある程度納得で

きるんやないか。今の理論で言うと、もらった以上のお金の管理費がかかってるのは、確か

にこの決算書見たらそれはかかってるんですよ。かかってることは会計でわかるんですが、
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そのような私も声を聞いております。ご親切な後のフォローが必要じゃないかと思いますの

で、その辺どうでしょうか。

住民生活部長！議 長

今おっしゃっていただいてる管理料の明細を、買っていただいてる方に内容の住民生活部長

報告をしてるかどうかということですね。その辺につきましては、私もそこまではやってる

かどうかはちょっと確認を、申しわけないんですが、しておりませんので。

以前、何かお聞きしましたら、やってたこともあるということはお聞きはしてますけれど

も、今現在私も見てる範囲ではその明細は出してるのを見た記憶はございませんので、確認

をさしていただきたいなと、かように思います。それでよろしいですか。（１２番議員「あ

と具体的にどのぐらいやってるの。」）管理内容ですか。あそこにつきましては、サービス

公社へ委託をしておりますので草刈りはそうですね、それからトイレの方の清掃、それから

あそこへお墓参りとか来られて、ようごみ箱置いてますけれども、そこへごみを置いていた

だいておりますので、それの収集、そういうものをやっております。

それからあと、年度当初に買っていただいた方についての管理料をこれだけ１年間どの口

座から引き落としさしていただきますので納めてくださいやとか、それからまた、なかなか

その墓地の中の区画の分についても、これはあくまでも個人さんがやってくださいよという

ことで当初買われるときにもお話もし、お渡しもしてますけれども、なかなか刈られないわ

けなんです。だから年２回、一つはお盆前、端のご迷惑がかかりますので、ひとつやはり清

掃をお願いしたいと、やってくださいと、それがやられない、遠くにおられてできない場合

はサービス公社へおっしゃっていただいたら１，５００円でしたか、それでさしていただき

ますよと。それから以降、この二、三日前ですかも、もう一度されてないところがあるかど

うかということで、全部見に行っております。それ以外に余計なことですけれども、馬見、

みささぎ台、その他在来地の草の伸びておるところも全部見に行って、もう一度所有者に付

近の迷惑になります、環境の保全のためにもよくありませんので、ひとつやってくださいと

いうことでご通知も差し上げてます。そういう費用がかかっているということでご理解をい

ただけたらと思います。以上です。

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長
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次に日程３番、議案第６２号、平成１３年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算議 長

の認定についてを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ４番議員！

毎回議論をしているところですが、賄費のところについて質問をしたいと思います。４番議員

今回も賄いについては１億１，０００万円の費用が出ているわけです。それで、その中で

野菜やその他、いわゆる農産物等にかかわる部分については２，０００万円から３，０００

万円毎年出ているという状況であります。そういうところについて、どのように広陵町の給

食を考えるのかという根本的な問題が問われている問題だと思います。

政府の発表でも、このここにあるんですが、新農業基本法というところで、これは１９９

８年９月１７日ですけれども、食糧自給率の問題に関して国民の健康を確保する観点から食

生活のあり方を消費者、関係団体、地方公共団体などさまざまなレベルで見詰め直す国民的

運動を展開すべきであると、こういうように呼びかけているんです。これはとりもなおさず

日本の食糧自給率が先進国で全く引き離れた状態になっているということと、もう一つは日

本の食文化をどのように見直すのかという問題があるわけなんです。

学校教育の中で食についての教育というのは当然行っていただいたいるわけですし、重要

な問題になっているわけなんですが、そういう観点からまずお伺いしたいんですが、野菜に

ついては毎回言っているので、その他のところでもう一度言います。

今米の問題について一般質問をさしていただいてますけれども、米について、今国の補助

金がなくなりました。そして米についてはいまだ、いわゆる日本給食云々ところから買って

いるというふうに思いますが、現在の米の年間使用量、給食のですね、それと６０キロの価

格、購買価格等について、まず教えていただきたいと思います。

それと、これは農林水産省のいわゆる課長の、これは議員が毎月取っている新聞、雑誌で

すけれども、議長会のものですけれども、ここに最近のいわゆる食糧への不安、中国からの

輸入に対する不安、あるいはまた表示の偽りの不安、そういうようなものの不安から顔の見

える関係をつくろうと、生産者と消費者の間に顔の見える関係をつくろうというように言っ

ているんです。こういうようなところの部分から言っても、食教育についてどういうように、

やはり給食を通して考えるのかという問題がありますので、その点についても踏まえて、い

わゆる米の問題に絞って今質問しているわけですけれども、どうするのかを聞きたいと思い

ます。そして、日本人のとを聞きたいと、まず。

教育委員会事務局長！議 長
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ただいまの質問にお答えいたします。教育委員会事務局長

米食の、米の件なんですが、一応ただいま平成１３年度ではキロ当たり３２８円、１４年

度の予定といたしまして１円高の３２９円でございます。６０キロ当たり、１俵当たりに直

しますと１３年度の実績は１万９，６８０円、そこへ１４年は予定としてキロ当たり１円で

すので６０円の値上がる予定という形になっております。

それと、米飯につきましては、学校給食でただいま使用しております米飯につきましては、

自主流通米という形で奈良県産の「ヒノヒカリ」と「アキツボ」のブレンドという米で、県

下一円各市町村の米の買い入れにつきましては財団法人である奈良県学校給食会から県下す

べての学校が購入しておるという実績でございます。

それと、広陵町の場合、年間一応米の買い入れにつきましては１万７，９５０キロを使用

しておる実情でございます。（４番議員「金額で幾らになんの、掛けたらええけど。１万７，

９５０キロ。」）はい、６０キロ当たり、キロと６０キロで総キロ数の金額はちょっと今計

算してませんので。

何ぼですか、部長。議 長

年間使用料によっては年々変化はキロ数によって生じてくるという実情教育委員会事務局長

でございます。

それと、きちっといきますと、アルファー米という形である程度加工して、ゆで戻すとい

う米も購入しておるわけです。それは年間２，２００キロ、いわゆる色御飯とか、そういう

まぜ御飯のときに使う米という形で使用さしてもらっておる実情でございます。ですから奈

良県産の「ヒノヒカリ」という形で地元の奈良県産の米を奈良県の給食会の方で各市町村へ

販売してもらっておるという実情でございます。以上です。

いいですか。（４番議員「それと、町内の米の使う食生活からの使う問題、それも議 長

う一回行くわ。」） ４番議員！

一般質問してる部分と重なってくる部分があるんですけども、この中で以前は全国４番議員

の学校給食会から仕入れていた。ところが補助金がなくなって、この奈良県産の米を使うと

いうことになったということですけれども、実際にこの自主流通米、きのうも議論の中で言

っていましたように、ことしでしたら１万３，０００円になるんじゃないかと、去年は１万

六千何ぼですね。１万６，０００円してないかもわからないということなんですけれども、

実際に広陵町での米の生産あるいは農業施策から考えても、顔の見える食事をするという点

から言っても、真剣にこれは考えざるを得ない内容ではないんですか。



－169－

例えば野菜等についても２，０００万円から３，０００万円買ってるわけなんです。もち

ろんここには小売業者の方が介在されているわけですけれども、こういうのでも広陵町の生

産品を買うという形での協議は何度かしていただいているわけなんですけれども、不調に終

わっていると。

しかし、これは真剣に米についてはまさにそういう心配もない、いわゆる学校給食会から

買っているわけなんですから、広陵町内の流通、町内産を購入できるということは、直ちに

段取りが組むわけですし、またこれについては日本の米を食べていただく、食政策を考えて

いただくという点からいっても、安くても出荷をさしてもらいますよと、こういう団体があ

ったわけなんですから、そういう点について学校、いわゆる教育委員会はどのように考える

のか。

また、そしていわゆる農業施策を担当する担当課においてはこの広陵町内の米を、非常に

流通米が、広陵町では転作が非常に奈良県下で一番悪いと、そういう点で自主流通米の流通

も非常に多いということからも、この広陵町内の米を使うという点での考え方というのはと

れないのか。その点、教育委員会及び担当課から答弁をお願いしたいと思います。

教育委員会、どうですか、今の質問。 都市整備部長！議 長

きのうも申し上げまたように、これは私どもの担当で、必ず広陵町米産を給食都市整備部長

の回すということは決定でけません。ということで、また農業委員さん、そういう関係の方

とも教育委員会等を通じて協議をやっていきたいと、このように申し上げましたので、そう

いうことでご理解いただきたいと思います。

教育委員会事務局長！議 長

県が奨励しておる「ヒノヒカリ」米でございますが、本町の製造した教育委員会事務局長

「ヒノヒカリ」が、生産した「ヒノヒカリ」が、また町外、県内の周辺、県内市町村がいた

だいておるという形で……。（４番議員「いや、顔の見える食事という点からどうか

と。」）はい。（４番議員「食教育やな。」）食教育の……。（４番議員「顔の見えるや

で。」）顔の見える、いわゆる食流通ということでおっしゃってると思うわけです。

野菜系統につきましても、やはり町内流通経路があるわけで、現在の流通経路の状況をや

はり町内の業者の方々を飛び越えてなにしていくという形も含んでこようと思います。（４

番議員「米は関係ない。」）野菜関係のことです。（４番議員「米の話や。」）ですからそ

ういうことで、米につきまして奈良県産という「ヒノヒカリ」という形で今使用しておる関

係で、地元の米を、奈良県産の米をいただいているという形で我々認識しておるわけでござ
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います。

寺前議員、ご理解いただいてないと思います。もう少しわかりやすく説明、質問し議 長

てあげたら答えられるんじゃないかなと思いますので、もう一度許しますので。

ありがとうございます。４番議員

簡潔にやっていただくことが。議 長

今まず米の問題に絞ってお願いしたいと思うんです。４番議員

もう一つは、広陵町の今担当課は教育委員会と農業委員会の話し合いの中でその決定をす

るというようにおっしゃっております。今農業委員会は別個で今会議は開けない。教育委員

会がここにおられるわけですから、その責任者もおられます。そういう意味で、広陵町内の

米、これは低農薬を使って安全を心がけ、そして学校教育の中では３年生、４年生のところ

で町内の産業、農業というところで具体的に生徒が田畑に行って、その教育の現場があるわ

けなんですね、教育の一環としてあるわけなんです。そういうことからも自分たちの目で見

て、この米が買えると、この米を食べるんだということが今求められている時期なんです。

これは広陵町のことだけ言ってるんじゃくて、全国各地で今域内生産の域内消費が推し進め

られているんです。これは認識されていると思うんです。そういうところから言っても、教

育委員会についてはまずどのような方向性を持って検討できるのかということが問われてい

るにもかかわらず、その辺について、野菜についてはいわゆる生産団体と話し合いをした経

過があります。それは一歩前進であって、また後退してますけれども、米については初めて

私はここで取り上げてるんですから、そういうような全般的な問題を考えていくと、広陵町

内の米を利用する、使用する、農家の方々はそういうようなところに出荷する場合について

は、やはり子供さんに食べてもらうということからいっても、真剣に米づくりに励んでいた

だける。こういうような内容を積極的に取り組むという点の方向性が出ないのかということ

なんです。

質問事項はわかったと思います。 教育長！議 長

寺前議員のご質問にお答えいたします。教 育 長

寺前議員はかねがねこの地場産を云々と、使えというようなご意見をいただいていること

もよく承知いたしておるわけでございますが、現在局長が申しましたように学校給食会、県

の学校給食会が県のＪＡから奈良県産米を購入して、それを低コストで県内の全市町村の給

食用の米として全市町村が購入をしておるわけです。

もちろんその中には、議員おっしゃっておりますように農薬等々の検査についても、その
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学校給食会が責任を持って検査をしている、いわゆる衛生面での管理、それからコスト面に

ついても十分学校給食に価値のある米を流通されているということでございますので、した

がいまして広陵町の米が、そう小さくとらわれないで、広陵町の米は田原本町の例えば子供

も食べておりますし、田原本町の米を広陵町の子供も食べているということにもつながって

くるわけでございます。議員おっしゃるように、この米が皆さんの口に入るんですよと、こ

の地域を歩いてる中で教えるということも一つ必要であろうかと思いますけれども、奈良県

という広いある地域でのその流通経済ということも、やはりその中で教えていくことも必要

ではなかろうかなと、このように思っておりますので、現段階におきましては奈良県のその

学校給食会を通しての米を購入してまいりたいと、このように考えております。以上です。

５番議員！議 長

総務委員会で議論しますので簡単に質問したいと思います。５番議員

というのは、この今寺前議員の方が米の流通について地場産業の振興と、それから食教育

という観点から質問しているわけですけれども、もう一つ大事な要素があると思います。と

いいますのは、この近年の特徴的な傾向なんですけれども、給食費の収入未済額ということ

が発生してきております。給食費も払えないという状況が出てきているわけです。その一方

で社会の方は先ほども言いましたが、デフレの時代です。ですから給食に係る素材の賄い材

料費の経費につきましても圧縮することは容易なんです。そういう点で言いますと、その圧

縮された経費の賄い材料費がちょっと安くなった分を給食の質の方に、向上に向けていくと

いう考えもありますが、また一方で払えない人も出てきている中で給食費の見直しと、値下

げの方向での見直しということも検討の課題になってくるのではないかと思うわけです。

そういう観点から見ますと、米の流通、自主流通米を直接購入することによりまして、非

常に大きな賄い材料費の圧縮ができるわけなんです。そういう点もやはり今真剣に考えてい

かなければいけないのではないかと思います。

今教育長は流通経済も大切だとおっしゃいましたけれども、今の価格破壊の中では、まさ

にその流通経済の見直しを図る中で価格競争、まあ過当になっている部分があり、その点は

問題なんですけれども、そういう観点からも、やはり広陵町の子供あるいは保護者の皆さん

に還元していくことができる余地があれば真剣に検討していただきたい。この点については

どのようにお考えでしょうか。

それと、収入未済額の件数、お願いします。

事務局長、収入未済額の３７万８，５００円のこれ何人分かという質問、割ったら議 長
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わかるやろ、何ぼや、何人分や、２人分か、１人か。もっとあんのか。三十何万円。１カ月

３，０００円まで違うの。２，１００円ぐらい。ほな２人ぐらいか。 教育委員会事務局

長！

件数云々で今未済、未収入額の件数をおっしゃってるわけなんですが、教育委員会事務局長

以前からの分を累計で足して、年度途中から入学されて来られる方もおられるので、金額と

して累計で出してきてるので、件数としてただいま手持ちで拾い上げてないわけなんですが。

（５番議員「それで今言ったのは、そういう大変、まあいいわ、もう一回ですか。」）

５番議員！議 長

今質問さしていただいたのは、こういう大変な不況の中で給食費も払えないような５番議員

実態もできてきているわけです。その認識はしていただいていると思いますが、そういう点

でいえば、例えば自主流通米を直接広陵町の方で一括して購入していくことによって給食費

の値下げも可能ではないかということを端的に言えば指摘したわけです。その点についてど

うですか。

先ほどの答えと一緒やないか、教育長の。議 長

教育長、先ほどの答えと一緒だと思いますけど、もう一度そのようにお答えいただけます

か。 事務局長！

経費の賄費の節減という形で、少しでも安く買えるものは安くという形教育委員会事務局長

でおっしゃってるんではないかと、給食費の月３，７００円いただいているのも軽減なって

いくのではないかという意味でおっしゃっているわけだと思います。

この件につきまして、先ほど教育長が答えたようにと、自主流通米の経路また米飯につい

ての分につきましての分は、県学校給食会を通じて検査の通った、また農薬の内容も精密に

検査された安全で奈良県産米という形で供給しておるわけでございますので、やはり直農家

から購入につきましては、やはりそういう面で目の行き届かない点もあろうかと思いますの

で、安全でおいしい一等米を県学校給食会を通じまして買うのが一番妥当であるという形で、

県下すべてがそういう形で県内産をいただいているという意味で、賄費の削減にもあらゆる

面で献立の、また購入の際に栄養価の高いもので削減できるやつは削減する形で栄養士の方

もいろいろ苦労した中で献立をしていただいておりますので、全体の中でやはり削減に努め

てまいるよう努力してまいりたいと思っております。

１３番議員！議 長

学校給食の負担金です。これが３７万８，５００円未収になっておると。これは１３番議員
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普通の税金の延滞とか国民健康保険税の延滞とかと意味が違いまして、そこに生徒さんが介

在しておられるわけなんです。非常に気遣いしなくてはならない問題じゃないかと思うんで

す。これはこういう、子供さんがうちのが延滞になってあるということは子供さんに知らせ

ない形になってあるのか、あるいは子供さんがこういうこと、自分とこまだこういう給食費

を払ってないねんということを知っておられる状態になってるのか、非常に子供さんの教育

の問題にかかわる問題だと思いますんで、その辺の当然徴収しなくてはならない場合に、そ

れは生徒さんを介在しないで直接そこの家族と話し合ってやっておられる、生徒さんにはわ

からないようにやっておられるのか、この辺のことについてやり方についてお聞きしたいと、

１点はそう思うんです。

先ほどの米の問題いろいろ出ておりまして、米に低農薬とか何とかいうんですけど、僕も

百姓しとるんでようわかるんです。米で今まで残留農薬ということを日本全国できょうまで

百何十年来言われたことがあるのかどうか。米には原則的には農薬はほとんど残留しないん

です。打ったって。あの種子ですので、種子というのは非常にその中へそういう異物が入り

にくくなってるんです。野菜とかそういうものは残留するおそれがありますけど、何かその

辺ちょっと誤解のないようにお願いしときたい。

後からポストハーベストで後から投入した小麦なんかは全部してますんで、アメリカの小

麦はとった後に全部薬投入してますんで、それを日本へ持ってきて、日本の食品衛生法やっ

たら許可ならない。しかしこれを輸入とめるわけにいかんから、黙殺、黙認しているような

状況に輸入されているんです。だからそれとごっちゃになさらない。日本は薫蒸もしてませ

んし、全部低温倉庫で保管という形をとって、一切保管状況の中では薬は一切使ってないと、

これが日本の米でございますんで。

それと、先ほど町内の米の問題出まして、町内の米がどうとかこうとかいう問題じゃなし

に、おいしい米というのはここのライスセンター、このやり方という、普通は米を乾燥さす

のは火をたいて乾燥さすわけなんです。そうしましたら、やはり急速乾燥になるわけなんで

す。やはり米ちゅうのは自然乾燥が一番おいしいわけなんです。ここの乾燥の仕方はクーラ

ーを使っての乾燥なんです。だからクーラー、あれ除湿して、そのぬくもった熱い空気をも

とへ戻して常温にして、常に外気と同じ形にしてクーラーをかけたら除湿ができますんで、

そういう形で乾燥してますんで、だから非常に乾燥時間がかかるわけなんですけども、天然

乾燥に近い乾燥ができるということで、そういう意味でいうたら、ここの米が味がいいとい

うことは、私らも食べてますんで間違いございません。そういう意味で使うんならここのラ
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イスセンターを使用された米、広陵町の米と言うんじゃない、ここのライスセンターを使用

された米は奈良県内のほかのライスセンターの米よりも味はいいと、そういう面でお使いい

ただいたら非常にいいんじゃないかと、こう思いますんで、その点よろしく。

事務局長！議 長

給食費の納入につきましては、金融機関振り込みという形でご協力いた教育委員会事務局長

だいているわけでございます。不納者、いわゆる滞納者につきましては学校から保護者へ通

知等で郵便でご協力依頼をしていただいていると、こういう実情でございます。以上です。

（１３番議員「ほな生徒にはわからへんのかどうかということ。」）保護者へ郵送で学校か

ら送っていただいております。

１３番議員！議 長

十分配慮してやったってください。ただ郵送したってその郵送が子供が見るよう１３番議員

な状況の郵送の仕方ではいけない。だから本来言うたら学校の職員が出向いて、あこに事務

の職員もおりますねんけど、十分払えない人もいるかもわからないんです。払わない人と払

えない人、必ずあるんです、こういうことには。だからそういうのでたまたまそら口座に金

なかった人もおられるし、だからその辺はやはり生徒が学校にいてるうちに、やはり保護者

と連絡を取り合うてやると、そういう生徒に対する配慮というのは、事務的にやったら僕は

非常に危険だと思いますんで、何かあったら子供のいじめとかそういうものにつながるおそ

れがあるから、金がさみたい知れてるんです。だからその辺の配慮を教育委員会としてきち

んとやったってほしいと、こう言うてる話ですんで。

では、その点よろしくお願いします。議 長

次、３番議員！

私も一般質問で学校給食の食の問題を実は取り上げさしていただいてるんですけど３番議員

も、２点ほどお聞きしたいと思います。

県の学校給食会から今お米に対しては購入しているということで言われてたわけですけど

も、この学校給食会から購入されているのはこのほかにどういうものがあるのか、お聞かせ

願いたいと思います。

それと、多分そういうことはないとは思うんですけども、冷凍食品というのを、お野菜の

冷凍食品なんかは扱ってはおられないのかどうなんか、そこのところもひとつお聞かせ願い

たいと思います。

教育委員会事務局長！議 長
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学校給食会から今通じて購入しておるのはパンと牛乳、そういうような教育委員会事務局長

ものを統一した形で購入しておるわけです。

それと、冷凍野菜につきまして近年こういうような形で中国産の農薬という形でいろいろ

問題になってきておりますので、国内産の冷凍ではない野菜を極力使用する形で現在進めて

おります。

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありません

か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程４番、議案第６３号、平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査議 長

会特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ５番議員！

順調に認定審査進めていただいているというふうに思っているわけですけれども、５番議員

この平成１３年度に新たに、初めて認定申請をされた方は何名なのか。それと延べで、まあ

半年ごとに申請するわけですから延べで何件あったのかということについて数値をお聞きし

ておきたいと思います。

それから、審査員のメンバーの入れかえがあったのなら報告をしておいていただきたいと

思います。

健康福祉部長！議 長

ただいまご質問をいただきました審査対象人数の方でございますが、１３年中健康福祉部長

で新規の認定申請者が２３７名、更新者が７７５名、このうち区分変更者が８名ございまし

て、延べ人数が１，０２０名となっております。

審査員のメンバー変更はございません。終わります。

質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

お諮りします。本案を厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませ議 長

んか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長
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次に日程５番、議案第６４号、平成１３年度広陵町水道事業会計決算の認定につい議 長

てを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 １２番議員！

細かいことはちょっと委員会にお任せしまして、この私ちょっとこの決算額を見１２番議員

せてもらいました。今までの各年度ずっと累計でも見てるんですが、ちょっと非常に気にな

っております。いわゆる繰越欠損、今回大分出ております。半端な金じゃないと、こういう

ふうなことがこの決算書の数字から読み取れているわけであります。

いずれにしても欠損が出ると、これは繰り越しでもどんどんどんどん後処理はなってるん

ですが、いずれはこれは回収せないかん、一つ。もう一つ、流動資産なりどんどん食いつぶ

してくる形にもなってきます。

この決算書、今回このような決算数字の実態ということで出たのではありますが、この数

字を踏まえて、ここにもちょっとことしの傾向ということは出てるんですが、ある程度のこ

と、今月、平成１３年のこのようなことが予定できたという前からの流れもありますので、

その辺のこの解消、こういうように大幅な欠損出てきたんですが、これをやはり解消しなく

てはどないしようもなりませんので、１３年のこの中でこれは少しでもこの数字を少なくす

るような解消の数字がこの決算書の中のから読み取れるかどうかと。もう一つ、これが１３

年無理やったら１４年度と、こういうことになってくるが、その辺の目標はどうなのか。こ

の辺についてちょっと大きな話ですので、どのような、局長、お考えをお持ちなのか。そん

で、そのような考えをお持ちだから１３年度この欠損を計上されたと思いますので、その辺

の考えについてお聞かせ願いたいと思います。細かいことはまた委員会の方でお任せしたい

と思いますので。

水道局長！議 長

今坂口議員がおっしゃいましたように、累計的に言いますと平成１０年度から１４水道局長

年度までで４年間におきまして２億１，０００万円なわけでございます。これを解消しよう

ということになれば、やはり料金の値上げとかいうことの検討に入ると思うんですが、まず

我々としてはまず水道単独の事業であります４条の行為につきまして、当初は２億円の予算

だったんですけれども、実際に工事を行いましたのは１億１，０００万円ということで約９，

０００万円近いものも残してます。それによって資金を少しでも支出を少なくしようという

計らいをいたしております。以上です。

ほかに。 ５番議員！議 長
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まだ続くか。 １２番議員！

１４年度当然、そのまま１４年度になってんやけど、その考えを生かして現状は１２番議員

どのようなアイデアとか傾向で進んでいるのか、その辺もちょっとお聞かせ願いたいと思い

ます。

これ累計でたまってきたでしょう。ただ、今のお話にもあるように、これは当然もうほっ

とかれへんと、こういうことになってるんですわ。ほんで、それを生かして今１４年度、も

う入っております。その辺の１４年度現在の進行、目標、どのような解消策がされているの

かと、こういうことでございます。

水道局長！議 長

先ほど申しましたように、うちの方の料金の収入というのは、水道料金の会計の収水道局長

入というのはあくまでも料金の収入によって賄っているものでございます。それで、先ほど

言いましたように工事をできるだけ減らしてするという方法もありますし、それともう一つ

は、今まででしたら夏場は大概渇水期の場合、節水を皆さんにお願いしてるわけです。そう

いうふうなことで来年度から大滝ダムもできますし、そういった意味でそういう節水という

ものについては解消できるというようなこともありますし、そうなれば料金収入もふえてく

るんじゃないかということで、何ぼか減らすことができるということを言えると思います。

以上です。

５番議員！議 長

まず一つは、大変赤字ということも今坂口議員も指摘されたとおりなんですけれど５番議員

も、先ほどの下水道事業でも指摘しましたように、経営努力がまだまだできる余地があるの

ではないかというふうに思います。

それで、繰上償還の問題と、それからこれも入札の方で、例えば適正と言われています、

ほぼですよ、８割程度に入札、落札価格が抑えられるとすれば、大体建設改良事業の方で２

億８，０００万円の歳出ですから、これのいつも９５％以上の高い落札価格になっておりま

すので、それを改善されれば５，０００万円程度は経費が浮かせることができると、大変単

純に考えればですけれども、できるわけなんです。そういう点で言えば、ここでも今大変厳

しい財源の中で一番大きな財源を見出せるところが入札による価格の圧縮ですから、その辺

については再度この水道会計の中でどのようにお考えいただいているのかということを１点

お聞きしておきたいと思います。繰上償還についても状況を教えていただきたいと思います。

それとあわせまして、ご努力していただいているところではあるんですけれども、有収率
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が９１．２４ですから、１％余り有収率も向上したというふうに思うわけですけれども、や

はりこれも一層有収率を高めていただくことが欠かせないことになっているわけですけれど

も、この有収率を向上させるために１３年度も努力していただいたわけですが、その経過と

今後のどのように有収率を上げるかという具体的な計画をお聞きしたいと思います。

それからあと、当初の予定では県水と自己水の比率が７対３というふうにお聞きしていた

わけですが、それが県水の方の比重が大きくなりまして７２．９７ということで平成１３年

度なってるんです。それがますます県水に依存する比率が今後も高くなるということですか

ら、もうこの県水に依存する限り値上げは避けられないということになってしまうわけです。

ですからこの県水に依存するというところを自己水の発掘についても努力していただいてい

るんですけれども、この自己水の発掘について一層の努力をしていただかない限り、この赤

字解消はできないということですので、その点についての再度の強い決意といいますか、方

向性をお聞かせいただきたいと思います。

それから、３８６ページの報告の中で特別損失として１０９万４，０００円生じたという

ことなんですけれども、これの個人と企業のこの損失が生じた状況ですね、比率もあります

けれども、状況を教えておいていただきたいと思います。

水道局長！議 長

順番はちょっとばらばらになると思うんですが、ご了解願いたいと思います。水道局長

この滞納整理につきましては３９件分でございます。これは現在不明になられた方のみで

ございます。３９件分です。

それから、自己水と県水の割合とおっしゃいましたけれど、一応基本的には７対３という

形でこれからも進めていきたいと。といいますのは、浄化施設がまだ現在も南郷等でありま

すので、それを使わないわけにはいきませんので、そういう意味で一応７対３の割合でこれ

から進めます。

今回の場合、１３年度の場合は非常に自己水が少なかったわけですけれども、これは前に

も言いましたように、神主の井戸がほとんど出てこなくなったということで、今度新しく掘

ったわけでございます。そこは今現在１時間当たり４０トンぐらい出るということで、かな

りの量が出ます。そういう意味で今度の１４年度につきましては自己水の比率も上がってく

るんじゃないかと、このように思います。

それから、有収率につきましては、一応かなりのやっぱり水量の損失があるわけですけれ

ども、漏水調査ということで１３年度から始めてます。それで、その漏水する場所を調べて
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るというような、調べるというような調査でございます。

それから、入札関係につきましては、私はちゃんとしたそういう入札の中で、価格の中で

適正な価格で行ってもらっているという認識を持っております。

それから償還の計画やな、債務の償還。議 長

それは償還については努力していきますので。（５番議員「え。」）努力していき水道局長

ます、その辺は。（５番議員「わからなかったら状況が、わかるところで。」）それはまた

委員会でまた詳しく説明します。

５番議員！議 長

じゃ繰上償還は委員会で報告ということですのでお願いしておきまして、先ほどの５番議員

個人、特別損失のところで３９件ですが、これは企業と個人とどうなってるかなというとこ

ろも教えておいていただきたいと思います。

それから、先ほどの県水の方と自己水の比率は７対３で進めていきたいということで、平

成１３年度は約３％県水に依存する率が高くなったのは、自己水が少なくて異例といいます

か、予定外という認識でお聞きしたわけなんですけれども、少なくとも７対３という部分は

言って、理事者の方から言っていただいているわけですから守っていただくのは当然なんで

すが、大変な今の水道会計の中では一層の自己水の開発が求められると思いますので、その

辺のところの真剣な対応がどうしても不可欠というふうに思います。さらにそういう観点か

らしていただけるのかどうか、お聞きしておきたいと思います。

それから、今いろいろなところで本当に水道会計について住民の皆さんに負担がかからな

いようにと、大変ご努力していただいているというふうに認識しているわけなんですけれど

も、今までのこの間の質疑、答弁の中から、私の方といたしましては料金改定のときにはも

う理事者とも十分慎重に相談をしていくという方向でご答弁いただいておりましたし、当面

の値上げはないというふうに確信しているわけですけれども、決算の方では一方的に料金改

定も視野に入れて財政の一層の健全化をしようということを入れておられるのは大変遺憾に

思うわけでございます。このような会計監査結果については受け入れられないなということ

をつけ加えまして、それはもう答弁は結構ですので、さきの２点についてのご答弁をお願い

します。

水道局長！議 長

まず、滞納整理の件ですけれども、一応これは全部個人です。水道局長

それから自己水ですね、おっしゃるように自己水を多くすれば安くできると、価格は安く
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なるということは当然のことですけれども、今現在曽我川と葛城川のところの近辺で１０カ

所掘ってるわけですけれども、大変質が悪くなってきているということと、それからもう一

つは、やはり出が悪くなっているということは事実なんです。そうすれば、やはり簡単に言

いましたら、もう掘るところがないんだということなんですね、掘るとこが。いや、それじ

ゃ高田川の横掘ったらええやないかということになるんですけれども、そこで掘れば、やっ

ぱり掘る値段が５，０００万円ほどかかりますし、そこから南郷の浄水場まで持ってくる導

入管といいますのかな、それもこの前試算しましたら、例えば小北神社の南側で掘るとすれ

ば、南郷の方へ引っ張ってくるということになれば、やっぱり１億二、三千万円の金がかか

るわけです。そういうことで多額になりますので、そういったものもやっぱり考慮している

わけです。できるだけ自己水は７対３の割合で長く堅持していきたいと、こういうふうに思

ってます。以上です。

ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を産業建設委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありません

か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は産業建設委員会に付託することに決しました。議 長

次に議案第６５号ですが、１１日に追加議案として提出されたもので、この際よろ議 長

しくご審議願います。なお、朗読は省略いたします。

それでは日程６番、議案第６５号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することにつ

いてを議題といたします。

本案について説明願います。 住民生活部長！

それでは、少し時間をいただきましてご説明申し上げたいと思います。住民生活部長

健康保険法等の一部を改正する法律がことしの８月２日公布され、この１０月１日から施

行されることはご存じのとおりでございます。これに伴いまして地方税法の一部改正が行わ

れました。それで国民健康保険税条例に関係がありますので一部を改正する必要が生じたも

のでございます。

その理由につきましては、この１０月１日から施行されます７０歳以上の高額療養費の自

己負担限度額や低所得者の区分によります所得の見直し等がされますので、その判定に必要
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となるためでございます。なお、この保険税の賦課、実際の保険税は来年の平成１５年４月

１日からの適用となるものでございます。

それでは、改正の趣旨につきましてご説明を申し上げます。

今回の保険制度の改革の実施にあわせまして、国民健康保険税の所得割額の課税ベースと

なります所得を個人住民税におけます所得と整合的なものになるよう見直すとなっておりま

す。それで納税義務者間の税負担の公平性の確保を図ろうと、こういう目的でされた、趣旨

でされたわけでございます。

改正の内容でございます。

第３条第１項中でございます。給与所得者に、国民健康保険税に入っておられる方ばかり

ですが、給与所得者については１００分の５、給与収入の１００分の５、最高２万円の控除

額があったことはご存じだと思います。これを廃止するということでございます。

それから、同条第２項を削りとありますのは、青色専従者、あるいはまた白色専従者の給

与につきましては、国民健康保険税では事業主の所得の方へ戻して、それによって課税して

おりました。それが住民税ではご承知のように別々に課税されることはご承知と思います。

だからそういうふうに国保でもしますよと、こういうことでございます。

それから、次の附則第２項中の６５歳以上の公的年金等に係ります雑所得についてでござ

いますが、公的年金控除額があることはご存じだと思います。そのほかにこういう年金の６

５歳受給者については１７万円の公的年金等の特別控除額が収入金額から控除されておりま

した。これも住民税にあわして廃止いたしますよと、こういうことでございます。

続きまして、附則第３項中、今まで適用がされなかった、国保でですが、長期譲渡所得で

すが、これの特別控除を住民税と同じように適用しますよと、特別控除を適用しますよと、

その控除した後の金額で保険税を算定しますと、こういうことでございます。

それから、次ページの附則第４項中、短期譲渡所得につきましても、今までは控除前の金

額でやってましたけど、今後控除後の金額でしますよと、こういうことです。

それから、次の附則第５項、株式等に係る譲渡所得等に係る国保税の特例、附則第７項に

つきましては、商品先物取引に係る雑所得等の国保税の課税の特例、それから附則第８項は

土地等に係る事業所得者の国保税の課税の特例、こういうものでございます。これは以前に

も議会の方で出さしていただいてご承知いただいていると思います。これについては何ら変

わりませんので条文の整備と、こういうところでございます。以上です。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ５番議員！議 長
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趣旨について説明していただきましたので、今回幾つかの項目を一括して改正する５番議員

という条例改正案になっておりますので、大変判断に苦しむわけです。個々の第３条１項中、

あるいは附則第２項中の分だとか、いろいろ何項目かに分けて今説明いただきましたが、そ

れぞれのところでプラス・マイナスですね、理事者の側から歳入の立場で報告していただい

ても、住民の立場で報告していただいても結構なんですが、どちらかの形でその影響額をそ

れぞれに明らかにしていただきたいと思います。

住民生活部長！議 長

これはただし今の所得判定には使えますね、先ほど言いましたように高齢者の住民生活部長

１割、２割と、その判定に使うだけですよ。課税は来年度からになります。

それの影響額ですが、まず順番に言います。給与所得控除、先ほど言いました給与所得内

については最高２万円の控除がございます。それにつきましては３００万７，０００円ほど

が増となってまいります。（５番議員「３００。」）３００万７，０００円です。これが廃

止されますのでこれぐらいの増になってくると。

それから、２番目の専従者給与ですね、これにつきましては白色専従者については配偶者

は最高８５万円、それからそれ以外の家族の方は５０万円ということでとれてたわけです。

これが今までは事業主の所得のところへ全部加算してたから、これはもう白色専従者はすべ

てもうそれぞれ計算してたらゼロになります。だから残ってくるのは青色専従者だけ。これ

の分でそれぞれ別に計算しますので、事業主足しませんので、これでいきますと保険税で減

るのが２，３６７万５，０００円、これはあくまでも約ですよ、２，３６７万５，０００円

程度減になると。

それから、３番目の公的年金控除の廃止です。６５歳以上の人については公的年金以外に

１７万円をまだ引いてましたけども、それは引きませんよと、だからその分では１，４４０

万６，０００円程度が増収なるだろうと。

それから、譲渡所得の控除、これにつきましては、今までは言いましたようにそれぞれ３，

０００万円なり５，０００万円なり、２，０００万円なり、１，５００万円になりましたけ

れども、それを控除しなくて掛けてたわけです。けれどもそれを控除しますので、そういう

ことでいきますと、まず特別控除以下のものでは減ってくるのが９６２万８，０００円、そ

れから特別控除以上のものでも６０４万２，０００円が減ってくると、税収ですよ。

だから総計、この差し引きいたしますと来年度の保険税ではこの改正によって約２，２０

０万円程度が税収減になるんではないかということで、今のところ試算をいたしておるとこ
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ろでございます。以上です。

ほかにありませんか。 １２番議員！議 長

私厚生委員で、今のちょっと紙に書いてちょっと委員会で出してください。今ち１２番議員

ょっと聞いたんやけど、見てみます。

それだけか。（１２番議員「それだけ、厚生委員会に。」）議 長

次に、ほかにありませんか。

（なしの声あり）

では、質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

しばらく休憩いたします。

（Ｐ.Ｍ.０：００休憩）

（Ｐ.Ｍ.１：０２再開）

休憩を解き再開いたします。議 長

次に日程７番、これより一般質問を行います。議 長

発言の通告書がございますので、これにより発言していただきます。

なお、議事進行の都合上、質問の要旨は簡単に、また答弁は的確にお願いいたします。

質問の回数は会議規則により３回以内とさせていただきます。

また、さきの申し合わせにありましたように、１回目の質問は今までと同様ですが、２回

目以降複数の質問事項があるときは質問通告書の順序により議席で一問一答方式によること

といたします。

なお、次の質問事項に移った場合は前の事項に戻ることはできないので、よろしくお願い

申し上げます。

まず、坂口君の発言を許します。

それでは、今回もトップを切りまして一般質問の栄光の座に着けたことをありが１２番議員

たく感謝したいと思います。

まず、私はこの行政につきまして、このような最近改革したらいいのではないかという案

を持っております。それは行政はともすると、ほっておくとどんどんと肥大するのが一つ、

もう一つはいろんな仕事がいっぱいふえてくる、こういう作業が必然的に行政に、必然的に
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付随する作業がふえてくるのが一般的なことでございます。

そこで、少しでもスリムな仕事、あるいは簡単にできるものは簡単にする、あるいは今ま

でやってた方式より簡便な方式がとれるのなら、その方式の方がいいのではないか、これが

ひいては利用者にも助かる。このような多くな細かい点からそのようなことについていろい

ろと日々気をつけてるところでございます。

まず、私の大きく活動している福祉関係についてでございます。実務に基づきましていろ

いろ行政とタイアップして、行政ともタイアップしながら協力しながら本町の福祉政策を進

めているところでございます。

その中で、ここ平成１２年度４月よりスタートしました介護保険関係、何分この介護保険

というのはまだスタートして２年、やっとこさ地に足が着いた活動が広がってきたかな、こ

ういうようなことを感じております。しかるに、まだまだ実務面においてはまだまだ簡単な

方法がとれるのではないか、このようなところを日々感じているところでございます。

この介護保険料自己負担は通常なら１０％、１割でございます。特別に業者の負担額の少

ない方、３％負担、このような方もおられます。１割負担の方、これはまあまあ通常どこで

も、それから最後は自己負担１割払っているということでございます。しかし３％の人、こ

の方は特別に減額の対象ですよということで通知来てるんですが、この方の支払いの方法が

この周りの市町村を見ましても、各市町村いろんな支払いの方法をとっているというところ

がございます。

どういうところが問題になるかといいますと、あなたはこの介護保険料３％、いわゆる減

額の支払いの対象ですよと、このような通知が来るんですが、広陵町の場合、介護保険を利

用しましたと、その方が３％の減額の対象の方でも一たん１割、いわゆる全額ですね、一た

ん１割をその人が支払わなくてはいけないと、このような方式になっております。その後、

その領収書と申請の減額の書類を添付して、また役所へ出していき、その差額の７％の返還

を振り込みで受けると。最大２カ月ぐらい、その７％が、結構これ大きいですよ、自己負担

金例えば１万円という方は７，０００円が返ってくるんですから。しんどいしんどいて言う

てたら、なかなかこの１万円払うた後、７，０００円は非常に大きなお金になるんですが、

この払い方の方法でございます。

本町の場合は申請書を出しまして領収書を添付しまして、その７％返還請求出しまして、

それが役所で見られて、その７％を、なるほど確かにそうですねということで返還、そのお

客さんの各口座に振り込まれると、このようなことになっております。なかなかこの手間が
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また役所に行かなあかん、書類つくらなあかん、申請書類、判こやどうやとかいろいろ非常

に手間がかかるものでございます。何とかしてこの１回の払いのときに３％だけで済ますよ

うな方法はないのか、このようなことでございます。そういう返還の請求、それを審査する

役所もそれを手間がかかりますね、その書類の作成も要ります。控えもある、お金の支払い

もあるというふうに非常に無理、むだ、めんどくさい、こういうふうなことでございます。

この周りの上牧、あるいは河合、あるいは高田、橿原市もそうですが、最初から３％の人

は自己負担金、最初から３％だけ払ったらよろしいですよと、このようなシステムになって

おります。じゃ残りの７％、残りの７％分はというと、これは事業者がこの各市町村に請求

書を出します。これは事業者側の手間でございます。利用者はそんな手間は要らないという

ことで、利用者は最初から１回のみの手間で済む。これが非常に簡単、簡便かつ間違いなし、

こういうふうな方法になってます。

この利用者の方に１回全額払い、あとの還付の請求の書類も書かせるというと、なかなか

高齢者の年寄り、役所へいくのも大変やと、そういう手間も大変、書類も忘れたら１回分が

何か返ってこないと、こういうようなことでございます。ここはやはり他の市町村にちょっ

と見習って、こういう一度払い、非常に便利でございますので、利用者にとっては非常に便

利、その手間は事業者がするだけの話ですから、この手続も簡単にできるようになります。

そろそろこういうふうな改善策が必要なのではないか。

これはやはりお年寄りの方もあっちこっちの方にお話聞くと、いや、よその町はそんな簡

単な、うちは町へ一遍全部払うて、また返してもらわなあかん、こういうふうな話が出てき

ております。やはりこの支払い方法についても一度で、軽減した額を一度払うだけのシステ

ムにそろそろ変える必要があるのではないか、このようなことを今回提起したところでござ

います。

これは同じようなことは医療保険でもあるんですが、例えば乳幼児のいろいろな補助関係

あります。一たん全額払って、後から助成を役所に申請をすると、こういうようなシステム

になってるんですが、この辺も窓口へ一回その安い額を払ったら終わりと、いろいろ改善の

余地があるのではないか、こういうようなことも考えているところでございますが、今回は

特にこの高齢者対象、なかなかその書類手続も大変なという方の高齢者対象、介護保険対象

としまして簡便な方式をひとつ改善の必要があるのではないか、このようなことについて質

問したいと思います。

２番目でございます。町職員の採用計画の方向性はと。
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この本町も職員構成、ある程度高齢な方、こないだも本会議でもお話ございましたが、何

人何人やめて、新人何人採った、何人何人やめて新人何人来たということですが、行政ちゅ

うのは定期的に新人を採りまして、常に新しく回転させながら定期的に退職もしてもらい、

人員構成のバランスを見ながら運営していく。景気がええから倍になったり、不景気やから

半分に減らしたりというふうなことは行政には向いておりません。定期的な採用により定期

的な人員、定期的な配置によりバランスを見ながら行政は運営をしていく、このようなもの

でございます。

平成１４年度、先ほどいろんなパートのお金の予算のところでもあったんですが、パート

の方、いろいろ日々雇用職員があるんですが、平成１４年度の定期職員、なかなかゼロでご

ざいましたが、しかしこれはほっておくといつかはこの辺のひずみが出てまいります。非常

に高齢がたまってしまうとか、どの部署見ても若い人がおらない、このようなことになると

非常にまた困ったもの、常にピラミッド階層の構成を築いていかなきゃ、このようになって

おります。

１５年度の予定はどうでしょうかということでございます。まだ現在そのためか、保育所

やとか幼稚園の方については期間付、期限付の職員と、このようなことであります。３年間

期限付と、このようなことでございますが、その時期もそろそろ迫ってまいります。この辺

のことも踏まえて今後の対応は、この職員の採用計画で今後の対応はどうということ、非常

にこれは定期的な人員構成を考えていかないきませんので、この辺についても今後の対応を

聞きたいと思います。

質問事項３番、これが非常に大きな問題ではございます。現在私が住んでいる南３丁目は

ごみ処理施設を抱えてるんですが、平成１７年、このような話、目標に向かいまして日々当

局の方も邁進していってもらってると思っております。このごみ処理計画についての進みぐ

あい、これは現状はどのぐらいになっているのか、非常に興味のあるとこでございます。

いずれにしましても、この新しい施設が進まん限り、なかなか今現状のところも解決がで

きない、このようなことでございますので、この新ごみ処理施設の進みぐあいはどのような

状態か、この９月議会でいい回答が得られるのかな、ちょっと期待もしております。現状の

進みぐあいはどうでしょうか。いろいろございます。予定地の状況もあるでしょう。処理方

法の方式の研究の進みぐあいもあるでしょう。この辺も含めまして現状の進みぐあいはどう

なのか、この辺についてお聞きしたいと思います。

その次、広陵町内でもたくさんごみが出るんですが、この広陵町内、今だんだんだんだん
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と自分の行政区域内での発生したごみは自分の行政区域内で処理しなくてはいけない、この

ような流れでございます。基本的にもそういう考えですが、広陵町の場合、業者さんの、ま

あ一般廃棄物ですが、これも今までよそに持っていってたところもあるんですが、これも広

陵町内で発生してきたこの業者分関係も町内で処理をしなくてはいけない、またそのような

体制もとらなくてはいけない、このような時期になってきたところでございます。

この業者分の一廃の受け入れの体制なんですが、これはどのように進んでいるのか、いろ

いろ許可の方法もあるでしょう、どういうふうに認可するのか、許可するのか、その辺も対

応もあると思います。基準もあると思います。いずれにしましても、自分とこの行政内で発

生したごみはすべて自分とこの行政内で処理しなさい、このような方向になってきておりま

す。この辺新しい体制になるんですが、この辺の基準なり、認可なり、許可なり、これはど

う考えて処理をしようとするのか、この辺についてもひとつお聞きしたい。

以上、今回は大きなポイント３つにまとめまして質問といたします。

ごくろうさま。議 長

ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！

坂口議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。町 長

保険関係利用者負担額軽減者の支払い方法の改善をということでございます。

坂口議員は介護保険事業者として、また経営に、そして福祉ボランティア活動にご活躍を

いただいているところでございまして、貴重な住民側に立った簡素合理化提案をいただいた

ところでございます。

答弁を申し上げます。

介護保険法による指定介護支援事業所及び介護支援専門員の方々には、介護保険サービス

利用者へのサービス提供のため何かとご配慮をいただき、この場をおかりいたしましてお礼

を申し上げたいと存じます。

介護を必要としないことにこしたことはございませんが、介護サービスを必要とされる方

々には、個々の状況に合ったサービスの提供をお願いするところでございます。また、ただ

いまご質問をいただきました介護保険法施行後のホームヘルプサービスの利用者であって所

得税非課税世帯者に対する利用者負担軽減措置事業につきましては、要綱に指定居宅介護支

援事業所との受領委任契約による現物給付と、一たん支払った後、請求により利用者に償還

給付する減免方法を規定し、現在２６人の方を対象に償還給付による方法で減免を実施いた

しております。
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お申し出の軽減方法改善につきましては、早い機会に指定居宅介護支援事業所と調整し、

契約の上、受領委任による現物給付による減免に統一していきたいと考えております。

次に、２番目でございますが、町職員の採用計画の方向性と今後の対応についてでござい

ます。

行政需要の増大とともに職員の資質向上が求められる中で、効率的な事務事業の実施、臨

時職員の雇用、職員の配置転換とともに時代の要請に応じた人員配置に努めております。ま

た、職員においては地方公共団体の経営理念、これは最小の経費で最大の効果を上げるとい

うことであります。経営理念を再認識して頑張ってくれています。今後は厳しい財政状況、

民間企業の経営存続の努力も考慮しながら、きめ細かな行政を展開するため必要な職員の確

保を図ってまいります。

平成１５年度採用については、一般職、専門職及び臨時職等を含めて検討しているところ

です。

次に、保育園、幼稚園の期限付職員の採用は考えておりません。今後は保育園、幼稚園の

人事交流及び臨時保育士、教諭を含めて人材確保に努めてまいります。

３番目の新ごみ処理施設の進捗状況はどうかということでございます。

予定地の状況でございますが、古寺大字には本年５月１８日に全区民を対象に区民集会を

開催させていただきました。６月１日には予定地の土地所有者の方々に対し新ごみ処理施設

についての説明とお願いをしたところでございます。

古寺大字におかれましては、区民の皆さんの意見を集約するための区独自の区民集会を６

月２９日、７月２０日、７月２７日と３回にわたり開催していただき、区としての条件を町

に示し、その状況により最終的に結論を出すということになっております。８月には区民集

会の状況を踏まえ、区役員さんと町が区の要望や条件などについて細部まで踏み込んだ話し

合いをさせていただいているというのが現在の状況でございます。

また、周辺大字に対しましても、古寺大字の状況や今後の進め方等について逐一ご説明を

申し上げお願いをしているという状況でございます。

次に、処理方法の研究につきましては、町が古寺大字にお願いしておりますＲＤＦ方式に

ついて、古寺大字はより一歩進めたＲＤＦプラス炭化方式が望ましいと意見が集約されつつ

ある状況ですが、ごみ処理方式の技術は日進月歩いたしておりますので、町におきましては

今後の技術の動向をよく研究しながら処理方式選定委員会など、しかるべき方法を講じなが

ら処理方式の決定をしてまいりたいと考えております。議員の皆さんには今後も引き続きご
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理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。

次に、業者分の一般廃棄物の受け入れ体制は、また許可の基準などはどう考えるのかとい

うご質問でございます。

許可基準は収集運搬の業務を適正に行う設備を有していること、本町に住所または営業所

があること、法人の場合は事業所または営業所が本町の住所に登記されていることが条件に

なっております。また、許可業者が町内の事業所と明確な収集運搬のための契約をしている

かどうかも確認の上、許可することになっております。

ごみの受け入れ体制は展開検査を行い、他市町のごみ、処理できないごみの混入の有無を

確認するとともに分別の徹底等を図ってまいりたいと考え、体制を整えております。以上の

とおりでございます。

１２番議員！議 長

早速この１番の介護保険関係の利用者の支払い方法、これについては町長は全く１２番議員

利用者、町民の立場に立った英断をただいま発表していただきまして、これについては早急

に改善したいというような力強い言葉を受けたところでございます。

やはりこれ、利用者の方々ちゅうのはいろんなやっぱり思いを持ってまして、やはりこう

いういいサービスを利用して、またその非常に細かいことですが、手間も一度で済めば非常

に便利だと、なかなか家を出て役場へ行くのもなかなかしんどいと、足も痛くなったと、こ

れもなかなか行けないと、何とかならないか、このような声を私は聞きまして、早速町長に

届けたところ、本日このようないい回答が得られたということで、私も満足しております。

やはり日々の行政ちゅうのは町民の立場に立った考えで考えていこうと、これが一番のベ

ストでないか、このように考えているものでございますので、１番の回答はこれでよしとい

うことで、これで結構でございます。早急にその利用者の手間を省くようなことに対策をと

ってください。

さて、１番はこれで終わりでございます。

２番目、やはり職員ちゅうのは定期的に、不景気なときもしんどいときも、また景気のえ

えときもございます。しかし行政ちゅうのは民間の企業へ行ってたらすぐわかるんですが、

景気のええときはどっと採って、不景気になったらびゃっとリストラしちゃうとなると、こ

れが非常に中の仕事の流れが途切れたり、人がどっかへ行ったらわからなくなったりと、非

常に難しい問題がございます。その辺は定期的なトータルを考えながらまた検討していきた

い、このようなことを伺いました。
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あとこの職員の採用計画、定期的にそういうような計画を考えるということなんですが、

あと大きな問題点は、市町村の合併を見ながらどういうふうに考えていくか、その辺もちょ

っとどういうような考えをとられてんかなあということをひとつお聞きしたいと思います。

なかなか市町村の合併ちゅうとすぐリストラやちゅう、こういう頭があるんですが、そう

ではないんですよ。市町村の合併で無理な、むだな作業、むだな、二重に、二重や三重にし

ているとこはないのか、そういうようなのはどんどん外していく、そして余った力を住民サ

ービスに向けていく、このようなことが市町村合併の基本的な考えなんです。すぐそうすり

ゃ人が減らしてええとかいう短絡的な考えになるんですが、そうじゃないんです。余ったそ

の戦力を住民サービスにさらにつけ加えていけば、少ない効率で小さな政府ですね、少ない

お金で大きな効果が得られるやないか、このようなことでありますので、この採用法、今ち

ょっと総合的に検討ということですが、その後、私ちょっと市町村合併をにらみながらも、

その辺はどういうふうになるんかなあというので、ちょっとこれ。まあこれからもどんどん

そういう方向で進むと思いますが、その辺についてはどういう考えをお持ちなのか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。

２番目のところでまず第１回目の質問、お願いします。

総務部長！議 長

坂口議員のご指摘にございます定期的に採用という面でございますが、過去におい総務部長

ての採用の中で一部ひずみが来てるということも現実にございます。というのは、公団の入

居が熟成してくる時期にたくさんの人員を採ったということで、その後の採用にやはりちょ

っと影響が出てきたなという感じはございます。年齢に開きがあったという過去のことも一

応反省材料に、やはり定期的な人員確保というものを目指していきたいと。先ほど町長がお

答えいたしましたように、総合的に考えていきたいということも十分認識しております。

それから、市町村合併についての採用ということですが、これは具体的に、やはり合併す

る相手が決定した中で、やはり採用計画というのも当然変わってくるというふうに認識して

おりますので、おっしゃるとおりむだな採用は考えておりませんし、無理な採用も確保を考

えてないという状況で、その時点において新しく採用計画を立てたいというふうに考えてお

ります。

町長！議 長

今総務部長がお答えしたとおりなんですが、私としての考え方を申し上げたいと思町 長

います。
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坂口議員は定期的に採用せよというようなお申しつけでございますが、私はこれから職員

が何でも住民の生活支援をする、これが職員であるということではないと思います。何でも

役所の職員ができる時代でなくして、これからは外部委託できるものはやっぱり専門家にお

任せをする、アウトソーシングの時代でございます。１人採用いたしますと、その人に与え

る給与は生涯給与は３億２，０００万円から３億５，０００万円かかると言われております。

これだけ大きなことを今何人入れたらいいと、そういうときではないわけです。そういう時

代でございます。

きょう新聞に載ってございました。新庄、當麻両町で合併で住民のアンケートをとられた

んです。住民の一番大きな声は、合併のメリットは何かと言われたときは、職員を削減せよ

と、経費節減で行くと、こんなことを言われてるんですね。私の町も同じだと思います。何

が合併して何かというたら職員を減らすことやと。今ふやせとおっしゃってるんですけども、

この減らすことが５０．４％が合併のメリットあると、次は財政基盤強化されるというのが

２１％です。そのほとんど役所に対して何かというと、人数が多いと言ってるんですね。こ

うしたことに対して私どもはやっぱりこたえなければいけないと思います。行政需要の増大

はわかるんですが、職員をふやせば済むという、そういう時代ではないということをご理解

をいただきたいのでございます。

それから、合併で合併がためにふやしていこうという考えは、部長が答えましたようにあ

りません。先行的採用はしません。しかし合併に向かって私どもの職員が新しい組織で対応

できるかどうか、これが大事でございまして、対応できる職員を養成をさしていただこうと、

新組織にまさる、新組織をリードする、その職員になっていただくために、現在の若手職員

をしっかりと勉強していただく、これが第一だと思って、今その方に取り組んでいるところ

でございます。

１２番議員！議 長

２番目のことでございます。私の考えは、これは若手を採用しまして、もうある１２番議員

程度お年を召した方はもう何十年とやられてるんですから、そろそろご引退をお願いすると、

こういうことで入れかえをしなさいと、新しい血を入れなさいと、こういうことの主張でご

ざいまして、やはり給料のお高い人は勇退をすると、このぐらい、議員も半減すると、この

ぐらいの自分で、きょうも御所市は１５人に減らすとか、そのぐらいの覚悟を持って、この

住民サービスの、住民側の目から見ると多いと、これ上の人間が多いと、だから普通は少な

くして、その中の優秀な職員に高い給料を与える。議員も半分にして優秀な議員に高い給料
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を与える、こういうふうな、これがこれからの小さな政府と言うんですけどね、小さな政府

と小さなガバメントと言うんですが、これからこれでないと、もう行政肥大型の日本、ある

いはいわゆる公共事業型のこれからの政策、これはもうできないということが今日の資本主

義社会で、もうどこの西欧を問わず、このアメリカもそうですよ、もうどこもそういうふう

になってきたんです。そのため欧米、西洋、アメリカはどうなってるか。これは行政ででき

るようなことは民間でもできるのに行政はするな、これがいわゆるもうＮＰＯとか、ＮＧＯ

にどんどん仕事をやらせなさいという流れにはっきりと変わってきております。小さな政府、

大きな民間団体、こういう形なんですね。これはもう行政、アメリカの行政法見てもわかり

ますから、もうそういうのをすべて流れがもうはっきり出ました。

ということで、環境保護にしろ何にしろ、すべてがもうＮＧＯの団体が、政府の職員も出

るんですよ、それは２割ぐらいなんですわ。あとはそういう大きないろんなＮＧＯの団体、

いわゆる民間団体がすべて会議に出てくる。日本はこないだちょっと鈴木さんがトラブルあ

ったと、こういうことなんですけど、もう流れはできてしまっております。

もう本町もそういうような形で若い職員をこれは積極的に若い人を入れて、新しい活気を

出した本町の体制としていただきたいというお願いも加えまして、２番目の質問はこれで了

解ということで、私は決して肥大した組織をつくれと言うてるのではございませんので、そ

の辺はよろしくお願いしたいと思います。

３番目でございます。今一番大事なのは地元の方と細部にわたっていろいろ話し合う、こ

の姿勢です。これが前ちょっとお聞きしました。８月も区民集会あって、そのようなことで

漏れなく現状は進んでいるということかなあと考えております。いずれにしましても、これ

は非常にごみ処理施設の場合は地元の住民の方の賛同を得なくては、これどないしようもな

いというものが現実でございます。

また、いろんな要望なり、また地元ちゅうても近くには大字南の青木議員という代表の方

もおられますので、その辺のまた議員さんのご意見なりも互いに十分に拝聴して、地元のご

意見ということですね。私は地元がやはりこういうようなことでしたらどうかという、その

案を最大限支援したいと思いますので、その辺は漏れなくこの地元住民の話を忌憚のないと

ころを話して進めていただきたい。このようなご要望をつけ加えまして、これは現状の報告

ということでお伺いしておきます。

あと心配なのは、その２番の業者分の一廃ですけど、これよその市町村、皆何かほっとっ

たら、例えば広陵町の処理費何ぼ取るかわかりませんけど、例えば業者から取る場合、例え
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ば広陵町が安いとなったらよその市町村のごみを集めて持ってきはるとか、こういうごみが

境界を越えて、そら業者のことですからあるんかないんか、現実的にはそういう問題も出て

くると思います。ちょっと考えなあかんかなあと考えてます。例えば広陵町やったら安い処

理ですよと、隣やったらこの業者の一廃分の料金高いよとかいうたら、ほな安いとこ目がけ

てごみちゅうのは流れてくる。これはテレビでもよう出てましたけど、そういう辺もちょっ

と心配しておりますので、この他町、いわゆる広陵町以外のごみの侵入をどういうふうにし

て防ぐかという、この問題について、まあいろいろ検査体制、チェック体制が要る思います、

あると思います。そんな違反業者はすぐ取り消すとか、いろんな方法もあるとは思います。

その辺についてちょっと心配点はそれ、他の市町村から聞いとるんですが、その辺のちょっ

と今言う広陵町以外の防止策、入ってくるごみの防止策、この辺についてはどの辺、どうい

うふうな対応策を業者に対する監視とか、その辺どういうようなことを考えてるか、ちょっ

とお願いしたいと思います。

環境部長！議 長

１０月１日から許可業者の収集されたごみを広陵町清掃センターで受け入れるとい環境部長

うことで、今準備を進めております。許可業者のいわゆる申請を受け付けいたしまして、今

審査中でございます。

もちろん広陵町内の事業所から発生した一般廃棄物のみを広陵町の清掃センターで処理す

るということを原則といたしております。もちろんこれをよその市町のごみを受け入れると

いうことのないように検査体制を厳しいものにしていきたいということで、既にシルバー人

材センターにもお願いをいたしまして、検査員の陣容も整えておりまして、１０月からその

検査を、いわゆる業者が持ち込みましたら、一たんプラットホームにすべて展開検査をさせ

ていただく。その中に他町のごみが入っていないか、あるいは広陵町の清掃センターで処理

できないごみがあるかないか、そういったところの検査を徹底していきたいということで考

えております。

それから、処理料金につきましては、前回の３月議会に条例の改正をお願いをいたしまし

て、今まで５００キロまでがキロ６円でありましたのを３００キロまでキロ１０円、３００

キロを超えました分につきましてはキロ１５円ということで、これも１０月からの実施とい

うことで条例の改正を既にお願いをして施行を待っているという状態でございます。

近隣の市町は、平均いたしましてキロ１０円というところが多いようでございまして、広

陵町が若干高めということになっております。以上でございます。
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１２番議員！議 長

いずれにしましても、このごみ、検査体制をしっかりするというところがポイン１２番議員

トとなると思いますので、その辺はひとつよろしく配慮を願って、業務に邁進していただき

たいと思います。

それでは、私の質問はこれで終了いたします。

以上で坂口君の一般質問は終了いたしました。議 長

次に、青木君の発言を許します。

それでは、議長のお許しを得ましたので一般質問をさしていただきます。１０番議員

長野県におきましては、田中康夫知事が県議会で不信任をされ、そして失職し、そしてま

た再出馬の選挙では政党にとらわれずして圧勝されました。地理的には遠いところの出来事

であると思いますが、既に身近にこのような現象が育ちつつあると私は感じております。

一番民意に敏感でなければいけない地方議員の一人として、長野県議会を他山の石として

行動していこうと決心をしております。まだ現在は少数ではあるが、改革は地方からと、先

進的な行政に取り組む知事、市町村長も数多く出てきております。その町、その地域を一番

熟知している者がその住民と協調して、合併問題も含めて身の丈に準じた行政、そして改革

が必要であると思います。全国的にもそのような現象が発生し育ちつつあると思います。

本町においても、各施策そして各事業、特に新ごみ処理施設においてはでき得る限りの資

料及び情報を住民に提供し、ともに知恵を出し合い協調、そして協力してこの大事業を達成

していくのが当然と思います。町長の行政ビジョンである「元気でやさしいまちづくり」、

そして「人にやさしい、人がやさしい」につながっていくと思うが、どうでしょうか。

それでは、質問に入らせていただきます。

その前に、質問が前坂口議員との重複して二番せんじになるのを心配しておりましたが、

坂口議員の温かいご配慮で譲っていただきましたことをお礼を申し上げます。

それでは、新ごみ施設の処理方式についてであります。

私自身はごみ問題特別委員会の委員でございますので、多々そのことについては説明を聞

いておりますが、建設予定地がどこであろうと、建設予定地がどこであろうと関係なく、町

自身が建設をする施設であるから、すべての面において町当局が現時点で自信の持てる安全

な施設をお願いするのが至極当然なことであります。

特に処理方法についてはマスメディア等の頻繁なる報道において住民の関心度も上がって

おり、私もよく質問を受けます。そしておのおのの処理方法についてはよく研究されている
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住民も、我々が認識する以上に多くおられるようでございます。それゆえ、たまたま正確で

ない方式についての情報、そしてまたうわさ等が氾濫をして住民を混乱させれば、新施設建

設に思わぬ障害になるように思います。そうなれば大変残念でございます。それゆえ、あえ

て問いたいと思います。

第１に、本町は平成１７年６月３０日の操業停止期限を遵守するとの厳しい条件下におい

て、現在実現性のある環境面は当然、より安全な施設で建設費、ランニングコストが低く堅

牢であるのは当然ですが、将来解体するときの経費の面も考慮をして、既に考慮をした上で

既に調査研究もしていると思いますが、総合的な見地で現在考えられる最善の方式であれば、

建設地はもとより周辺住民のご理解ある協力が得られると思います。そのためにも本町が選

択し、でき得る方式を示し、各方式ごとに説明をお願いをいたします。

特に技術開発、革新が日進月歩の分野でもあります。先ほど町長が言われたように、そう

思います。私自身は当初はＲＤＦにこだわってまいりました。しかし多く研修をした結果、

いろいろ勉強もした結果、今はもうひとつだめだなあということを思っております。国の施

策、そしてまた世の中の状況も変化しているので、諸般の状況を踏まえて後世に悔いの残ら

ない施設を建設するためにも、以前に示した方式にこだわることなく、より先進的な方式の

選択をお願いしたいと思います。ご答弁をお願いをいたします。

ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

ただいま青木議員からご質問がございましたのでお答えを申し上げたいと思います。町 長

新ごみ処理施設の処理方式について、現在実現性のある処理方式は、及び方式ごとの説明

をということで、青木議員はごみ特別委員のメンバーでもございまして、また候補地の周辺

大字にお住まいをされ、平素からいろいろとご意見をいただいていますことを感謝していま

す。

お答えを申し上げます。

処理方式についてでありますが、現在考えられる方式として、公害に対する安全性、維持

管理の容易性、経済性、残渣処分の容易性等の内容から、ＲＤＦ方式、ＲＤＦプラス炭化方

式、溶融処理方式の３通りの方法が考えられます。

町といたしましては、今までに議会、委員会、そして地元大字等で説明いたしております

ように、ＲＤＦ方式をお願いいたしております。循環型社会の構築を考えますとＲＤＦ方式

が最も有効であるという観点から提案し、お願いしているものでございます。

ＲＤＦ炭化方式は、ＲＤＦ方式よりも若干建設費が高くなりますが、炭化物はごみ重量に
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対し８分の１に減量するとともに、炭化物も幅広い利用が見込まれます。地元ではＲＤＦを

一歩進めたＲＤＦプラス炭化方式についてさらに研究をしてほしいとの意見が出ています。

次に、溶融方式については、ごみを高温で処理するものでありますが、建設費が若干割高

で、２４時間連続運転が必要なことからランニングコストでの課題はあります。しかし最近

技術面の進歩もありますので、さらに研究を続けてもらいたいという意見もあります。

いずれにいたしましても、公害面の安全性は確立されているものであり、運営面の問題な

ども含め引き続き研究をしてまいりたいと考えております。

今後ダイオキシンを初め騒音、振動、臭気、それに施設の景観や緑化等、地元の皆様に安

心していただける内容の施設をつくるために先進施設の見学などもしていただき、広陵町に

ふさわしい施設となるよう最大の努力をしたいと決意しております。

施設の方式決定については、議会の皆さんにも十分協議をしながら処理方式選定委員会な

ど組織願い、最終決定したいと考えています。

以上のとおりで回答といたします。終わります。

１０番議員！議 長

それでは、２回目の質問をさしていただきます。１０番議員

私自身は、先ほども述べさしていただきましたとおり、当初からいわゆる一番今考えられ

る処理方法はということで当初からはＲＤＦに非常に期待もし、非常にまた勉強もしてこだ

わってた一人であります。ただ、いわゆる厚生省の判断とかいろいろな諸般の事情もあり、

ましていろいろ研修さしていただきまして、何カ所か見せていただきました中、一番ネック

となる、いわゆるＲＤＦのいわゆる受け皿、引き取りもとの非常に困難と、それと一番大事

なことは、それ以上に大事なことはＲＤＦが保温燃料、また補助燃料として非常に有効であ

ったらよかったわけですが、なかなかその意味では無理に使っていただいているような、余

り歓迎されないような保温燃料、補助燃料であるようなことも徐々にわかってまいりました

ので、これではＲＤＦが錦の御旗のように思っておりました私であっても、これでは当該地、

また周辺、当然莫大なお金をかけるわけですから、そのようなことはだめだなあということ

になったわけでございます。

そこで、今ちょっと町長の答弁にもございましたが、広陵町が補助金の問題とかいろいろ

な問題を含めて当然選択し得る、人口の規模からすべて含めてし得る問題、そしてまた合併

問題の延長線上にある合併問題も考慮した上での、いわゆる幅の狭い中での条件下、そして

一番の条件の厳しい平成１７年６月３０日という、これをやっぱり頭にたたき込んでクリア
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していくという大変狭い条件が、厳しく狭い条件のもとで町長自身も火中のクリを、まさに

火中のクリを拾うつもりで出てこられたということがあるわけでございますので、そのよう

なことで、そして先ほども述べましたようにどこで、建設予定地はどこであろうが、一番大

事なことはその場所はどこであろうが、安全で、いわゆる堅牢な一番の今の時点で考えられ

る最高の施設、方式を当然選択していくのが当たり前のことで、先ほども言ったことである

わけでございます。

そこで、今一応答弁の中ではＲＤＦ炭化の方向で当該地の古寺の皆様にも説明をしている

と、そしていろいろその方向でもいろいろご意見をちょうだいしていると、しかしまだ日進

月歩の技術革新のこともあり、決定はしてないということをお聞きしたわけでございます。

そこで、先ほどマスコミでも取り上げてたというのが、この読売新聞の８月３０日の日付

の記事で、新焼却施設は格安とかいう形で桜井市のいわゆるガス化溶融炉施設が新聞に載っ

てたわけです。これを見られたいろいろ読者の人たち、また私の知り合いから電話もいただ

き、また家へも来ていただいて、話題の中でいろいろ議論も、また尋ねられたこともあるわ

けでございます。ただ、これが最高の施設かどうか知りません。しかし身近にこのような現

実が、また「ごみビジネスの加熱の結果」とは書いてますが、これは記事として読んでもら

わんならんから書いてるわけですので、これはこれとして真摯に一つの受け取り方をして、

やっぱりこのビジネスをまた使っていくのも当然ですから、町長もそういう考えを持ってお

られると思いますので、いわゆるそれが安物買いの大変なことになるのであれば、これはだ

めです。しかしこのように表立ってなっている、また責任を持った形で出されている、また

採用もされていると思いますので、この身近にこのような例があるわけですから、ガス化溶

融炉の、いわゆる非常に１００％完成されたシステムであるとはこれはわかりませんが、今

現在全国的にも大体周辺の流れというのは、処理方式の流れが多分こっちのガス化溶融炉の

方へ行くんじゃないかなあというようにも、環境庁の方でもそのような形も持っておられる

ということも、ここでちょっと書いてますが、そういうようなことも踏まえまして、こうい

うシステムがふえるんじゃないかということも載っております。

そういうことも含めまして、方式については、先ほど坂口議員の答弁にもありましたよう

に、いわゆる方式選定、処理方式選定、決定には決定委員会を設けて、もうひとつ練ってい

きたいということも聞いております、答弁にありましたので、そのことも含めて、まあ最初

に示したものに余りとらわれることなく、これはもうでき上がってしもて、周辺からすべて

見て、結果が必ずわかるわけですから、いいもんであったか、いやあもうちょっとそのとき
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にという、いわゆる建築費の問題、いろんなことのランニングコストの問題、そのことも含

めて多少高くつく場合もあるかもわかりませんが、この桜井市みたいなこんな運のええこと

は何回もないかもどうか知りません。しかしそのようなこともあったということを、現実を

踏まえて、いわゆる安価で、いわゆるいいもんが、また将来に一番適応されたもんであれば、

最適なもんであれば、また認知されるもんであればいいんじゃないかなあと、こう思うわけ

ですので、方式については当該地のいろんな人たちとも練られると思います。

ただ、先ほども質問にさしていただきましたように非常に勉強されている、町の身近にそ

ういう施設が来るから他人事でそうかというわけじゃなしに一生懸命に心配もし、また研究

もされているのは当然だと、こう思うわけでございますので、そのことも踏まえまして、担

当の方から、いわゆる方式の中でまだまだこれから大いにどのようなまたいいもんが出てく

るかわかりません。ただ１点、平成１７年６月３０日という枠の中ですので、いろいろ制約

もあると思いますので、また当該地の住民の皆様、また周辺の皆様にもご理解を賜らないか

んわけですが、しかし方式に関しましては、一番情報なり、一番資料のとれるのが役所でご

ざいますので、またそやなかったらおかしいはずであるわけです。また、私たち議会といた

しましても、そこに委員長もおりますが、やっぱりごみ問題の特別委員会としても、今後こ

の処理方法について、また当該地のことについても議会の立場で、また議論も当然委員長さ

んにもお願いして、吉岡委員長にもお願いしてやっていかなければならないなあと、こう思

うわけでございますので、担当者で結構ですから、ちょっと技術的なことで２回目の答弁を

お願いしたいと思います。

環境部長！議 長

ごみ処理方式につきましては、地元に当初からＲＤＦ方式を提案させていただいて環境部長

お願いをしてまいりました。広陵町のごみ処理基本計画の中にもごみ固形燃料化方式をもっ

て進めるということになってございまして、循環型社会の構築からいきますと、広陵町のご

み量からいたしましてエネルギー循環の観点からＲＤＦ方式が理想の方式であるというふう

に今でも考えは変わっておりません。

ただ、議員ご指摘のように、でき上がりましたＲＤＦの利用先が確保されない限りは、こ

の施設は建設をできないということは、この前も議会で繰り返し申し上げてきたと思います。

そのような中で、ＲＤＦに炭化炉を一つ加えると、炭化物を８分の１に減量される、それと

循環型社会の理念にも合致するということもございますので、この方式も含めて現在研究を

進めているというのが現状でございます。
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また、桜井市の方では過日溶融炉が稼働したということで新聞報道がなされました。以前

から溶融方式につきましても研究は進めております。ただ、広陵町のごみ量で溶融炉の機能

が維持できるのかどうかといった点が非常にネックになってございます。最近は小規模の溶

融炉もできつつあるということで全国の例も出てまいっておりますが、まだ運転していない

ところ、あるいは稼働しても間もないところも多ございますので、その辺の状況も研究して

いきたいというふうには思っております。

最終的には広陵町の方が責任を持って方式を決めるということが基本でございますので、

また議員の皆様方ともご相談申し上げながら最終決定をしたいというふうに考えております。

以上でございます。

処理方式の選定委員会を聞いてたん違うか、メンバーどういう。議 長

処理方式の選定委員会は町長も答弁で申し上げましたように、立ち上げた上でいろ環境部長

いろな角度からご意見をちょうだいして機種決定の参考にさせていただきたいというふうに

思っております。

１０番議員！議 長

それでは、３回目の質問をさしていただきます。１０番議員

今ご答弁にありましたように循環型社会、これは当然そうであるわけで、私は基本的にご

みというのは全部１００％処理してなくなれば最高だと私は思っているわけで、何も循環型

が目標であるということは僕は思ってませんが、いわゆるゼロになればいいわけですが、そ

れはなりませんわ。そやから、その中で一番いわゆる少なくなる、残りが少なくなる、処理

あとが少なくなる方法もこれまた多少高くつくか知りませんが、それも一つの大きな意義の

あるものだと思うわけでございます。

先ほど部長がおっしゃるように、当然ＲＤＦの引き取り手がなければ事業認可、いわゆる

補助金の問題がおりない、これは当たり前のことでございます。ただ、そのときに約束でけ

たとしても、これはそのときは受けるということがあるかもわかりません。しかし近い将来、

未来永劫にそれが続くとか、その条件が保たれるとかいうことも、これまたどうなるかわか

らんこの世の中でございますので、それは建設時の約束ではどうか知りませんが、そのこと

も当然、そんなん知らなかったちゅうわけにもなりませんが、そのことは当然計算に入れた

中で考えていく。そやから私が先ほど申し上げましたように、そのＲＤＦの炭化という、も

し炭化でやられるなら、炭化のそのものが、いわゆる炭化物が後に使える、いわゆる循環型

社会に貢献のでける有効なもんであれば、これは最高と思うわけです。しかしいろいろそう
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でもないとか、土壌改良の云々のときも出てましたけど、そのこともあるわけですから、余

り先走ってのとらえ方はどうかなあと、こう思うわけでございます。そやから、今はまだ何

もないわけですから、当然フリーハンドで、フリーハンドで大いにシミュレーションも駆使

してやっていくということが一番大事だと、こう思うわけです。そしてまた、今おっしゃる

ように処理方法の決定委員会ということ、これどのような内容で委員会を持たれるのか知り

ませんが、一番大事なことは時間がありません、余り。そやから何もせきまくることはない

と思います。それも含めて、限りある期限内での考え方、ただ期限遵守１００％できない場

合もあります。これはもう当然いろんな諸般の事情の絡みも出てきますから、これは当然で、

何もそれがために粗雑な分になるとか、急を要してやったからしゃあなかったということは

考えられないわけでございますので、考えていかんわけでございますので、いろんな事情で

遅うなる場合も出るかもわかりません。それはそのときにベターな方法をまた模索をしてい

くと、現実は現実として対処をしていくというのが当然だと思うわけですので、その辺のこ

とを再度ご答弁をお願いをしたいと思います。

環境部長！議 長

新清掃施設は莫大な経費を投じる施設でございます。一たんつくりますと、それを環境部長

簡単に変更できないということも我々重々承知をいたしておりますので、機種の決定に当た

りましては慎重を期してまいりたいということには変わりございません。今議員ご指摘の点

も十分踏まえて、処理方式検討委員会等でも議論をいただくと、メンバー等はまだ想定はい

たしておりませんが、専門家等も加えてやっていきたいと思っております。１７年６月の期

限は非常に厳しいというところでございますが、性急に期限だけを視野に入れて失敗をしな

いように、慎重にやっていきたいというふうに思っております。以上でございます。

以上で青木君の一般質問は終了いたしました。議 長

次に、松野君の発言を許します。

では、一般質問をいたします。５番議員

まず第１番目に、障害者支援費制度についてでございます。

来年の４月から障害者福祉の仕組みが大きく変わってまいります。行政の責任でサービス

を提供してきた措置制度から、障害者本人が事業者と契約を結ぶという支援費制度へと大転

換をするものです。皆さんのお手元の方に図式で支援費制度の大まかな流れを書いたこのよ

うな資料をお配りをさせていただいておりますので、参照していただいたらわかりやすいの

ではないかと思います。支援費制度は、保育所における原則措置制度の廃止、あるいは高齢
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者における措置制度廃止、介護保険制度導入に続きます制度改革の一環として進められてき

たものでございます。しかし、今回の支援費制度は、介護保険の流れを踏まえながらも、保

険制度は取り入れていません。具体的には、障害者が町に支援費の支給を申請し、町が支給

額を決定し、利用者が指定業者や施設とサービス提供の契約をするものでございます。これ

により、障害者福祉の公的責任が大きく後退し、さまざまな問題を含んでいるわけでござい

ます。さらに、１０月からサービスの申請受け付けが始められる予定になっているにもかか

わらず、国の方ではサービスごとの支援費は幾らになるのか、障害者の支払う利用負担がど

うなるのかという制度の根幹となる国の基準をいまだに自治体に示しておりません。障害者

家族に大きな不安が広がっているわけでございます。

このような障害者支援費制度でございますが、この障害者支援費制度について、今の段階

で利用者負担はどうなるとお考えいただいているのか。また、障害者等に対して説明会の開

催の予定はどのようにされておられるのか、まずお聞きをしておきたいと思います。

２番目に、ボランティアについてでございます。

広陵町ではたくさんのボランティアの方々が活躍されております。行政にはなかなかでき

ない部分を補うような、大切な働きをしていただいているわけでございますが、今、社協や

また図書館や教育委員会などで、ボランティアに対する方針がばらばらの対応の状況でござ

います。ボランティアの育成、援助について、今後どのような取り組みをしていただけるの

か、位置づけはどのようにしていただけるのか、基本的な観点をお聞かせいただきたいと思

います。

３つ目に、バス路線の問題です。

バス路線につきましては、過日全協の方でも奈良交通の資料を示していただいて、説明を

いただきましたので、議員の皆さんは十分ご存じいただいていることだというふうに認識し

ているわけでございますが、公共交通機関として、バスが果たしている役割は大変重要で、

なくてはならないものでございます。ところが、規制緩和の一環で道路運送法が改正され、

バス事業者の路線の休止、廃止、あるいは事業参入の免許制なども自由にできるようになっ

たわけでございます。同時に、補助金制度も見直しをされて、事業者に対する補助金がカッ

トをされたり、一部ですけれども、事業者の経営にそのために大きなダメージを与えている

のが実情でございます。奈良交通では、今回廃止予定が奈良県内で１１路線、６４．１キロ

メートルと、９自治体に影響を与える大規模なものでございます。広陵町では、高田百済線、

高田法隆寺線、桜井百済線の３路線の廃止が計画をされております。廃止の原因は赤字です。
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赤字であれば廃止となれば、広陵町内のバス路線はすべて赤字路線ということですから、広

陵町からバスが消えてしまうことにもなりかねない、こんな切実な問題でございます。住民

の皆さんも大変不安に思っておられます。

そういう中で、バス路線を守る会が結成されました。そうして、８月の１カ月という短期

間の中で、広陵町だけではありませんが、これだけのたくさんの２，１０４筆でございます

が、さらにこれは１次分でありまして、現在も２次分の署名を集めているところでございま

すが、このような署名につきましては、私たちが一軒一軒、あるいは一人一人歩いてお願い

をするようなことをしなくても、実にさまざまな方々が積極的に署名を集めていただいて、

このようなたくさんの署名が集まったというのが実際でございます。これは、住民の皆さん

の大きな不安が反映している証拠でございます。そして、この署名の中身、要望の中身は、

６５歳以上の高齢者のシルバーパスを発行してください、２つ目が、奈良交通にバス路線廃

止計画の撤廃を要望してください、この２つに集約をされているわけでございます。

９月３日に今井光子県会議員は、バス路線を守る会の代表者、また私ども当議員団とで平

岡町長に要望をさせていただきました。平岡町長は、補助金についても出すことは広陵町と

しては協力する意思はあるけれども、近隣他町が今補助金を出すと言わないので困っている

というお答えをいただいたわけでございます。さらに、同じく９月３日、その足で今井県議

らが河合町に出向きまして、町長と交渉いたしましたところ、河合町の町長は、広陵町がそ

ういうことであれば再度広陵町と相談をすると、このような回答をいただいているところで

ございます。また、９月４日には、今井県議らが奈良交通と再交渉いたしました。そうして、

この中では１０月からの便数の半減計画は今となってはちょっと難しいが、自治体の補助金

があれば４月からの計画変更については柔軟に対応するということで、奈良交通も広陵町と

自治体の対応に大きな期待を寄せているのが実情でございます。

このようなバス路線について、経過はご存じいただいているわけですが、その後の存続に

向けての奈良交通や近隣自治体との話し合いの経過はどうなっているのか、ご答弁をお願い

をしたいと思います。

４番目に、合併についてでございます。

政府の強引な合併押しつけに、合併はしないことを表明する自治体もたくさんふえてきて

いるところでございます。福島県の矢祭町は、合併しない宣言を出して大変有名になった町

でございます。また、近隣でも滋賀県の竜王町では合併見送りが合意をされておりますし、

広島県東城町では単独町政を議決をし、山口県の下松市では合併しない宣言を出しておりま
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す。その後、続々と幾つかの自治体で合併をしない宣言を出しているところが一方ではふえ

てきているところでございますが、広陵町では、議会の方へは勉強会の中で少しの資料は出

していただいているわけでございますが、その後、広陵町としてどのような経過をたどって

いただいているのかは全くわからない状態でございます。近隣との話し合いなどはどうなっ

ているのか、とりあえず今後の方針を今どのようにお持ちいただいているのか、その２点に

ついてお聞きしておきたいと思います。

それから、３０人学級についてでございますが、自治体の裁量が広くなった中で、全国的

に３０人学級への動きが加速している状態でございます。３０人学級が全国的に取り組まれ

ている実情については、教育委員会の方も敏感に状況を把握していただいているというふう

に思います。新潟県の小学校１、２年生、また秋田県の小学校１、２年生、埼玉県の県立高

校、また愛知県の名古屋市、福井県、愛媛県、山形県、それから埼玉県の志木市など、県レ

ベルあるいは市レベルで少人数学級への試みが採用され、また広がっているのが実情でござ

います。奈良県につきましても、郡山あるいは大淀町、斑鳩町の方で少人数学級の実施が実

現されてきているのが実情でございます。

このような中で、広陵町議会は数年前に３０人学級の意見書を可決し、教育長も繰り返し

３０人学級にするように機会をとらえて要望しているとご答弁を繰り返していただいてきま

した。実現への距離が近くなった今、一層の努力をお願いしたいと思いますが、３０人学級

実現に向けてどのように考えておられるのか、ご答弁をお願いいたします。以上です。

ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

松野議員からご質問がございましたことについて、お答えを申し上げます。町 長

障害者支援費制度について、利用者の負担はどうなるのか、また説明会開催の予定はどう

かというご質問でございます。

お答えは、支援費制度につきましては、障害者福祉サービスを対象に、行政がサービスの

受け手を特定しサービス内容を決定する措置制度から、利用者の自己決定、自己選択を基本

としたものに改められ、平成１５年４月から実施されることになっております。これは、制

度の利用者が地域で暮らせるよう、生活に必要なサービスを自分で選び、みずからサービス

の提供者を自由に選択できることを目指したものであることから、このための情報提供など、

市町村に課せられた役割は非常に重要なものがあります。

ご質問にあります支援制度の利用者負担につきましては、近く厚生労働大臣から支援費基

準が示されることになっています。また、説明会開催予定のお問い合わせでございますが、
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既に啓発資料も整えており、利用団体の方々の意見も参考に決めていきたいと考えておりま

す。

ボランティアについてでございます。

広陵町でもたくさんのボランティアの方々が活躍されている、行政にはなかなかできない

部分を補うような大切な働きをしていただいていると。ボランティアの育成、援助について

の取り組みについてご質問をいただきました。

現在、ボランティアとしては登録されている１２団体、１６１名以外にも、老人クラブの

方々による清掃奉仕を初め、民生児童委員さんによる独居高齢者の安否確認を兼ねた給食の

配食サービスなどのほか、各地域においても自発的、自主的な活動として、数多くの方たち

がいろいろな形でのボランティア活動を行っておられ、お声かけ運動や子育て支援など、地

域福祉の推進のため、貢献されているところであります。

町といたしましても、ボランティア活動を側面から援助するため、さわやかホール内に生

涯学習とその派遣を含めた活動の拠点としてボランティア室を設置し、また障害者と健常者

の交流促進を図るためのふれあい広場を設け、種々の情報提供等を行っております。また、

ボランティア育成のためにボランティア教室などを適時開催し、ボランティアの育成並びに

知識向上に努めております。

次、３番目のご質問でございますが、バス路線の存続をということでございます。

町議会も奈良交通に対しご努力を願いました。松野議員は先日、署名運動など、住民の声

をお集めをくださいまして、ありがとうございました。答弁でございます。

奈良交通から、平成１４年５月２３日に、高田百済線と高田法隆寺線について、１０月に

運行回数を高田百済線は現行の１日４．５往復から３往復に、高田法隆寺線については、現

行の１日６往復を３往復にした上、来年３月に全線廃止の協議がありました。奈良交通は、

平成１４年３月期に、乗り合いバス事業で約２０億円の赤字となり、経営健全化に向けたバ

ス路線等の見直しの中で、当該路線が廃止の対象となったようです。この内容は、６月５日

の議会全員協議会で報告をさせていただきました。また、桜井百済線を運行しているエヌシ

ーバスからも同様の連絡がありました。

町としては、存続に向け、関係市町村や県交通政策課と協議を重ねておりますが、積極的

な存続要請の意向を示す市町村は少なく、厳しい状況であります。このことから、金銭的支

援ではなく、広陵町民、近隣住民及び来町者への奈良交通、エヌシーバスの利用促進を図る

方向で、数少ない存続意向のある市町村とも相談しながら、今後の方策を検討してまいりた
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いと考えております。なお、両者に対しましては、８月２２日付で存続要請を文書で行って

います。

４番目でございます。合併でございます。

政府の強引な合併押しつけに、合併はしないことを表明する自治体もふえてきたとおっし

ゃっておられます。町は幾つかの選択肢を示しているが、近隣との話し合いなどはどうなっ

ているのか、また、今後の方針はということでございます。お答えを申し上げます。

合併については、地方分権の推進がいよいよ実行の段階に入り、個々の市町村が自立する

ことが求められており、少子・高齢化社会の到来とともに、サービスの内容が高度かつ多様

になり、その水準を確保することが期待されております。極めて厳しい財政状況の中で、行

財政基盤を強化し、人材育成、確保等の体制整備、行財政の効率化を図ることが重要だと考

えており、市町村合併は避けて通れない最重要課題であると認識しております。

市町村合併はあくまでも自主的な判断と相手方の合意による合併が基本でありますので、

近隣市町村の枠組みを参考に、行財政状況等の研究、検討を行っているところであります。

また、広く住民の意見を聞き、ともに広陵町の将来について議論していただくため、５０人

会議の開催も予定しております。

今後は、議会とさらに綿密な協議をさせていただきますとともに、情報提供をしたいと考

えています。

以後の質問、３０人学級については、教育長が答弁をいたします。終わります。

教育長、お願いします。議 長

松野議員の３０人学級についてのご質問にお答え申し上げます。教 育 長

ご承知のとおり、これまで学級定数は公立学校の学級編制の標準に関する法律において４

０人と定められ、編成に当たっては、県教育委員会の認可事務とされておりました。しかし、

地方分権一括法により、自治事務とされることになりましたが、このことは教職員給与の国

庫負担金の算定基準と連動していることから、県との協議の中で同意を要する事項となって

おります。したがいまして、現状は県が定める基準による学級編制を遵守する考えでござい

ます。なお、現在本町におきましては、県の定数基準に加え、各校に１名の少人数授業編制

のための加配を受けておりますが、今後も加配増を要求してまいりたいと考えております。

また、３０人学級編制につきましては、国の方針としては上限４０人を変えないとの方針

でありますが、今後も要望をしてまいりたいと考えております。以上でございます。

５番議員！議 長
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では、順を追って質問をさせていただきたいと思います。５番議員

まず、今ご答弁でも少し触れていただきましたけれども、支援費制度では市町村の責任と

裁量が大変大きくなるわけでございます。介護保険では、サービスの量を決める認定審査会

が医師等の専門家が決めて、その後専門家のケアマネジャーと相談してサービスの具体的な

内容を計画するわけですけれども、この支援費制度では、ケアマネジメントの部分を省略し

て、市町村が支援費を決定することになるわけです。支援費の決定は、町職員の皆さんの判

断によるところが大きくなってまいります。逆に言えば、町の努力で大変利用しやすい支援

費制度の運用もできるということにもなるわけでございますが、このことを踏まえて、ご質

問をさせていただきたいと思います。

まず１つは、運用にかかわる部分で言えば、この間、奈障連の方ですか、全県の市町村に

対してアンケート調査が行われました。その中で、３０自治体がアンケートをきっちりと返

していただいているわけですけれども、この近辺で北葛４町の中でアンケート返ってきてい

ないの、残念ながら広陵町だったんです。この中では、やはり具体的な部分として、ぜひ考

えていただきたいという部分があるわけでございますが、この広陵町の裁量が大きくなると

いう中で、まず１つは、決定に当たってのサービス調整会議等の設置をする予定、あるいは

検討をしていただいているのかどうか、お聞きをしたいと思います。

それから、利用者負担の考え方なんですけれども、国基準を準用するのか、単独の軽減措

置を行うのか。また、それ以外等も含めまして、まだまだ検討中なのか、この点についてお

答えいただきたいと思います。

そして、国基準につきましては、先ほどご答弁いただいたように、また私の方も指摘して

おりますように、国からの基準明確になっておりませんが、９月２日に日本共産党奈良県の

議員団は、今井県会議員を先頭にしまして、政府交渉をいたしました。その中で、この広陵

町のご要望でもあります、大西部長も要望していただきましたが、基準を早く示せという点

について、大いに奮闘していただきまして、その９月２日の政府交渉の中では、９月１４日

に全国担当者会議ですか、行われる中で、発表できるようにしたいという回答も引き出して

きているところでございますが、この分につきまして、現時点では資料が手元になくても、

日程的な計画はある程度これでめどがついてきたと思うわけですけれども、説明会と申請受

け付けはいつから始めるのか、日程的なスケジュールを再度お聞きをしたいと思います。

それから、障害者サービスの基盤整備がほとんど整っていないのが実情なんです。自由に

サービスの選択ができるようになったのがメリットだというご答弁でございますが、そうい
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う分はあるわけですが、しかし選択をするサービス機関がなければ、選択はできないわけで

す。この間、奈良県の方では十分な説明もしないで、奈良県内にありますそういう福祉施設

等に、とにかく認定の登録をしてくれという働きをしているそうでございます。何社認定さ

れたのかは把握してないわけでございますが、このサービス基盤について、不足している点

についてはどのようにご認識していただいてるのか、お聞きをしたいと思います。

それから、先ほどの基盤整備についてでございますが、先ほどのアンケートを踏まえて、

基盤整備についてお聞きをしておきたいと思います。

１つは、市町村としてみずから指定業者となる予定はお持ちなのか、検討中なのか、しな

いとはっきりと答えを出しておられるのか、お答えいただきたいと思います。

もう一つは、支援費制度に移行する事業にかかわる市町村の単独事業、障害児者やその家

族に対する徴収金の補助とか、交通費補助、通所とかのかかわる交通費補助等について、市

町村の単独事業の実施について予定をしていただいているのか、あるいはいないのか、この

点についても大きくサービス基盤おくれている中で大変助かる制度になりますので、どのよ

うに今ご検討いただいているのかお答えをいただきたいと思います。以上、２回目の質問の

ご答弁をお願いします。

健康福祉部長！議 長

前後するかと思いますけれども、伺った範囲内での質問をお答えさせていただ健康福祉部長

きます。

まず、１０月から受け付けが始まるというのは、これは国の方が示しているスケジュール

でございまして、今の段階では受け付け事務は１１月にずれ込むおそれがあるという懸念を

抱いております。

それから、内容等につきまして、松野議員もよくご存じいただいておりますように、支援

費基準の内容もろもろにつきましては、厚生労働大臣がまず定めまして、これを下回らない

範囲で支援費の額なり個人負担なり、あるいは障害の程度なり、サービスの状況等を市町村

長が定めていくという基本路線が敷かれているものでございます。ただ、この基準の指針に

なる厚生労働大臣の指示が、今私たちが持っております情報では、１０月１２日に全国、県

の課長会議が開かれて、そこで示されるであろうという情報をつかんでおりますけれども、

その詳細の内容がまだ伝わってきておりませんので、以降質問をいただきましためどについ

てとか、あるいは市町村としてサービスの内容についてどのような内容のサービスを検討し

てくれてるのか、支援費の支払いの基準はどの程度なのかと、あるいは障害者の基盤が整っ



－208－

ていない、これに関してどうするのかというようなご質問をいただきましたけれども、まず

現在考えておりますところにつきましては、おっしゃっていただきましたように介護保険と

異なり、ケアマネジメント制度がございませんので、市町村長が情報の媒体となっていろい

ろな情報を提供してまいりたい、これが我々に課せられている大きな使命であろうというふ

うに現在のところは考えております。

それから、アンケートの件でございます。

アンケートの件として、アンケートの内容で、広陵町として回答が出ていないというご指

摘を受けましたけれども、利用者の負担の内容とか、そのアンケートの内容等について、無

責任な回答ができないという内容の中で、時期を失したというのが事実でございます。

それと、市町村としてみずから指定業者になる意思があるのか、検討中なのか、ならない

のかというご質問でございますけれども、社会福祉協議会とも協議の上で、今検討を進めて

いる段階でございます。終わります。（５番議員「基盤整備についての考え方、おくれてい

る実態、基盤整備がおくれている実態認識してくれてると思うけど、それについてはどのよ

うな認識持っていただいてるのかということを。」）それにつきましてもただいま申し上げ

ましたように、基盤整備がおくれていると。おくれているという判断の基準の中で、まだ国

の基準等がはっきりと出ておりませんので、その内容を見ないと、めどをつけ、どの時期に

あるいはどういうふうな方法で、どのような支援策を展開していかなければならないのか、

これすべて国の基準をもとに市町村長が決め、そして市町村がその支援を必要とされる方々

に情報を提供していく内容にかかわってまいることでございますので、まず、その厚生労働

大臣が示す基準というものを待っている状況でございます。それから、基盤整備等につきま

しても、近隣町との情報を交換しておりまして、どのような状況で情報媒体を持っていくか。

それらにつきましては、各町の均衡を図ってまいりたいということで、現在進めております。

終わります。

５番議員！議 長

今、国の方の基準が示されていないのでほとんど答えられないという内容の答弁で５番議員

したけれども、もちろん基準示されていないのは大変重大な問題でありますから、それが来

なければ決められないこともあるんですけれども、今私が質問させていただいたのは、町と

しての方向性の問題を質問させていただいたんですから、具体的に幾らにするのかとか、そ

ういう具体的な話に突っ込んでの質問をさせていただいておりません。ですから、アンケー

トの中でもいろいろな回答が返ってきているわけです。決定に当たってのサービスの調整会
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議の設置についてはすると明確に回答した自治体が３つです。それから、利用者負担の考え

方として、国基準を準用するというのが１９で、単独の軽減措置を行うというところが２つ、

検討中が８自治体なんです。それから、市町村としての指定業者となる予定はどうかという

分につきましては、なる予定だとはっきり答えているところが３自治体、それから検討中が

６自治体、ならないと答えたところが１９自治体です。また、支援費制度に移行する単独事

業なんですけれども、これについてはまだ検討をしていないというところが大部分で、検討

をしているというところは１自治体ということでございますが、ですから方向性の問題です

から、もう既にいろいろな角度から議論をしていただいていると思うんです。そういう議論

がなかったら、基準来てもやっぱり混乱するんじゃないかと思うんです。ですから、その方

向性についてお聞きしているわけですから、今までに、検討中は検討中でそういう回答も当

然ありますので、ひとつ検討中という部分もいただいた、無責任な回答はできないというこ

とでお答えいただきましたけれども、やはりそういう部分を明確にしていただく中で、この

支援費制度の問題点が明らかになってくるわけです。実際のところは、市町村が大変に困っ

ているというのが実態なんです。それも、こういう実態調査の中で明らかになってきている

ところでございますので、再度その点についてお答えできるところがあれば、お答えしてい

ただきたいと思います。

それから、この支援費制度で言いましたら、今後、老人保健福祉計画がこの介護保険の見

直しの中で策定される予定になっております。そして、この支援費制度をにらんで障害者福

祉計画も再度見直しをしていくということになっております。子供、家庭支援計画について

もつくることになっております。そういう３つの分野をトータルとして、地域保健福祉計画

という計画が２００４年度から実施ということで、１年おくれの計画策定が指示されている

わけですけれども、この地域保健福祉計画についてにも影響してくる問題でございますが、

総合的に今後はそういう方向性が大事だし、今後は総合福祉条例という方に発展していくと

思うんですけれども、そのあたりのスケジュールあるいは認識はどのようにお考えていただ

いているのか、簡単にご答弁お願いいたします。

健康福祉部長！議 長

いろいろとおっしゃっていただいております内容の中で、基本的に申し上げら健康福祉部長

れることは、現在、支援費制度に関しましてのいろいろな諸施策あるいは方向性等につきま

して、広陵町が突出することなしにという基本を持っておりますので、各町との均衡を考慮

しながら現在協議検討を進めていると。このために担当者課長会議等を再三開いているとい
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うのが現実でございます。その内容をまず踏まえまして、その中から、これからの急いでや

らなければならない面もございます。来年の４月に向けてやらなければならないことが山積

みされておりますけれども、それを少しでも早く解消して、その支援費制度を待っておられ

る方々のために役立てていきたいというのが現実でございますので、その程度の答弁で本日

は控えさせていただければありがたいと思います。なお、老人障害福祉計画等々のことにつ

きましても、既に認識をし、それぞれ担当者の方で作業に着手しているというのが現実でご

ざいますので、よろしくご理解をいただきたいと存じます。

５番議員！議 長

ボランティアについては簡単にご質問をさせていただきます。５番議員

今、答弁の中でいろいろとボランティアの活動をご紹介いただいたわけでございますが、

各担当が最初に言いましたようにばらばらでありますし、２つにまたがって活動を実際はし

ているという、そのようなボランティアもありますので、やはり今後もっともっとたくさん

の皆さんがボランティアに参加していただくことを、そういう流れでございますので、ボラ

ンティアの位置づけをもう少ししっかりとしていただくのが大切かと思いますが、その点に

ついて、担当がまたがりますが、どなた答弁していただいたらいいのかわかりませんけども、

ご答弁お願いします。

健康福祉部長！議 長

まず、社会福祉協議会の観点の内容の中でのご答弁になるかと思いますが、ご健康福祉部長

容赦願いたいと思います。

まず、ボランティアというものにつきまして、これはもう松野議員もボランティア活動い

ただいておりますので、十分ご存じいただいてる基本ではないかと思いますが、別段構えて

行動するのがボランティアじゃないんじゃと。ボランティアというのは、自分の気持ちの中

で、自分の範囲で、自分のできることを自分のできる時間で、自分のできる範囲でという内

容で、自然に活動していただける、これが本当のボランティアじゃないかなというふうに私

自身考えているものでございます。したがいまして、活動がどうか、あの団体は、この団体

はというんじゃなしに、自然体の中で自分の気持ちの中にあるボランティアに対する考え方、

その中から生まれてくる行動一つずつが、真のボランティア活動につながっていくのではな

いのかなというふうに考えているところでございます。そのために、その気持ちを皆さんに

持っていただくためにボランティア教室なんかを開きまして、ボランティアというのはこう

いうふうにして、例えば車いすを押すのがボランティアですよということでなしに、ボラン
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ティアというのはこういう気持ちの中から生まれてくること、あなたが楽しいですか、ボラ

ンティアしてる人が楽しいんですか、された人はどうですかという気持ちの問題じゃなしに、

してる側の人、ボランティアをする側の人が楽しんで、そして活動していただける、これが

本当の気持ちじゃないかということを、教育という言い方をすれば非常に失礼ではございま

すけれども、そういう活動をさしていただいているのが現状でございますので、ボランティ

アの先輩としてその辺はよろしくご理解をいただきたいと存じます。

教育委員会事務局長！議 長

教育委員会の方で重複したような形で生涯学習を推進していく中で、ボ教育委員会事務局長

ランティアの登録というような形で進めてきておったわけでございます。そうした中で、や

はり教育委員会の場合は９分野の個人の方並びに団体の方が登録してもらっていたわけです。

そうした中で、福祉協議会の方のボランティアと重複した団体、メンバーと、窓口が一元化

されてないというような形で、今回いろいろご指摘とご質問あったと思うわけなんです。そ

うした中で、やはり統一した形で町はやっていかなければならない、またボランティア室も

しくはボランティアセンターというのも、核となる何を今後進めていかなければならない。

そうした中で、やはり今福祉部長から申したとおり、やはり市町村職員が育成、援助等必要

とは思うわけなんですが、やはりボランティアの方がみずからそれを運営していくというよ

うな方向が理想ではないかというふうな形で、今、教育委員会としても福祉協議会の方と協

議した中で、今後全力を尽くして作業に調整して入っていきたいと、かように思っておりま

す。以上です。

５番議員！議 長

その理念について別に議論しているわけではなくて、私が指摘しているのは、例え５番議員

ば、率直に言いますと、社協の中でも補助金にばらつきがあって、外に言うてくれるなとい

うようなことまでおっしゃっておられるにもかかわらず、対応がいろいろあるわけですから、

先ほど言いましたようにいろいろな分野であるわけですから、まだまだやっぱりボランティ

アについて統一的な対応というか、議論もしていかなきゃいけないんじゃないかということ

です。というのは、そういう気持ちをいかに受けとめて、いかに気持ちよく発揮していただ

けるか、力を発揮していただけるかというところにつきましては、例えば、備品とかあるい

は消耗品とかの費用も要るわけですから、それを要求する予算すらないわけです。ですから、

そういう部分、あるいはそういう形態がさまざまですから、私はそんな懸念、幾ら出してる

かという懸念は要らないと思うんです、人数もさまざまですから。ですけども、一応説明し
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て納得していただけるような基準というものはお持ちいただかなきゃいけないということも

思っておりますので、ですから、気持ちよくそういう気持ちを受けとめて活躍していただく

ために、予算も位置づけていただかなければならないということも指摘をしておきたいと思

うんです。その点について簡単にお願いします。

意味わかりますか。 健康福祉部長！（５番議員「簡単でいいです。」）議 長

ただいまの内容で、例えば物の問題も出てまいりましたけれども、予算的なも健康福祉部長

の等につきましては、ご指示をいただいた内容ということで受けとめさせていただきたいと

いうことで、終わらしていただきます。

５番議員！議 長

では、バス路線の存続についてでございますが、これにつきましては、先ほどもた５番議員

くさんの署名をお示しさしていただいたわけなんですけれども、要望の中で、シルバーパス

の発行ということも大変大きな期待の中で、たくさんの署名が集まっているという実情がご

ざいます。このシルバーパスの発行は、例えば、近隣の王寺町におきましては、７０歳以上

の高齢者の方に王寺町内と三室病院行くまでのバスを自由に乗降できるという、そのような

シルバーパスで、大変好評を博しているわけです。そして、高齢者の皆さんがいつまでも元

気に活躍をしていただける、そのような源の一つともなっているわけでございますが、これ

に対して王寺町が一定の３，５００万円でしたか、負担を奈良交通にしているというところ

で、住民の皆さんにとっても大変喜んでいただけるし、また、奈良交通にとっても経営的に

大変助かって、そしてバス路線の赤字廃止ということにはならないで、健全経営にもつなが

るということで、幾つかの観点から見ても大変効果的な方策ではないかと思うわけですけれ

ども、このシルバーパスについて、広陵町独自のやり方が必要だとは思いますが、どのよう

にご検討いただいているのかお聞きをしておきたいと思います。

そして、先ほどのお話の中で、奈良交通は補助対象路線、その広域バス路線補助金制度に

乗るところの赤字分が４億円なんですけれども、そのうちの３億円を県が負担しているんで

す。本来は４億円負担しなければいけないのではないかというふうには認識しておりますが、

しかし、この１億円分は奈良交通の自助努力ということになっていて、このバス路線廃止の

一つの要因にもなっております。この１億円といいましたら、奈良県内の幾つかの自治体が

力を合わせていけば、一つの自治体に対してそれほど大きな額の負担にならないというふう

に思うわけですけれども、こういう点も踏まえて、再度早急に奈良交通に改めて要望をして

いただきたいと思います。その点について、また先ほど紹介いたしましたが、河合町等とも
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緊急に再度ご相談していただきたいと思いますが、具体的な形で再度のご答弁をお願いをし

たいと思います。

総務部長！議 長

まず経過でございますが、５月２３日に奈良交通あるいはエヌシーバスから路線の総務部長

半減あるいは廃止という内容の申し入れがございました。そして、６月５日に議会全員協議

会において内容の説明をさせていただきました。その後、７月８日に奈良県から広陵町の方

にまずお見えになりまして、各市町村で路線廃止によりますその後の要望あるいは存続、そ

れかまたは承諾できるかどうかという意見聴取に参られております。広陵町としては当然存

続をご希望いたしております。ただ、奈良交通からの経営状況等を見て、難しい点はあるだ

ろうというような話し合いの内容もあります。

それから、７月１２日には奈良県と広陵町と河合町、いわゆる高田法隆寺線についてでご

ざいますが、安堵斑鳩についてはもう路線をやむなしという結果が出てると。ただ、河合町

は池部駅まで継続して走らせていただきたいという希望がありますが、これについて奈良交

通の方は、やっぱり転回場とかの問題も確保してくれというような条件がついてきておりま

す。それと、広陵町の場合は竹取公園までは何とかできるんじゃないかと、これは負担もな

しでということの内容でございました。

その次に、議会から存続の要望を出していただきました。たしか７月１８日だったと思い

ます。これに対しまして、７月３０日付で奈良交通から回答が来ております。この回答の中

で、当初計画どおり本年１０月に運行回数の見直しをさせていただいた上で、平成１５年３

月をもちまして路線廃止をさせていただきたく申し入れいたしますという、この奈良交通の

取締役社長名で議会議長あてに回答が来てると。

その後、８月２３日に奈良交通と広陵町が今度は話し合いをしております。その前日に要

請書、これを奈良交通の方へ出させていただきました。同じく存続をお願いするということ

で、その後の話し合いの結果におきましては、奈良交通の方から一応廃止という言葉で申し

上げておるが、実は休止だということで、いわゆる廃止しますと、今度認可をもらうのにか

なり手間取るということで、廃止という言葉で受けとめてるというような、希望的なこうい

う言葉が返ってきたわけなんですが、私どもとしては、その希望的な言葉をそれだけで甘ん

じてるわけにはいきませんので、これに対して、先ほど申しましたように竹取公園内でバス

の回転場を設ければここまでは、新家からそんだけ分延ばすことについては可能かというこ

とに対しましては、これは検討さしていただくというような内容でございました。ただ、き
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ょう９月１１日付で、同じく奈良交通から回答が来ております。この回答に……。（５番議

員「９月何日付。」）９月１１日付です。（５番議員「はい。」）きのうです。これにつき

ましては、貴町を運行しております当該２路線につきましては、利用実態をかんがみまして、

今後輸送人員の大幅な回復による収支改善も見込めないことから、貴町からの運行補助金の

交付がない限りと、いわゆる赤字補てんがない限り、当初計画どおり１０月に回数の見直し

をさせていただいた上で、３月をもちまして路線廃止をお願いするというような答弁でござ

います。この背景には、いわゆる一酸化炭素濃度規制法によりますバスの改造が奈良県にま

で及んでくる懸念がございます。これは国際的な申し合わせ、条約でございますんで、これ

を日本も守らないかんという立場上、やはり奈良交通の規制がかかってくるとなりますと、

バスの買いかえで、約５０％、半数以上のバスを買いかえるという莫大な経費がかかるとい

う見込みがありますので、その辺での奈良交通の決断というふうに我々は解釈しておるわけ

です。なお、この回答どおり、はいわかりましたではございませんが、町としてはなお続い

て、やはり河合町とも連携を取りながら、存続の申し入れをしていきたいと、かように考え

ております。

５番議員！議 長

いろいろ説明いただきましたが、９月１１日に２路線については改善が見込めない５番議員

限り、要するに赤字補てんがない限りはだめだという説明ですけれども、これは先ほど紹介

しましたように、今井光子県会議員らがたくさんの署名のことを伝えながら交渉した結果、

やはりその自治体の方への期待をつないだ回答だというふうに思います。それで、先ほど言

いましたように、もろにこれだけということになりますとなかなか皆さんに、あんな少ない

人数に何でこんだけお金補てんしなきゃいけないのかということにもなりかねませんけれど

も、シルバーパスを提案させていただきましたのは、すべての住民の皆さんが利益を受けて

いただけるということを前提にして、多くの皆さんに理解、納得をしていただける、そうし

て奈良交通にもプラスになるということの提案でございますので、このような方向も含めて

再度検討をしていただき、また、河合町の方も柔軟な姿勢に変化してきているわけですから、

ぜひ熱意を持って河合町とも話し合いをしていっていただきたいと思います。一言だけでご

答弁お願いします。

総務部長！議 長

当初、この回答は今井光子議員のお力によって変わったという内容では、私は決し総務部長

て受けとめておりません。この回答の内容は、当初奈良交通が申し上げてたとおりの回答を
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してきているというふうに考えております。

それから、バスの利用につきましては、まず貸し切りバス等、町におきましてもかなり各

種団体あるいは学校等利用いたしますので、この辺の利用促進も図っていきたいというふう

に考えております。それを使ってるから奈良交通存続せえということではございませんが、

やはり協力体制をとるということは金銭的な面だけではなく、やはりそういう利用者面の増

進を図るということで考えていきたいと思います。

５番議員！議 長

時間がありませんので、合併については大部分省略いたしまして、１点お聞きして５番議員

おきたいと思います。

この間、山田議長を先頭に委員長会、あるいはまた議会運営委員会の中で、田原本あるい

は香芝の方と懇談をしてきている経過があるわけでございますが、７月に香芝の方に懇談に

行きましたところ、雰囲気といたしまして、香芝では合併あえてする必要はないんやと、広

陵町がしたいんやったら考えるというような雰囲気で、そのときに出席した議員は皆受けと

めて帰ってきたわけです。これを端的に言いますと、編入合併ということになります。編入、

香芝との編入合併は選択肢に入っているのかいないのか、お答えください。

では、町長！議 長

今、合併について、香芝の言動についてお話を聞かしていただきました。私どもも町 長

皆さんからこういうことを聞かしていただいておりますが、この合併はやはり町民の皆さん

のご意見を十分聞かしていただいて判断をすることでございます。どの町としようかという

ふうなことでは、現在いろんな収集はしておりますが、基本的には葛城３市３町、ＪＣが言

っております、また奈良県が一番強く勧めています葛城市を目指すと、３市３町の現在行政

の事務については広域処理をしておりますので、こうしたところで進めてはどうかというこ

とでございます。我々、首長が基本的には合意をいたしているところでございまして、実は

あしたまた広域行政ではございますが、葛城の圏域の市町村長が集まって協議をするわけで

ございます。（５番議員「吸収合併が選択肢の一つに入っているかいないのかということで、

端的にお答え。選択肢の一つに入っているかいないか。」）広域の市町村で、３市３町が基

本で話を進めておりまして、単独な行動は基本的には我々首長間では許されないことに基本

はなっているんです。ですから、私はあくまでも基本的には広域的に合併をさしていただこ

うということでございまして、そういう思いで今進めているところでございます。しかし、

町民の皆さんではいろんな、あの町としてはどうか、この町としてはどうかというふうなご
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意見がありますが、実はそういうなご意見については参考にさせていただいて、皆さんにご

判断をいただこうと、そういう思いでございます。

５番議員！議 長

端的にお答えいただけなかったわけですが、３市３町が基本という枠組みはもう既５番議員

に壊れておりますので、その中には入っていないというような認識で解釈させていただきま

す。

それから、５０人会議なんですけれども、５０人会議はレポートつきで公募という形で出

していただいて、公募ということについては、再々私どもの方ではお願いしてきまして、実

施していただいたのは大変感謝しているところですけれども、いきなりいろいろな合併につ

いての資料が、広報で一定なされてるとはいえ、大変不足している中で、あの５０人という

大量枠公募というのは、大変やり方が大胆すぎるかなと思います。レポートをそれに課せら

れるということになると、いや何を書いていいかわからないということで、このレポートで

多くの方がしり込みしてしまっているのが現状なんです。ですから、公募の仕方、大いにこ

の方向性は堅持しながら、もっと慎重に公募はしていっていただきたい。現在、５０人会議

は何人応募していただいて、５０人に満たない場合はどうされるのかお聞きしておきたいと

思います。

総務部長！議 長

一応基準としてレポートを提出してくださいという考えの中に、やはり合併という総務部長

ものに興味といいますか、関心の持っておられる方、より関心のある方を集めたいというの

が我々の思いでございます。合併について、そんな難しいどうこうという内容ではなしに、

やはり合併というものをどういうふうに考えてるかという個人的な考えで結構な、内容でい

いわけなんです。現在出ておりますのは６名です。各種団体におきましての説明会等、合併

の５０人会議を開催しますから、興味のある人どしどし応募くださいという、現在は進め方

をやっております。最終的には５０人を目指すということでございます。（５番議員「わか

りました。」）

５番議員！議 長

最後にいつも教育分野が最後で、時間が足りなくなりますが、少人数学級、今答弁５番議員

の中ではまた要望していくということを心強く言っていただきました。ただ、今回９月２日

に、先ほど言いましたように政府交渉行きました中で、政府の方は独自に自治体がやっても

よいということをはっきりと明言しておりまして、そして、その独自に自治体がやってくれ
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た成果を見て、成果を生かしていくということなんです。ですから、先行して、国の政策に

先行して各自治体が努力して実施していかないと、なかなか国の制度として動かすことが難

しいんじゃないかと、逆にそういうような状態になっておりますので、国の制度を待つので

はなく率先して、ぜひ広陵町でも実施をしていただきたいと思います。そして、この点につ

いて、広陵町の教育委員会とか校長会でも報告、この国の政府交渉の答弁等を含めて、広陵

町の校長会や教育委員会等で報告、議論をしていただけるのかどうか、この２点についてお

聞きをしておきたいと思います。私の方で、とりあえず３５人学級、今の状態で広陵町が実

施した場合にどうなるかというと、１１人、８，２５０万円の人件費、これは７５０万円と

いう１人当たりの人件費で見積もった場合、このような試算が出ていることをつけ加えてお

きます。お願いします。

教育長！議 長

もう時間ありませんので。

いつも松野議員には時間ぎりぎりで残念に私も思っておる、お答えするのに慌てて教 育 長

しなければならないということで困っているところでございますが、松野議員おっしゃるよ

うに、文科省におきましても、市町村の全額負担による公立学校の常勤講師を制度化するこ

とをできるように法改正をするということを、できるだけ早い通常国会で法改正に向けて提

出したいというように答えられております。従いまして、それらの環境が整いましたら、本

町の学校の学級規模や学校の実態、あるいは少人数学級の学校の取り組みの意欲等を聴取し

て、そういうことを総合的に考え、慎重に検討してまいりたいと思っております。ただ、人

を与えたらいいということやなしに、やはり学校がこういうことをしたいと言われる学校に

入れるというようなことをしなければ、効果がないのではないかと思っております。以上で

す。（５番議員「教育委員会と校長会に報告していただけるかという点の答弁だけ簡単に。

するしないだけでお願いします。」）

はい、ありがとうございました。（５番議員「するしないだけちょっと今、座って議 長

しまわれましたけど、済みません。広陵町の教育委員会とか校長会に報告して議論していた

だけるかどうかということを……。質問したんですけど、ご答弁いただけなかったので、一

言だけするかしないかだけお願いします。済みません。」）

じゃあ、答弁してあげて。座ってでもいいですよ。もうマイク通してるから。（５番議員

「してくださいますか。」）

時期を見て述べたいと思います。教 育 長
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はい、わかっております。（５番議員「ありがとうございました。」）議 長

はい、以上で松野君の一般質問は終了いたしました。

しばらく休憩いたします。２０分から行います。

（Ｐ.Ｍ.３：０５休憩）

（Ｐ.Ｍ.３：２１再開）

休憩を解き再開いたします。議 長

次に、片岡君の発言を許します。

それでは、一般質問させていただきます。３番議員

通告のちょっと順序とは違うんですけれども、ちょっとご答弁をいただきます関係で、一

番最後からまずさせていただきます。

第１番目の質問でございますので、読み上げさせていただきまして、質問させていただき

ます。

国保税の減額、減免制度の拡充をということで、広陵町でもリストラ等が原因して、国民

健康保険に加入する方がふえております。その中では、職を失い、事業を廃業するなどの方

も大変多くなっております。町は申請減免制度の拡充を図るとともに、保険証返還請求の除

外者一覧表に即して対応していただきたい。これが第１点目でございます。

第２点目、学校給食の食材の安全を問うということで、ただいま食品添加物とか遺伝子組

み換え野菜などの心配で、親御さんが大変心を悩まされておられます。また、追い打ちをか

けるように、輸入の冷凍野菜、ホウレンソウなどに含まれる大量の残留農薬、何が安全かを

見きわめることが必要なときとなっております。学校給食に携わっておられる方々も大変ご

苦労をされていると思いますが、食材の選定の実情と選定基準、また、狂牛病問題などが発

生してからどのように変わったのかを教えていただきたいと思います。

次に、公立学校の普通教室にクーラーをということでございます。

今、特別な教室、パソコン教室とか図書館とか、また職員室などにはクーラーが設置され

ているわけですけども、普通教室の方にはクーラーが設置されておりません。地球温暖化の

影響もあり、近年の夏場の気温の上昇は、９月になっても先日などは３４度、３５度の真夏

日が続いています。このような教育環境の中では、子供たちが勉強に集中することも大変で

ございます。文部科学省は、今後１０年間ですべての公立学校にクーラーを設置する方針を

このたび新しく出しましたが、順番を待つのではなく、早急に対策が求められているという

ふうに思います。また、小学校、中学校だけではなくて、幼稚園や高等学校にも適用される
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ものということになっておりますが、広陵町での実施計画はどのようになっておりますか。

お答え願いたいと思います。

以上、第１回目の質問を終わらせていただきます。

はい、ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

ただいまの片岡議員さんのご質問、国保税の減免制度拡充をするようにというご質町 長

問でございました。お答えは、ご質問の件につきましては、町の規則で細かく独自の減免規

定を定めていることはご承知のとおりであります。特に、事業または業務の休廃止、失業等

により収入が著しく減少したときの取り扱いには、個々の事情を十分考慮し、対応しており

ます。また、滞納者に係る資格証明書の取り扱いにつきましては、被保険者の事情を十分考

慮し、慎重に対応いたしており、現在まで適用者はございません。

以上のとおりでございます。

では次に、教育長、答弁お願いします。議 長

片岡議員の質問１、学校給食の食材の安全を問うということにお答え申し上げます。教 育 長

近年の食生活におきましては、ご指摘のとおり、個人消費者においても食に関する安全性

への意識が高まっております。中でも、学校給食の食材に関する安全性の確保につきまして

は、各献立における食材調達に当たっては、選定基準に基づき、万全を期しているところで

あります。また、学校給食衛生管理の基準に沿って、最近、農薬、添加物等の定期点検を実

施しております。特に、現在中国産の輸入野菜につきましては、いち早く使用を中断してお

り、極力国内産のものを調達しているところであります。

今後も生命を育てる学校給食、豊かで安全な学校給食の提供に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、質問事項２の公立学校の普通教室のクーラーをということでございますが、ご答弁

申し上げます。

学校施設は、児童・生徒の学びの場であると同時に、１日の大半を過ごす生活の場でもあ

ります。こうした中で、地球温暖化現象等にかんがみ、環境に配慮した空調設備の整備につ

いては、その必要性を感じているところでございます。これまでの大規模改修、増改築、全

面改築等の学校施設整備の中では、耐震構造、給食室ドライシステム、バリアフリーなどの

改善に加え、特別教室について空調設備を設置してきたところであります。このたび、文部

科学省におきましては、高温多湿の現状が児童・生徒の学習環境に不適切であること、また、

家庭の空調普及率とのギャップが大きいことなどから、平成１５年度より１０カ年計画で公
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立小中・高等学校の普通教室３０万教室に空調設備を導入するための補助制度を新設する方

針が示され、本町におきましても、早急に空調設備設置計画の策定が必要であると考えてお

ります。これらの実現には順番を待つのではなく早急の対策をとのご指摘もいただいている

わけでありますが、短期間で全校での配置を計画するためには、財政面を考慮し、補助金を

確保することを最優先に、善処してまいりたいと考えております。以上でございます。

３番議員！議 長

それでは、国保税の減免と、それから減免制度の拡充のことで２回目の質問をさせ３番議員

ていただきます。

現在町の方では、確かにいろいろ減免制度をやっていただいております。また、国の方か

らは資格証明書を発行しろということでいろいろ圧力がかかってきている中で、資格証明書

の発行をしないで、町の方もやっぱり頑張っていただいてるというふうに認識はしておりま

す。ただ、減免を受けられる、今町の方が実施をされている内容、この中で、減免申請の自

治体が今やられてる分では、災害世帯というのは普通大体わかるわけですけれども、ただ生

活困窮世帯ということが２番目になりますし、また所得の減少世帯というのが３番目という

ことであります。その中の基準、どういうふうな基準で今の、個々の実情に応じてというふ

うにお話をされてるわけですけれども、実際に皆さんに周知をしていただくときには、そう

いうことがなかなかわかりづらいということがあります。今、どういうふうな基準というの

を持っておられるのか。また、どのように今まで対処してきてくださったのかということで

す。

それから、２割の減額の制度というのがありますけれども、これについての取り扱いです

けども、本来は申請という形になっているわけですけども、これは申請にしてるのか、それ

とも町の方からやっていただくようになっているのか。そこら辺をお聞かせを願いたいなと

いうふうに思ってるわけです。

減免を受けられるケースとして、地方税で決めている公私の扶助を受けている場合という

ことの具体例としまして、８０年３月２１日に、当時の自治省の石原税務局長は、生活保護

法による各種補助や就学援助、保育所入所世帯、また、老人医療や児童手当、福祉年金など

の受給世帯が公の扶助に当たる。また、おじさんなど親戚からの援助というのが私の扶助に

該当し、税の減免対象になるというふうに回答をされてることは多分ご存じだというふうに

思うわけですけれども、こういう事例に対しましての具体的な今までの取り組みとかという

のをお聞かせ願いたいなというふうに思います。２回目質問お願いします。
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住民生活部長！議 長

まず、基準の内容でございます。毎年の７月、第１期納税通知を出させていた住民生活部長

だいております。その中にも、減免規定はこういう場合、こういう場合はありますので、ど

うぞ申請にお越しくださいということの通知は入れさせていただいてはおります。

それで、議員さんのおっしゃっていただいている事業の、また業務の休廃止、それから失

業、それと病気や大幅な収入減と、こういうところでご質問の件でございます。一応、基準

では、前年度の所得が３３万円を超え１５０万円以下の方については、所得割額は全額免除

いたしますよと。それから、１５０万円を超え３００万円以下の方につきましては、所得割

額の２分の１以内を減免させていただく。３００万円を超える方については、所得割額４分

の１以内をさせていただくと、こういうような規定で私の方はさせていただいております。

それから、身体障害者の方、それから母子医療の方、それから児童福祉法による場合、精

神保健法とか予防法による場合、それから原子爆弾の被爆者、こういう方につきましては、

まずはそれによって違いますけど、老年者もありますけれども、老年者のみの世帯につきま

しては、所得割は４分の１以内、資産割額は２分の１以内と。それから、身体障害者にかか

わる方は所得割額２分の１以内、資産割額は３万円、それからそのほか母子も同じでござい

ます。それから、児童につきましては、均等割額を全額、それから精神保健法、予防法に係

る場合と原子爆弾等の被爆者の方には所得割額、資産割額、均等割額を全額免除させていた

だいておると、こういうところでございます。

それで、ちなみに平成１２年度の件数を申し上げますと、今まで申し上げました減免規定

が１から１０までございますけれども、全部で１６８件でございます。そのうち、議員さん

がおっしゃっていただいております失業等、休業等、また生活の苦しい中では９件でござい

ます。

それから、全部の金額といたしまして、５０８万５，８００円をさしていただいておりま

す。そのうち、９件の方につきましては、６４７万７，０００円ということになってござい

ます。それから、１３年度では、同じく全部で１８７件、それから、そういう方は１５件、

総額にしまして５６４万３００円、１５件の方は５１万３，３００円、それからもう一つ、

ちなみなんですけれども、平成１４年今年度、現在までは２０７件、うち失業等の方につき

まして１８件、総額金額は６７７万２，２００円、うち１８件の分は８９万３００円と、こ

ういうふうになってございます。

それで、まだ県の方から新しい資料が来ておりませんので、古い資料でまことに失礼では
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ございますが、平成１２年度の県下で減免制度を明確に設けてしておられる市町村につきま

しては、県下４７市町村のうち、広陵町を含めまして８市３町３村と、こういうところでご

ざいます。どうぞよろしくご理解をお願い申し上げたい、かように思います。

３番議員！議 長

今いろいろの各種のほかの、例えば被爆者の方とかそれから児童福祉法とかという３番議員

ふうな形で減免の内容につきまして一応お聞かせいただいたわけですけれども、ただ、もう

一つ給付の問題と、それと窓口の一部負担の問題が非常に大きな問題としてあると思うわけ

ですけれども、給付のことにつきましては、やはり出産手当とか傷病手当とかということが

非常に給付の問題としては、大変な状況の中で病気をされるとたちまち本当に普通の社会保

険の方だったら受けられるような生活の保障も受けられないという形では、やはり国民健康

保険に入っておられる方の生活状況というのは非常に大変だなというふうに思うわけですけ

れども、前から何回もこの傷病手当に関しましては、ずっと取り上げさせていただいてるわ

けです。その中ではやはり財政的な問題とかということは確かに何回か、その大きな阻害要

因としてあることは確かに理解をしておりますけれども、ただ、そういう方々が一たん病気

になられたときに、本当に大変な状況があらわれてくると。今、傷病手当といいますのが、

普通の社会保険でしたら６割という形になってるわけです。だから、生活からいいましても

やっぱり１万円近くのものがそういう形で出てくるわけですけども、そこまでのものではな

くても、やはり最低の賃金制度、最低賃金は奈良県でも決められておりますので１日の、そ

この６割でもというふうな形であろうとも、何とか保障していく必要があるのではないだろ

うか。やはり、このように、この間の国保の資料の方でもいただきましたように、入院の国

保に入っておられる人数はふえてきているにもかかわらず、入院をされている件数は減って

きてるし、平均の日数も減ってきている。そして薬剤、薬の金額はふえてきているというふ

うなことで、なかなか入院はできづらい状況というのが、入院が減ってきた状況はこの間、

ときには予防が進んだのだというふうに認識してるというふうにお答えいただいたわけです

けども、実際そういうふうな形でいいますと、生活的な面から入院というのが大変だという

ことで、入院がされてない。また、一たんされても、早く退院せざるを得ないというような

状況があります。

こういう状況というのを、やはり予防医学、予防というのは確かに大いにやっていただく

ということは必要なわけです。ただ、２００１年に１０月なんですけど、病気で死亡がされ

た調査では、初診から６カ月以内の死亡というのが約半数であったと。そして、２４時間以
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内の死亡というのが４年前の調査のときから比べても１．８倍に増加している。また、原因

はがんがトップで、半数は１年ないし１年以内で亡くなられる方が非常に多くなってる。そ

して、そういう形ではやはり非常にもう重くなってから病院にかかられる、そして入院する

ときにはもう命が非常に厳しい状態になっているということが実情なのではないかなという

ふうに思います。そして、３人に１人が今自殺をされている。そして、２０００年のときに

は経営難で自殺をされた方が４９％で、病気が原因で自殺をされた方が２６％である。これ

は、健康問題を遺言に残して自殺をされた方が４，０００人であって、遺言書のある自殺の

４１．１％を占めるということの資料もあわせて何されてるわけですけれど、やはりそうい

う形で、やはり健康ということが、その健康の問題がただ単にお金の問題だけではないと思

います。病気そのものを苦にしてということもあるでしょうけれども、本当に安心してかか

れるような状態であれば、自殺にまでも追い込まれるようなことはなかったのではないだろ

うか。こういうふうに思うわけですけれども、やはり、町の方として、また保険者として、

やはりこのような大変な状態になってきつつあるんだということの自覚といいますか、認識

をしていただいてるのかどうなのかということをお聞かせをいただきたいというふうに思い

ます。

また、早急に即どうこうといえる、今傷病手当をすぐやりますとかという形にはならない

と思うんですけど、やはりご検討をいただける、していっていただかなければならない事柄

ではないかというふうに思いますので、もう一度お答えをお願いいたします。

住民生活部長！議 長

まず、結論から申し上げまして、おっしゃってることは十分認識はいたしてお住民生活部長

ります。何といいますか、入院されてる方の高額療養費の額とか、件数とか、また８０万円

を超える方の件数、また１００万円を超える方、また、よりましては１カ月何千万円という

方の支払いもございますので、おっしゃることはよく認識をいたしております。今後とも健

康に、まず医者にかからないように、またかかりましても軽く済むような、そういう健康の

対策の方へ、これは力を入れていくことが、個人さんはもちろんのこと、町の財政の方も助

かりますので、おっしゃるとおりだと思っております。

それから、ご質問いただきましたんで、概算でもお答えは申し上げたいと、かように思い

ます。まず、傷病手当ということでございます。議員さんも今すぐどうのこうのとか、いろ

んなその条件等があるということは十分ご認識をいただいておりますので、その辺のところ

は割愛をさせていただきまして、これについてはご承知いただいておりますように、国、県
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とかそういう補助金はございません。一般会計ですべて賄わなければなりませんので、傷病

手当の試算をいたしましたところ、古い資料で申しわけございませんが、まず最低賃金、１

１年度では５，０８５円ということの試算でさしていただいております。それで、人数６３

２人を掛けましたら、年間３，１００万円程度の費用が要ると、こういうことの試算をいた

しております。出産につきましても一応同じように５，０８５円と、最低賃金でいきまして、

日数の９８日の７人を掛けますと、やはり２１０万円ほどの費用額がかかってくるというこ

との一応の試算は持っておるところでございます。これは、先ほども言いましたように、議

員さんもいろいろとその辺の事情はよくご存じいただいておりますので、ただ、今言いまし

たように、一般財源で持たなければならないとか、年金収入だけの世帯の問題、無職の世帯

の問題、自営業者の収入の確保とか、いろんなそういう問題点もございますので、今すぐに

ということはできかねると思います。今後の課題であろうかなと、このように思っておりま

す。以上です。

３番議員！議 長

では、次の質問に移らせていただきます。３番議員

学校の給食の食材については、選定基準とか学校衛生基準とかという形でしていただいて

るというふうにはお聞きしたわけですけれども、ただ、病害虫に強いということで開発され

た遺伝子組み換え野菜がございます。それと、そういうのは虫がつかないだけではなくて、

虫が食べると虫の方が死んでしまうと、そのような遺伝子を持つ野菜が大量生産という目的

でつくられて、トウモロコシとか大豆とかジャガイモだけにとどまらず、日本人の主食であ

るお米にまで遺伝子組み換えが行われてきているということが実情でございます。また、食

品添加物なども、いつまでも腐らないグレープフルーツとかバナナ、またオレンジなどがあ

りますし、保存料がいっぱい入った加工食品、それから合成甘味料、人工甘味料や、また着

色料というのはこの間認可されてない着色料が使用されていたということで非常に問題にな

ったところなわけですけれども、これはもう広陵町の方では今は使っていないということで

お答えいただいて非常に安心しましたが、冷凍野菜もございます。また、中国産のそういう

冷凍の野菜からは残留農薬がたくさん検出されたわけですけども、それと同じ程度に、アメ

リカ産と見られる小麦粉からもクロルピリホスメチルが繰り返し検出されて、それがもうそ

のまま国内に流通してきているというふうにも出されているところです。とてもじゃないで

すけども、一見しただけでは全然わからないというのが実情だろうなというふうに思います。

お肉につきましては狂牛病対策が実施されて、産地生産者までがわかるようになったとこ



－225－

ろというの、全部ではないわけですけれども、一部分的にはできてきてるわけです。生産者

の顔の見える、信頼できる食品を子供たちに与えてやりたいという願いを持つのは、親の本

当に素直な気持ちだと思います。学校給食に安全な食材をと努力をされているわけですけれ

ども、やはり県内の食材、また国内産をということで先ほどは言われてたわけですけども、

国内産という形だけではなくて、やはり県内の、できれば地場産品をどのように食の中へ使

っていただけるのかということが必要なのではないかなというふうに思います。子供のとき

に覚えた味というのは大人になってもまた食べたくなる味なんだということで言われてるわ

けです。これで、何かマクドナルドなどではいかに子供を集めるかということを戦略として

もう苦心してると、それで味にならしてしまえば、ずっとそれを食べるんだというふうなこ

とがずっと言われてるわけです。

このように、子供のときの合成甘味料とか化学調味料の味というのが、大人になってもそ

のまま味として残って、違和感がなくそういう化学調味料に親しんでしまうということもあ

ります。こういうことは子供たちのキレるとか、いらつくとかという近ごろ特に問題になっ

てきている事柄も、食生活、特に環境ホルモンとか食品添加物にも大いに関係があるという

ふうに言われてきているところでございますけれども、こういうところに対しましての学校

給食としての配慮はどのようになっているのかお聞かせ願いたいと思います。

それから、決算のときにお聞きしました奈良県の学校給食会です。そこではパンとか牛乳

ということで言われてるわけですけれども、そういうとこの小麦などもどのような形になっ

ているのか。また、ここはもうパンと牛乳だけに限られているのか、ほかのお野菜はどうい

う流通経路になっているのかということも教えていただきたいと思います。

教育委員会事務局長！議 長

学校給食に安全な野菜をという形で、遺伝子組み換え等、野菜等のそう教育委員会事務局長

いう内容等を踏まえた中で、検査関係についてのお申し出を１つ目としてあったわけです。

町としまして、いわゆる野菜等につきまして町内業者、いわゆる町内業者から各学校に対

して購入しておるわけでございますが、例えば、検査関係でジャガイモ等一つにつきまして

も、最初に県衛生研究所の方へ殺虫剤、残留農薬等を踏まえた中で、エフニトロチオンとか、

マラチオンというような２検体について、衛生研究所で事前検出がないという確認のもとで

仕入れておるという状況でございます。また、成分表という形で事前に提示していただいて

いるわけです。成分分析表並びに製造工程表を一つのものにつきまして必要な場合は業者か

ら提示していただいて、それで見分けてるという状況下も実施しております。
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それと、県の教育委員会の方から出しております学校給食の衛生管理の基準という基準に

基づきまして、衛生的な食品の選定に対して選定基準、県の学校給食に伴う選定基準を適用

した中で、野菜について新鮮であるかどうかとか、また添加物の使用についての成分分析表、

また、加工食品の期限の切れてるかどうかというふうな点、また的確な検収をした中で、期

限表示についての点検は無論のこと、納入の都度立ち会って検収しておると。それと、衛生

的な保管、食肉類とか魚介類、野菜等について、保存基準の温度を適合した中で製品等の、

納入された後の保存に努めてるという点でございます。それと、町内の生鮮業者並びに野菜

等については、県の市場で現在仕入れた新鮮なものを使っていただいてるという形で、今現

在供しておる状況でございます。

３番議員！議 長

先ほどちょっとお願いしてた学校給食会の方のは、もうそれだけだったんですか。３番議員

先ほど、パンと牛乳。

ちょっと失礼しまして、委員会で訂正しようと思ってたわけですが、パ教育委員会事務局長

ンと米、パンの小麦のパンと米、それを給食会で。先ほど答弁いたしました牛乳については、

日本酪農の大阪の酪農協会から入れてるということで、ちょっと午前中の答弁に対して訂正

させていただいておきます。

３番議員！議 長

先ほどの、ちょっと恐れ入りますけど、県のその基準です、先ほどはずっと読み上３番議員

げていただいたんですけども、いただけるんでしたらいただきたいなというふうに思います

ので、コピーでもよろしく願いします。

今、県の市場で野菜については買っているということで言われてるわけですけれども、や

はり今産直といいますか、本当に野菜なんかでもどこそこのだれそれさんがつくったんです

よというとこまでがずっと明示されているということが、スーパーなんかでもそういう形が、

ただ産直野菜だけの産直の直接取引をしてるだけではなくて、一般に売られてるスーパーな

んかでもそういうふうなところまでが責任を持って、生産者が責任を持つというとこまでが

されてるわけですから、県内の生鮮市場で新鮮な形のものであればいいんじゃないかという

形じゃなくて、やはりそこまで、これはどこそこのだれそれさんがつくりましたよと言える

ところまでの業者というのですか、生産者というのがわかるような方式というのはどれぐら

いまでとれないものなのだろうか、また努力していただける余地があるのだろうかというこ

とでお聞かせを願いたいと思います。
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それから、お肉なんですけども、狂牛病の対策がされて、今先ほどちょっと肉のこともち

らっとは言っていただいたんですけども、牛肉だけじゃなくって、そのほかにもいろいろ鳥

肉とか豚肉とかいろいろとあると思うんですけれども、お肉に対しての検査とかというのは

どういうふうな形で、ほかの野菜などよりも一段と厳しくなってるところがあるんじゃない

かなというふうに思うんですけれども、どういうふうな取り組みをされているのか、あわせ

てお聞かせ願いたいと思います。それだけお願いします。

教育委員会事務局長！議 長

先ほど、衛生研究所の方でジャガイモ等の検体と、等いろいろと申した教育委員会事務局長

とおり、鶏肉につきましてもサルモネラ菌とまた腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７等の検査も検

査成績表という形で結果を陰性であるというふうな形で、随時、適宜検査に、県衛生研究所

の方で抜き打ちに検査してもらっている実情です。また、肉類の狂牛病云々につきましては、

国また県の検査体制が確立した中で、随時取り入れてるというふうな状況でございます。

３番議員！議 長

それじゃ、ちょっと最後の牛肉ちょっとわかりにくかったんですけど、次の質問に３番議員

移らせていただきます。

学校のクーラーの件なんですけれども、大変暑いというか必要性は感じているということ

で、先ほど教育長の方もご答弁いただいたわけですけれども、ただやっぱりお金の問題なの

で、補助金が確保していかないことには大変しんどいんだということでおっしゃってるわけ

です。確かに、そういうところを待っていれば、要するに国の方の今取り組みをやっている

のは結構最終的には１０年後を目標にしてやられてるわけです。その１０年間ということを

とてもじゃないけれども、今待てないというのが実情ではないだろうかというふうに思うわ

けです。確かに、当初は公立の小・中学校の新築の場合が２分の１ですか、そして増改築の

分は３分の１ということで限るということになっていたものを、それ以外の小・中学校も整

備対象として、３分の１を国が補助するということになって、また公立の幼稚園とか高等学

校の冷房化も３分の１を国が国庫補助とするということになってきたわけです。

大変、夏の暑さというのは非常にわかっていただいているというふうには思うわけですけ

れども、大都市なんかでもヒートアイランド現象なんかで３０度を超える教室が５割以上、

夏休み前に、７月２０日に入るまでに３０度を超えるという教室が半数近くなっているとい

うことも、教職員組合なんかが実施したアンケートなんかでも出てきてるわけですから、非

常に金額的なものというのはわかるわけですけれども、何とか一日も早く実施をしていただ
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きたいなというふうに思うわけですが、今はちょっと補助金の動向というのですか、どうい

うふうな形で広陵町の方では実施をしていこうと、申請をしていこうというふうに考えてお

られるのか。また、東小学校なんかは大規模改修をやっておられるわけですから、非常に取

り組みやすいのではないかなというふうにも思うわけですけれども、そこら辺、今後町とし

てどのような計画を持っておられるのかお聞かせ願いたいと思います。

教育委員会事務局長！議 長

今の補助制度、新しく国の方で要求されている内容について、いち早く教育委員会事務局長

議員さんが関知されて、今回の質問に至ったものと感じております。町教委といたしまして

もやはり、今後そういう空調設備について、やはり補習事業等も学校の教育の中で随時取り

入れてやっていただいている関係もあるわけです。そうした中で、国といたしましては、３

分の１の補助といっても、いわゆる中身につきましてはやはり蓄熱式の空調、いわゆる省エ

ネルギーと。というのは、東小学校のところで特別教室とかそういう必要なコンピューター

教室とか、そういうような部屋で空調入れてるわけで、夜の低燃費を利用して、それを氷等

または温水等を蓄えて昼間の冷暖房に使用するというような形の制度を、東小学校も取り入

れてるわけです、一部特別教室に対して。そうした中で、いわゆるエコ関係をクリアしたも

のでなければならないというふうな形で、一応試算、教育委員会でした中では、配管等すべ

て屋上の方から引っ張ってきて、そういうエコ関係の設備にしなければならない関係上、１

教室当たり１００万円、約１００万円かかるわけです。それの３分の１国の補助という形に

なってるわけです。そうした中で、いち早く、またというような形をおっしゃってるわけで

すが、早速県の方からも市町村へ文書、９月早々流れてきております。それを踏まえた中で、

やはり先ほど教育長が述べましたとおり、まず補助金の獲得を前提とした中で年間計画を立

て、夏休みの補習とかそういうな期間の学校の対応も勘案した中で、利用度の高いところか

ら、また要望する中で補助のつきぐあいも勘案し、計画を持った中で進めていきたいと、こ

ういう計画で、早速県の方へ一応申請に伴う調整等入っておる状況でございます。以上です。

３番議員！議 長

今ちょっと金銭的にお聞きしまして非常に、１室１００万円というのは非常に高額３番議員

だなというふうな、確かに思うわけですけれども、これはその屋上から、全部の教室に入れ

る場合に、各屋上から引っ張ってくるということで、一斉に工事をした場合でそういう形に

なるわけですか。一つ一つでやると大分割高になってくるのかなというふうに思うんですけ

れども、どういう見積もりのされ方をしたのか、ちょっと工事の内容についてもちょっとは
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っきりわかりかねるので、お聞かせ願いたいと思います。

それと、今補助金の獲得を前提としてということでおっしゃっていただいているわけです

けれども、これはまず町としての計画を何して申請を出すという形になるわけですか。そこ

に対しての補助金がどれだけ出てくるかということが、ちょっとその手続的なことです。今

３０万教室が今現在あるということで言われてるわけですけども、それが一斉になるわけで

はないということは、１０年間かけてという形になってるわけですけれども、だから、学校

単位という形でやっていこうという形になるのか、それとも各学校の中でも何ぼかの教室と

いう形になっていくのか、そこの工事費の関係があると思うんですけれども、それはそうい

うとこまでは検討されているのかどうかということもあわせてお聞かせ願いたいと思います。

教育委員会事務局長！議 長

経費予算の算定につきまして、国の方は全国３０万教室、その中の１５教育委員会事務局長

年度は３万教室を補助要求していこうという方針です。３万教室の３分の１ですから、１０

０億円を新規として要求されるわけです。それから試算いたしまして、３万教室１５年度の

中で３分の１の補助として１００億円という形を前提にいたしますと、１教室１００万円と

いう形になるわけです。

それと、具体的に申したとおり、省エネを対象とした中で、やはり蓄熱式また低燃費で、

また環境に優しいものを取り入れなければならないと、そういう内容を踏まえた中での試算

でございます。

それと、そういうことになりますと、全国で１５年度は３万教室という形になれば、当然

奈良県の配分、また奈良県下の中でもまた各市町村の配分等いろいろ出てくるわけです。や

はり、補助を前提とした中で、今後していった中で、１校でもつけてくれるかどうかという

点も、今後ことしから初めてのこういう制度なんですから、我々も一応県の関係部署と調整

した中で、今後努力してまいりたいという形でございます。そういうな長年の年限計画の中

で、短期間にできるものはやってもらいたいわけですが、やはり国の制度のことでもあるの

で、そういう点がはっきりと今答えられないという状況でございます。（３番議員「見積も

りの方法をどんなふうにしてもらったか。先ほど、まだ……。」）

じゃあ、後で聞いてください。議 長

答えるの。答弁できるんだったらやって。はい、じゃあ、教育委員会事務局長！

補助基準のそれをもってエコ式の空調設備で、一応それ以内という形で教育委員会事務局長

積算額を申したわけでございます。
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以上で片岡君の一般質問は終了いたしました。議 長

お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合により午後５時３０分まで延長いたします。

ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は午後５時３０分まで延長するこ議 長

とに決定いたしました。

次に、寺前君の発言を許します。

それでは一般質問、最後の一般質問をさせていただきます。４番議員

まず最初に、地域防災計画の実行についてであります。

これは、今回の場合、地震についての問題を中心にお願いをしたいというふうに思います。

この防災計画が今年度私たちの手元に配付していただきました。再三この状況、おくれてき

た状況について質問をしてきたところですけれども、この想定の中で、地震については広陵

町で阪神・淡路大震災における災害規模を前提にした場合にどれだけの被害があるかという

と、建物等について全壊、半壊、一部損壊で４，８１０棟、そして人的被害については、い

わゆる死亡者、重傷者、軽傷者合わせると１８４名、こういうような数字を想定されている

わけであります。非常に大きな問題になるわけです。そしてまた、特にこの地震については、

奈良県が発表している内容とともに政府が発表した内容では、奈良県の中にある活断層の状

況ですけれども、五、六本通っているわけであります。その中で、本県に影響があるものと

しては、生駒断層帯、奈良盆地東縁断層帯の点では、政府は長期評価を発表しています。そ

ういう中では、生駒断層帯については今後３０年以内に地震が発生する可能性がやや高いグ

ループに位置づけられています。また、奈良盆地東縁断層帯が高いグループというように評

価されています。そしてまた、一番大きな問題は、海南トラフを震源とする東南海あるいは

南海地震の問題であります。こういう内容については、非常に高い規模で、政府はことしの

７月にこの地域にかかわる特別措置法が制定されたと、こういうのが今回の奈良県の地震に

かかわる状況が含まれています。これに対するいわゆる防災計画の実行をどのようにしてい

くのかということは非常に重要なところになっておりますので、その点でのご答弁をお願い

したいと思います。

２番目に、県営水道経営の実態であります。

これについては、広陵町の値上げ問題については監査委員報告や、そしてまた現状から議

論がされているわけですけれども、この議論の内容についての問題点は、再三私たち日本共
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産党は指摘をしてきている問題ですので、今回奈良県の県営水道の実態について認識を深め、

そしてまたその改善に取り組むことが、どうしても値上げを抑える最大のポイントになると

いう意味から、お願いをしたいわけであります。

この大滝ダムの供用開始が１５年度から始まろうとしているわけですけれども、建設当初

の人口計画や資金計画、またそれに伴う県営水道の実態が町民に明らかにさせていくことも、

この県の態度を変えていく大きな要因になるだろうと思いますので、その点について質問を

したいと思います。

３番目には、青少年センターの建設であります。

住民参加によるいわゆる懇談会形式の計画がなされ、見取り図あるいは設計図までつくら

れたわけであります。ところが、これが町長就任後突然に延期されている状況であります。

週５日制が実施され、ますます施設の充実が必要なときに、スポーツクラブの振興とともに

子供会の活動は重要度を一層増しているのは、教育委員会でも認識を持っていただいている

ところであります。特に、キャンプ場の整備等については、共同生活や体験の場として有効

だという点は各種の報告がなされているものであり、直ちに整備をすべきだと考えるわけで

すが、どのようにお考えかお聞きしたいと思います。

第４に、上海視察研修の成果についてであります。

商工会３０周年及び広陵町靴下１００年祭の記念祭りの記念行事の一環として実施した上

海訪問に、町職員が参加をいたしました。その報告の内容と成果、今後の活用や費用等につ

いてお伺いをいたします。これについては資料で費用等には提出していただいていますので、

省いていただいても結構ですが、より詳しい中身について報告があるのであれば１回目でし

ていただいて結構です。

５番目は、米の米飯給食と農業の振興についてであります。

これは、きのうの決算あるいはきょう午前中の決算の中で議論をさせていただいてきたと

ころですけれども、新の農業基本法が制定され、２１世紀の日本の食料事情に大きな問題を

投げかけています。奈良県では、農協の単一化によって、地域農業への手だてを弱体化させ、

町の農業政策、論議を後退させているのも実態であります。しかし、食糧自給率の引き上げ

は避けて通れない道になっています。唯一米の生産がそれを支える可能性があり、米食推進

運動が行われているわけですが、具体化を広陵町でもしていないのが現状です。学校給食に

おける米飯給食を町独自で、完全給食という意味ですが、町独自で行うべきであります。町

内産の米を活用し、全国で広がっている域内消費の積極的な推進を図るべきだと考えますが、
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どのようにお考えでしょうか。これについては、決算や決算審議の中で一定の論議が出てい

るわけですけれども、その点は省いて答弁していただいても結構であります。

国保中央病院の今後についてであります。

全員協議会で報告を受けてきたわけですが、今後の病院のあり方、中・長期の経営方針、

中核病院としての役割と具体的な姿は見えてこないわけであります。まして、広陵町の関与

は４町ともに非常に弱いというのが実態で、本当にこの経営やその方向性も見えない状況が

ある中で、この全員協議会で急性期医療を行うということが報告されました。この急性期医

療の問題は、つまり長期のお年寄りをいわゆる追い出して、そしてもうかる医療だけに専念

するという性質のものになっています。現在の医療改悪の中での部分にあらわれた問題です

けれども、この点においても広陵町の国保中央病院に対する計画性がないあらわれが出たわ

けですが、このような問題も含めて、病院の全体像を明確にして、そして各町、特に広陵町

の職員が病院経営について習熟し、長期間においても論議できる体制が必要です。また、広

陵町民の利用しやすい病院にすべきことも当然であり、このことも再三論議をしている問題

でありますけれども、その対応についてご答弁をお願いしたいと思います。

はい、ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

寺前議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。町 長

地域防災計画の実行についてということでございまして、特に南海地震の経験や危険性が

指摘されているという震災対策を中心に、対応についてお聞かせをいただきました。平素は

消防防災活動に寺前議員はご尽力をいただいているところでございますが、車両の番号まで

１１９番をおつけをいただいているということでございまして、このことからもうかがえる

ことでございます。

答弁でございますが、風水害、震災時における本町の防災体制を定める広陵町地域防災計

画を平成１３年度に策定いたしました。また、災害時における職員の行動手順を定めた震災

対策初動マニュアルにより、本年７月２６日に全職員を対象に専門家を招いて研修会を開き、

職員一人一人が災害時における行動を確認したところでございます。

平成１４年度事業といたしまして、防災のしおりを作成し全戸配布する計画で、現在作成

中であります。また、５月２６日には、北小学校において第１回広陵町地域防災訓練を実施

いたしました。当日、消防署、消防団、町職員及び北小学校区の住民３００名以上の総勢５

００名余りが避難誘導、消火訓練、建物からの非難等、一人一人が何らかの訓練に参加し、

真剣に取り組んでおられました。１１月１７日には、西小学校区を対象とした第２回の地域
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防災訓練を各種団体の参加、協力をいただいて実施すべく計画を進めているところでありま

す。

災害時における避難所となる小学校、中学校等については、震災対策として補強工事を行

っておりますし、災害に備えて各種機材、保存食の備蓄もいたしております。震災は何の予

告もなく突如起こることから、常日ごろから心がけが最も大切であると考えますので、行政

ができる人的、物的な充実とともに、住民の皆さんへの啓発もあわせて進めていく所存であ

ります。

次に、県営水道事業の実態についてご質問がございました。

水道料金の値上げ問題に伴い、以前５０％あった自己水が、現在では３０％程度と減少し

ていることが原因とのことですが、この点につきましては、浄水施設も老朽化しており、現

在ある井戸もほとんど１０年以上経過して水量も減少してきたため、今年新たに１カ所井戸

を掘らせていただきました。しかしながら、現在の導水管の敷設地域で新たな井戸を開発す

ることは限界があることや、本町の地下水は硬度が高いため、給湯器やウォシュレット等が

普及した現在の生活用水としては、住民のニーズに対応づらいこと等により、県水の受水量

割合が増加しているものですから、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、県営水道料金は高いということですが、この点につきましては、県営水道を利用す

る者として、料金を安くしてもらえるよう機会あるごとにお願いをしているところでありま

す。奈良県という地理的条件等を勘案すれば、やむを得ないものと考えております。

次に、大滝ダムの建設当初の人口計画や資金計画についてですが、この点については詳細

把握いたしておりませんが、平成１３年２月に策定されました奈良県長期水受給計画により

ますと、需要のピークと予想される平成４１年度の給水人口は１５７万人、水需要量１日当

たり９４万トン、供給可能水量９４万３，０００トンとなっております。

３番目の、青少年センターの建設でございますが、突然延期をされているが実行すべきと

いうお申し出でございます。

答弁は、町立図書館南側の用地につきましては、現在図書館及び竹取公園のイベント時に

駐車場として、また町内外からＰＴＡ、ボーイスカウト、子供会がスポーツ活動及び炊き出

しなどのキャンプ的活用やハイキング途上の休憩所、さらに親子のふれあい事業として利用

を図っております。また、隣接公園の多目的広場の有効利用も今後協議し、調整を図ってま

いりたい。当分の間は現在の状態で、さらに利用促進に努めてまいりたいと考えております。

次４番目でございますが、上海視察研修の成果についてお尋ねをいただいております。
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課長からの報告を受けておりますが、産業振興課長に参加をしてもらいました。報告内容

と成果については、初めに中国事情と上海市内事情について、続いて視察工場の概要と所感、

そして、視察を終えて参加者から聞かせていただいた感想の要約、最後に全体の総括という

４つの段落で報告を受けており、大きな成果があったと確信しております。

視察目的は、靴下事業も一つですが、寝具縫製工場及び物流センター並びに上海事情等、

広範囲にわたり研修を行い、さまざまな業種の方々が参加されました。今回の視察研修に参

加いたしました奥本課長には、全職員を対象にした職員研修会において、知識の共有を図る

べく、研修成果の報告をいただく予定です。

費用につきましては、参加総数１１８名であり、うち会員１０９名、商工会職員８名、町

職員１名であり、１人当たりの総費用が８万５，３００円であります。商工会会員は３万円

の負担金を、その家族につきましては８万５，３００円の実費を支払いされております。町

職員は５万円の打ち切り負担金を商工会に支払っております。

米飯給食につきましては、教育長がお答えをいたします。

次に、国保中央病院の今後について、いろいろとお尋ねがございました。方向性が見えな

い、年寄りを追い出してもうかる医療をしている、計画性がないと、さまざまなことを厳し

い批判をいただきました。

答弁でございます。国保中央病院は、厚生労働省の方針である機能分担の流れの中、地域

の急性期疾患を担当する病院として、平成１５年８月３１日までに、２００床すべてを一般

病床として届け出ることになっております。さらに、地域の中核病院として、救急医療及び

介護を要する高齢者の医療、福祉について、地域完結が可能なネットワークの構築を目指し

て、地域医師会と各町の医療、福祉、救急医療の担当者、地域の医療、福祉施設、訪問看護

ステーションの関係者、広陵消防署、磯城消防署と救急医療懇談会や地域医療福祉協議会を

開催し、地域医療の充実と向上に向けて研鑽をしています。さらに、ことしから地域医療室

の再整備を行い、地域医師会と国保中央病院、地域医療連携運営協議会も開催し、病院連携

を積極的に行っています。

また、病院内部におきましても、医療の質を高めることにより、地域住民の皆さんの健康

保持と増進に寄与し、住民の皆さんに信頼され愛される、心温かな病院を目指しますとの理

念のもと、運営委員会、経営委員会、各種委員会を通じて、中・長期経営改善計画の作成及

び地域住民の方の利用しやすい方法等を検討しているところでございます。

病院経営につきましては、国保病院運営協議会、管理者助役会、組合議会で審議している
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ところでございます。

ご承知のように、国保病院運営については過渡期の段階でございます。今後、動きがあり

次第、議会にご報告、ご協議をさせていただきたいと考えています。以上のとおりでござい

ます。

続きまして、教育長お願いします。議 長

寺前議員の質問５、米飯給食と農業の振興についてというご質問にお答え申し上げ教 育 長

ます。

学校給食における米飯用の米につきましては、毎年財団法人奈良県学校給食会から買い入

れをした、奈良県産の流通米のヒノヒカリ及びキヌヒカリの一等米を使用しており、県下の

全市町村がコスト面、衛生管理面も徹底された中で買い入れを行っているのが実態でありま

す。

米の使用促進につきましては、県内産における県内消費の促進が図られているものと判断

しておりますし、当然地元産米も含まれていると考えております。以上でございます。

４番議員！議 長

１番目の質問を２回目行わせていただきます。４番議員

今回のこの防災計画の中で、特に地震についてはいつ起こるかわからないという性質のも

のであるだけに、この対応については町職員、特にその町職員とその具体的仕事につく関係

者との連携が欠かせないところであります。そういう点で、防災計画は一つ一つ述べている

わけですけれども、まず私は第一に職員が緊急時、これは職員が平日役所にいるときについ

ては緊急時それなりの対応をとれるというように思うわけです。もちろんそれは訓練の仕方

の問題もあるでしょうけれども、ただ夜間や休日に起こった場合についての、その対応につ

いては非常に難しいものがあるというふうに思うんです。

まず第一に、職員の緊急時については、９０２ページにこの対応について書かれてるとこ

ろがあるんですけれども、いわゆる初動能力確保の対策ということです。これは、一つ一つ

は結構なんですけれども、重要な点でいえば、このところについて、例えば、各課が変わっ

た場合にその課対応で行っているわけですから、何をするのかということがわからない。も

う一つは、休日、夜間の場合に、その駆けつける招集時の問題についてもわからない。これ

は震度５弱の場合には連絡がなかっても、いわゆる出動すると。こういうようにはなってい

るわけなんですけれども、実際問題、その場合の対応というのは非常に混乱を呼ぶというよ

うに思うんです。こういうような問題の初期計画がどれだけ徹底しているのかということだ
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というふうに思います。このここを、いわゆる年に何度か職員が変わり変わりで、その分担、

みずからの分担のところが本当に徹底されるのか。全体像はそれぞれの方がわかるんですけ

れども、そういう緊急時のところのものについて、異動したときに必ずその問題についてき

ちんと指導し、その内容が行われてるのかといえば、そこまで行われてないわけなんです。

そういう点で、私は職員のその初期動作を確保するという意味では、絶えずこの点について

気遣いを持った対応が必要だというように思いますけれども、その点についてはまずどうな

のかということが上げられると思います。

それと、このここには職員について、いわゆる非常用資材の常備というのがあるんです。

ここに書いてる内容は、見てびっくりしたんですけれども、職員が利用する車への非常備資

材の常備、こうなってるんです。しかし、どこもだれもそういうのはなされていない現状で

あって、可能かどうかというのももちろんあるわけなんですけれども、最低限どうなのかと

いう問題があろうと思うんです。こういう防災計画が立ってるけれども、それに対しての対

応の問題ちゅうのは現実に難しい問題があり、可能かどうかという問題もあります。こうい

う点についてどうなのかという問題が上げられるわけなんです。

それから、避難場所については先ほど答弁の中で、小学校については震災対策、大規模改

造工事の中で耐震構造を行ったと。新しい学校についてはそれに対応するものができたと。

これは私たちも理解できるんです。そしたら、中央公民館、体育館、これは避難場所になっ

てるわけなんです。重要な避難場所になってるんです。そういうところの対応というのは全

くおくれてる現状があります。これについても、そしたらこのここには書かれてるんですよ。

書かれてるんですけども、そういう問題についての基本的なところについてどうなのかとい

う問題が上げられるわけですから、このいわゆる地震対策の問題については、結局は形だけ

のものになりつつある、ならざるを得ない面もあるわけですから、そういう点についての対

応はどうなのかということが上げられると思います。

それから、情報と広報活動の問題です。この情報と広報活動の問題が最も困難をきわめた

ところで、神戸、いわゆる阪神・淡路大震災のときに、通信網の切断ということでなかなか

できなかった。奈良県ではことし、いわゆる衛星系の通信網が完成して、既に仮運用を始め

てる状況があります。あるいはまた、１５年には地上系通信網の再整備が行われると、こう

いうように決められてるんですけれども、広陵町での対応というのは、再三私たちは防災無

線等についての質問はこの党として行ってきたわけですけれども、対応は全くなされていな

い現状があるわけなんです。こういう問題についてのことをどうするのかという問題は、欠
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かすことのできない対応の一つだというように思います。

それから、いわゆる非常時の消防活動という点で、１０２１ページに書かれているわけな

んですけれども、何やったかわからんのでちょっと見ますけども、初動活動で地震発生時に

は次の態勢により総力を挙げて出動する。これは書かれてるわけなんですが、いわゆるこの

点で具体的な内容の連絡とかその他について、やっぱり震度５弱以上の場合に、起こった場

合についての附則部分が出てきてるんです。だから、そういうような問題が上げられるとい

うように思います。

また、生活供給計画ですけれども、１日１人が３リットルの常備水を用意しなさいと。そ

れが２日間用意するのが一番いいだろうというようにうたわれているわけです。ところが、

現実問題として、これは各家庭におけるところ、静岡やその危険性の高いところでも機運の

高いところにはそれはできますけれども、なかなかできてない現状があるわけですが、そう

いうところの問題とともに、先ほど小学校等には備蓄品を置いているというようにおっしゃ

っていますけれども、避難所について、公民館や体育館等について、これ最低の備蓄、これ

はもう必要な部分です。こういうところについてもまだ手つかずの状態になっている。そう

いう点で言えば、やはり計画的な配置、そしてそれのいわゆる回転をしていく計画などが必

要であり、そういうような問題をどう取り組んでいくのかと。私は、町民の方々のいざとい

うときの対応というのは、これはなかなか言っても難しいだろうと思いますけれども、その

一つ大きな問題は、やっぱり町の体制はどれだけ整っているのかというところにかかってく

るというふうに思うんです。だから、そういうようなところの部分を防災の、この間北校区

で行われました。あるいは今度西校区で行われるというようにおっしゃっていただいてます。

こういう町民のところの対応訓練というのは必要です。これは必要です。ただ、それはなか

なか具体的な時点になって対応できるかどうかというのは、その個人の資質等にかかわって

る問題が多いわけなんで、そういうな点からいうと町職員、先ほどから何度も述べてるよう

に、町職員、関係機関、そしてこの防災計画の中でうたわれてる各大字の公民館、集会所。

そしてその体制づくり、こういうなところが特に必要だというふうに思うんです。そういう

な問題が、冊子をつくってもそれはなかなかできません。ここに防災のしおり家庭保存版あ

ります。これいつつくられたかちょっと僕も記憶ないんですけれども、ここにあって、かな

りいろいろ載ってます。耐震診断表とか、これは各家庭でもこの問題は非常に重要な問題で

すけれども、先ほどの一番最初に言ったように、家屋の破損等が行われるという点で言えば

重要ですけれども、こういうような問題は総合的には必要ですけれども、先ほど言った、や



－238－

っぱり町自体の初動活動をどうきちんと位置づけるかという点で不足している部分が明白な

わけですから、その辺の対応をどうされるかお聞きしたと思います。

総務部長！議 長

ただいま、寺前議員さんの方から防災の対応について、あるいは防災の体制につい総務部長

ての欠けている点とかいろいろご指摘をいただきました。我々そうも感じてるところはあり

ます。備蓄品一つにしても、いわゆる町民の皆さん方のすべての備蓄は可能なんかどうかと

いう問題もございます。量的なものもあるし、場所の保管の問題もございます。おっしゃる

とおり、避難場所の公民館等についての備蓄は今のところはやっておりません。これについ

ても行く行く進めていきたいというふうには考えております。

究極の問題として、いわゆる初動という、いわゆる災害が起こった場合、このときに職員

はどう対応すべきかということについて、まず職員自体の認識が浅いわけです。ほんで果た

して知ってるけども行動できるかというと、行動は即できない。私も含めて、体験もござい

ませんので、どのように動いたらいいかも全くわからないというのが本音でございます。そ

こで、一応職員については、震災対策の初動マニュアルというのをつくらせていただきまし

た。これに基づいて、まだ１回の研修でございますが、午前と午後に分かれて全職員を対象

に、一応この初動についてのマニュアルをマスターしていただくために、やっていただいた

と。これは異動によって各課変わりましても通じるものでございます。ただ、班割りとして

は、いろいろ対策本部をつくりますと、総務班から消火、救助班まで災害対策本部の体系は

つくっております。その中でどこに属するかということを職員がわかっていただければ、そ

れでそこの班がどの業務を担当するかというのはおのずとわかっていただけるということで、

その点については余り心配はいたしておりませんが、職員が災害が起こった場合に出てこれ

るんかどうか、まず役場までの経路は、この確保すらもう想定がつきません。ですから、一

応道路が通じている場合は車で来ると。その場合に、ロープあるいは長靴、それからいろん

なその防災に関係ある装備を積んでこいと、こういう内容でございますので、その辺の理解

もよろしくお願いしたいと思います。

それから、非難場所の設定については、小学校は耐震診断して補強してるといえども、こ

れが果たして絶対なもんかということは、これも震災の規模によってわかりませんので、避

難場所についても指定はしておるけども、使える避難場所と使えなくなる避難場所はできる

ということでございます。そして、その災害の種別によって避難場所の適用はできると、使

用できる場所があるということです。それから、情報とそれから広報の関係で、一番問題に
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なりますいわゆる情報の提供の手段としては、いわゆる電気があれば有線放送あるいは電話

等使えるわけですが、これが電気が寸断された場合にはどうするかということが問題になっ

てきます。この場合に、やはり無線という手段が一番いい手段だと私も考えますが、アマチ

ュア無線の利用あるいは消防無線の利用、それから携帯電話の利用というような方法を、や

はり系統だった計画で立てていかなくてはならないということですが、携帯電話については

私も認識しておりますが、災害時には全く機能を果たさなかったという、阪神・淡路大震災

のときのこともございますので、この辺の手段についてはかなり難しいんじゃないかという

ことと、ただやはり個々に震災に対する備えの、その自覚と申しますか、町民おのおのがや

はり持っていただきたいと。そのための非常のための袋と申しますか、必ず持ち出せる状況

のものを必ず詰めておいていただくというような心がけを持っていただきたい。それと、や

っぱり地域において、自主防災組織いわゆる自警団を中心とした組織、あるいは区長さんを

中心とした組織、この組織の確立をいただいて、隣近所助け合うということでお願いしたい

と思います。職員がすべて対応はできません。職員は自分の家庭を犠牲にしてでも出てこい

というような命令を下しますが、やはり十分な対応はできかねますので、それぞれの方々が

それぞれの身を守るということを基本に考えていただきたいと、かように思います。

４番議員！議 長

２点に限って質問します。４番議員

まず、備蓄やいわゆる耐震構造の改良という点は、行く行く進めていくというような段階

の発言なんですか。私は一度にやるという形でのものでも確かにないと思います。しかし、

少なくともこの防災計画ができているわけですから、それに従って計画を立てる。そして、

不備なところについて認識しているわけですけれども、とにかく万が一の災害が起こったと

きに１日、２日については緊急に対応できる最小限度の対応を行うということは、これは欠

かせないと思うんです。阪神・淡路大震災の後、そのことが教訓として言われ、そして今ま

で震度５を震度６にこの防災計画は対応を変えたために、非常におくれてでき上がってきた

んです。そういうような位置づけからすれば、私はこの防災計画に従って計画を立てる。そ

の間に災害が来ればこれはもう仕方ないと言わざるを得ませんけれども、計画を立てた形で

のこの防災計画の遂行を図っていくということでなければ、この計画の意味がないというふ

うに思いますので、とにかく実行計画を立てて、それをどのような形で消化するのかという

形については、緊急に立案の必要があると思うんですけど、その点どうなのか、簡単に答え

てください。
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総務部長！議 長

寺前議員の指摘あるとおり、計画倒れに倒れないように、これから進めていきたい総務部長

と、かように思います。

４番議員！議 長

県営水道の問題について質問したいと思います。４番議員

これは今、平成４１年度計画で、人口が１５７万という計画だというようなことなんです。

しかし、これは本当にゆゆしき問題なわけです。まず最初に、大滝ダムの計画人口というの

は、２０００年に県人口が１６２万５，０００人を想定してるんです、このときに。９０年

からいうと１８％の増を見込んだ計画だったんです。それが、現実問題としては今、４１年

に１５７万というような変更をされてるんです。そうすると、例えばここに大滝ダムの完成

で５０万トンの供給可能になるんです。この水をどのようにして消化するんだという問題な

んです。結局は、この平成４年に県が各市町村の自己水対策を調査したところ、このときに

は自己水の開発余地がありまたは検討しているというのが市町村は１０団体、現状維持が５

団体、自己水なしまたは期待薄が９団体だったんです。こういうような状況から、県水への

切りかえを上から強引に進める県水依存体質依存の傾向が非常に強まってきたわけなんです。

その時期と相まって広陵町では、現実問題としては当時は５割、５割、もちろん盛んに井

戸水が難しい、開発が難しいということを盛んに言っておられますけれども、その当時でも

５割、５割でとにかくやろうというのが服部町長の方針だったんです。ところが、林田町長

になって、その方針が崩れかけて、４割、６割。そして最終の目標は７割、３割ということ

でやろうというのが値上げされた当時の計画です。ところが、現実には今年度は７２％の県

水井戸水となっていて、その分の値上げ１，８００万円、２，０００万円近く余分に負担が

かかってくるというような状況なわけなんです。だから私は、この実情からいうと、県は大

滝ダムの給水開始にあわせて、全町村でこの県営水道の水を買っていただかなければ、県自

体もこの料金回収ができない。こういう実態が浮かび上がってくるんです。だからこそ、私

たちはこの値上げについては、市町村の努力ちゅうのは広陵町では水道局を中心に非常に努

力していただいてます。私たちもその点については再三本会議でその努力については認めて

きたわけなんです。それをなお一層、値上げしない、こういう方針のもとに今年度は神主に

井戸１基を開発してもらった。それは、また１０年計画等でいけば、導水管の新設を行って

も、値上げについての余地が少なくなってくる。こういうふうなことは出てるわけなんです

けれども、県水の問題を抜きにして、この広陵町だけの計画はできないちゅうのも当然です。
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そういう意味で私は、この県水の水を利用するに当たっては、現状の値上げはしない。こう

いう問題を奈良県下全市町村が結束してそれに当たることが必要だというふうに思います。

そういう点で、この問題は町長の決意にかかわる問題であって、職員の中でこれをどうす

るのかという問題の検討は非常に難しい問題があります。そういう点で、私は町長にこの県

水のこの実情、先ほど言ったように、この当時で１６２万人、５０トンの給水計画があって、

今なお新しくできたのが１５７万人でしょ。全く間尺に合わない実情、実態であります。こ

ういうなところについて、県営水道の実態をもっと把握する。そして、それを町民に知らせ

ていただく。そして、そのもとにやはり県水の矛盾点を私たちは理事者とともに議会もこぞ

ってこの実情、この値上げを阻止するために皆さん方とともに頑張っていく必要があるんだ

ということの認識に立っていただく必要がありますけれども、町長のこの県水に対する考え

方を再度、この辺の実情を踏まえてご答弁をお願いしたいと思います。

町長！議 長

県営水道についていろいろご提案をいただいておりますが、詳しい県の資料等を議町 長

会議員さんにも提案をし、提出もし、議員各位とともに勉強を重ねていきたいと思います。

４番議員！議 長

私は、勉強は認識を一致させるためにすればいいことだと思います。町民にもその４番議員

情報を公開していくと。ただ、今この具体的な数字、かなりもっといろいろありますけども、

端的に上げた数字からいっても、２０００年の計画で１６７万の人口想定してたわけでしょ。

で、こういうような実情からいうと、非常に矛盾点が明白になってるんです。そういう点ど

うなのか。これは、実際に県も一般会計を使って繰上償還等努力をしました。しかし、それ

で間尺に合わない、より一層一般会計の問題がここに上がってきてるわけなんですから、そ

ういう点についての全国各地での状況からいうと、一般会計を利用している度合いは奈良県

は非常に少ないんです。こういうな点も踏まえて、県に要望していくという点、再度要望し

ておきたいと思います。

続いて、３は後にして、上海視察の問題について質問したいと思います。

上海の問題について、例えば、商工会の募集要項がここにあったんが今ないんですが、募

集要項があるわけなんです。募集要項では、いわゆる日程的に見ますと、１日目がいわゆる

靴下、物流、１日目だけなんです。２日目は蘇州視察でしたかね、３日目は自由行動、４日

目は帰国。こういう内容になってるんです。それは当然、広陵町が行く前にも、職員が行く

前にも、この問題ははっきりしてたわけですから、この点について大きな成果があったとい
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う答弁していただいてます。しかし、現実の、先ほどの話からいうと、いわゆる、大きな成

果があった。そして、それはいわゆる上海市内の事情、視察事情、感想、こういうふうに分

けてると。この内容について、文書で報告していただけますか。報告文書上がってるわけで

すから。私はこれは非常に行く前にも、職員が行くというほどのものがあるのかどうかがあ

ったわけなんです。実情はそうなってます。１日目、２日目だけなんです。着いた日に結局

は現地工場見学、物流施設の見学なんです。あとは上海市内見学、３日が。日間違うても４

日は日帰りで蘇州見学、５日は出発まで自由行動。これで大きな成果というのを、いわゆる

町職員がついていくほどの成果というのはどんなものがあったのかと、私は疑問に思うので、

その報告書というのをつけていただいて、これは議会の中で改めて議論をして、その内容に

ついてのやっぱり反省を含めて行わなきゃならない問題だと。もう商工会がやる分について

は自主的な問題が一方であるわけですから、町のお金を使っていないということが報告され

てたわけですけれども、その点１点について、再度町の費用はこの研修の中には含まれてい

ないということが言われていましたけれども、確認をしときたいと思います。

俺、行ったからようわかってんで。何なら答えてもええけども、あかんけども。議 長

都市整備部長！

今ご指摘の、初めにパンフレット等を配布されたものと、現地で日程等は変わ都市整備部長

ってると、私もそれはちょっと参加しておりませんので、そういう内容についてはちょっと

わかり……。（４番議員「いやいや、先にこれがあるからわかるやんか。募集要項があるや

んか。」）

４番議員！議 長

そしたら、その報告書を提出していただいて、その後の議論というようにしたいと４番議員

いうように思います。

それでは続いて、５番目の米飯給食と農業の振興についてに移りたいと思います。

私はこの問題の質問は、１つはいわゆるエネルギー換算でいう問題を上げていくために、

広陵町でも完全給食、完全米飯給食の実施、ここに問題を指摘していたわけなんです。それ

と、これは米食推進運動というような形も書いているように、私はこれは、例えば日本は先

進国で食糧自給率が４０％に低下していると。幸い、幸いといっても大問題なんですけれど

も、前内閣のときに自給率を４５％に引き上げることが公約として約束されたわけなんです。

それは２０１０年という長いペースですけれども、そういう中で、広陵町でも具体的にやは

りその点に立った取り組みというのがあっていいんではないかと、このように考えるわけで
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す。その自給率を上げる大きな点は、米を食べるということなんです。米を食べるというこ

とに関して言うと、教育的な配慮がないので再三食文化、食生活の問題について教育委員会

が本当に真剣に取り組む気があるのかという問題を言ってるわけなんです。要は、アメリカ

では既に日本の和食の効果というのを具体的に政府報告で上げてるんです。いわゆる、アメ

リカの食糧事情が非常に肉中心になった、肥満、病気が非常に蔓延したと。こういう中で政

府報告は、日本の米、野菜、そしてシーフード、こういうものについて食べるというのがい

かに有用なのかと。そして特に、アメリカでは……。

端的にまとめて、でなかったらわからんようになる。議 長

海の野菜は何。海草は食べる習慣がなかった。ところが、これが実際にアメリカで４番議員

シーフードという形で呼び名が変わったというぐらいに、日本の食文化が見直されてきてる

んです。ところが日本は、一番肝心な米の供給が、だんだん食べるのが減っていると。こう

いうなところについて、私はやっぱり日本文化を守る教育を、食の教育を位置づける、こう

いう点から教育委員会は真剣に取り組むべきだと思うんです。その一環として、私は町内産

の食料を食べるということを再三言ってきているわけですけども、それはこの際置いときま

す。しかし、完全米飯給食については、広陵町の采配でできる問題なんですよ。私はそうい

う点について、週３日を週５日に改める、こういうふうな点について真剣に考えていただく

用意があるのかどうかお聞きしたいと思います。

教育委員会事務局長！議 長

米飯給食云々について、いわゆる国の方で２０００年に学校給食実施状教育委員会事務局長

況調査という結果が出ております。その２０００年の結果では、完全給食実施のうち、米飯

を導入している小学校につきましての比率でございます。平均週２．８回が全国の……。

（４番議員「それは、きょう朝言うたから、もうそれはいいです。」）

いや、あるのかないのか。寺前さんは、３日のやつ５日にできるかどうかというこ議 長

と問うてはるわけやから、できるならできる、できないならできないという答弁。

今現在、町といたしましては週５日、栄養等のバランスも踏まえた中で、教育委員会事務局長

週５日の中で３日を取り入れ、あと２日はパン食という形で、副食等により補っておるとい

う実情でございます。今のところはそういう形で実施していく予定でおります。

４番議員！議 長

教育長にお答えいただきたいわけですけれども、実際に今、全国全体でもこの米飯４番議員

完全実施ちゅうのは政府自身も今米を食べる運動を行ってるんです。これはご存じですね。
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実際に、これは教育的観点からも含めて考えていただきたいんですけれども、先ほど言った

日本食の見直し、それは米食からだということなんです。家ではパン食べてる人もいるでし

ょう、先ほど学校給食会ではアメリカの小麦を買って、先ほどの言うように危険な内容も顧

みず、パンをいわゆる製造元に発注して、そこから配給してもらってると、こういうシステ

ムになってるわけなんですけども、実際にそういう中でも米についての完全給食実施してる

市町村はふえています。確実にふえています。そういうな点からいっても、私は日本の文化、

食文化を育てていくという観点ちゅうのは、教育委員会も持ってもいいんではないか。そし

てそれは何よりも、今全国の状況から奈良県の流れが出てきたら広陵町も追随してもいいで

すよというような、絶えずそういう感触ではだめだということは、今議会でも何度も述べて

るんです。地方分権が進み、地方自治体、広陵町自体の頭で考えていく、こういうような姿

勢が感じられないところにこの問題の欠如がある。私は、午前中のときにも本当に真剣に今

公務員が考えていくならば、もっと町民の役立つことができる。思想、信条の問題は別にし

て、一致点は見出していこうということを提案してるわけなんです。こういうような客観的

な数字の部分というの私は一致できると思うんです。食文化を取り戻す、日本の食文化を取

り戻す、こういう点に教育長については、まずその１点についてどういうような認識を持っ

ておられるのか、お聞きしておきたいと思います。

教育長！議 長

現在、米飯給食を週３回してるのが６６．３％です。それから、２回が１９．３％、教 育 長

その次４回、一番最小が５回やってるところもないとは言えません。しかし、現在のところ

は３回で、やはりパンの好きな子供もいるということも事実です。米よりも。したがいまし

て、現在のところ３対２というのが一番妥当な形であろうなあというように考え、これを実

施しているわけでございますけれども、今後いろいろな状況も考えてみていきたいという気

持ちは持っております。以上です。

４番議員！議 長

ちなみに、フランスの食糧自給率が１３６％、アメリカが１２７％、ドイツが９７４番議員

％。

もう寺前君、あんた４回目行っちゃうんか。議 長

イギリスは７０年代に４８％に落ちたことがあるんです。それが、現在では９９年４番議員

ですけれども、７１％に上がってきてる。

４回目や。どっち向いてやってんねん。議 長
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こういう点については、私は真剣に考えていただきたいというように思います。こ４番議員

れはつけ加えておきます。

それから、最後ですけれども、青少年センターの建設の問題であります。

これについては、私は……。これは後でするちゅう……。言うてやったらもどられんけど、

この分は別の話です。これは１回もまだ言うてないので。

３番目のこれについて、私はこれ教育委員会の関係、こっちも関係するわけですけども、

教育委員会の関係で述べたいんですけれども、１つは子供会活動、週５日制になって非常に

深刻な状況はもう全国各地で起こってます。学力の不足に対する不安というのが一番大きか

ったということになってます。これについては学校の別の機会で議論していただく必要があ

ると思うんですけれども、要は週５日制になった後の子供の放課後の活動、そしてまた子供

が健全な生活を取り戻す機会をつくるという点についても、週５日制の大きな意義を認めて

きたわけなんです。

そういう中で、広陵町において実際に遊び場がどこにあるのか、子供の遊び場が。そうい

う点では、１つは地域の公民館を活用していくと、こういう問題１つ上げられました。教育

委員会もそれについては前向きな姿勢を示していただきました。もう一つは、やはり集団活

動が不足してきていると。子供会活動についても、広陵町全体で言えば、各大字でもう廃止

になってるところもあるし、依然として続いてるところもあります。しかし、続いてるとこ

ろについてもやはり財源的なしんどさというのはもう大変なんです。こういうような実情を

あわせて、今まではキャンプへ１日行ったり、いろいろ子供会活動は行われていました。し

かし、残念ながら最近はそういう費用も捻出できないという状況から、取りやめになってる

子供会がもう以前からふえてきたわけなんです。そして、そのことからいっても広陵町で、

王寺ではキャンプ場が建てられて、非常にそういう子供たちに喜ばれてる現状があります。

こういうな点でいって、私は広陵町でいわゆる青少年センターという問題が必要だと、ある

いはいわゆる居場所づくり、冒険広場、こういう問題が朝のところで私質問してきたわけで

すけども、週５日制になった後の教育委員会の独創的な考え方や、文部省自身がそのような

方向については評価してるんです。これは今年度においても、いわゆるそういうところに補

助を出すという政策を行ってます。こういうような部分について、私は町独自で本当に５日

制になって子供たちの放課後を安全でそして冒険心を養い、この５日制が有効に活用できる

という問題を広陵町独自でどうやるのかというの考えていただく必要があると思います。そ

ういう意味で、私は身近なところで、前々前回からこの青少年センターというの一歩進んだ
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ところまで来たわけなんですから、これについては引き続き、場所等も含めて再度考えてい

ただく。その過渡期については、広陵町の子供会活動の進展を図って、そういうキャンプ場

なりそういうものが積極的に誘導装置ができるような活動現場をつくっていただきたいとい

うことについて、再度お尋ねいたします。

今の質問につきましては、政策的な問題でもありませんし、政治的な判断も必要か議 長

と思いますので、町長に答えていただきます。

青少年センターの用地があえてあるわけでございますが、これの有効利用を早く図町 長

れということでございます。

お申し出のこの青少年センター建設用地は、図書館と駐車場として、またそれ以外にもい

ろいろお使いをいただいてるわけです。実は図書館が、日本一の図書館を２年連続して続け

てるんです。それだけすごい図書館であります。この日本一の図書館というのは、やはり駐

車場が完備されて蔵書冊数や環境がよいということが、この用地も加味してるわけでござい

ます。私はそこで、１回目の答弁で申し上げました隣接公園の多目的広場を有効利用すると。

ここで大きな広場があるわけでございまして、こういう機関、こういうところで出来はしな

いかということを関係機関のご同意をいただけるならば、この場所で利用を図っていただこ

うと、そういう思いで現在調整をしているところでございまして、現在のお申し出の青少年

センターにつきましては、図書館等幅広いご活用いただこうと、そういう願いで思っており

ますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

４番議員！議 長

私はこの問題は懇談会をつくって、そして住民が参加をして、この場所の設計図を４番議員

つくったという経過があるんです。だから、この部分についてどうするのかということなん

です。私は場所が本当に不適切というのであればそのときになぜできなかったのか。私はこ

れは林田町長時分に、この点について非常に積極的な位置づけをしてやろうというふうにな

ったわけなんです。その当時も今も場所等、あるいは利用形態は変わってないわけですから、

これがもし今町長にかわって、これはできないということであれば、住民の信託を受けた、

当然にこの部分については住民が決めたとこなんです。それにかわる問題ちゅうの明確に私

は代案を出すべきだと。そういうことが特に求められておると思います。そういう点につい

て再度、多目的広場を有効に使うというのはあくまでも過渡期の問題であって、この青少年

センターの建設についてどうか、最後聞いておきたいと思います。

町長！議 長
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議会とご相談を申し上げて、今後進めていきたいと、このように思います。町 長

何かありますか。ないですか。議 長

以上で寺前君の一般質問は終了いたしました。

以上で本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。

本当にご苦労さまでございました。

（Ｐ.Ｍ.５：１５散会）
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平成１４年９月２４日広陵町議会

第３回定例会会議録（最終日）

平成１４年９月２４日広陵町議会第３回定例会（最終日）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１５名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 小 原 昇

３番 片 岡 福 美 ４番 寺 前 憲 一

５番 松 野 悦 子 ７番 吉 田 信 弘

８番 中 山 正 ９番 山 本 登

１０番 青 木 義 勝 １１番 笹 井 正 隆

１２番 坂 口 友 良 １３番 山 本 悦 雄

１４番 松 本 政 治 １５番 吉 岡 章 男

１６番 出 張 光 男

２ 欠席議員は、なし。

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 吉 村 崇

総 務 部 長 土 佐 敏 行 健康福祉部長 大 西 利 実

住民生活部長 野 村 完 治 環 境 部 長 山 村 吉 由

都市整備部長 吉 村 正 勝 水 道 局 長 中 尾 勝

教育委員会事務局長 竹 田 健 次

４ 本会議の書記は、次のとおりである。

局 長 西 辻 眞 治

書 記 乾 善 雄 野 村 克 也
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ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しております。議 長

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：０４開会）

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 議案第４８号 広陵町行政組織条例の一部を改正することについて

議案第４９号 広陵町手数料徴収条例の一部を改正することについて

議案第５１号 広陵町立図書館電動式移動書架購入契約の締結について

議案第５２号 平成１４年度広陵町一般会計補正予算（第２号）

議案第５６号 平成１３年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第６２号 平成１３年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について

２ 議案第５０号 広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することについて

議案第５３号 平成１４年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案第５４号 平成１４年度広陵町老人保健特別会計補正予算（第２号）

議案第５５号 平成１４年度広陵町介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第５７号 平成１３年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第５８号 平成１３年度広陵町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第５９号 平成１３年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６１号 平成１３年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６３号 平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計歳入歳出決

算の認定について

議案第６５号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて

３ 議案第６０号 平成１３年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６４号 平成１３年度広陵町水道事業会計決算の認定について

４ 議員提出議案第 ７号 奈良県で３０人学級実現を求める意見書について

５ 議員提出議案第 ８号 障害者支援費制度の改善を求める意見書について

６ 議員提出議案第 ９号 町内３バス路線の廃止撤回を求める意見書について

７ 議員提出議案第１０号 道路特定財源堅持に関する決議について

８ 議員提出議案第１１号 町内３バス路線の廃止撤回を求める決議について
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それでは日程１番、議案第４８号、４９号、５１号、５２号、５６号及び６２号を議 長

議題とします。

本案について、総務文教委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。

総務文教委員長、小原君！

それでは、総務文教委員会はさきの本会議において付託されました６議案に総務文教委員長

つきまして、９月１７日委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果をご報告い

たします。

まず初めに、議案第４８号、広陵町行政組織条例の一部を改正することについては、今回

の組織改革は行政事務の多様化に対応するためであり、具体的な目的は新清掃施設建設への

迅速な対応、電子自治体の構築などであることを伺い、全員一致で原案どおり可決すべきも

のと決しました。

次に議案第４９号、広陵町手数料徴収条例の一部を改正することについては、何ら異議な

く、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に議案第５１号、広陵町立図書館電動式移動書架購入契約の締結については、今回２社

が入札辞退をしたが、その理由とペナルティについての考え、また、物品購入では予定価格

が非公開となっているが、現在は価格設定が難しく、公表はデメリットが多いとの説明を伺

いましたが、一部議員から予定価格を事前に公表していないことを理由に反対があり、採決

の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。

次に議案第５２号、平成１４年度広陵町一般会計補正予算については、幼稚園、保育園の

期限付職員の今後の採用計画、８月に採用した臨時職員の再雇用の考え、広陵運動公園管理

棟の広さ、地元住民などの視察旅費の積算根拠などを伺い、全員一致で原案どおり可決すべ

きものと決しました。

次に議案第５６号は、平成１３年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定についてでありま

す。本議案については、議会が決定した予算が適正に執行されたかどうか、また、成果が得

られたかどうかを審査するものであります。

まず歳入でありますが、滞納額の増加については、課税額全体が増加したこと、現在の深

刻な不景気が原因であり、今後の方策としては、滞納者個々の実態を十分に把握し税収確保

に努力することなどを伺いました。また、町営住宅の滞納状況、納税推進委員会の活動など

を詳細に伺ったところであります。



－252－

次に歳出でありますが、各品目の支出について、その成果や今後の方針を詳細に伺ったと

ころであります。特に、住民基本台帳ネットワークに関しては、苦情等の処理の具体的な対

応方法や個人保護条例制定についての考えを伺い、また、平成１３年度の町道緊急安全対策

改善事業補助金が多額の不用額が生じた理由、斎場待合棟管理人の賃金の明細、サン・ワー

ク広陵のレストラン再開の見通しなどについて伺いました。

また、本町における人権教育と同和教育の位置づけ、公民館、集会所建設の補助金、町指

定文化財の数など、資料により多方面にわたって伺いましたが、一部議員から反対があり、

採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。

最後に議案第６２号、平成１３年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について

は、学校給食の食材に地場の産品を使用することに関しては、現在出荷組合との話し合いが

中断していること、また、学校に設置された生ごみ処理機の現状などを詳細にわたり伺い、

全員一致で認定すべきものと決しました。

以上、簡単ではございますが、総務文教委員会の審査の結果報告といたします。

ありがとうございました。議 長

ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議はお昼の１時から開会したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

暫時休憩します。

（Ａ.Ｍ.１０：１２休憩）

（Ｐ.Ｍ. １：０１再開）

休憩を解き再開いたします。議 長

午前中の委員長報告に対し、各議案ごとに審議いたします。

まず議案第４８号、広陵町行政組織条例の一部を改正することについてを議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第４８号は委員長の報告どおり原案を可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第４８号は原案どおり可決されました。議 長
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次に議案第４９号、広陵町手数料徴収条例の一部を改正することについてを議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第４９号は委員長の報告どおり原案を可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第４９号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第５１号、広陵町立図書館電動式移動書架購入契約の締結についてを議題としま

す。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。 ５番議員！議 長

反対の立場で討論をいたします。５番議員

備品についての予定価格を設定することについては、大変慎重にしなければいけないし、

難しい問題点多々抱えているということは重々承知してしているわけですけれども、同じく

平成１３年度の決算の中にもありましたけれども、さわやかホールの備品の入札に関しまし

て、予定価格よりも上で入札された方、それからかなり予定価格より下回って入札された方

と、大変混乱した状況がありまして、このときの問題点については、理事者の方も強く認識

していただいてきたところでございます。ですから、大変予定価格の設定について難しい点

はあると思いますけれども、慎重に十分に調査をしていただく中で、やはり予定価格を公表

していただくということがどうしても必要ではないかと思います。そういう点で、今回残念

ながら予定価格が公表されておりませんでしたので、反対とさせていただきたいと思います。

討論ありませんか。 １５番議員！議 長

わかりながら反対をされていますので、私は賛成の立場から討論いたします。１５番議員

広陵町立図書館電動式移動書架購入契約の締結については、予定価格の事前公表を実施し

ていないことを理由に反対されております。今回の入札ではいろいろと創意工夫をされ、公

正で透明性、競争性の高い入札となっており、その結果として安価な契約金額とすることが

できました。反対者が指摘されます予定価格の公表は、現在ではデメリットが多く、今後も
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慎重に取り扱うべき問題だと認識しており、この意見は反対する理由にならないと思います。

よって契約締結には、理事者の努力に敬意を払いつつ賛成すべきものと考えます。終わりま

す。

４番議員！議 長

そこまで言い切ると、どうしても議論を深める必要が出てくるわけなんですけれど４番議員

も、要は予定価格の公表という点と、それから価格から値引きが６割になってるというとこ

ろの問題との関係になってくるだろうと思うんです。結局、予定価格が公表されていてなお

その予定価格に近づくというようなことがある場合の懸念を言っておられるんだと思います

けれども、大体文房具等、あるいはまたそういう部類の器材は、地方自治体向けの価格設定

があるんです。そしてそれは、大体が通常で言うと、６掛けで問屋から入ると。しかし、現

実問題としては自治体向けの価格が設定されてるということがあって、結局どこでもほとん

どわかってる問題なわけです。だから、予定価格の公表を町が具体的に努力をして公表して

いくということについては、何ら差し支えのないところであって、むしろ予定価格の設定時

に自治体がどれだけ勉強をした価格を把握できるのかというところにかかってくるわけです

から、一般競争入札の中で、こういう種類の案件だけは予定価格を公表できないという根拠

は何らないということであります。

そしてまた、この問題にかかわって、予定価格のメリットとして、この予定価格を聞き出

すという作業が要らないと、職員及び理事者等から聞き出す必要がないというところのメリ

ットというのははかり知れないものがあるんだということは、産業経済委員会でも答弁があ

ったわけですから、逆に言えば、私はそういう点を貫いていくということをやるべきだった

というように思います。こういう適正な価格かどうかっちゅうの私たち自身も深くは認識で

きる材料を持っていないわけですけれども、こういう点についてのやっぱり認識っちゅうの

は、統一した形で進めるということが必要だというふうに思いますので、デメリットも多く、

今後も慎重というような考え方に現在なっているとすれば、問題も多くなるというように思

いますので、改めて予定価格については特別な、本当に特別な事情がある場合以外は公表し

ていくという基本線を貫くことが必要だというふうに思いますので、そういう点の公表がな

かったということは残念だったということです。その透明性やその他の問題について今どう

こういっていうわけではないわけですから、その点についての取り組みも今後行っていただ

きたいということも要望をあわせて、この案件には反対いたします。

ほかに討論ありませんか。議 長
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（なしの声あり）

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。議 長

議案第５１号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第５１号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第５２号、平成１４年度広陵町一般会計補正予算（第２号）を議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第５２号は委員長の報告どおり原案を可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第５２号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第５６号、平成１３年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題とし

ます。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

５番議員！

反対の立場で討論をいたします。５番議員

政府は２００１年の予算編成に当たって、日本経済の現状は全体としては穏やかな改善が

続いている。これは２００１年１月の月例経済報告でございますが、そういう政府の判断か

らは大きくかけ離れ、深刻なデフレスパイラルに陥り、完全失業率も発表ごとに過去最悪を

更新し、２００１年１２月発表では５．５％と一層深刻な状況です。

その一方で、医療制度の改悪を重ね、高齢者医療費の負担増や６５歳以上の介護保険料の

負担増、９４年に行われた年金改悪で基礎年金部分の支給開始を繰り延べの措置が始まった

り、また、雇用保険の労働者負担分を一気に５割も引き上げるなど、社会保障分野で２００

１年度だけで２兆円を超える新たな国民負担を押しつけました。小泉内閣が唱えてきた構造

改革は、痛みに耐えれば光明が見出せるというものでしたが、国民に激痛をもたらし、日本
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経済をだめにするものであることが一層明らかになっています。

広陵町も例外でなく、２００１年決算では町民税の個人分はわずかに伸びていますが、納

税者数がふえたためであり、１人当たりの納税額は引き続き減っております。法人税はさら

に深刻で、税収額で２割以上の落ち込みでございます。本当に深刻な状況でございます。２

００１年度予算は、平岡町長が提案されたものではありませんが、予算執行は大部分平岡町

長によるものでございます。そういう中で、平岡町長が国の悪政から広陵町民の暮らしを守

る立場に立っていただいてきたのか、強く問われるところでございます。この９月議会の中

で議論してきましたが、国の政治の問題点を議会や町民に明らかにして、国に改善を強く要

望していただくという点について、責任を果たし町民の信頼を勝ち得たとは言えません。こ

のことが反対の第１点でございます。

また、この深刻な不況の引き金になったのは消費税の引き上げであったことは、だれもが

認めるところでございます。さらに、消費不況と言われる中で、消費税を下げることが景気

を回復させる有効な手段であることは、経済専門家や財界でも指摘されているとおりでござ

います。とりわけ、所得の低い者ほど重くのしかかる逆進性の強い消費税については、緊急

に減税すべきであることを強く国の方に要望すべきでございます。国も地方も大きな赤字を

抱え、財源はどうするのかと言われるでしょうが、これは国の税金の使い方が間違っている

ことに起因するものでございます。公共事業４割、福祉２割という、世界の中でも税金の使

い方は逆転していることはよくご存じいただいていると思います。大型のむだな公共事業の

見直しで財源をつくることはできます。また、消費税の減税で景気回復につながり、所得税

や町民税の税収増が確保できます。ところが残念なことに、平岡町長は消費税賛成の立場を

とっておられることが反対の第２点目でございます。

第３点目は、同和事業に６００万円もの税金のむだ遣いをされていることでございます。

２００１年度は、地対財特法残務処理の最終年でございました。同和問題の根本の解決とは、

同和という言葉を死語にすることでございます。２００１年度に広陵町で同和問題に関する

トラブルは一件もなかったことを確認しました。近隣でそのような問題に巻き込まれた場合

のことを考え、引き続き同和事業は必要だと答弁がありましたが、全く説得力のないもので

ございます。また、予算には解放同盟中央集会参加費が計上されていましたが、具体的な決

算額についての明細報告はされませんでした。このような時代錯誤、不透明かつ解放同盟と

いう私的団体に偏った税金のむだ遣いに強く反対するものでございます。

また、同和残しの人権教育に転換されようとしていますが、憲法と教育基本法に基づく民
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主主義の教育を豊かに発展させることが完全な融合を実現できる道でございます。和歌山県

では、和歌山県同和教育研究協議会が２０００年１０月に解散しました。同和教育とは何か、

同和教育終結の意義、人権教育をどう受けとめるか、広陵町でも今こそ真剣に議論していた

だきたいと思います。共産党がかねてより指摘しています同和事業、同和教育反対の姿勢に、

大きな声では言えないがそのとおりだ、賛成だという方々が大部分であることに確信を持つ

ところでございます。

第４点目は、委託料の積算根拠が明らかにされないことでございます。例えば、収集業務

委託料は１億７８３万３，９５０円と大変大きな金額でございますが、積算根拠が明確に示

されませんでした。これは２０００年度と同額で、人口がふえた分安くなっていると説明さ

れていますが、問題点のすりかえにすぎません。競争入札もされておらず、入札がなじむか

議論の余地はあるところではありますが、積算根拠もわからず、適正な価格だったのか、こ

れでは議会は判断することができません。委託料は設計委託料、私立保育園運営委託料など

さまざまな内容の委託が含まれていますが、合計で何と１３億円を超えるわけでございます。

決算の１割を超える委託料の積算根拠、明確にすべきでございます。

第５点目は、住民基本台帳ネットワークシステムに１，８１１万２，５００円の支出をし

ていることでございます。住民基本台帳ネットワークシステムの実施に当たって、個人情報

保護に関する法整備が必要ですが、法整備が整っていないにもかかわらず強引に実施された

わけでございますが、そのような中で、自治体によっては住基ネットの接続を切断したり、

接続を個人の選択に任せたり、さまざまな対応がなされているところでございます。広陵町

でも個人情報保護条例の制定やトラブルが発生した場合一時停止を含むなど、必要な措置を

審議会に諮るなど、民主的な手続を経て至急に対応できるようにすべきでございます。早急

に改善されることを強く要望したいと思います。

また、意見として加えさせていただきたいと思います。

今議会も議会から幾つかの資料を請求させていただきましたが、例えば議長交際費、町交

際費などは情報公開条例に耐え得る内容ではありませんでした。もっと積極的に詳細な資料

の提供に心がけていただきたいと思います。

合併につきましては、今年度に５０人会議の予定で、住民の声を反映させる意図は大きく

評価をするところでございますが、国や県のなりふり構わないような強引なやり方に振り回

されないよう、冷静にメリット、デメリットを町民に知らせ、一層幅広い町民の声を踏まえ

ていただくように要望したいと思います。
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最後に、平岡町長になってから、新清掃センターの話し合いが進みつつあることは大きく

評価いたしますが、ＲＤＦ施設へのこだわりは大きな問題を含んでいます。徹底した情報公

開と複数の専門家と幅広い町民を含めた審議会を至急に設置して、住民合意で解決していた

だくことを重ねて強く要望したいと思います。

今申し述べましたように、反対や意見として上げました問題点については、理事者を中心

に職員さんも含め、十分に議論をしていただき、２００３年度予算編成に大いに反映させて

いただきたいと思います。

最後に、２００１年度決算の中で、法施行後訪問介護利用者負担額軽減措置事業の実施や、

議長、町交際費の大幅節減、町史の発刊等、評価させていただくことも幾つもあったという

ことを加えておきたいと思います。以上、反対の討論を終わります。

ほかに討論ありませんか。 １５番議員！議 長

反対者がございますので、私は賛成の立場から討論いたします。１５番議員

平成１３年度当初予算は議会に提案されて原案どおり可決となり、その後の補正予算につ

いてもすべて可決されております。議会の議決した予算を町がいかに適正かつ効果的に執行

されたかどうかが大切であります。反対の理由の中で、消費税については日本の税制度全体

の中で議論される問題であり、本町の決算と直接関係しないものであり、反対の趣旨が理解

できないものであります。

またもう一点の、同和教育については反対されておられますが、同和教育はあらゆる差別

に対する教育であり、何ら反対する理由に当たらないと思います。

本決算につきましては、適切で効果的な予算執行に努められ、適正、適法に執行されてお

り、監査委員の意見も参考にした上で総合的に判断して、適正な財政運営であったと考えま

す。よって、本決算の認定については賛成いたします。終わります。

ほかに討論ありませんか。 ４番議員！議 長

今、吉岡議員が賛成の大前提に、議会の議決した予算が間違いなく適正に執行され４番議員

たかどうか、このことが中心だというように認識されています。しかし、これはいわゆる議

会が予算の審議をし、そして予算の効果的な適正のその中身について踏み込まない形式的な

判断であります。議会は、本当に適切であったかどうかということを真剣に考えるならば、

執行の中身についてどのような形で行われたのかということが問われなければなりません。

今、吉岡議員が言った執行が適切かどうかということであれば、監査委員のいわゆる検査報

告をもって議会はその追認決議をすれば済むだけの話であります。つまり、この問題も当然
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毎回この予算が適正かどうかという問題は議論になるところであります。そして、地方自治

体の大半のところでは、なれ合いやまた業者との癒着、そういうものがないところについて

は、適正な執行が行われているということが当然の内容なわけであります。

そういう点について、議会の果たす役割は一層重要であります。いわゆる、その予算の中

身が住民にとってどのような効果があったのか、また住民にとってどのようないわゆる税金

の使い道が行われたのか、こういう問題は個々角度を深めて議論し、議会の中でそれを審議

する、これが議会の本当のあり方であり、議員の役割だというように思います。そういう点

で、まず大前提となる部分について、認識が非常に違うという点は残念なことであります。

私は、一層議員が予算の執行の中身について真剣に議論をし、そしてその中身の具体的な問

題について理事者とやり合っていく、こういう議員本来の仕事を強く期待するものでありま

す。

その大前提の違いを別にして、消費税の問題と同和行政の問題について言及されました。

１つは消費税の問題については、私たちは当然、議会があるいは理事者が消費税に対して

どのように考えを持つのか、これは自由であります。私たち自身もたびたび言ってるように、

日常の生活の中で消費税に反対してるからといって消費税の５％の部分を拒否する、こうい

う態度をとったこともありませんし、当たり前の話であります。要は、議会やあるいはまた

理事者が執行の中にあって、その制約されている部分、いわゆる従来から言われると３割自

治の範囲の中で、どれだけ地方自治法や地方公務員法に従って、住民の福祉向上を目指す仕

事をするのかということが問われるわけであります。そういう認識に立てば、当然に、理事

者が国や県の施策に対して法律上従わなければならない問題については当たり前の話であり

ます。しかし、それに対する見解は、当然理事者の住民に対する地方自治法などでうたわれ

る福祉を守る立場を鮮明にするかどうか、このことと深く関係していくわけですから、私は

理事者が消費税の問題について、今これだけの不況が進んでいる大きな原因は消費不況だと

言われています。日本の総生産高の６０％を占める部分が消費であります。この消費の回復

なくして、現在の経済の回復はない、このことについてはアメリカの専門的な経済学者やそ

の他海外からでも言われています。日本でもテレビ等で出る有名な経済学者は、一時的消費

税ストップをすることが今経済の建て直しなんだと、こういうことに言及されている状態で

あります。こういう認識に対して、私はやはり国、県の言いなりになるんではなく、地方自

治体を預かる者として、この消費税に対する見解は当然述べてしかるべきだと思います。そ

してそのことの中身が、私たちが再三言ってるように、自治体の住民を守っていく、そして



－260－

それは可能な部分に対して国や県と対決する姿勢も時には必要な部分だというように認識し

ています。こういう認識については、ただ単なる認識の違いではなく、住民の命や暮らしを

守る地方自治体の責任ある立場として私たちは必要だという認識を持っています。そういう

点から、消費税に対する認識を明確にしない、賛成しているという立場の町長に対しては、

私たちは厳しく追及するものであります。

もう一つは、同和行政の問題であります。同和行政は、日本の行政のひずみを大きくさせ

てきました。そして、この問題については奈良県会でも日本共産党の今井光子県会議員は、

同和関連予算の中で２０億円の融資に対して３００万円の利息しか返してない企業の問題を

とらえて、同和行政の究極と思われるような不正事件が起こっているわけであります。こう

いう問題に対して、最もこの同和行政のひずみがあらわれた１点でありますけれども、逆差

別が行われる、あるいはまたその予算の使い方が偏っていた、こういう点は一般の方々につ

いても当然に認識を持っておられます。こういうことに対して毅然と各自治体では立ち向か

う、いわゆる町長や市長、県では高知県の知事筆頭に多くの方々があらわれています。こう

いうことに対して、奈良県は残念ながら後進県と言わざるを得ない状態です。同和対策特別

措置法が廃止された後も、奈良県の中ではまだまだ部落解放同盟一部幹部の横車に押される

という側面が強い状態の中で、私は広陵町の行政としてきっぱりと態度をとっていくという

のも地方自治、地方分権を守るための重要な認識の一里塚だという判断をしておりますので、

これに対しても毅然とした態度をとっていくことが本当に求められてる問題だというように

認識を持ってますので、吉岡議員のこの２つに対してあいまいな態度をとって、予算全体を

賛成するという点については、賛成しかねる問題です。以上です。

ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議案第５６号を原案どおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第５６号は原案どおり認定されました。議 長

次に議案第６２号、平成１３年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定についてを

議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。質疑ありませんか。
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（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第６２号は委員長の報告どおり認定することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第６２号は認定されました。議 長

次に日程２番、議案第５０号、５３号、５４号、５５号、５７号、５８号、５９号、６１

号、６３号及び６５号を議題とします。

本案について厚生委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。 厚生

委員長、片岡君！

厚生委員会は、さきの本会議におきまして付託されました１０議案について、９厚生委員長

月１８日の委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果についてご報告いたしま

す。

まず議案第５０号、広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することについては、６５歳

から７０歳の方の医療費負担の影響は、平成１４年を基準に推計すると３６３人が影響を受

けること、また改正の周知については９月末ごろにチラシを配布する予定であり、各医療機

関には県、町の医師会から窓口の手続が混乱しないよう指導されていると伺いました。医療

費の個人負担増に対する町の取り組みが必要との意見もございましたが、また一部議員から

保留の表明もあり、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。

次に議案第５３号、平成１４年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算については、何ら

異議なく全員一致で可決すべきものと決しました。

次に議案第５４号、平成１４年度広陵町老人保健特別会計補正予算については、老人医療

費助成条例の一部を改正に伴う電算システム変更のためであること、また今後の歳入予想な

どについて伺い、窓口の負担増へのシステムであるとの意見も出されましたが、全員一致で

原案どおり可決すべきものと決しました。

次に議案第５５号、平成１４年度広陵町介護保険特別会計補正予算については、介護保険

特別準備基金は３，０００万円を保健福祉事業との関係上、保険料の財源とし、残り５，０

００万円については、円滑な制度運用を行うための介護サービス給付準備基金に積み立てる

ことを伺いました。また、介護利用促進の方策、特別養護老人ホームの待機などについて伺
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いました。また、基金を保険料や利用料の減免補てんにという意見もありましたが、全員一

致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に議案第５７号、平成１３年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、国民健康保険税の滞納は、破産２０件、生活苦８５件、居所不明４３件、分納２５２

件、営業不振１７件、更正８件であり、滞納額の増加は深刻な不景気が原因であること、保

険証の未受理の方は１１５名で現在郵送の手続中であること、さらに、高額療養費の状況、

基本検診、歯科検診などについて詳しく伺いました。また、傷病手当や出産手当金も必要と

の意見もありましたが、全員一致で認定すべきものと決しました。

次に議案第５８号、平成１３年度広陵町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定については、

平成１３年度の対象者数は３，００２名であり、１人当たりの医療給付費は６４万５，７８

４円であること。健康づくりのために、保健センターで種々の教室を開いている状況、また

人間ドック基本検診、健康診断などの予防が重要であることの考えを伺いました。また、医

療費負担がふえる中、窓口負担の軽減が必要との意見もありましたが、全員一致で認定すべ

きものと決しました。

次に議案第５９号、平成１３年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

給食サービスは介護サービスのメニューにはなくボランティアで行っていただき、今後も介

護サービスの上乗せ、横だしはしないことを伺いました。全員一致で認定すべきものと決し

ました。

次に議案第６１号、平成１３年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

墓地の管理の状況を詳しく伺うとともに、当初１，８３９区画の整備を計画し、現在１，１

２９区画が販売され、残った中で管理棟、水道施設などを整備するとのことなどを伺い、全

員一致で認定すべきものと決しました。

次に議案第６３号、平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計歳入歳

出決算の認定については、審査の延べ人数、１日の処理件数、痴呆の方の検査などについて

伺い、全員一致で認定すべきものと決しました。

最後に議案第６５号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについては、条文

について詳しく説明を受け、改正されることに対する対象者、見込み額について報告を受け、

全員一致で可決すべきものと決しました。

以上で、簡単ではありますが厚生委員会の審査の結果報告といたします。

はい、ありがとうございました。議 長
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ただいまの委員長報告に対し各議案ごとに審議いたします。

まず議案第５０号、広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することについてを議題とし

ます。

ただいまの委員長報告に対して質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第５０号は委員長の報告どおり原案を可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第５０号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第５３号、平成１４年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第５３号は委員長の報告どおり原案を可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第５３号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第５４号、平成１４年度広陵町老人保健特別会計補正予算（第２号）を議題とし

ます。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

３番議員！

委員長として採決に参加できなかったものですから、今この場で意見を述べさせて３番議員

いただきます。

反対の立場で討論をいたします。
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老人医療費の今回のこのシステムにつきましては５０号と同様、お年寄りの方々からの非

常に１０月から医療費の増額に伴う、また今まで定額制であったものが１割、また高額所得

者の方につきましては２割という形で、非常に負担が重くなってくるという内容でございま

す。これにつきましては、いろいろとお年寄りの方々が、本当に今後どういうふうな形で上

がっていくのか、また実際に今までの上限が廃止されていくという中では、非常に不安な状

態の中で、気軽に医療を受けるという状態ができない。また、前のこの医療費の問題につき

ましては、坂口厚生大臣などは簡単な風邪とか頭痛程度では医者にかからないような、そう

いうふうな抑制効果が期待できるというふうな答弁もされてるわけですけれども、本当にそ

ういう軽い状態の中で、お医者さんに行く、そして治していくということが非常に必要だと

いうことは、この委員会の中でも要望の問題から絡めて、ほかの委員からもいろいろとご意

見が出されていたところでございますが、そういう軽い状態、また今のお年寄りの方々が非

常に病気が重くなってからしか医療にかかれないような状態をつくってしまうことのないよ

うに、やはり町としてお年寄りの方々に対しての窓口負担であるとかということにつきまし

ては、やはり考えていっていただきたい。

また、この５４号につきましては、そういう電算のシステムをいち早く取り入れた形にな

るということで、まだ国の方がこういうシステム、またこういう条例を県なりがしてるから

といって、広陵町の方が言いなりの形でいち早くそれを取り入れていくということはないの

ではないか。また、それはお年寄りの方々の生活実態なり、また医療の問題なり、もっと十

分に考えていっていただく必要があるのではないか、そういうことにつきましてやはり考え

られていない、また窓口負担についてもそういうことでございますので、反対をさせていた

だきます。

ほかに討論ありませんか。 １６番議員！議 長

ただいま片岡厚生委員長の方から反対の討論がありましたけれども、この議案に１６番議員

対しては、私は何ら反対すべきものでないと思います。しかも、厚生委員会に対しては１０

の議案が付託されましたけれども、議案第５５号を除き、すべて全員一致で可決認定された

ものであります。それを、厚生委員会の委員長たる片岡さんが反対質問されるということに

対し、私は厚生委員会を軽視されるものと、私個人としては考えたいと思います。

議案第５４号に対しては賛成いたします。

５番議員！議 長

今、賛成の討論がありましたけれども、基本的には委員長なのに反対をするのは何５番議員
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事かということの内容だったと思いますが、委員長という立場上で賛否には加わらないのは

よくご存じいただいておりますけれども、この議案審議の中で、この問題点について片岡委

員長はきっちりと指摘をし、また反対する旨を報告しているところでございますから、ルー

ルにのっとったやり方の中で対応させていただいていることを明らかにしておきたいと思い

ます。

そして、今回の議案につきましては、やはり国の法改悪に伴って、広陵町民の高齢者の方

々が大変な痛みを伴うということを理事者、議員が実感として真剣に議論をしていくという

姿勢が大事だということが大きな問題であることも加えまして、反対といたします。

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。議 長

議案第５４号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第５４号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第５５号、平成１４年度広陵町介護保険特別会計補正予算（第１号）を議題とし

ます。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

３番議員！

同じ立場で反対討論をさせていただきます。３番議員

介護保険特別会計のこの補正予算につきましては、介護が予定どおり進まなかったことに

対する残ってきたお金に対しまして、それを基金に積み立てていくという補正でございます

が、やはり皆さん方がいろいろ利用が促進ができなかった、また在宅介護の方になかなか利

用が伸びなかった、施設介護の方に流れてしまったというところもあるわけですけれども、

そういう中で、いかにもっと介護サービスを利用していただくかということの中で、やはり

利用料が高い。そして、だから丸々ケアマネジャーさんから出されたメニューがすべては受

けるというのが難しい中での利用が抑制されてきてるというふうな面もございますので、こ

の基金につきましては、ほかの余った分、国とかまたは県とか、そして２号保険者の基金に

つきましては返却をされてるわけです。そして、１号保険者のとこだけがこういう形で基金

に積み立てられていくということは、非常に不合理だというふうに考えます。そして、１号

保険者の方々に今度３，０００万円は次の保険のとこの算定の金額に入れていただくという
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ふうになったわけですけれども、やはり非常に利用がしにくい状態の方々に対しては、やは

り減免、減額制度というのを、この残ったお金の中からやはり考えていっていただくのが必

要なのではないか。こういう姿勢が町の方に見られなかったということで反対をさせていた

だきます。

討論ありませんか。 １６番議員！議 長

この件に関しましても、委員会で全員一致で可決されたものに対し委員長が反対１６番議員

討論をされることに対し、私は釈然としないものを感じるわけでございます。

この議案に対しましては、平成１３年度の介護保険により生じた給付の残額を基金として

積み立てるものであり、１号被保険者の低所得者層にこの基金を取り崩して減免すべきとの

意見に対しては、介護保険の減免については既に減免制度の中で処置していることでありま

す。新たに、今回の基金を取り崩して減免することは、制度上不可能であると考えます。よ

って、本補正予算については何ら問題なく適正、適法なものであり、私は賛成いたします。

終わります。

５番議員！議 長

第１点目は、同じく釈然としないということでしたけれども、この点は情緒に流さ５番議員

れることなく、私どもの方はすべてルールにのっとって行わせていただいているわけですか

ら、冷静に判断をしていただきたいというふうに思います。

それから、減免制度で処置しているのでいいのだということですけれども、今の減免制度

が十分かどうかは大変問題があるわけでございます。今でも大変高い介護保険料、そしてサ

ービス利用料も大変高いということで、減免を求める声は大変大きなものがございます。そ

ういう中で、８，０００万円もの大きな金額が基金に積み立てられていくということについ

ては、やはり被保険者に還元していく、返していくということが筋道でございます。国民健

康保険の方では、基金の方は２，０００万円に歯どめを打って、それ以上上積みをしてござ

いません。黒字になりましても、すべて繰り越しをしているわけです。介護保険の方も、や

はりこの８，０００万円を超える、また来年度は黒字が出ましたら１億円を超えるかもしれ

ません。このような処理の仕方については、住民の声も反映されていないし、住民に還元す

べきであることを指摘をして、反対といたします。

討論を打ち切り採決いたします。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議案第５５号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
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（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第５５号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第５７号、平成１３年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

３番議員！

それでは、この５７号も反対の立場で討論させていただきます。３番議員

国民健康保険そのものは、国民の皆さんが皆保険を受けられるようにという趣旨の中でつ

くられたものでございます。そして、今国民健康保険税の滞納はたくさんございますけれど

も、またこの先ほども申しましたように、滞納額の増加は深刻な不景気が原因であるという

ことも町の方も認識をされているところでございます。そして、このような国民健康保険に

加入されている方の生活というのは、本当に大変な状況の中で、リストラがあり、また賃金

カットがありというふうな、そして先ほどみたいに倒産であるとか、それから自主廃業であ

るとかというふうな形で、非常に生活が困窮されている方、また生活が行き詰まっておられ

る方というのが非常に多く入っておられるのも実情でございます。この中で、国民健康保険

税の会計そのものは非常に大変だということは認識しておりますが、その中でもやはり国民

健康保険が本当にないことにはあすの自分の生活というんですか、健康に対してでも自信が

持てない、またすぐにも医者にかかりたいけれども、なかなか町に対しても取りに行けない

とか、いろいろな実情もございます。また、病気になればもう遅く、今生活に困ってしまう

という、入院された場合なんかですね、特にそういうことがございます。それに対しまして、

傷病手当とか出産手当などもやはり必要であるということは再三申し上げているわけですが、

またその必要性については町の方もご認識はいただいてると思いますが、なかなかそれが即、

具体的な形で町民の方を向いて執行されていないということにつきまして、反対をさせてい

ただきたいと思います。

討論ありませんか。 １６番議員！議 長

賛成の討論をいたします。１６番議員

減免制度については他市町村に先駆けされ、そのことは住民にも周知されており、中でも

低所得者等についてはケース・バイ・ケースで細かく対応されているところであるところか
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ら、新たな規定は必要がないところであります。また、病気にかからない、病気になっても

軽く済むよう、保健福祉事業として、保健センターが中心となり種々の病気予防のための施

策を実施されており、これは住民の意識、取り組みと行政が一体となって、息の長い取り組

みが必要であります。なお、滞納についても、管理職による納税推進委員会を設けて積極的

に取り組まれているところであり、この議案に対して私は賛成いたします。

５番議員！議 長

反対の立場で討論をいたします。５番議員

減免制度が先駆けて決められているということで指摘されましたが、要綱として整備され

ているのはそのとおりでございますが、しかし、今の状況の中で、それがどれだけの効果が

あるかという点につきましては、まだまだ不十分であると言わざるを得ないわけでございま

す。というのは、保険料が高くて払えない方がふえている、このことは、今指摘されている

とおりでございますが、根本的な問題に今賛成討論について触れておられないんです。この

国民健康保険会計の根本的な問題点は、国の方の補助金が大きく減額されてきて、今では３

５％しかないというところが一番の厳しさ、困難点を持っているわけでございますから、こ

の会計について、滞納をもっと一掃するようにということで取り組んでいると、これで解決

するような問題ではないということを認識していただきたいというふうに思います。

そういう中で、保健福祉事業等取り組んでいただいているのはよくわかるわけでございま

すが、検診などももっともっと検診率を上げていく、このことも大きな課題となっておりま

す。一層の多方面からの努力が必要であることを申し添えておきたいと思います。

そして、根本的な問題点について理事者、そして議員の皆さんは認識をしていただきたい。

先ほど言いましたように、国の方の補助金が少なくなったことが一番の原因でございますか

ら、これは議会、理事者あわせて、国の方に強く補助金のアップを要望することが必要でご

ざいますし、それから、この会員の被保険者の構成から見ましても、本当に所得の薄い層の

方々が加入されるというような制度的な問題、これが横たわっているわけでございます。引

き続き、この点については今後も議論すべきでございますが、そういう根本的な問題点を指

摘して、反対といたします。

討論を打ち切り採決いたします。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議案第５７号を原案どおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）
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起立多数であります。よって議案第５７号は原案どおり認定されました。議 長

次に議案第５８号、平成１３年度広陵町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についてを

議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

３番議員！

それでは、反対の立場で討論させていただきます。３番議員

老人保健特別会計の決算に対しましては、広陵町でこの老人保健の会計をどうこうできる

という形のものではないということはあるわけですが、ただ、やはりこれが国保と同じよう

に国の負担というのが、国が本当にどれだけ補助をしてくれるかということがやはり必要に

なってくると思います。それがないことには、国保の方から無限大にやはり老人保健の方に

お金が流れていくというのが、非常に国保の財政も非常に圧迫するという形になるわけです

から、やはり国の方に負担増を求めていくことが非常に必要だというふうに思います。

それと、また１０月の実施されます医療費の値上げにつきましても、お年寄りの方々の窓

口負担が非常に厳しいということは先ほどから何回も申し上げてるとおりでございますけど

も、今７０歳、今までは一定額だったものが１割負担ということになりますと、本当に試算

されてるところではもう１０倍以上の負担がかかってくるところもあるというふうに聞いて

るわけです。そういうふうなことに対しまして、やはり窓口負担の軽減というのは今後必要

であるというふうに、ずっと今までからも必要であるということで申し上げていたわけです

けども、今後はなお一層必要になるということで、これからお考えいただきたいなというふ

うには思います。

それと、今現在この決算に対しましても、やはりそういう形で前の予算のときにも窓口、

またお年寄りの方々に対しての軽減ということは申し上げてたわけですけれども、それにつ

きましても、前向きな形での状況ではなかったということで、反対をさせていただきます。

討論ありませんか。 １６番議員！議 長

議案第５８号に対しても委員長が反対されましたので、簡単に賛成の討論を行い１６番議員

ます。

決算については、歳入歳出とも法の規定にのっとり適正に施行されており、認定すべきも

のであります。なお、国においては医療制度の抜本改革に向けて、予防対策等を含め、今年
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度中にその施策を現在検討中でありますので、その動向を十分に見きわめながら進むべきで

あり、何ら決算については反対する理由はなく、賛成いたします。

５番議員！議 長

今賛成討論の中で法の規定にのっとり適正なので賛成だということでございました５番議員

が、それについては、やはり広陵町の考え方が一向に見えてこないわけです。この広陵町民

に対する決算でございますから、その町の姿勢、老人医療に対する姿勢のある決算であるの

が当然でございます。

今回、２００１年は１月から高齢者の医療改悪が行われまして、その中で全国的には３，

０００億円の国民負担増となったわけです。そういう中で、本当に医者に行けない人がたく

さんふえてきている、これに対して平岡町長は広陵町民の立場に立って、国の方にこの医療

の改悪はやめろと、このことを町民と一緒に強く要望していただくということがどうしても

必要でございます。そういう姿勢が残念ながら見せていただけなかったもので、反対といた

します。

討論を打ち切り採決いたします。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議案第５８号を原案どおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第５８号は原案どおり認定されました。議 長

次に議案第５９号、平成１３年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを

議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。討議 長

論がありますようで、では３番です。

反対の立場で討論させていただきます。３番議員

介護保険特別会計歳入歳出決算につきましては、先ほど補正のところでも出されましたよ

うに、やはり基金の問題が一番大きな問題になってくるのではないかというふうに思います。

そして、基金をどのような使い方をしていくのかということが、どれぐらい残るのかという

ふうな予測はもともと立ててなかったわけです。そして、これはやはり３年間かかってちゃ

らになっていくものだというふうな形で予定をされていて、もともとの試算がそういう形に
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なっていたわけですが、ところがこういう形でお金が残ってきていると。これにつきまして

は、先ほどのやはりサービスの抑制がされてきてるということは、もともとの初めの予定か

らいいますと、確かなことだというふうに思います。そして、この抑制に対しての原因とい

うのは、先ほども言いましたように利用料が高いことと、そして自分が欲しいメニューがな

かなかないというのか、今の介護保険の本来のメニューは、一応町の方としてはグループホ

ームなどは別ですけども、やっておられるわけですけれども、今横だし、委員会の中でも給

食サービスであるとか、それから外出支援のタクシーの問題であるとかということでお話を

したわけですけれども、それも給食サービスについてはボランティアでもう行っていて、町

の方としてはそういう形での横だし、上乗せについては今のところは検討していくつもりが

ないというふうな形で答弁をいただいてるわけです。やはり、こういうサービスの利用が抑

制されていくという事柄につきましては、やはりもっと真剣に考えていただいて、サービス

の内容というのを検討していただく必要があるのではないか。そして、基金につきましては、

もっと１号保険者の方に返還していただくということが必要だと思います。３，０００万円

の、次の保険料の資源にということで言われてますけれども、これは別に３，０００万円に

しなければならないという根拠は何もないわけですから、８，０００万円がそのまま入って

いくということでも十分考えられることだと思います。そのことによりまして、次の３年間

の介護保険料が引き下げられるという形になっても、それは町民の皆さんに非常に喜んでい

ただけることだというふうに思って、そういう姿勢がここでは見当たらないということで反

対をさせていただきます。

討論ありませんか。 １６番議員！議 長

議案第５９号は、平成１３年度の広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定で１６番議員

ありますので、厚生委員会でも全員一致で可決されたものであり、何ら反対する理由はなく、

賛成いたします。

５番議員！議 長

今回の介護保険で、とりわけ２００１年度の決算に反対をする根拠は、平岡町長が５番議員

７月に当選されましてから、１，０００万円の保健福祉事業に対して改善することを約束い

ただいておりまして、この２００１年度の中でも直ちに改善できたはずなんですけれども、

それについて残念ながら改善していただけなかった。２００２年度については約束どおり改

善していただいてることは大きく評価してきたわけでございますが、その点について、その

１点で反対をいたします。
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討論を打ち切り採決いたします。もう終わりです。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議案第５９号を原案どおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第５９号は原案どおり認定されました。議 長

次に議案第６１号、平成１３年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを

議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

４番議員！

これは委員長報告どおり賛成しております。いわゆる返還の問題等は、議論をして４番議員

意見をつけているわけですけれども、賛成です。

それとともに、委員会の運営について、先ほどから委員長が反対討論をできないというよ

うな認識のもとに委員長を攻撃しているわけですけれども、私はその点については、議員の

良識とそして議会のルールにのっとった認識を持っていただくことがぜひ必要だというよう

に思います。

例えば、本会議の席上でしたら、この壇上の問題もある関係から、議長は発言をしようと

する場合、議席に戻り、副議長が指南役をして議事進行を図っていく。これは当然のことだ

ろうと思います。委員会においては、委員席の状況からいっても、委員長が議事進行に差し

さわりのない状況をつくり出すというのは、委員長の最も大きな責任であります。しかし、

一議員１人がその議案に対して見解を述べられない、あるいは意見を述べられないというこ

とは、全くあり得ないわけであり、もしそれがあるとすれば、不当な議会の運営につながる

わけであります。そういう意味で、委員長がみずから採決に加わらないという条例のそのと

おりに仕事を果たし、そして委員長の意見としてさらに本会議でその意見を述べていくとい

うのは、当然の問題であります。私はこういう問題については、その１点についてぜひ議員

の皆さん方に議会運営のあり方等について理解をいただいて、スムーズな議事進行が行われ

るようにお願いをしたいというように思いますので、これはお願いとして処理していただき

たいと思います。討論については以上です。

議案第６１号は委員長の報告どおり認定することに異議ありませんか。議 長
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（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第６１号は認定されました。議 長

次に議案第６３号、平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第６３号は委員長の報告どおり認定することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第６３号は認定されました。議 長

次に議案第６５号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題とし

ます。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

５番議員！

委員長の報告どおり賛成の立場ですが、意見を加えて賛成とさせていただきたいと５番議員

思います。

今回、国民健康保険税条例の一部を改正する条例の中で、たくさんの項目が一緒になって

提案されてきているわけです。このたくさんの項目の中には、町民にとってプラスの部分、

マイナス部分が混在しているわけです。ですから、このような形で賛否をとること自体が大

変無謀なことなんです。本来ならば、一つずつ提案していただき、一つずつ慎重に審議をし

ていくのが当然だと思いますが、今回はこのような一括の中で出されてまいりました。

そこで、２万円の控除を廃止するだとか、１７万円の控除を廃止するだとか、こういう点

について、広陵町民にとっては大きな負担増につながったわけでございますが、その一方で、

青色申告の方に対して、奥さんとかそういう生活ともにされてる方の控除が認められるとい

うことになりまして、これはもう画期的な前進でございます。トータルといたしまして、大

変私たちも賛成にしようか反対にしようか苦しんだわけでございますが、トータルして税額
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といたしまして町民の皆さんにプラスになったということで、あえて賛成をいたします。

討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第６５号は委員長の報告どおり原案を可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第６５号は原案どおり可決されました。議 長

次に日程３番、議案第６０号及び６４号を議題とします。

本案について産業建設委員長より委員会の審査の結果について報告を願うことにします。

産業建設委員長、山本悦雄君！

産業建設委員会では、さきの本会議において付託されました２議案について、産業建設委員長

９月１９日委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果についてご報告いたしま

す。

まず議案第６０号、平成１３年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、未接続者に対するアンケート調査によると、利用料の高さが原因でなく、新築や浄化槽

を設置して間がないことなどがあり、今後さらに下水道への接続促進に努力を続けたいこと。

また、平成１７年度末には、現在認可を受けた区域はすべて完了する予定であること。ただ

し、未認可のところもあり、今後認可区域の見直しを行うことを伺いました。

また、下水道工事の入札については、入札業者をできるだけ多くして、郵便入札なども研

究し、競争性の高い入札を目指したいとの考えを伺いましたが、財源の問題で県への要望が

足りないことや、消費税に反対との意見があり、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと

決しました。

次に議案第６４号、平成１３年度広陵町水道事業会計決算の認定については、大滝ダムの

供用開始に伴う県営水道全体の計画を伺い、また、大口利用者として県に対して料金の適正

化を要望していくことを伺いました。

また、有収率向上については、今後もできる限りの方法で努力することを伺いましたが、

消費税に反対との意見があり、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。

なお、本会議で保留のありました公営企業債の繰上償還については、借りかえをする制度

そのものがないことの説明を受けていることを申し添えます。

以上、甚だ簡単でありますが、産業建設委員会の審査の結果報告といたします。よろしく

審議のほどお願いいたします。

はい、ありがとうございました。議 長
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ただいまの委員長報告に対し各議案ごとに審議いたします。

まず議案第６０号、平成１３年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

を議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。 ４番議員！議 長

まず、下水道と水道に伴う消費税の問題について述べさせていただきたいと思いま４番議員

す。

１つは、私たちは先ほども述べたように消費税には反対です。そしてまた、その消費税に

対する取り組みの中にあって、その責任者である町長がどのような態度をとるのかによって

も大きな違いが出てくるだろうと思います。それは先ほど述べたとおりですので、省略いた

します。

今問題は、この消費税は町の条例によって５％を利用料に掛けている、このところに問題

があるというように私たちは認識しています。本来、この消費税については、自民党ですら

いわゆる衆議院選挙の公約として、食料費に非課税の提案をいたしました。今なおその公約

を破っているわけですけれども、それほどに消費税は国民にとって非常に負担となっている

状況であります。この５％の値上げがきっかけになって、現在の不況の引き金を引いたと、

これは事実が示しているとおりであります。今、この景気回復を図っていくというためには、

消費税を元に戻す、このことが強く求められているというのが現状だと私たちは思っている

わけですけれども、残念ながら広陵町では条例によって消費税を取っていると、こういうと

ころにあります。なお、食料費非課税の問題とあわせて、水は特に食料品以上の……。

水は後で。議 長

下水道に伴う料金は、生活の中で環境問題その他にかかわる重要なところでありま５番議員

す。こういうところにいわゆる消費税をかけるというのはもってのほかであり、また、下水

道については、公共下水道等については自治体が管理責任を果たしているわけですから、自

治体にかかわる問題については水同様に、この法律から省くことは至って簡単な作業であり、

このような状況は、全国の県や市町村団体、いわゆる地方６団体が水や下水道については非

課税にすべき、このことを強く要望するよう運動していくことが求められているのではない

かというように思います。そういう点で、下水道や水道に係る消費税については賛成をしな

い、こういう立場を明確にしているところであります。
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また、下水道の問題については、１つは将来の下水道にかかわる負担の問題が非常に重要

であります。幸い、広陵町や奈良県下では、公営企業法の適用、非適用という範疇を選んで

いるために、現在の水道と同様の会計制度をとらない、このようになっているものでありま

す。しかし現実には、この下水道もいわゆる企業体の一種として国は認識をしています。こ

ういうような状態は、図らずも料金の設定に大きな影響を及ぼすということでありますから、

現在の公営企業法非適用の原則を将来において貫くことが肝要だというように思います。

そして、なおその原点から立って、１つは県の流域下水道にかかわる問題であります。こ

の問題についても本会議でも議論し、委員会でも議論をしたわけですけれども、具体的な数

字が見えてこないということが問題であろうと思います。１つは、一般管理費に含まれる流

域下水道市町村負担分、そしてもう一つは、いわゆる流域下水道建設の負担という二重に分

かれているわけですけれども、この内容がどれだけ市町村の現状にマッチしてるのかという

問題があります。これも水道と同様に先行投資が行われており、この計画は当初計画からい

うと非常に膨大なものになっています。こういうような内容は現在は自治体、そして県が負

担する仕組みになっているわけですけれども、こういう問題についても財政等の及ぼす影響

をきちっと勘案して、そのための対策を今から講じるべきだと思います。そういう意味で、

例えば、下水道収入を見てみますと、決算では２億３，１５４万円になっているところであ

ります。しかし、以前もらった計画でいいますと、現在１３年度決算では２億３，３２４万

円に予定がされていたものであります。あるいはまた、この下水道負担についても、流域下

水道維持管理市町村負担分は、この計画では１億６，９６３万７，０００円というのが、こ

の下水道を値上げをしたときの数値であります。こういうような数値も含めて再度計画を見

直し、そしてその住民負担の削減について知恵を絞って努力をすべきであります。その一例

として、私たちは本会議においても供用開始に当たる接続を速やかにする対策をとるべきだ

ということも再三委員会でも議論をいたしました。

例えば、３月３１日現在の在来地域での接続率は６７．４％。これを８０％に上げると、

増収が４，４９２万円、これは単純に比例配分をしたらということですけれども、になるわ

けであります。こういうような収入増につながる問題について、接続の問題はアンケート等

で実態調査をしていただいているわけですけれども、さらに精査して、未接続の部分につい

ての援助を強力に進めていくということが必要だというふうに思います。そのためにも、金

融機関を活用して、いわゆる現在の利息からいうと非常に少ない形で取れるわけですから、

この下水道接続と同時に、一部の改造をすると２００万円から３００万円の費用がかかる、
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こういう点では先に回そうという意識も当然働いてくるわけですから、低利で銀行から有利

に借りられるような制度等、この接続につながる施策を知恵を出して真剣に考えていただき

たい。このことも委員会の議論の中で発言をしてきたことであります。こういうふうな問題

についても、ぜひ全体の広陵町の下水にかかわる地方分権の考え、また職員の方々が専門性

を発揮して、その指導的役割を果たしていただくための知恵を絞り切っていただく、このこ

とが特に求められている時期ですので、強く要望しておきたいと思います。以上です。

要望、反対。（４番議員「だから、下水道については、最初反対の理由を述べまし議 長

たので。消費税について。」）はい。

ほかに討論ありませんか。 ８番議員！

私は、議案第６０号に賛成いたします。反対討論の中にありました消費税に関しま８番議員

しては、先ほどの一般会計歳入歳出決算の認定と同じく、国の制度のことであり、町独自で

解決できるものではありません。また、本決算につきましては、適切で効果的な予算執行に

努められ、多くの成果が得られており、賛成いたします。以上です。

５番議員！議 長

反対の立場で討論をいたします。５番議員

今、消費税について、一般会計の決算と同じで国の制度だからしようがないということを

おっしゃったわけですけれども、この下水道について消費税を上乗せするかどうかは広陵町

の条例で決めてるんです。ですから、これは全く間違いの問題点の指摘でありまして、賛成

討論には一向にならないというふうに思います。

いろいろな形で努力していただいているのは理解できるわけですけれども、やはり先ほど

寺前議員がるる指摘いたしましたが、接続の改善等、やはり一層の努力をしていただいて、

健全な会計をしていただくように、引き続き強くお願いしまして、重ねての反対討論といた

します。

討論を打ち切り採決いたします。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議案第６０号を原案どおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第６０号は原案どおり認定されました。議 長

次に議案第６４号、平成１３年度広陵町水道事業会計決算の認定についてを議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。
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（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

４番議員！

消費税の問題については先ほど述べましたので、同様の扱いとして処理していただ４番議員

きたいと思います。そういう意味で反対であります。

さらに、入札制度の問題の改善によって財源負担を少なくしていくと、こういうことも委

員会で議論をしたところであります。１つは、やはり現在のところで言えば、町内業者の育

成という問題について、私たちはそのやり方について具体的に提案をしていく必要があろう

というふうに考えているわけですが、それとともに、いわゆる入札制度の改善による競争原

理を働かせていただく、このことも必要だというように考えています。ところが、具体的に

は談合疑惑が依然として強い状況であります。広陵町の公共事業については、主に下水道の

公共事業がほとんどになってきてる状態であります。こういう中身にあっては、現在ここに

新聞赤旗に８月２６日の月曜日付の新聞があるわけなんですが、ここに公共工事高い材料単

価、発注官庁が談合関与ということで、これはいわゆる公共工事の予定価格を積算するもの

となる材料単価の調査をめぐる談合には発注官公庁も深くかかわり、競争入札が全く形だけ

だった。このことにおいて、いわゆる名前は財団法人経済調査会と建設物価調査会、これは

公務員の方でしたら全くよく知っておられる内容であります。このところの単価が談合があ

ったということで、独禁法違反の疑いで公正取引委員会の立ち入り調査を受けたということ

であります。この具体的な中身としては……。

寺前君、水道会計と余り関係ないでしょ。議 長

水道の入札の問題です。４番議員

もう全然それ関係ない。議 長

水道も入札の問題あるから。４番議員

そんなことばっかり。何もありもせえへんのに。議 長

この材料単価はこの実態を語った、財団内部の関係者の承認が具体的に述べられて４番議員

いて、材料単価を調べるために材料メーカーや建設業者などに面接したり、調査票を送った

りして実勢価格を調べますが、その調査票の内容も役所等に入札前にすり合わせていたもの

と、こういう内容で、いわゆる談合疑惑の公取引が入ったということであります。

そういうような意味からも、やはり広陵町の予定価格の設定のあり方という問題について

は、実勢価格に近づけながら、現在もなお業者が談合疑惑の強い９８、９９％で接している
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状況を改めないという状況があるのであれば、いわゆる役所側から予定価格に対する取り組

みを行うべきだというように思います。このことによっても、いわゆる税金のむだ遣いが少

しでも減ると、こういうことを指摘しておきたいと思います。

さらに、水道の問題について最も切実な問題は、今回監査委員の報告の中で、さらに徹底

した経営の効率化を促進し、自己水の開発を行うとともに、県内市町村の水道料金の動向を

勘案しつつ、本町における適正な水道料金に向けて、料金改定をも視野に入れ、財政の一層

の健全化云々がうたわれています。こういう中で吉田議員は、さらに値上げを検討すべきと

いうことが本会議場で取り上げられたわけでありますけれども、この問題については、私は

非常に深刻な問題だというように思います。

まず第１に、私は委員会の中で、本来企業が、例え話として出したわけですけれども、企

業が赤字企業に転落した場合、配当をなくす、このようなことは、いわゆる受益する人たち

に不利益になるという点では料金値上げと共通した部分があるわけであります。その場合に、

その企業は、いわゆる役員はもとより社員、またその他の方々が非常に厳しい状態に追いや

られていくというのが当たり前なわけであります。値上げを言う前に、本来住民に負担を負

わせるということであれば、それ相応の覚悟が、いわゆる理事者あるいは管理者側になくて

はならない、このことが大前提として発生する問題です。この問題をないがしろにして、い

わゆる水道会計が赤字だから、住民に当然値上げが当たり前だと、このような論法は現状の

中では成り立たない。特にデフレ下の経済の中にあって、物価が下がりに下がり続けている

状況で、公共料金だけがなぜ値上げしなけりゃならないのか。この問題は、なお住民に説明

のつかない問題となることは明らかであります。そういう点においては、値上げを提唱する

のであれば、理事者はもとより、議員はそれ相応の覚悟をした上での値上げ提案を行うべき

であります。それほどに、今住民はこの値上げに対する生活の苦しい状況については深刻な

中に置かれているということを、議会初め理事者は真剣に考えることが強く求められている

ことであり、この監査報告に従った安易な値上げは絶対に慎むべきだというように思います。

そういうことが１つの大きな問題として上げられるわけですが、そのための改善策につい

ては、私たちは１２年度に値上げされたときに基本的に３つの改善策を提案いたしました。

１つは県水の問題であります。県水については、この委員会でも明らかになったわけですが、

来年から大滝ダムの給水開始が始まります。現在、県水のいわゆる吉野川で取水、いわゆる

飲料水としてとる取水は１秒間に１．０７、吉野川水系では１秒間に１．０７立米の水をと

っているわけであります。これが、大滝ダムが開始されると３．５立米が最大可能になる。
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倍以上の余裕が生まれるわけであります。しかし、現在の体制でいうと、いわゆる夏場の非

常に干ばつが進んだ時点においては心配事が生まれるわけですけれども、その他の部分につ

いては、現状は賄っている状態です。これについても本会議で指摘したように、１４年度の

奈良県の人口が１４４万人、そして変更してなおつくられた２０１０年の人口計画は１６７

万人、これは平成１０年度に給水計画の変更がなされた数字であります。これほどに今水が

余っている状態であります。県水の水を大滝ダムが給水開始し、何年か後にこのいわゆる企

業債返還が迫られるわけですが、これに伴って県営水道の値上げ問題が起こってくるのは明

らかであります。そして、それは各県水を利用している自治体にとっては、非常に圧迫され

た状態になります。この点については、私たちも当然その認識を持っているわけですから、

自治体が非常に苦しい立場に追いやられる、これは深刻な問題だと思っております。この事

態については、自治体の責任ではないわけですけれども、住民の暮らしを守っていくという

立場から、今わかり切った内容になろうとする状況を食いとめるための努力は当然必要だと

いうように思います。そういうために私は、この１９９７年に埼玉県では県営水道の水が高

いということで３０％の値下げが行われました。さらに、水道料金の高さを緩和するために、

埼玉県県下では２０自治体が一般会計からの繰り入れを水道会計に行っていたということが

上げられています。こういうような状況が、その市長の考えによってできるということをま

ず認識していただきたいと思うわけであります。

さらに、私はこのような危険な状況があらわれてる中にあって、まず自治体が動く、そし

て県が一般会計から大滝ダムのいわゆる、これはこの当時の計画ですけれども、拡張計画に

２，１４０億円もの費用を使っているわけですから、ここにはいわゆる国庫補助、そして一

般会計、そして企業債があります。この企業債の返還を一般会計なりで賄っていくというこ

とが欠かせない状況であります。市町村はこの問題に対して真剣に、値上げ前に取り組みを

強化して県に強い圧力をかける、そのための提案を率先して広陵町の町長が行っていくこと

が、特に必要だというように思います。委員会では、町長はこの問題に対して大口利用者、

いわゆる市町村のという意味だったと思います、我々も見守り続けながら、強く県の姿勢を

正していきたい、このように委員会で答えられているわけですから、この県営水道を使って

いる自治体に対して、一層この意識を強めていただいて、要望を繰り返していただきたい。

このことについては、強く要望をする問題であります。

そして、こういうような努力の中で、県営水道の値上がりになってきたときに、水道料金

をどうするのかという問題は、考えていかなければならない問題として遡上してくるだろう
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と思います。その第１の前提は、理事者や議会が値上げの場合についての痛みを伴う決意を

しなきゃならないというのは当然の話であります。あるいはまた、私たちが求めている有収

率の向上、あるいは井戸水、自己水の開発による一般会計からのその費用負担やそれに伴う

日量６，０００トンまでの可能な自己水の確保についての精いっぱいの努力、こういう問題

も含めて必要だろうと思います。あるいは、さらにこの中にあっては、いわゆる知恵を絞っ

ていただいて、現在の制度の中でも一般会計から予算を負担できる、そういうような部分を

つくり出していくことが必要だろうというふうに思うんです。

先ほど言ったような問題の改良としては、いわゆる加入金問題があります。この問題は、

いわゆる損益計算の中に加入金を入れていく、企業会計では当たり前の原則が水道会計はで

きないという問題については、委員会で議論をしたわけですけれども、ぜひこの問題につい

ても値上げを抑えるという視点から、広陵町では数年にわたって損益計算勘定に入れた経過

があります。現在においてもその問題を一般企業会計の原則にのっとって、収益勘定の中に

加入金を入れるべきだというように思います。それによって、毎年の変動はあるわけですけ

れども、数千万円の軽減ができていくということは当然であります。こういう問題もあるわ

けです。

また、一般会計からの繰り入れは、地方交付税の算入に伴う６３０万円については、自動

的に水道会計に納めていただいているということなわけですけれども、なお、有収率の問題

については、住民の責任で発生した問題ではありません。この住民の問題で発生している責

任でない限りにおいて、一般会計の負担によって、この町民の負担を改善させる論理的な根

拠は成り立つはずであります。そういうような点についても、値上げの前に数々の問題、や

らなきゃならん問題があるわけですから、その点についての研究を今からやっていただいて、

デフレ下の経済下における公共料金の値上げというものを徹底して避けていただくことを強

く要望しておきたいと思います。以上です。

ほかにありませんか。 ７番議員！議 長

消費税で反対をされましたこの議案に対しまして、だらだらと反対かなと、また賛７番議員

成かなととれるような討論をされておりましたが、委員会の中では今寺前議員がおっしゃっ

たような内容もございましたけども、大半は今の本会議の中で発言があったわけでございま

す。初めてでございます。それと、消費税についてたびたびの反対がございますけども、共

産党の赤旗の新聞には、消費税は含まれておりません。（４番議員「料金には含まれており

ません。」）
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黙って、寺前君黙ってください。議 長

消費税につきましては国の取り決めでございますので、何ら問題はございません。７番議員

そして、監査委員の報告の中で水道の値上げのことを言われました。最後に、値上げもある

ような内容を言われたので、私はそれについては同感をするわけでございます。以上です。

５番議員！議 長

では、反対の討論いたします。５番議員

消費税については、全く議員の皆さん勘違いされています。先ほどから繰り返しています

が、広陵町の条例の中で決めていることだということがご理解いただけないということが、

議員としてどういう考え持っておられるのか私には理解できません。この消費税について、

先ほど寺前議員言いましたけれども、水道は本当に命の糧でございます。水がなかったら死

んでしまうわけです。このような大事な水に対して、食料品非課税と同じように、水道につ

いても非課税にしてほしいという声は、当然出てきて当たり前であります。そういう中で、

この条例の中で消費税を取らないという自治体が全国津々浦々に出てきましたら、８割、９

割になりましたら、国の方は水道について消費税かけないということに結論出さざるを得な

いわけです。ですから、ここの足元の広陵町から、条例の中で消費税を取らないようにして

いただきたい。これは、十分に可能な手法であることは理事者、議員の皆さんが認識をして

いただきたいというふうに思います。

それから、なぜ水道会計が企業会計なのかということなんですけど、下水道事業と水道事

業の特別会計と企業会計と、それから一般会計から負担できる下水道、なぜこうなのだと、

どういう違いがあってそういう対応しなきゃいけないのか、明確にご説明していただける方

ないんじゃないでしょうか。税金の使い道として、より多くの普遍的なところに多く投入を

していくということは、理事者の方からしばしば言われるいいわけです。いろんな減免とか

私どもの方で主張いたしますと、そんな一部の人だけにはあかんのやということをよく言わ

れますが、その立場を踏まえるならば、広陵町の１００％の方々が水道を利用なさっている

わけですから、すべての町民の皆さんの利益のために一般会計から繰り入れするということ

は十分に考えられるわけです。そもそも、なぜこの水道が企業会計になったのかという経緯

見ましても、旧来井戸水に依存していましたころに新たに水道事業が始まりまして、それは

それこそ、そのときはごく一部の特別な地域、方々に対しての施策であった中で、このよう

な企業会計の手法がとられたのだということを聞いております。そういう経緯から見まして

も、今なおかつ企業会計の手法で水道事業をやっていくこと自体に、大きな矛盾を来してい
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ると言わざるを得ません。根本的に見直すべきでございます。その前提といたしまして、こ

の一般会計からの繰り入れは当然あってしかるべきでございます。こういう問題点を認識し

ていただきまして、この水道会計には反対をいたします。

討論を打ち切り採決いたします。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議案第６４号を原案どおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第６４号は原案どおり認定されました。議 長

しばらく休憩します。

（Ｐ.Ｍ.２：４５休憩）

（Ｐ.Ｍ.３：０１再開）

休憩を解き再開いたします。議 長

次に日程４番、議員提出議案第７号、奈良県で３０人学級実現を求める意見書については、

小原君から提出され、所定の賛成者がありますので、これより議題とします。

意見書の朗読をさせます。 局長！

朗読。局 長

本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。 ２番議員！議 長

それでは、趣旨説明をさせていただきます。２番議員

いじめや不登校、学力問題、さらに引きこもりや児童虐待の増加など、子供と教育をめぐ

る状況は深刻さを増しています。すべての子供がわかる喜び、学ぶ楽しさがわかるためにも、

基礎学力を確実に身につけることが必要です。

昨年、奈良県議会の女性模擬議会で、先生たちを忙しさから解放してゆっくりと子供と向

き合う時間を保証することが大事で、３０人学級の実現が急務とまとめられたように、３０

人学級の実現は多くの親の願いです。

これに対し、小泉総理は７月１９日の閣僚懇談会で、文部科学大臣に義務教育に関する国

庫負担制度の見直しを指示しました。また、地方分権改革推進会議は、６月１７日の中間報

告の中で、学級編制や人員配置上工夫も地域の実情と判断するが、現行の義務教育国庫負担

金制度も見直しの提言は、少人数学級の必要性は認めながら、財政負担は地方にさせるもの

です。政府も、現在の４０人学級がいつまでも続くとは考えていないと答弁しています。

奈良県でも、大和郡山市や大淀町では３７人、３５人の学級を実施していますが、一地方
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自治体の財政能力にも限界があります。よって、奈良県は政府に一日も早い定数改善の要望

とともに、実現するまでの暫定措置として、３０人学級実現を予算化するよう強く要望しま

す。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 １４番議員！議 長

今、この３０人学級ちゅう意見書を提出、小原委員長が説明されましたが、後に１４番議員

も柿本知事さんに提出する意見書が出ておりますが、また決議文も出ておりますが、私は、

やはりこういう柿本知事さん、奈良県の身近な知事さんにこういうわかり切ったこと、また

中央がまだ現在やっていないこと、こういうことについて、この３０人学級の実現を求める

意見書でされておりますが、これのやはり意見書の提出のこもとは共産党の議員さんだとい

うことで、やはり私たちは議員として、やはり自治法、そういう問題についてのことにおい

ては、いろいろ要求なり意見書なりはいいと思いますが、国であったらいいと思います。し

かし、身近な知事さん、奈良県の知事さんに電話もできりゃ県会議員さんもやる、共産党の

議員には共産党の県会議員さんがおられるんですし、共産党の議員さんがこういう次から次

へならんことを皆に意見書を出せと、また委員会でおっしゃることは、非常に私はこら共産

党の言うていけば、県会議員に言うていただいて、知事の真実を聞かれることが本当の政治

だと思いますが、また、わしらは教育長あるいは町長に聞いて、そしてこの問題はできる、

あるいはそういう教育長あるいは町長とともにやっていけるという問題であれば、私たちは

意見書も出さしていただきますが、こういう共産党の言われる意見書は、ちょっと奈良県の

身近な柿本知事さんにすることについては、私はこれはどうかと思いますので、私は賛成は

しぬくいと思います。以上でございます。

質疑の方ですけど、反対という意味でありますので、反対者がありますので、では議 長

賛成の討論。 ５番議員！

反対者がありますので賛成の討論いたします。５番議員

今松本議員の方は、教育長とか理事者の方でやってもらったらいいとか、また県会議員が

頑張ってもらったらいいというふうにおっしゃっておりますが、この３０人学級の意見書は、

以前にも広陵町議会で議決してるんです。それと、教育長の方も、私の今回の一般質問の中

で、３０人学級の実現については機会を見つけて要望していくということを明確にご答弁も

いただいてきているわけですから、この点について、教育長は教育長の立場で、議会は教育

長と一体となる立場ではないんです。議会の方は住民の願いを受けて、住民の代表として意
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思を表明していく、このことが一番議会の責任として大切でございます。ですから、県議会

の方にもたくさん今までも意見書上げさしていただいてきた経緯がございます。知事に物言

うのはおかしいというのはとんでもない、外れた反対の意見だと思います。もうこれは、３

０人学級については、本当に町民総意、そして教育関係者総意のもとで合意事項になってお

ります。全国的にも幾つかの自治体で実施されてきている状況でございますので、可能なこ

とでもございます。ですから、せっかく今小原委員長が誠実に提案していただいたことに対

して、私は議会の一員として大いに賛成をするところでございます。

１３番議員！議 長

総務委員会で十分審議していただいたこととは思いますが、私はこのここで書い１３番議員

てあります、奈良県は政府に一日も早い定数改善の要望とともに、実現するまでの暫定処置

として３０人学級の実現を予算化することを強く要望しますという面があるわけでございま

す。現在、４０人学級でございまして、それを一気に３０人学級を暫定的にやれと、それを

予算化せよというのは、かなり問題のあるところじゃないかと。とりあえず３５人学級をや

れとかというんじゃなしに、３０人というのはもう最後のところでございます。それを国に

予算がついてないのに奈良県に全部やれというの、これかなり無理があると思いますので、

この案については私は反対いたします。

もう２回もだめです。 ４番議員！議 長

私は、今山本議員が政府に対する問題と、県に対する問題を上げられたわけですけ４番議員

れども、先ほどからも町長が水道問題については意見を言う方向で議論をする、あるいは教

育長もこの３０人学級については意見を言う方向で議論をする。全国的にも、この問題は具

体的に取り組みの方向が見えている問題であります。そういう点でいえば、いわゆる３０人

学級や３５人学級という試算も県議会の中で提案されていて、具体的な方向での模索がなさ

れているところであります。そういう点で、私はやっぱり少なくとも、議員としての見解を

今山本議員は表明されたわけですけれども、現状について教育委員会や県の教育委員会がど

ういうような状況にあるのかということも含めて、ぜひ知っておいていただきたかったなと

いうように思います。そういう点で、その流れについて、広陵町議会でも２度ぐらいはこの

問題について全会一致で議会に上げている経過がありますので、ぜひ上げていただきたいと

いうように思いますので、よろしく取り計らいの方をお願いいたします。

討論はありませんか。議 長

（なしの声あり）
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討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議員提出議案第７号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議員提出議案第７号は原案どおり可決されました。議 長

次に日程５番、議員提出議案第８号、障害者支援費制度の改善を求める意見書については、

片岡君から提出され、所定の賛成者がありますので、これより議題とします。

意見書の朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。 ３番議員！議 長

それでは、障害者支援費制度の改善を求める意見書についてを提案させていただき３番議員

ます。

来年の４月から障害者福祉の仕組みが非常に大きく変わります。今まで行政の責任でサー

ビスを提供してきた措置制度から、障害者本人の方が事業者と契約を結ぶという支援制度へ

と大きく変わるわけです。

支援制度に対しての問題点としましては、福祉サービスの確保は原則として障害者個人の

責任とされ、国や自治体は支援費の助成など、あくまでも第三者的なものとなることです。

また第２は、在宅、施設ともサービスが圧倒的に不足していまして、自由に選択できると

いう政府のうたい文句どころか、新制度発足の前提条件すら欠く状況にあることです。

また第３は、障害者家族の負担が増大する心配があることでございます。利用料は障害者

の方々がいろいろ運動されまして、これまでどおり負担能力に応じて支払うという仕組みが

維持されてきたわけですけれども、支援費の水準が低く抑えられていくということになりま

すと、結局は利用者の負担増にならざるを得ない。それで、９月１２日に基準額が出された

わけですけれども、その中でもやはり負担増というのは出てきているというのが実情でござ

います。

こういう中で、障害者の方が安心して国の福祉サービスを利用できるように、支援費制度

の改善を強く要望したい、そういうふうに思います。

１としまして、障害者が自立して生活できるように、支援費の全国基準を障害者の方の生

活実態に合った額にし、重度加算や障害に応じた特別加算をつけ、利用料は本人所得に基づ

く徴収を原則とすること。圧倒的に不足している在宅、施設サービスを選べるだけのサービ
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スに緊急に整えること。３、支援費制度への移行に当たって、政府が障害者予算を思い切っ

て増額すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。以上でございます。

これより本案につき質疑に入ります。質疑ありませんか。はい、質疑ですよ。議 長

障害者のこの援助資金の増額は、こらいいことでもあんのは、こらもうだれも言１４番議員

わんでもわかっとる、共産党が言わんでもわかっとる問題ですが、なかなかそれの実行はま

だまだちょっと行きません。だけど、国に出すことは私も反対はいたしません。賛成でござ

います。

質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議員提出議案第８号は原案どおり可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第８号は原案どおり可決されました。議 長

次に日程６番、議員提出議案第９号、町内３バス路線の廃止撤回を求める意見書について

は、山本悦雄君から提出され、所定の賛成者がありますので、これより議題とします。

意見書の朗読をさせます。 局長！

朗読。局 長

本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。 １３番議員！議 長

過日の議会運営委員会より産業建設委員会に付託されました、町内３バス路線の１３番議員

廃止撤回を求める意見書についてを提案させていただきます。

当日、委員会でいろいろ議論がございまして、最終的に３名の賛成者が賛成多数というこ

とで、提案するということになった次第でございます。

奈良交通のバスの高田百済線、ご承知のとおりだと思いますけれども高田百済線、それか

ら高田法隆寺線、桜井百済線が廃止されようといたしております。交通事情の悪い広陵町に

とって、通勤、通学や買い物、病院通いに安心できる公共交通機関の後退は、交通手段を持

たないお年寄りなど、利用者にとって生活の不便を即強いられることになります。

経営赤字を理由に、平成１４年１０月から回数を半減させ、平成１５年３月末に廃止され

る予定になっております。しかし、赤字を理由に路線をなくしていけば、町内の多くの路線

が廃止の憂き目を見ます。そのため、今まで国や県などが交通公共機関を守るため補助金等
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が支出されてきました。この拡充こそが求められているところですが、広域的・幹線的路線

維持対策費補助事業が現在も実施されています。要件はありますが、高田法隆寺線では１０

月から回数が半減すれば、この補助対象事業に全く当てはまらなくなります。県は知恵を出

し、関係各町と連携し、公共交通機関の使命を全うさせるために、奈良交通に対し以下のこ

とを要望するよう求めます。

１つ、奈良交通と協議し、廃止をやめさせるためのあらゆる努力をすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。よろしくご審議のほど

お願いいたします。

これより本案について質疑に入ります。質疑ですよ。質問すんの。質疑な。いや、議 長

質疑するんですか。 じゃあ、１４番議員！

この問題について、これは当然なことですが、もう県の方も知事はもう大体県の１４番議員

方は決まったということで、共産党の、私もある県会議員さんに電話で聞いたんですが、共

産党の議員さんがこれを提出するということで、土木委員会でも、委員長は取り上げられま

したが、こらもう町長も知っておられんねやないかとも思いますが、今さらもうどうにもな

らんことで、こんな遅う出したらかえって広陵町の議会の恥になるような感がいたしますの

で、私は賛成はできぬくいです。

何や、質問かい。質疑かい。質疑や言うて、大先輩が質疑や言うてはるのにそんな議 長

ことできるかいな。じゃ、反対者がありますので、じゃあ賛成者の４番議員。

賛成いたします。内容はもう申しません。先ほどのとおりです。ただ、１つ、ここ４番議員

に県が発行している奈良県馬見丘陵公園館の案内パンフレットがあります。この中に、交通

のご案内という形で、やっぱり近鉄大和高田駅から法隆寺までのバス路線の内容は具体的に

書いてあって、その交通のご案内の趣旨のとおり、この大きな施設については交通機関がや

っぱり必要だというふうに思いますので、県のこのパンフレットのとおりに進めていただき

たいということを要望して、賛成いたします。

討論を打ち切り採決いたします。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議員提出議案第９号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議員提出議案第９号は原案どおり可決されました。議 長

次に日程７番、議員提出議案第１０号、道路特定財源堅持に関する決議については、山本
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悦雄君から提出され、所定の賛成者がありますので、これを議題とします。

決議の朗読をさせます。 局長！

朗読。局 長

本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。 １３番議員！議 長

道路特定財源堅持に関する決議ということで、これも委員会の方でいろいろ審議１３番議員

していただきました。結果３名の賛成者がございまして、私が委員長として提案者となるこ

とになりましたのでよろしくお願いします。

道路特定財源につきましては、いろいろ国会でも議論のあるところでございます。奈良県

につきましては、他府県より確かに道路事情がおくれておるというのは現状ではなかろうか

と。そこで、いろんな道路につきまして、京奈和もございますし、いろんな道につきまして

もやはりこれから奈良県の道の整備もより一層図っていただきたいという意味で、この決議

を採択していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

道路の整備推進状況は地方行政において、まちづくりのバロメーターと評価される一方、

国土の均衡ある発展と豊かな生活の実現に欠かすことのできない最も基本的な社会資本であ

ります。

また、社会全体において高齢化、少子化が進展している中、活力ある地域づくり、まちづ

くりを推進し、２１世紀の社会基盤を計画的に実現させるためにも、さらには深刻化する環

境問題に対し、その改善を図るためにも道路の整備はより一層重要になっています。

しかしながら、本町の道路整備状況は、環境、安全面から見ても、依然として低い水準に

あると言わざるを得なく、住民生活や経済活動にとっても必ずしも十分とは言いがたい現状

にあります。

このため、良好な生活環境の創造、安全で安心できる道路整備の促進が重要であり、次の

事項について特段の配慮がなされるよう強く要望いたします。

１、地方の道路整備について、立ちおくれている整備がさらにおくれることのないよう、

必要な財源措置を講じること。

２、活力ある地域づくり推進のため、特に地方部における高規格幹線道路から市町村道に

至る道路網の整備をより一層促進すること。

３、平成１５年度において、新たな道路整備に係る長期計画の策定とその財源を安定的に

確保すること。

４、地方の道路財源を確保するとともに地方財政対策の充実を図ること。
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５、沿道の大気汚染や騒音、地球温暖化問題に対応するため、道路環境対策を一層充実す

ること。

以上、決議するということで、よろしくお願いいたします。

これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

５番議員！

反対の立場で討論をいたします。５番議員

この、今回の道路特定財源堅持に関する決議の中で、町道等町村道の道路網の整備だとか、

また環境安全面の整備については大いに賛成をするところでございますが、今小泉内閣のも

とで、構造改革のもとで道路４公団の改革も話題になって問題になっているわけでございま

すが、この道路特定財源については一層、高速道路の採算見込みがない新規建設に使うとい

う方向性が強まっているわけでございます。小泉内閣も自民党道路族も認める案としてその

ことが急浮上してるという状況なんです。

こういう中で、引き続き道路特定財源を堅持していくことについては、民営化の部分は採

算のとれる部分だけ民営化されていき、また採算のとれない部分は全部国や地方自治体が担

っていかなければならない、一層大変な状況になっていくわけです。高速道路整備計画のう

ちで、未整備の２，３００キロのほとんどは高額の建設費の割には利用が見込めずに、採算

の見込みがないところばかりなんです。そういうところに、このような特定財源を使ってい

くことはとんでもない話でございます。日本共産党は、この道路の特定財源化しないで、一

般財源として揮発油税を含め、普通の税金と同じように使途を限定しない一般財源として、

生活基盤密着型の公共投資とか、生活道路とかの投資とか、また社会保障などに使えるよう

にすべきだということを主張しているところでございます。よって、この意見書については

反対をいたします。

ほかに討論ありませんか。 ７番議員！議 長

反対者がありますので、私は賛成の立場で討論いたします。７番議員

今、反対者の中から高速道路という名前があったわけですけども、この決議の内容につき

ましては、地域密着をしているというふうな内容でございます。その内容の中で２番、活力

ある地域づくり推進のため、特に地方部における高規格幹線道路から市町村道に至る道路網

の整備をより一層促進するということもうたわれております。何ら反対することはございま
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せん。

以上です。

討論を打ち切り採決いたします。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議員提出議案第１０号を原案どおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議員提出議案第１０号は原案どおり決議されました。議 長

次に日程８番、議員提出議案第１１号、町内３バス路線の廃止撤回を求める決議について

は、山本悦雄君から提出され、所定の賛成者がありますので、これより議題とします。

決議の朗読をさせます。 局長！

朗読。局 長

本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。 １３番議員！議 長

先ほどの意見書に続きまして、決議ということでございます。これも、委員会で１３番議員

議論されまして、いろいろいたしました結果、３名の賛成多数で提案ということになりまし

たので、私が委員長として提案者となることになりましたのでよろしくお願いします。

町内３バス路線の廃止撤回を求める決議。

奈良交通バスの高田百済線、高田法隆寺線、桜井百済線が廃止されようとしています。交

通事情の悪い広陵町にとって、通勤通学や買い物、病院通いに安心できる公共交通機関の後

退は、交通手段を持たないお年寄りなど利用者にとって生活の不便を即強いられることにな

ります。経営赤字を理由に、平成１４年１０月から回数を半減させ、平成１５年３月末に廃

止される予定になっています。しかし、赤字を理由に路線をなくしていけば、町内の多くの

路線が廃止の憂き目を見ます。そのため、今まで国や県などが交通公共機関を守るための補

助金等が支出されてきました。その拡充こそが求められているところですが、広域的・幹線

的路線維持対策費補助事業が現在も実施されています。要件はありますが、高田法隆寺線は

１０月から回数が半減すればこの補助事業に全く当てはまらなくなります。

町は知恵を出し、県や関係各町と連携し、公共交通機関の使命を全うさせるため、奈良交

通に対し以下のことを要望するよう求めます。

１つ、奈良交通と協議し、廃止をとめさせるためのあらゆる努力を尽くすことということ

でございます。

特にこれにつきましては、役場がしっかり金を出してバス路線を維持せよというような内
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容ではございませんのでひとつその辺を含めて、我々がこういう決議を出す以上乗る運動も

しなくてはならないということもそこで出ていた話でございます。よろしくご審議のほどお

願いします。

質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

１４番議員！

先ほど申し上げたとおり、もう時既に遅しということで、私は賛成もできかねま１４番議員

すので、以上でございます。

討論を打ち切り採決いたします。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

議員提出議案第１１号を原案どおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議員提出議案第１１号は原案どおり決議されました。議 長

以上で本日の議事日程並びに本定例会に付議されました事件はすべて終了しましたので、

会議を閉じます。

平成１４年第３回定例会をこれにて閉会いたします。

（Ｐ.Ｍ.３：３８閉会）
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以上、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。

平成１４年９月２４日

広陵町議会議長 山 田 光 春

署 名 議 員 山 本 悦 雄

署 名 議 員 松 本 政 治
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